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Ｊ
・
ハ
リ
ン
ト
ン
の
平
等
な
共
和
国
（
な
い
し
自
由
国
家
）
の
一
考
察

倉　
　

島　
　
　
　
　

隆

☆
目
次

第
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節　

序　

論

第
二
節　

イ
ギ
リ
ス
の
共
和
主
義
思
想
の
理
論
的
特
徴

第
三
節　

ハ
リ
ン
ト
ン
の
共
和
国
論
の
理
論
的
背
景

第
四
節　

ハ
リ
ン
ト
ン
の
「
平
等
な
共
和
国
（
な
い
し
自
由
国
家
）」
概
念
の
検
討

﹇
1
﹈　

ハ
リ
ン
ト
ン
の
共
和
国
原
理
と
し
て
の
「
平
等
な
共
和
国
（
な
い
し
自
由
国
家
）」

﹇
2
﹈　

ハ
リ
ン
ト
ン
の
「
平
等
な
共
和
国
（
な
い
し
自
由
国
家
）」
と
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル

﹇
3
﹈　

ハ
リ
ン
ト
ン
の
共
和
国
論
に
お
け
る
そ
の
平
等
と
不
平
等

﹇
4
﹈　

ハ
リ
ン
ト
ン
の
平
等
と
政
体
の
古
典
的
三
位
一
体
論

﹇
5
﹈　

ハ
リ
ン
ト
ン
の
共
和
国
の
平
等
機
能

﹇
6
﹈　

ハ
リ
ン
ト
ン
の
平
等
な
共
和
国
の
再
論
（
そ
の
『
平
等
な
共
和
国
の
方
法
と
手
段
』
を
中
心
に
）

第
五
節　

結　

論

論　

説

一



政
経
研
究　

第
四
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
二
年
三
月
）

（
三
八
六
）

第
一
節　

序　

論

本
稿
の
主
題
は
、
一
七
世
紀
イ
ギ
リ
ス
革
命
期
の
主
要
な
共
和
主
義
思
想
に
関
わ
る
。
そ
れ
は
、
政
治
思
想
史
に
お
け
る
主
要
な
共
和

主
義
の
古
典
と
さ
れ
る
『
オ
シ
ア
ナ
共
和
国
』
の
著
者
で
あ
る
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ハ
リ
ン
ト
ン
（
一
六
一
一
│
七
七
）
の
中
心
概
念
の
「
平
等

な
共
和
国
」
な
い
し
「
自
由
国
家
（
民
に
よ
る
統
治
国
家
（
1
）

）」
に
あ
る
。
こ
の
分
野
の
有
力
な
研
究
者
の
う
ち
の
一
人
で
あ
る
ブ
レ
ア
・

ウ
ォ
ー
デ
ン
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
共
和
主
義
に
お
い
て
「
最
も
浸
透
し
か
つ
影
響
力
を
も
っ
た
も
の
は
、
Ｊ
・
ハ
リ
ン
ト
ン
で
あ
る
（
2
）

」
と
そ

の
政
治
思
想
史
に
お
い
て
彼
を
位
置
づ
け
た
。
こ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
主
題
と
し
て
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
こ
の
共
和
主
義
思
想
家

に
関
す
る
冷
静
な
表
現
で
も
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
最
近
の
日
本
に
お
い
て
こ
の
思
想
家
に
関
す
る
主
導
的
研
究
者
で
あ
る
Ｊ
・
ポ
ー

コ
ッ
ク
に
よ
る
『
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
リ
ア
ン
・
モ
ー
メ
ン
ト
（
3
）

』
の
邦
訳
の
刊
行
に
よ
っ
て
、
ハ
リ
ン
ト
ン
も
そ
の
主
要
な
論
者
と
い
う
こ
と
が

従
来
以
上
に
わ
が
国
で
浸
透
す
る
こ
と
と
関
連
す
る
。
従
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
ポ
ー
コ
ッ
ク
と
異
な
る
客
観
的
視
点
か
ら
別
な
論
者
の
表

現
を
必
要
と
す
る
た
め
、
ウ
ォ
ー
デ
ン
の
表
現
を
再
度
使
っ
た
次
第
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
ま
ず
ハ
リ
ン
ト
ン
を
論
じ
る
前
に
、
新
ハ
リ
ン
ト
ン
主
義
者
に
し
て
第
二
次
的
思
想
家
で
も
あ
る
ヘ
ン
リ
ー
・
ネ
ヴ
ィ

ル
に
つ
い
て
論
及
し
て
き
た
（
4
）

。
即
ち
、
彼
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
共
和
主
義
原
理
の
特
徴
を
全
て
で
な
い
と
し
て
、
多
く
を
そ
の
王
位
継
承

排
斥
法
案
危
機
期
に
お
い
て
再
度
形
を
変
え
て
主
張
し
、
後
の
世
代
に
そ
の
影
響
を
及
ぼ
し
て
き
た
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
う
し
た
方
向
で

イ
ギ
リ
ス
の
共
和
主
義
を
検
討
し
て
き
た
。
と
は
い
え
こ
れ
は
、
こ
の
共
和
主
義
思
想
家
に
つ
い
て
あ
る
意
味
で
そ
の
周
辺
的
側
面
か
ら

ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
き
た
と
も
い
え
る
。
ゆ
え
に
わ
れ
わ
れ
は
、
よ
う
や
く
そ
の
中
心
的
論
点
で
あ
る
ハ
リ
ン
ト
ン
の
共
和
主
義
と
取
り
組

む
段
階
に
き
て
い
る
こ
と
と
な
る
。
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
周
知
の
如
く
こ
の
分
野
の
数
多
く
の
研
究
者
の
主
題
と
さ
れ
て
き
た
。
換
言
す
れ

二
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七
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ば
、
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
既
に
長
く
主
要
な
共
和
主
義
思
想
家
と
し
て
認
め
ら
れ
、
か
つ
幅
広
く
そ
の
研
究
が
な
さ
れ
て
き
て
い
る
。
従
っ

て
本
稿
は
、
そ
れ
ら
の
先
行
研
究
（
5
）

を
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
広
範
な
文
脈
か
ら
彼
の
主
要
概
念
で
あ
る
平
等
な
共
和
国
（
な
い
し
自
由
国
家

﹇
民
に
よ
る
統
治
国
家
﹈）
概
念
と
取
り
組
む
必
要
が
出
て
き
て
い
る
。

本
稿
は
、
最
初
に
ハ
リ
ン
ト
ン
と
ネ
ヴ
ィ
ル
ら
を
包
摂
す
る
よ
り
広
範
な
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
共
和
主
義
的
理
論
の
特
徴
に
つ
い
て
概

観
す
る
。
次
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
彼
の
共
和
国
の
憲
法
論
に
お
け
る
直
接
的
な
理
論
的
背
景
（
特
に
、
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
及
び
『
国
民
協
約
』

﹇T
he A

greem
ent of the P

eople

﹈
と
の
関
連
で
）
に
つ
い
て
も
論
及
す
る
こ
と
と
な
る
（
6
）

。
こ
う
し
た
背
景
を
前
提
と
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、

ハ
リ
ン
ト
ン
の
「
平
等
な
共
和
国
（
な
い
し
自
由
国
家
）」
概
念
を
検
討
し
、
彼
の
中
心
思
想
の
鍵
の
う
ち
の
一
つ
を
検
証
す
る
こ
と
と
す

る
。（

1
） J.P

ocock, ed., T
h

e P
olitical W

orks of J.H
arrin

gton
, 1977, p.810.

（
2
） B

.W
orden, ‘E

nglish R
epublicanism

’, J.B
urns et al., eds., T

h
e C

am
brid

ge H
istory of P

oliltical

T
h

ou
gh

t, 1450-1700, 1991, p.444; 

拙
著
『
ネ
ヴ
ィ
ル
の
共
和
主
義
的
政
体
思
想
研
究
』（
三
和
書
籍
、
二
〇
一
一
年
）、
三
九
三
頁
。

（
3
） J.G

.A
. P
ocock, T

h
e M

ach
iavellian

 M
om

en
t, 1975 

﹇
田
中
秀
夫
ほ
か
訳
、
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
八
年
﹈, etc.

（
4
） 

拙
著
、
前
掲
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
5
） 

例
え
ば
、J.P

ocock, ed., T
h

e P
olitical W

orks of J.H
arrin

gton
, 1977; J.C

otton, J.H
arrin

gton
’s P

olitical T
h

ou
gh

t an
d

 Its 

C
on

text, 1991; R
.S
m
ith, H

arrin
gton

 an
d

 H
is O

cean
a, 1911; M

.D
ow
ns, J.H

arrin
gton

, 1977; C
.B
litzer, ed., T

h
e P

olitical 

W
ritin

gs of J.H
arrin

ton
, 1955; C

.B
litzer, A

n
 Im

m
ortal C

om
m

on
w

ealth
, 1960; S

.B
.L
iljgeren, ed., H

arrin
gton

’s O
cean

a, 

1924; W
.C
.D
ickinson, ed., J.H

arrin
gton

’s R
epu

blic, 1983; A
.F
ukuda, S

overeign
ty of th

e S
w

ord
, 1996; J.T

oland, ed., T
h

e 

O
cean

a of J.H
arrin

gton
 E

sq. an
d

 H
is W

orks, 1737, etc.

三
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巻
第
四
号
（
二
〇
一
二
年
三
月
）

（
三
八
八
）

わ
が
国
の
ハ
リ
ン
ト
ン
研
究
も
着
実
に
進
展
し
つ
つ
あ
る
。
例
え
ば
、
ハ
リ
ン
ト
ン
著
『
オ
シ
ア
ナ
』（
田
中
浩
抄
訳
、﹇
世
界
大
思
想
全
集
﹈
河

出
書
房
、
一
九
六
二
年
）、
田
中
浩
「
ホ
ッ
ブ
ズ
と
ハ
リ
ン
ト
ン
」（
水
田
洋
編
『
イ
ギ
リ
ス
革
命
』
お
茶
の
水
書
房
、
一
九
五
八
年
、
所
収
）、
白

鳥
令
『
政
治
理
論
の
形
成
』（
東
海
大
学
出
版
会
、
一
九
六
五
年
）、
竹
澤
祐
丈
「
平
等
な
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
と
し
て
の
オ
シ
ア
ナ
共
和
国
」（
田
中

秀
夫
ほ
か
編
『
共
和
主
義
の
思
想
空
間
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
六
年
、
所
収
）、
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
と
は
い
え
竹
澤
論
文
に
つ
い
て
、

わ
れ
わ
れ
の
テ
ー
マ
と
重
な
る
の
は
、
そ
の
ハ
リ
ン
ト
ン
の
政
治
原
理
と
し
て
避
け
得
ぬ
概
念
を
扱
う
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
、
主
と

し
て
王
位
継
承
排
斥
法
案
危
機
の
共
和
主
義
と
の
関
連
で
論
じ
る
故
、
か
つ
政
治
機
構
論
的
視
角
か
ら
論
じ
る
た
め
、
そ
の
違
い
を
示
す
こ
と
と
な

る
。

（
6
） 

最
近
、
日
本
に
お
い
て
共
和
主
義
思
想
と
し
て
の
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
﹇
社
会
契
約
論
で
﹈
を
論
じ
る
研
究
も
出
て
い
る
。
例
え
ば
、

大
澤
麦
「
共
和
制
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
成
立
と
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
の
『
人
民
協
約
』」（『
法
学
会
雑
誌
』
第
五
二
巻
一
号
、
二
〇
一
一
年
、
所
収
）
な
ど
。

第
二
節　

イ
ギ
リ
ス
の
共
和
主
義
思
想
の
理
論
的
特
徴

ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
後
の
王
位
継
承
排
斥
法
案
危
機
期
に
お
け
る
共
和
主
義
思
想
家
で
あ
る
ネ
ヴ
ィ
ル
や
Ａ
・
シ
ド
ニ
ー
と
異
な
り
、
自

然
法
や
コ
モ
ン
ロ
ー
語
彙
を
使
わ
ず
自
ら
の
理
論
を
構
成
し
て
き
た
。
わ
れ
わ
れ
は
、
特
に
ネ
ヴ
ィ
ル
が
新
ハ
リ
ン
ト
ン
主
義
者
と
称
せ

ら
れ
る
故
、
そ
の
相
違
も
示
し
て
い
る
（
1
）

。
従
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
理
論
的
特
徴
事
項
を
概
観
し
て
い
る
Ｊ
・
ス
コ
ッ
ト
の
議
論
を
通

じ
て
、
こ
の
思
想
的
性
質
を
確
認
す
る
こ
と
と
す
る
。

彼
は
、
そ
の
清
教
徒
革
命
な
い
し
内
戦
と
空
位
期
を
失
敗
と
示
す
。
ス
コ
ッ
ト
は
、
そ
れ
と
対
照
的
な
共
和
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
革

新
的
に
し
て
輝
か
し
い
成
功
と
位
置
づ
け
る
。
わ
れ
わ
れ
が
焦
点
を
あ
て
る
ハ
リ
ン
ト
ン
に
つ
い
て
、
当
然
な
が
ら
共
和
主
義
論
の
頂
点

に
あ
る
と
み
な
す
。
そ
の
イ
ギ
リ
ス
の
共
和
主
義
思
想
に
つ
い
て
彼
は
、
二
つ
の
局
面
と
し
て
そ
の
研
究
傾
向
を
捉
え
て
い
る
。
即
ち
、

四



Ｊ
・
ハ
リ
ン
ト
ン
の
平
等
な
共
和
国
（
な
い
し
自
由
国
家
）
の
一
考
察
（
倉
島
）

（
三
八
九
）

一
方
に
は
、
彼
が
そ
の
第
一
人
者
で
あ
る
と
す
る
古
く
か
ら
の
「
ハ
リ
ン
ト
ン
研
究
」
が
あ
る
。
他
方
に
は
、
戦
後
の
ポ
ー
コ
ッ
ク
に
よ

る
も
の
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
共
和
主
義
に
つ
い
て
広
範
な
欧
米
に
わ
た
る
そ
の
影
響
力
の
視
野
か
ら
理
論
を
樹
立
し
よ
う
と
努
め
る
。

ス
コ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
ポ
ー
コ
ッ
ク
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
を
「
古
典
的
共
和
主
義
者
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
の
首
位
的
な
市
民
的
人
文
主
義

者
に
し
て
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
リ
主
義
者
」
と
位
置
づ
け
た
と
い
う
。

ス
コ
ッ
ト
は
、
こ
う
し
て
論
点
を
確
認
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
ウ
ォ
ー
デ
ン
の
三
段
階
か
ら
な
る
イ
ギ
リ
ス
共
和
主
義
類
型
論
に
沿
い

つ
つ
、
よ
り
詳
細
な
五
段
階
説
を
披
露
す
る
。
即
ち
、
彼
は
「
共
和
主
義
的
経
験
」
と
い
う
語
彙
を
使
っ
て
、
一
六
四
九
年
か
ら
一
六
八
三

年
に
わ
た
る
時
代
に
そ
れ
が
及
ん
で
い
る
と
い
う
。
こ
の
五
段
階
説
に
つ
い
て
、
そ
の
第
一
段
階
（
一
六
四
九
│
一
六
五
三
）
は
、
こ
の
理

論
よ
り
も
わ
ず
か
に
先
立
っ
て
共
和
制
の
事
実
が
き
た
と
い
う
。
そ
の
第
二
段
階
（
一
六
五
六
）
に
お
い
て
、
こ
の
護
国
卿
制
に
反
対
し
、

か
つ
一
六
五
六
年
に
集
中
さ
れ
た
、
共
和
主
義
が
そ
の
規
模
を
拡
大
し
た
。
こ
れ
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
か
ら
Ｈ
・
ヴ
ェ
ィ
ン
へ
と
か
な
り
な

思
想
的
範
囲
に
及
ん
だ
と
い
う
。
そ
の
政
治
的
敵
対
と
思
想
的
な
多
様
性
の
結
合
は
、
特
徴
的
な
状
態
の
ま
ま
で
あ
っ
た
と
い
う
。
第
三

段
階
（
一
六
五
九
）
は
、
共
和
主
義
者
達
が
そ
の
失
敗
を
凝
視
し
た
ご
と
く
、
一
六
五
九
年
に
そ
の
共
和
主
義
に
お
い
て
明
ら
か
で
あ
り
、

か
つ
そ
れ
を
示
し
た
と
い
う
。
こ
れ
は
復
古
さ
れ
た
君
主
制
に
よ
っ
て
阻
ま
れ
る
が
、
一
六
六
五
年
か
ら
一
六
六
六
年
ま
で
欧
州
大
陸
の

亡
命
（
シ
ド
ニ
ー
）
に
よ
っ
て
存
在
し
た
（「
第
四
段
階
」）。
従
っ
て
ス
コ
ッ
ト
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
共
和
主
義
活
動
（
実
際
上
も
思
想
上
も
）
の

最
終
段
階
（
一
六
八
〇
年
か
ら
八
三
年
ま
で
ロ
ン
ド
ン
に
）
に
お
い
て
そ
れ
を
示
す
。
そ
の
第
二
段
階
か
ら
第
三
段
階
に
、
共
和
主
義
指
導
者

と
し
て
の
Ｈ
・
ヴ
ェ
ィ
ン
が
い
た
。
ス
コ
ッ
ト
に
よ
る
最
後
の
第
五
段
階
（
一
六
八
〇
│
一
六
八
三
）
に
、
ヴ
ェ
ィ
ン
の
親
友
に
し
て
被
保

護
者
で
あ
る
シ
ド
ニ
ー
が
い
た
。
こ
の
段
階
に
加
え
る
の
は
国
策
評
議
会
の
も
う
一
人
の
成
員
で
あ
り
、
彼
の
又
従
兄
で
あ
る
ネ
ヴ
ィ
ル

で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
す
る
。
ス
コ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
主
要
な
共
和
主
義
者
達
の
間
に
お
い
て
保
護
・
被
保
護
の
関
係
が
成
り

五
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立
つ
と
説
く
。
即
ち
、
ヴ
ェ
ィ
ン
を
保
護
者
と
し
そ
の
保
護
を
受
け
る
者
は
、
シ
ド
ニ
ー
と
ス
タ
ッ
ブ
（H

.S
tubbe

）
で
あ
り
、
シ
ド

ニ
ー
を
保
護
者
と
す
る
被
保
護
者
と
し
て
の
ビ
ー
ズ
ル
（S

.B
ethel

）
と
の
関
係
で
あ
り
、
ハ
リ
ン
ト
ン
を
被
保
護
者
と
し
ネ
ヴ
ィ
ル
を

パ
ト
ロ
ン
と
す
る
関
係
で
あ
る
と
締
め
括
る
（
2
）

。

ス
コ
ッ
ト
は
、
イ
ギ
リ
ス
共
和
主
義
が
「
言
語
で
あ
っ
て
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
な
い
」
と
い
う
ポ
ー
コ
ッ
ク
の
言
葉
を
借
用
し
つ
つ
、
本
論

に
入
る
。

「
実
の
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
四
つ
の
言
語
で
あ
っ
た
し
、
通
常
そ
れ
ら
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
っ
た
。
全
て
は
、
論
理
的
に
十
分
に
引
い
た

し
、
共
和
制
が
も
つ
一
六
四
九
年
以
前
の
思
想
的
遺
産
へ
の
多
か
れ
少
な
か
れ
適
応
的
傾
向
を
も
っ
た
。
自
然
法
理
論
は
、
内
戦
の
独
立

派
（
及
び
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
を
は
じ
め
と
す
る
そ
の
他
の
政
治
的
支
流
）
の
言
語
で
あ
っ
た
。
利
益
理
論
は
、
一
六
四
八
年
ま
で
に
新
型
軍
の
政

治
言
語
と
な
っ
て
い
た
。
古
典
的
共
和
主
義
は
、
初
期
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ル
ネ
サ
ン
ス
文
化
の
か
な
り
な
再
編
成
を
含
ん
だ
。
共
和
主
義

も
同
時
期
に
古
来
の
立
憲
制
の
歴
史
的
適
応
を
用
い
た
。
ミ
ル
ト
ン
は
、
古
典
言
語
と
自
然
法
論
に
沿
っ
て
こ
れ
を
使
っ
た
。
ニ
ー
ダ
ム

は
、
古
典
的
言
語
と
利
益
理
論
を
使
っ
た
。
ヴ
ェ
ィ
ン
は
、
利
益
言
語
と
自
然
法
言
語
を
使
っ
た
。
シ
ド
ニ
ー
は
、
こ
れ
ら
の
四
つ
を
す

べ
て
使
っ
た
。
彼
は
、『
宮
廷
の
格
言
』（
一
六
六
五
│
六
）
で
オ
ラ
ン
ダ
の
共
和
主
義
者
達
と
関
係
づ
け
る
た
め
に
利
益
理
論
を
使
い
、

Ｒ
・
フ
ィ
ル
マ
ー
卿
（
初
期
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
に
お
け
る
）
の
『
家
父
長
論
』
に
お
け
る
古
典
的
共
和
主
義
論
・
自
然
法
論
・
古
来
の
立
憲
制

論
へ
の
攻
撃
に
答
え
る
た
め
に
そ
れ
ら
を
使
っ
た
。
こ
れ
ら
の
言
語
の
全
て
は
重
要
で
あ
っ
た
。
し
か
し
「
わ
れ
わ
れ
が
ハ
リ
ン
ト
ン
の

『
オ
シ
ア
ナ
』
の
文
脈
に
焦
点
を
あ
て
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
古
典
的
共
和
主
義
で
あ
る
（
3
）

」
と
説
か
れ
る
。

周
知
の
如
く
、
Ｊ
・
ス
コ
ッ
ト
は
、
Ａ
・
シ
ド
ニ
ー
研
究
に
お
い
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
研
究
者
で
あ
る
（
4
）

。
彼
は
、
シ
ド
ニ
ー
に
つ

い
て
そ
の
誕
生
期
か
ら
そ
の
処
刑
時
ま
で
の
時
代
背
景
か
ら
、
こ
の
共
和
主
義
思
想
家
に
つ
い
て
第
一
次
資
料
を
駆
使
し
つ
つ
論
じ
る
者

六



Ｊ
・
ハ
リ
ン
ト
ン
の
平
等
な
共
和
国
（
な
い
し
自
由
国
家
）
の
一
考
察
（
倉
島
）

（
三
九
一
）

で
あ
る
（
5
）

。
そ
の
彼
は
、
清
教
徒
革
命
以
前
か
ら
の
政
治
理
論
を
四
つ
に
集
約
す
る
。
第
一
の
理
論
は
、
自
然
法
論
が
浸
透
す
る
も
の
で

あ
っ
た
と
い
う
。
次
が
利
益
理
論
で
あ
り
、
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
の
新
型
軍
が
採
用
し
た
言
語
で
あ
る
と
説
く
。
第
三
は
、
古
典
的
共
和
主
義

で
あ
り
、
最
後
が
古
来
の
立
憲
主
義
で
あ
っ
た
と
い
う
。
特
に
シ
ド
ニ
ー
は
、
そ
の
四
つ
の
全
て
言
語
を
駆
使
し
た
と
強
調
す
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
古
典
的
共
和
主
義
論
を
使
っ
た
が
、
必
ず
し
も
そ
れ
を
従
来
通
り
使
う
も
の
で
は
な
い
と
い
う
も
の
で
あ

る
。更

に
ス
コ
ッ
ト
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
以
前
の
論
者
が
、
既
に
彼
の
イ
ギ
リ
ス
の
共
和
主
義
特
徴
を
示
し
て
い
た
と
主
張
す
る
。
そ
れ
は
二

つ
か
ら
な
る
。
第
一
に
、
そ
れ
は
、
武
力
の
強
調
で
あ
り
、
政
治
的
自
由
と
軍
事
力
の
同
一
化
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ミ
ル
ト
ン
に
よ
る
リ

ヴ
ィ
ウ
ス
へ
の
依
拠
で
あ
り
、
ニ
ー
ダ
ム
に
よ
る
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
へ
の
依
拠
で
あ
り
、
そ
の
共
和
制
の
大
い
な
る
軍
事
的
業
績
の
強
調

で
あ
る
と
説
く
。
も
う
一
つ
は
、
共
和
制
の
存
続
期
間
が
栄
光
的
で
あ
る
が
、
混
乱
し
か
つ
短
命
の
可
能
性
も
含
む
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
6
）

。

（
1
） J.P

ocock, ed., J.H
arrin

gton
: T

h
e C

om
m

on
w

ealth
 of O

cean
a an

d
 A

 S
ystem

 of P
olitics, 1992, p.xiii; 

及
び
拙
著
前
掲
、
三
一
六

頁
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
2
） J.S

cott, ‘T
he R

apture of M
otion ’, N

.P
hillipson et al., eds., P

olitical D
iscou

rse in
 E

arly M
od

ern

E
n

glan
d

, 1993, pp.139-142.

（
3
） J.S

cott, op. cit., pp.142-6.

（
4
） 

例
え
ば
、
Ｂ
・
ウ
ォ
ー
デ
ン
は
、
彼
が
従
来
の
シ
ド
ニ
ー
像
を
変
え
た
と
評
価
す
る
。B

.W
orden, R

ou
n

d
h

ead
 R

epu
tation

s, 2001.

（
5
） J.S
cott, A

. S
id

n
ey an

d
 th

e E
n

glish
 R

epu
blic, 1623-1677, 1988; -, A

.S
id

n
ey an

d
 th

e R
estoration

 C
risis, 1677-83, 1991.

（
6
） J.S

cott, T
he R

apture of M
otion, p.145.
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第
三
節　

ハ
リ
ン
ト
ン
の
共
和
国
論
の
理
論
的
背
景

わ
れ
わ
れ
は
、
前
節
で
イ
ギ
リ
ス
の
共
和
主
義
者
達
の
政
治
理
論
枠
組
み
に
つ
い
て
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
そ
れ
を
中
心
に
他
の
共
和
主
義

者
達
も
概
観
し
て
き
た
。
更
に
本
節
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
に
お
け
る
重
要
な
論
点
が
内
戦
期
の
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
ら
と
共
通
す
る
こ
と
に
注
目

す
る
。
両
者
に
共
通
す
る
思
想
は
、
国
家
的
な
世
俗
的
権
威
の
源
泉
を
民
の
合
意
に
基
礎
づ
け
る
も
の
な
ど
で
あ
り
、
そ
れ
は
あ
る
意
味

で
ウ
ィ
ッ
グ
的
系
譜
と
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
の
主
要
な
要
求
は
、
基
本
法
の
保
障
・
選
挙
権
改
革
・
宗
教
的
寛
容
・

及
び
広
範
な
社
会
経
済
的
苦
情
の
改
善
で
あ
っ
た
言
わ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
主
に
そ
れ
ら
を
包
括
的
な
事
項
と
し
て
論
及
す
る
こ
と
な

る
。
つ
ま
り
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
の
そ
れ
ら
は
、
必
ず
し
も
個
別
に
独
立
的
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
市
民
的
自
由
と
権
利
な
ど
の
主
張
と

し
て
相
互
に
関
連
す
る
も
の
と
解
釈
す
べ
き
も
の
で
も
あ
る
。
と
は
い
え
わ
れ
わ
れ
は
、
あ
く
ま
で
そ
れ
が
ハ
リ
ン
ト
ン
の
平
等
な
共
和

国
に
お
け
る
憲
法
の
背
景
と
し
て
論
じ
る
こ
と
と
な
る
故
、
こ
こ
で
は
紙
幅
の
制
約
上
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
省
略
せ
ざ
る
を
得
な
い
（
1
）

。

そ
の
基
本
法
に
つ
い
て
、
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
古
典
的
共
和
主
義
理
論
を
主
に
使
っ
て
、
破
綻
し
た
、
絶
対
君
主
制
に
代
え
て
自
ら
の
イ

ギ
リ
ス
の
市
民
を
主
体
と
す
る
共
和
主
義
憲
法
を
構
築
し
よ
う
と
試
み
た
（
2
）

。
こ
の
視
点
は
、
当
然
な
が
ら
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
と
共
通
な
視
角

で
あ
る
。
こ
の
後
者
に
対
し
て
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
そ
の
具
体
的
シ
ナ
リ
オ
に
お
け
る
実
効
性
の
欠
如
を
見
抜
き
、
そ
れ
よ
り
も
具
体
的
に

し
て
実
現
可
能
な
基
本
的
枠
組
み
を
提
示
す
る
こ
と
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
る
。
彼
の
憲
法
が
一
見
し
て
き
わ
め
て
詳
細
に
わ
た
る
も
の

で
あ
る
の
は
、
明
ら
か
に
そ
の
『
国
民
協
約
』
を
意
識
し
か
つ
自
ら
の
憲
法
を
よ
り
具
体
的
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
側
面
を
垣
間
見
る
こ

と
が
で
き
る
（
3
）

。
従
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
が
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
る
『
国
民
協
約
（
4
）

』
を
主
に
た
た
き
台
と
し
て

問
題
を
設
定
し
て
い
る
性
質
を
も
つ
も
の
と
し
て
、
こ
う
し
た
視
点
か
ら
論
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

八
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ハ
リ
ン
ト
ン
と
同
様
に
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
の
立
場
も
、
こ
の
憲
法
を
軸
に
そ
の
国
家
の
基
礎
を
形
成
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
、
Ｇ
・

バ
ー
ジ
ェ
ス
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。

「
憲
法
的
形
態
は
『
国
民
協
約
』
全
体
に
特
徴
的
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
制
度
的
に
精
緻
化
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
は
政
府
が
そ
れ

ら
に
置
か
れ
た
制
限
を
尊
重
す
る
こ
と
を
確
か
に
す
る
少
し
の
機
構
も
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
暴
力
的
抵
抗
に
こ
れ
ら
を
変
え

る
の
か
、
或
い
は
彼
ら
自
体
の
自
制
が
効
果
的
で
あ
る
の
か
、
の
い
ず
れ
か
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
の
ア

プ
ロ
ー
チ
の
欠
点
は
、
あ
る
実
際
的
重
要
性
を
も
っ
た
。
政
治
的
正
統
性
の
基
礎
と
し
て
の
同
意
へ
の
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
の
大
い
な
る
依
拠

は
、
こ
れ
ら
を
き
わ
め
て
困
難
に
し
た
。
一
六
四
〇
年
代
後
半
に
、
国
民
の
大
多
数
が
あ
ま
り
に
も
熱
心
す
ぎ
、
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
が
評
価

す
る
自
由
（
特
に
良
心
の
自
由
）
に
つ
い
て
そ
の
主
権
者
を
お
か
す
の
を
見
分
け
る
こ
と
が
で
き
ぬ
よ
う
に
思
わ
れ
た
（
5
）

」。
周
知
の
ご
と
く
、

こ
の
「
良
心
の
自
由
」
が
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
に
と
っ
て
宗
教
的
寛
容
の
基
本
概
念
で
あ
り
、
そ
れ
に
沿
っ
て
各
新
教
徒
は
、
国
教
会
か
ら
の

自
由
を
よ
り
広
く
認
め
る
こ
と
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
。
バ
ー
ジ
ェ
ス
は
、
こ
の
両
義
性
に
つ
い
て
ま
ず
問
題
視
す
る
。
本
項
は
、
そ

れ
が
こ
こ
に
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
の
良
心
の
自
由
と
い
う
形
で
の
強
い
宗
教
的
寛
容
論
と
な
る
と
み
な
す
。

わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
が
国
民
協
約
と
い
う
形
式
を
と
る
の
は
、
そ
の
立
憲
主
義
方
式
に
よ
っ
て
明
確
と
な
っ
て
い
る

と
措
定
す
る
。
と
は
い
え
そ
れ
は
、
制
度
的
筋
道
や
そ
の
実
現
へ
の
工
程
論
な
ど
に
お
い
て
不
明
瞭
で
あ
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
第

一
に
、
こ
の
国
民
協
約
は
、
そ
の
国
民
の
自
由
や
参
加
を
確
保
す
る
た
め
の
統
治
機
構
に
お
い
て
、
そ
の
権
力
を
抑
制
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム

な
ど
何
ら
規
定
し
な
か
っ
た
。
そ
う
な
る
と
、
こ
れ
は
、
そ
の
統
治
の
革
新
へ
の
工
程
論
と
し
て
武
力
的
方
式
を
と
る
の
か
、
或
い
は
平

和
裏
に
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
の
自
己
抑
制
方
式
を
と
る
の
か
の
い
ず
れ
か
を
仮
定
す
る
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
。
第
二
に
、
彼
ら
は
、

統
治
権
威
の
正
統
性
を
国
民
の
同
意
方
式
に
重
点
を
置
く
た
め
、
理
想
論
と
し
て
立
派
で
あ
る
が
、
そ
の
運
用
面
で
は
困
難
を
伴
う
こ
と

九
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に
な
る
。
な
る
ほ
ど
国
民
協
約
は
、
自
由
の
確
保
を
謳
っ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
多
数
か
ら
な
る
国
民
の
良
心
の
自
由
の
実
現
工
程
に
つ

い
て
不
明
確
で
あ
り
、
そ
う
し
た
代
表
者
達
に
よ
っ
て
確
保
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
ほ
ど
で
、
そ
の
内
容
で
は
宗
教
的
寛
容
の
実
現
過
程

メ
カ
ニ
ズ
ム
な
ど
に
関
し
て
不
十
分
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
国
民
協
約
の
内
容
で
は
多
数
の
者
の
同
意
が
得
ら
れ
ぬ
こ
と

と
な
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
と
の
関
連
で
上
記
を
第
一
、
第
二
の
共
通
な
事
項
と
位
置
付
け
つ
つ
、
次
の
第
三
の
共
通
の
論
点
に
移
ろ
う
。
周

知
の
如
く
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
や
『
国
民
協
約
』
が
最
も
政
治
思
想
史
に
お
け
る
業
績
と
し
て
刻
印
さ
れ
る
の
は
、
男
子
普
通
選
挙
制
度
の
主

張
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
例
え
ば
Ｈ
・
ア
イ
ア
ト
ン
（
彼
は
、
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
と
同
じ
独
立
派
の
指
導
者
で
あ
る
）
に
よ
っ
て
も
主
張
さ
れ
る
。

彼
は
、
そ
の
﹇
第
一
次
﹈『
国
民
協
約
』
の
第
一
条
に
お
け
る
「
議
会
の
代
表
選
挙
が
住
民
数
に
よ
り
公
平
に
比
例
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」

な
ど
が
そ
れ
を
含
む
と
解
釈
し
た
。
さ
ら
に
第
三
次
国
民
協
約
は
、
明
確
に
二
一
歳
以
上
の
全
て
成
年
男
子
の
普
通
選
挙
権
を
規
定
し
て

い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
選
挙
権
付
与
問
題
は
、
多
く
の
論
争
の
的
と
も
な
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
バ
ー
ジ
ェ
ス
の
議
論
に
沿
っ

て
ハ
リ
ン
ト
ン
の
論
点
を
確
認
す
る
に
止
め
る
。
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
は
、
国
民
の
多
数
か
ら
国
民
協
約
の
合
意
を
得
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、

か
つ
選
挙
権
付
与
か
ら
政
治
的
に
責
任
能
力
の
な
い
人
々
を
除
く
よ
う
に
選
挙
権
を
定
義
づ
け
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、

ハ
リ
ン
ト
ン
に
お
け
る
重
要
な
争
点
で
も
あ
り
、
か
な
り
な
紙
幅
を
要
す
る
故
、
こ
こ
で
は
あ
え
て
深
入
り
し
な
い
こ
と
と
す
る
。
と
い

う
の
は
前
記
の
如
く
こ
の
節
を
ハ
リ
ン
ト
ン
理
論
の
論
点
の
背
景
と
し
て
の
み
わ
れ
わ
れ
は
、
位
置
づ
け
る
か
ら
で
あ
る
。

と
は
い
え
バ
ー
ジ
ェ
ス
の
「
代
表
者
達
の
制
限
」
議
論
に
戻
れ
ば
、
ニ
ー
ダ
ム
の
問
い
を
示
す
こ
と
と
す
る
。
即
ち
、「
よ
り
正
確
に

そ
の
国
民
が
信
頼
し
得
ぬ
と
あ
な
た
方
が
十
分
に
知
る
と
き
、
あ
な
た
方
は
何
を
な
さ
る
お
つ
も
り
で
す
か
。
或
い
は
よ
り
正
確
に
は
あ

な
た
方
は
、
民
会
が
そ
の
よ
う
に
信
頼
で
き
な
い
こ
と
を
十
分
に
知
る
と
き
何
を
な
す
の
で
す
か
」
と
。
こ
の
問
題
は
、
ミ
ル
ト
ン
か
ら

一
〇
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一
六
六
〇
年
に
最
終
的
な
苦
い
怒
り
を
引
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
共
和
主
義
思
想
の
ま
さ
に
中
核
へ
と
ミ
ミ
ズ
の
如
く
押
し
入
る
。
ハ
リ
ン

ト
ン
は
、
他
の
も
の
以
上
に
一
つ
の
解
答
を
見
つ
け
た
。
し
か
し
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
自
ら
が
そ
れ
を
知
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
の
に
少

し
の
遠
慮
も
示
さ
な
か
っ
た
。
更
に
バ
ー
ジ
ェ
ス
は
、
次
の
よ
う
に
そ
れ
を
続
け
る
（
6
）

。

「
他
の
共
和
主
義
者
達
（
ヴ
ェ
ィ
ン
と
ミ
ル
ト
ン
）
は
、
有
徳
な
人
々
の
支
配
を
他
の
問
題
の
解
決
と
し
て
提
起
す
る
よ
う
に
思
え
（
か
つ

そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宗
教
的
な
急
進
主
義
の
範
囲
へ
と
共
和
主
義
を
引
き
入
れ
た
）、
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
有
徳
な
憲
法
な
い
し
法
に
従
う
規

則
を
信
頼
し
た
。
そ
の
結
果
は
、
詳
細
な
制
度
的
・
立
憲
制
的
構
造
へ
の
そ
の
異
常
な
ま
で
の
強
調
故
に
異
常
な
共
和
主
義
で
あ
っ
た
。

『
民
会
は
信
頼
し
得
ず
、
他
方
、
確
か
に
正
し
く
秩
序
づ
け
ら
れ
た
共
和
国
で
彼
ら
が
、
そ
の
共
和
国
に
従
う
以
外
に
他
の
提
案
を
も
ち

得
ぬ
』（W

orks, p.738

）。
ハ
リ
ン
ト
ン
に
と
っ
て
、
無
謬
性
の
自
ら
の
﹇
憲
法
﹈
条
項
の
自
信
は
卓
越
し
た
（
7
）

」。

こ
こ
で
バ
ー
ジ
ェ
ス
は
、
そ
れ
ら
の
論
者
が
愛
国
心
と
公
的
﹇
市
民
﹈
精
神
を
も
つ
人
々
に
そ
の
指
導
を
託
す
と
い
う
。
そ
の
ヴ
ェ
ィ

ン
と
ミ
ル
ト
ン
は
、
宗
教
的
に
急
進
主
義
的
な
性
格
を
も
つ
共
和
主
義
者
で
あ
る
故
、
そ
う
し
た
方
向
に
沿
っ
て
解
決
を
求
め
る
と
い
う
。

他
方
、
世
俗
的
共
和
主
義
者
に
し
て
立
憲
主
義
論
者
と
し
て
の
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
法
な
い
し
憲
法
に
従
う
支
配
に
そ
の
信
を
置
く
。
故
に

彼
は
、
オ
シ
ア
ナ
﹇
イ
ギ
リ
ス
﹈
の
共
和
国
的
憲
法
を
提
起
し
た
と
い
う
。
従
っ
て
こ
う
し
た
民
会
な
い
し
国
民
議
会
が
信
じ
得
ぬ
場
合

に
法
の
遵
守
こ
そ
重
要
な
砦
で
あ
る
と
説
か
れ
る
と
い
う
。
バ
ー
ジ
ェ
ス
は
、
他
の
論
者
の
ご
と
く
、
法
制
度
に
対
す
る
強
い
信
頼
が
ハ

リ
ン
ト
ン
か
ら
読
み
取
れ
る
と
説
く
。

彼
は
、
引
き
続
き
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
と
の
関
連
で
ハ
リ
ン
ト
ン
理
論
の
背
景
を
示
す
が
、
よ
り
直
接
的
な
彼
の
論
述
を
含
む
も
の
に
よ
っ

て
確
認
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、『
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
、
或
い
は
一
般
に
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
と
称
さ
れ
た
人
々
に
よ
っ
て
主
張

さ
れ
る
統
治
と
宗
教
に
関
す
る
原
理
と
格
言
』（
一
六
五
九
）
分
析
と
い
う
匿
名
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
よ
っ
て
公
に
自
ら
の
諸
観
念
を
示
し

一
一
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た
こ
と
に
答
え
、
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
自
ら
の
政
治
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
公
然
と
対
照
し
た
。
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
自
ら
の
諸
原

理
が
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
の
原
理
方
法
と
異
な
る
こ
と
を
示
す
た
め
、
次
の
よ
う
に
所
謂
「
将
校
達
の
『
国
民
協
約
』」
分
析
を
書
い
た
。
そ

れ
は
、
ホ
ワ
イ
ト
ホ
ー
ル
の
軍
議
評
議
会
の
討
議
で
修
正
さ
れ
た
、
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
の
第
二
次
国
民
協
約
（
一
六
四
八
│
九
年
一
二
月
か
ら

一
月
）
版
で
あ
っ
た
と
い
う
（
8
）

。
そ
れ
は
、
一
六
四
九
年
一
月
二
〇
日
に
、
軍
に
よ
っ
て
残
部
議
会
に
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
バ
ー
ジ
ェ

ス
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
更
に
次
の
よ
う
に
彼
ら
が
主
張
す
る
こ
と
と
し
、『
国
民
協
約
』
を
引
用
し
た
と
い
う
（
9
）

。

「『
こ
う
し
た
﹇
民
会
﹈
代
表
達
は
、
あ
る
こ
と
に
お
い
て
国
民
が
武
力
で
代
表
達
に
抵
抗
し
得
る
こ
と
を
除
き
、
主
権
力
を
も
つ
と
』。

レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
の
（
第
二
次
）
国
民
協
約
も
、『
将
校
達
の
協
約
』
も
正
確
に
は
そ
の
こ
と
を
言
わ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
両
方
と
も
そ
の

代
表
に
抗
し
て
抵
抗
の
た
め
に
あ
る
範
囲
を
認
め
、
後
者
は
、
そ
れ
が
『
こ
う
し
た
代
表
達
は
、
こ
の
国
民
協
約
に
含
ま
れ
た
共
通
の
権

利
・
自
由
・
及
び
安
全
の
基
礎
を
明
ら
か
に
放
棄
し
、
或
い
は
与
え
、
か
つ
取
り
去
る
と
こ
ろ
』
で
正
統
で
あ
る
と
特
記
す
る
（
10
）

」。

つ
ま
り
こ
こ
で
は
従
来
の
主
権
力
の
保
有
を
何
ら
否
定
し
て
い
な
い
と
ハ
リ
ン
ト
ン
自
身
は
、
確
認
す
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
国
民
協

約
は
、
彼
ら
の
代
表
に
対
し
て
抵
抗
の
範
囲
を
認
め
る
な
ど
と
も
、
か
つ
そ
う
し
た
本
来
の
国
民
の
権
利
な
ど
を
放
棄
し
た
り
、
そ
れ
ら

を
与
え
た
り
、
か
つ
そ
れ
ら
を
取
り
去
る
規
定
を
正
統
と
具
体
的
に
記
す
こ
と
を
妥
当
と
見
な
す
と
い
う
。
即
ち
、
ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
れ

ば
、
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
が
重
要
な
部
分
で
曖
昧
で
あ
り
、
か
つ
主
権
力
の
持
続
的
安
定
性
を
欠
く
と
批
判
す
る
。

つ
ま
り
こ
こ
で
は
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
ら
の
立
憲
主
義
の
思
想
的
失
敗
を
は
っ
き
り
と
認
め
た
。
最
後
に
バ
ー
ジ
ェ
ス
は
、

次
の
よ
う
に
ハ
リ
ン
ト
ン
が
言
っ
て
い
る
こ
と
で
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
の
欠
点
を
指
摘
す
る
。

「
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
自
ら
の
要
約
に
言
及
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
主
張
が
と
も
に
『
率
直
な
矛
盾
』
と
『
全
く
の
ア
ナ
ー
キ
ー
』

で
あ
る
と
記
し
た
。
そ
れ
は
、
そ
の
民
会
﹇
国
民
﹈
代
表
が
真
の
主
権
力
で
あ
る
故
、
前
者
（
率
直
に
矛
盾
）
で
あ
る
。『
主
権
力
が
君
主

一
二
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制
自
体
﹇
に
あ
る
﹈
如
く
、
全
体
的
で
も
絶
対
的
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
少
し
の
統
治
も
あ
り
え
ぬ
』
と
。
…
…

『
共
和
国
の
大
義
で
あ
る
も
の
は
、
主
権
力
の
制
限
で
は
な
く
、
…
統
治
を
侵
害
し
か
つ
乱
す
…
…
…
命
令
か
ら
の
解
放
な
い
し
対
処

で
あ
る
（
11
）

。』」

こ
こ
で
の
論
点
は
、
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
が
主
権
を
制
限
す
べ
き
と
主
張
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
主
権
力

の
存
在
を
制
限
す
る
の
で
は
な
く
、
法
制
度
に
よ
る
法
の
支
配
に
よ
っ
て
専
断
的
な
濫
用
を
抑
止
し
た
り
、
共
有
し
た
り
、
か
つ
諸
階
級

で
均
衡
を
図
る
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
1
） 

周
知
の
ご
と
く
、
国
民
協
約
に
お
い
て
抽
象
的
で
あ
る
が
、
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
の
主
張
が
盛
り
込
ま
れ
る
。
社
会
経
済
的
苦
情
問
題
は
、
多
様
で

あ
る
が
、
例
え
ば
、
十
分
の
一
税
の
廃
止
な
ど
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
『
国
民
協
約
』
の
原
文
は
、
次
の
文
献
な
ど
に
含
ま
れ
る
。J.O

tteson, ed., T
h

e L
evellers, T

hoem
m
es P
ress, 5 vols., 2003, etc.

（
2
） 

ネ
ヴ
ィ
ル
は
、
自
ら
の
統
治
機
構
改
革
提
案
を
「
新
立
憲
制
」
と
呼
ん
で
も
よ
い
と
言
っ
て
い
る
（
拙
著
前
掲
、
第
八
章
を
参
照
さ
れ
た
い
）。

ネ
ヴ
ィ
ル
は
、
確
か
に
イ
ギ
リ
ス
史
観
で
は
古
来
の
立
憲
制
を
認
め
る
が
、
そ
れ
が
新
し
い
時
代
に
そ
ぐ
わ
ぬ
ゆ
え
、
そ
の
改
革
を
主
張
す
る
。
こ

れ
は
シ
ド
ニ
ー
に
も
言
え
る
（A

.S
idney, D

iscou
rces con

cern
in

ig G
overn

m
en

t, 1990

）。

（
3
） J.P

ocock, ed., T
h

e P
olitical W

orks of J.H
arrin

gton
, 1977, pp.210-340.

（
4
） J.P

.K
enyon, ed., T

h
e S

tu
art C

on
stitu

tion
, 1603-1688, 1986, pp.274-276; J.O

tteson, ed., op. cit., etc.

（
5
） G
.B
urgess, T

h
e B

ritish
 P

olitical T
h

ou
gh

t, 1500-1660, 2009, p.347.

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
で
バ
ー
ジ
ェ
ス
が
ハ
リ
ン
ト
ン
の
宗
教
観
と
そ
の
寛
容
に
つ
い
て
簡
潔
に
述
べ
て
い
る
文
章
を
示
し
て
み
よ
う
。

「
オ
シ
ア
ナ
に
お
い
て
『
国
教
へ
の
配
慮
と
良
心
の
自
由
の
擁
護
』
を
託
さ
れ
た
（
市
民
的
）
宗
教
評
議
会
が
あ
る
。
こ
の
構
造
は
、
市
民
的
権

力
に
か
つ
次
の
よ
う
な
要
求
に
服
す
る
エ
ラ
ス
ト
ゥ
ス
主
義
的
教
会
を
も
つ
『
市
民
宗
教
』
と
称
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、『
宗
教
事

一
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項
に
い
か
な
る
強
制
力
も
こ
の
国
家
で
行
使
し
な
い
』﹇W

orks, p.251

﹈
と
」（G

.B
urgess, op. cit., p.363

）。

こ
れ
は
、
彼
も
言
う
よ
う
に
ホ
ッ
ブ
ズ
と
同
じ
見
解
で
あ
り
、
か
つ
ネ
ヴ
ィ
ル
と
も
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
ネ
ヴ
ィ
ル
の
宗
教
的
寛
容
論
は
、
カ

ト
リ
ッ
ク
教
徒
に
も
及
ぶ
。

（
6
） G

.B
urgess, op. cit., pp.347-8.

（
7
） 

Ibid
.

（
8
） 

Ibid. 

（W
orks, pp.657-8

）.

（
9
） 

Ibid.

（
10
） 

Ibid.

（
11
） 

Ibid., pp.348-9.

第
四
節　

ハ
リ
ン
ト
ン
の
「
平
等
な
共
和
国
（
な
い
し
自
由
国
家
）」
概
念
の
検
討

﹇
1
﹈　

ハ
リ
ン
ト
ン
の
共
和
国
原
理
と
し
て
の
「
平
等
な
共
和
国
（
な
い
し
自
由
国
家
）」

わ
れ
わ
れ
は
ハ
リ
ン
ト
ン
の
共
和
主
義
論
の
中
核
に
は
、
効
率
的
に
し
て
活
力
が
あ
り
、
か
つ
長
き
に
わ
た
っ
て
持
続
可
能
性
を
も
つ

政
体
原
理
が
あ
る
と
想
定
す
る
。
つ
ま
り
絶
対
君
主
制
は
、
そ
の
国
民
の
活
力
を
い
か
せ
ず
、
そ
の
持
続
性
も
も
た
ぬ
と
み
な
し
、
一
人

支
配
の
権
力
の
濫
用
を
阻
止
し
、
か
つ
そ
う
し
た
支
配
を
否
定
す
る
。
そ
れ
よ
り
も
指
導
能
力
の
あ
る
人
々
の
指
導
を
中
心
と
し
、
か
つ

活
力
を
も
つ
人
々
の
原
動
力
を
活
か
せ
る
集
団
指
導
型
共
和
政
体
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。
さ
ら
に
ハ
リ
ン
ト
ン
が
主
張
す
る
「
平
等
な

共
和
国
」
な
い
し
「
自
由
国
家
﹇
民
に
よ
る
統
治
国
家
﹈」
の
大
枠
は
、
多
数
者
が
最
終
決
定
権
を
も
つ
政
体
を
含
意
す
る
。
こ
の
具
体
的

な
表
現
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
主
義
者
に
し
て
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
カ
ル
な
論
者
で
あ
る
、
Ｈ
・
ネ
ヴ
ィ
ル
に
お
け
る
広
義
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
定

一
四



Ｊ
・
ハ
リ
ン
ト
ン
の
平
等
な
共
和
国
（
な
い
し
自
由
国
家
）
の
一
考
察
（
倉
島
）

（
三
九
九
）

義
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
（
1
）

。
そ
れ
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
に
お
い
て
後
述
の
「
平
等
な
共
和
国
」
の
定
義
に
内
包
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
前
節
で
ハ
リ
ン
ト
ン
の
共
和
国
論
の
背
景
と
し
て
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
に
よ
る
『
国
民
協
約
』
の
問
題
点
を
克
服
し
よ
う
す

る
ハ
リ
ン
ト
ン
の
問
題
意
識
に
つ
い
て
、
特
に
バ
ー
ジ
ェ
ス
の
説
明
を
叩
き
台
と
し
て
確
認
し
て
き
た
。
即
ち
、
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
曖
昧

さ
が
顕
著
な
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
の
自
由
主
義
的
立
憲
制
に
よ
っ
て
、
国
家
の
安
定
が
保
ち
得
ぬ
と
い
う
。
そ
う
し
た
背
景
下
で
わ
れ
わ
れ
は
、

ハ
リ
ン
ト
ン
の
平
等
な
共
和
国
概
念
を
論
じ
る
前
に
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
共
和
国
の
基
礎
的
前
提
に
つ
い
て
纏
め
る
必
要
が
あ
る
。
と
い
う

の
は
特
定
の
平
等
な
共
和
国
概
念
は
、
そ
の
総
論
的
枠
組
み
に
含
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
も
わ
れ
わ
れ
が
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
共
和
国
論
の
三
つ
の
主
要
原
理
が
共
和
制
・
農
地
法
・
統
治
官
職
輪
番
制
で
あ
る
こ
と
を
措
定

す
る
こ
と
に
関
わ
る
。
と
い
う
の
は
ハ
リ
ン
ト
ン
の
論
理
が
か
な
り
絡
み
合
っ
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
相
互
に
関
連
付
け
ら
れ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
従
っ
て
本
節
も
、
前
の
バ
ー
ジ
ェ
ス
に
よ
る
ハ
リ
ン
ト
ン
論
が
簡
明
な
形
で
論
じ
て
お
り
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
も
こ
こ
で

使
う
こ
と
と
す
る
。

彼
は
、「
共
和
国
（
共
通
の
富
な
い
し
共
通
の
利
益
を
第
一
義
的
に
お
く
社
会
を
意
味
す
る
）
は
、
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
と
他
の
共
和
主
義
者
が

称
賛
し
た
と
き
の
み
で
あ
る
（
2
）

」
と
い
う
。
こ
れ
は
、
Ｂ
・
ク
リ
ッ
ク
に
よ
っ
て
纏
め
ら
れ
る
条
件
に
沿
う
も
の
で
あ
る
。
彼
は
、
マ

キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
共
和
主
義
を
六
条
件
に
項
目
化
す
る
。
そ
れ
ら
は
、「
慣
習
と
伝
統
の
尊
重
・
都
市
に
よ
る
地
方
支
配
の
成
立
・
大
き

な
中
間
階
級
の
存
在
・
民
衆
的
権
力
の
制
度
化
の
存
在
・
市
民
（
公
共
）
精
神
な
い
し
有
徳
が
低
下
し
て
い
な
い
こ
と
・
こ
れ
ら
の
知
識

が
存
在
す
る
こ
と
」
で
あ
る
（
3
）

。
も
ち
ろ
ん
こ
の
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
要
件
は
、
全
て
が
当
て
は
ま
る
か
ど
う
か
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
の
要

点
の
全
体
的
内
容
に
お
け
る
意
味
を
ハ
リ
ン
ト
ン
が
共
有
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ハ
リ
ン
ト
ン
の
共
和
国
論
は
、
絶
対
君
主
（
通
常

的
君
主
）
な
き
貴
族
と
市
民
に
よ
る
混
合
政
体
的
均
衡
論
で
あ
る
。
立
法
提
案
を
な
す
貴
族
的
元
老
院
・
決
議
す
る
民

ポ
ピ
ュ
ラ
ー

衆
的
政
体
的
代
表

一
五
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〇
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議
会
・
そ
れ
ら
の
法
を
執
行
す
る
君
主
（
非
絶
対
的
）
的
統
治
組
織
か
ら
構
成
す
る
。
従
っ
て
統
治
官
職
は
、「
輪
番
制
的
選
挙
」
な
ど
を

通
じ
て
、
主
権
的
二
院
（
元
老
院
﹇
或
い
は
騎
士
議
院
﹈
も
代
表
議
院
も
当
然
輪
番
制
的
選
挙
に
従
う
）
に
従
属
な
い
し
抑
制
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
。
こ
の
統
治
官
職
制
は
、
代
表
議
会
の
理
性
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
、
現
行
法
を
実
施
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
法
を
超
越
し
て
行
動
し
て
は

な
ら
ぬ
と
い
う
（
4
）

。

こ
れ
は
、
統
治
形
態
が
真
の
道
徳
的
権
威
を
も
つ
問
題
に
対
す
る
解
答
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
ち
ょ
う
ど
概
述
さ
れ
た
基
本
構
造
に

よ
っ
て
共
通
の
利
益
に
仕
え
た
真
の
共
和
国
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
共
和
国
市
民
達
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
で
平
和
的
に
し
て
服
従
的
と
な

る
こ
と
が
期
待
で
き
る
。
い
う
の
は
彼
ら
は
、
そ
れ
が
自
利
的
市
民
に
あ
ふ
れ
た
世
界
に
仕
え
る
限
り
、
彼
ら
自
身
の
利
益
に
仕
え
る
た

め
に
形
成
さ
れ
た
有
徳
な
法
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
こ
と
を
知
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
論
理
全
体
を
完
成
す
る
の
に
必
要
と
さ
れ
た
さ

ら
な
る
一
つ
の
要
素
が
あ
っ
た
。
完
全
な
安
定
を
も
つ
共
和
国
は
、
平
等
な
共
和
国
で
あ
り
か
つ
必
要
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
歴
史
的
に

「
平
等
な
共
和
国
」
が
安
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
国
内
の
平
和
と
静
穏
を
保
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
ハ
リ
ン
ト
ン
に
お
い
て
こ
の
平
等
が

「
均
衡
が
と
れ
た
」
を
含
意
す
る
場
合
も
あ
り
、
表
現
上
難
点
も
示
す
。
ハ
リ
ン
ト
ン
の
階
序
制
は
、
む
し
ろ
不
平
等
を
な
す
も
の
で
あ

り
、
わ
れ
わ
れ
が
主
に
含
意
す
る
基
本
的
平
等
と
は
や
や
意
味
合
い
が
異
な
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
彼
は
、
社
会
的
均
衡
が
ア
ナ
ー
キ
ー

よ
り
も
む
し
ろ
調
和
を
生
み
だ
す
こ
と
を
保
障
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
ハ
リ
ン
ト
ン
の
平
等
は
、
基
本
的
な
内
容
を
含
意
す
る
。
つ
ま
り
彼
は
、
平
等
な
共
和
国
に
お
い
て
権
力
と
権

威
が
相
互
に
相
並
ぶ
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
（
5
）

。
バ
ー
ジ
ェ
ス
は
、
そ
の
「
平
等
な
共
和
国
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
周
知
の
原
文
を
引

用
す
る
。

「
平
等
な
共
和
国
は
、
…
…
﹇
既
に
言
わ
れ
て
い
る
も
の
に
よ
っ
て
﹈
次
の
よ
う
な
上
部
構
造
な
い
し
三
法
制
へ
と
現
れ
る
、
農
地
法

一
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の
上
に
樹
立
さ
れ
た
統
治
（
政
体
）
で
あ
る
。
即
ち
、
討
議
し
か
つ
提
案
す
る
元
老
院
・
決
議
す
る
民
会
・
及
び
民
会
選
挙
を
通
じ
て
、

平
等
な
輪
番
制
に
よ
っ
て
執
行
す
る
統
治
官
職
制
で
あ
る
（
6
）

」。

こ
れ
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
ま
さ
に
三
つ
の
共
和
国
の
主
要
原
理
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
従
来
の
評
価
と
し
て

あ
げ
ら
れ
る
社
会
経
済
的
要
因
、
即
ち
、
国
家
の
下
部
構
造
事
項
を
含
む
も
の
が
農
地
法
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ

で
は
バ
ー
ジ
ェ
ス
に
よ
る
簡
明
な
説
明
に
よ
っ
て
総
論
部
分
を
締
め
括
る
。
ハ
リ
ン
ト
ン
の
平
等
な
農
地
法
は
、「
貴
族
制
の
少
数
者
の

範
囲
内
で
、
い
か
な
る
人
も
い
か
な
る
人
々
の
数
も
、
自
分
達
の
土
地
所
有
に
よ
っ
て
国
民
全
体
の
力
を
上
回
り
え
ぬ
こ
と
を
（
7
）

」
確
か
に

す
る
も
の
を
意
味
し
た
。

農
地
法
は
、
そ
れ
が
他
の
形
で
あ
り
得
る
以
上
に
い
か
な
る
支
配
形
態
よ
り
も
安
定
的
で
あ
り
得
る
。
し
か
し
恒
常
的
安
定
は
、
平
等

な
農
地
法
が
民
ポ
ピ
ュ
ラ
ー

衆
的
政
体
的
な
共
和
制
に
適
切
な
財
産
を
固
定
す
る
と
き
の
み
、
確
か
に
さ
れ
る
と
い
う
。
そ
れ
は
、
真
の
道
徳
的
権
威

を
も
つ
共
和
国
の
上
部
構
造
に
そ
の
基
礎
を
与
え
た
。
と
い
う
の
は
そ
れ
は
、
共
通
利
益
の
た
め
に
法
を
形
成
し
た
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ

わ
れ
が
示
し
て
い
る
如
く
、
そ
れ
を
達
成
す
る
た
め
最
小
限
の
要
件
は
、
二
院
制
立
法
部
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
今
強
調
さ
れ
た
如
く
、

統
治
官
制
は
、
公
職
輪
番
制
に
よ
り
異
な
っ
た
人
々
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
た
法
を
執
行
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
選
択
は
、
秘
密
投
票
を

使
用
す
る
選
挙
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
。
三
番
目
の
主
要
原
理
で
あ
る
公
職
輪
番
制
は
、
統
治
官
職
の
延
長
化
を
避
け
る
の
に
必
要
で

あ
っ
た
と
い
う
。
ハ
リ
ン
ト
ン
の
そ
れ
は
、
バ
ー
ジ
ェ
ス
に
よ
れ
ば
、
彼
ら
自
身
の
利
益
に
お
い
て
統
治
す
る
支
配
者
達
の
恒
常
的
エ

リ
ー
ト
を
創
設
し
得
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
8
）

。

一
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二
）

﹇
2
﹈　

ハ
リ
ン
ト
ン
の
「
平
等
な
共
和
国
（
な
い
し
自
由
国
家
）」
と
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル

ハ
リ
ン
ト
ン
の
「
共
和
国
（
な
い
し
自
由
国
家
﹇
民
に
よ
る
統
治
国
家
﹈）」
概
念
に
関
す
る
本
節
は
、
わ
れ
わ
れ
の
本
論
と
な
る
故
、
よ
り

直
接
的
表
現
に
よ
っ
て
、
特
に
『
オ
シ
ア
ナ
共
和
国
』
の
表
現
の
論
及
か
ら
開
始
し
た
い
。

そ
の
献
呈
の
辞
は
、「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
、
及
び
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
護
国
卿
で
あ
る
閣
下
に
捧
げ
る
（
9
）

」
と
な
っ
て
い

る
。
通
常
の
ハ
リ
ン
ト
ン
の
共
和
国
に
つ
い
て
論
じ
る
場
合
、
こ
の
献
呈
の
言
葉
か
ら
開
始
さ
れ
る
も
の
が
多
い
。
こ
こ
で
も
そ
の
「
共

和
国
」
概
念
を
主
題
と
す
る
論
者
も
、
そ
の
慣
例
に
従
っ
て
論
及
し
始
め
る
。
そ
れ
は
、
Ｊ
・
Ｃ
・
デ
ー
ヴ
ィ
ス
で
あ
り
、
ハ
リ
ン
ト
ン

が
、
当
時
の
独
裁
的
地
位
に
あ
っ
た
オ
リ
バ
ー
・
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
護
国
卿
の
強
権
的
に
し
て
偏
っ
た
体
制
に
対
し
て
、
よ
り
権
力
抑
制
的

憲
法
を
促
そ
う
と
し
て
い
た
と
い
う
。
デ
ー
ヴ
ィ
ス
に
よ
れ
ば
、「
ハ
リ
ン
ト
ン
が
君
主
制
の
あ
り
得
る
予
想
と
取
り
組
ん
だ
如
く
、
護

国
卿
の
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
に
向
か
う
と
き
、
そ
れ
は
、
彼
を
説
得
し
て
彼
自
身
の
野
心
を
鎮
め
、
か
つ
彼
自
身
か
ら
権
力
を
奪
う
た
め
、
彼

の
栄
光
へ
の
渇
望
に
訴
え
た
（
10
）

」。
こ
の
デ
ー
ヴ
ィ
ス
は
、
一
方
で
ハ
リ
ン
ト
ン
が
自
ら
の
法
的
枠
組
み
を
齎
す
た
め
に
、
こ
の
護
国
卿
の

野
心
に
訴
え
た
と
い
う
。
他
方
で
ハ
リ
ン
ト
ン
が
、
こ
の
引
用
符
に
あ
る
そ
の
独
裁
的
権
力
を
放
棄
さ
せ
る
た
め
、
栄
誉
心
に
訴
え
て
い

る
こ
と
と
の
デ
ィ
レ
ン
マ
を
浮
き
彫
り
に
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

ポ
ー
コ
ッ
ク
が
述
べ
る
如
く
、『
オ
シ
ア
ナ
』
は
、
確
か
に
形
式
的
に
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
で
あ
る
が
、
内
容
に
お
い
て
少
な
く
と
も
現

実
に
適
用
可
能
な
も
の
と
し
て
問
題
を
設
定
し
、
か
つ
そ
の
抑
制
の
効
か
ぬ
政
府
に
対
す
る
解
決
策
を
提
起
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に

つ
い
て
デ
ー
ヴ
ィ
ス
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
が
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
理
想
社
会
を
想
定
し
て
構
想
す
る
と
主
張
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
ハ
リ
ン
ト
ン

は
、
一
六
五
〇
年
代
の
諸
困
難
に
直
面
し
た
と
し
て
も
、
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
が
権
力
の
中
枢
を
担
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
通
じ
て
自
ら
の
合
理

的
法
的
枠
組
み
に
よ
っ
て
移
行
し
得
る
と
み
な
し
た
と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
の
如
き
思
い
切
っ
た
国
民
主
体
的
統
治

一
八
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を
支
柱
と
す
る
自
由
主
義
的
理
想
論
が
存
在
し
た
と
し
て
も
、
平
準
化
の
欠
点
が
露
呈
す
る
状
況
で
は
自
ら
が
合
理
的
と
み
な
す
範
囲
を

超
え
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
。
彼
が
認
識
し
た
如
く
、
当
時
の
社
会
状
況
は
、「
貴
族
か
ら
ジ
ェ
ン
ト
リ
ー
及
び
ヨ
ー
マ
ン
」
に
そ
の

財
産
権
を
よ
り
多
く
所
有
す
る
社
会
に
移
行
し
つ
つ
あ
る
と
認
識
し
た
。
そ
れ
に
従
っ
て
彼
ら
が
そ
の
貴
族
に
代
わ
っ
て
、
権
力
の
地
位

に
就
く
べ
き
と
い
う
も
の
が
「
平
等
な
共
和
国
」
な
い
し
自
由
国
家
論
の
本
旨
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
「
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
﹇
民
衆
的
政
体

的
﹈」
統
治
政
体
で
あ
る
と
い
う
。
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
そ
れ
が
合
理
的
に
し
て
均
衡
的
で
、
安
定
し
た
共
和
制
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
、

ハ
リ
ン
ト
ン
主
義
者
で
あ
る
、
Ｈ
・
ネ
ヴ
ィ
ル
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
財
産
権
に
基
づ
く
政
体
の
趣
旨
で
も
あ
っ
た
（
11
）

。
し
か
し
な
が
ら
、

ハ
リ
ン
ト
ン
の
場
合
は
、
自
然
的
貴
族
制
の
優
れ
た
指
導
力
を
評
価
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
ら
に
主
に
元
老
院
の
機
能
を
担
わ
せ
よ
う

と
す
る
の
は
、
そ
う
し
た
意
図
で
あ
る
。

従
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
ま
ず
こ
う
し
た
視
点
か
ら
ハ
リ
ン
ト
ン
の
「
平
等
な
共
和
国
（
自
由
国
家
）」
論
を
再
検
討
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
デ
ー
ヴ
ィ
ス
が
、
そ
の
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
に
焦
点
を
あ
て
る
故
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
に
沿
っ
た
論
点
に
従
っ
て
こ
の
概
念
を
検

討
し
て
み
よ
う
。

「
ハ
リ
ン
ト
ン
の
共
和
主
義
の
本
質
的
特
徴
の
確
認
は
、
二
つ
の
次
元
を
も
つ
。
よ
り
一
般
的
な
確
認
﹇
第
一
﹈
次
元
は
、
自
然
的
不

平
等
・
秩
序
の
保
障
機
関
と
し
て
の
階
序
制
・
及
び
平
準
化
と
ア
ナ
ー
キ
ー
と
の
連
想
の
恐
れ
を
も
つ
諸
観
念
に
浸
透
さ
れ
た
社
会
に
お

け
る
そ
の
発
生
と
影
響
の
次
元
で
あ
る
（
12
）

」。

デ
ー
ヴ
ィ
ス
は
、
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
に
よ
る
専
制
的
手
法
に
よ
っ
て
そ
の
活
力
あ
る
人
々
を
抑
圧
し
て
い
る
状
況
を
想
定
す
る
。
ハ
リ
ン

ト
ン
の
平
等
は
、
そ
れ
が
合
理
的
な
活
力
あ
る
人
々
を
活
か
せ
ぬ
と
い
う
意
味
を
も
つ
故
、
そ
の
抑
制
な
き
専
断
的
支
配
を
是
正
す
る
と

い
う
こ
と
を
念
頭
に
置
く
。
こ
う
し
た
ハ
リ
ン
ト
ン
の
認
識
か
ら
デ
ー
ヴ
ィ
ス
は
、
彼
の
共
和
主
義
の
よ
り
具
体
的
特
徴
の
側
面
を
一
般

一
九
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と
特
殊
と
に
分
け
、
そ
れ
に
切
り
込
む
。
彼
は
そ
の
一
般
的
次
元
と
し
て
、
ま
ず
自
然
的
不
平
等
を
あ
げ
る
。
こ
れ
は
、
前
記
の
貴
族
が

自
然
的
指
導
力
を
も
ち
、
他
の
者
に
は
な
い
と
い
う
認
識
に
よ
っ
て
そ
の
統
治
機
構
が
具
現
さ
れ
る
。
次
に
秩
序
の
制
度
的
保
障
機
関
と

し
て
の
階
序
制
の
容
認
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
現
代
版
の
公
的
官
僚
機
構
論
と
共
通
す
る
側
面
で
あ
る
。
こ
れ
も
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー

バ
ー
的
な
権
限
と
命
令
の
体
系
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
役
割
や
分
業
な
ど
に
お
い
て
も
合
理
性
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
第
三
に
、
そ
れ
が
も

つ
否
定
的
局
面
で
あ
り
、
そ
れ
が
平
準
化
と
混
乱
で
あ
り
、
こ
れ
を
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
従
っ
て
そ
の
連
想
か
ら
生
じ
る
当
時
の
イ

ギ
リ
ス
の
人
々
の
意
識
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
社
会
が
諸
々
の
影
響
を
齎
す
次
元
で
あ
る
（
13
）

。
デ
ー
ヴ
ィ
ス
は
、
こ
う
し
た
国
民
水
準
に
お
け

る
影
響
力
に
注
目
す
る
。
こ
れ
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
民
衆
の
活
力
と
関
連
す
る
事
項
で
あ
る
。

続
い
て
デ
ー
ヴ
ィ
ス
は
、
特
定
的
な
共
和
主
義
の
﹇
第
二
﹈
次
元
に
移
る
。
そ
れ
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
基
本
的
な
平
等
主
義
が
具
体
的

な
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
と
自
ら
が
共
有
す
る
君
主
な
き
共
和
政
体
問
題
に
関
わ
る
。
し
か
し
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
後
者
に
軍
を
背
景
と
す
る
強
権

的
支
配
を
放
棄
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
広
範
な
活
力
を
生
か
し
、
か
つ
そ
れ
が
持
続
可
能
性
を
も
つ
要
素
に
な
り
得
る
こ
う
し
た

市
民
の
政
治
参
加
に
関
わ
る
課
題
で
も
あ
っ
た
（
14
）

。
デ
ー
ヴ
ィ
ス
は
、
そ
れ
を
以
下
で
ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
る
イ
ギ
リ
ス
の
憲
法
枠
組
み
の
中

で
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

﹇
3
﹈　

ハ
リ
ン
ト
ン
の
共
和
国
論
に
お
け
る
そ
の
平
等
と
不
平
等

わ
れ
わ
れ
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
平
等
な
共
和
国
の
大
枠
が
多
数
者
に
よ
る
最
終
決
定
権
を
も
つ
も
の
と
確
認
し
て
き
た
。
そ
う
し
た
活

力
あ
る
市
民
的
勢
力
に
よ
る
政
体
下
に
あ
る
彼
の
理
想
的
社
会
﹇
わ
れ
わ
れ
は
、
必
ず
し
も
ハ
リ
ン
ト
ン
が
究
極
的
な
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
理

想
論
と
し
て
そ
う
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
み
な
す
﹈
の
条
件
を
満
た
さ
ぬ
も
の
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
デ
ー
ヴ
ィ
ス
は
、
ハ
リ
ン
ト

二
〇
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ン
の
平
等
を
よ
り
特
定
可
能
と
考
え
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
彼
の
論
理
を
辿
り
つ
つ
そ
の
平
等
概
念
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
一
に
、
平
等
は
財
産
所
有
権
の
個
人
的
平
等
を
含
意
し
な
い
。
そ
れ
は
、
要
す
る
に
結
果
の
平
等
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
当
時
の
言
葉
で
い
え
ば
、
平
準
化
の
拒
否
で
あ
る
。

第
二
に
、
平
和
的
な
共
和
制
は
、
政
治
的
な
役
割
を
具
現
せ
ぬ
。
わ
れ
わ
れ
が
前
に
言
及
し
た
自
然
的
貴
族
制
は
、
そ
の
指
導
能
力
を

備
え
る
も
の
と
理
解
す
る
。
こ
れ
は
、
古
代
の
知
恵
に
（
討
議
し
か
つ
提
案
す
る
元
老
院
に
）
あ
ま
り
に
も
重
点
を
置
き
過
ぎ
る
ハ
リ
ン
ト

ン
モ
デ
ル
の
問
題
点
で
も
あ
る
。
ネ
ヴ
ィ
ル
の
場
合
は
、
民
会
な
い
し
代
表
議
会
の
優
越
を
念
頭
に
置
く
故
、
逆
に
ハ
リ
ン
ト
ン
よ
り
も

未
来
的
に
は
よ
り
合
理
性
を
も
つ
と
も
見
な
し
得
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
貴
族
が
富
に
恵
ま
れ
る
故
、
知
的
涵
養
に
恵

ま
れ
て
い
る
こ
と
を
長
所
と
し
て
示
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
う
し
た
市
民
達
の
指
導
力
よ
り
も
エ
リ
ー
ト
に
期
待
す
る
こ
と
と
な
っ
て

い
る
。
そ
れ
を
よ
く
解
す
れ
ば
、
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
能
力
主
義
を
こ
こ
で
は
貫
く
と
の
解
釈
も
で
き
る
。
更
に
ハ
リ
ン
ト
ン
の
混
合
政
体

的
共
和
制
論
に
は
、
市
民
に
つ
い
て
も
収
入
に
よ
る
差
別
も
導
入
す
る
。
加
え
て
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
多
数
者
と
貴
族
の
教
育
に
お
け
る
差

別
を
示
し
、
彼
が
結
果
の
平
等
を
肯
定
し
て
い
な
い
こ
と
も
確
認
で
き
る
（
15
）

。

第
三
に
、
統
治
官
職
選
挙
の
輪
番
制
に
お
け
る
平
等
で
な
い
側
面
を
確
認
す
る
。
も
ち
ろ
ん
ハ
リ
ン
ト
ン
の
理
論
の
長
所
は
、
広
範
な

市
民
の
統
治
参
加
に
あ
る
が
、
幾
つ
か
の
範
疇
が
除
か
れ
る
詳
細
に
関
わ
る
。
要
点
の
み
確
認
す
れ
ば
、
年
齢
制
限
・
女
性
・
及
び
経
済

的
な
従
属
面
か
ら
の
除
外
例
を
示
す
。
独
身
者
が
元
老
院
と
民
会
へ
の
選
挙
資
格
が
除
か
れ
て
い
る
。
経
済
的
自
己
管
理
に
お
け
る
失
敗

者
が
除
か
れ
て
い
る
。
デ
ー
ヴ
ィ
ス
が
ま
と
め
る
も
の
に
よ
れ
ば
、
ハ
リ
ン
ト
ン
お
い
て
「
市
民
と
非
市
民
と
に
お
い
て
、
財
産
と
所

得
・
年
齢
・
性
別
・
結
婚
の
地
位
・
経
済
的
知
恵
・
及
び
軍
事
任
務
の
遂
行
基
盤
で
法
的
差
別
を
（
16
）

」
設
け
て
い
る
。
現
代
の
そ
れ
に
関
し

て
も
制
約
が
あ
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
当
時
の
時
代
状
況
の
反
映
と
み
な
す
観
点
か
ら
か
な
り
実
際
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ

二
一
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も
ハ
リ
ン
ト
ン
流
の
活
力
の
あ
る
政
体
の
視
角
も
想
定
で
き
る
が
、
男
女
普
通
選
挙
制
的
見
地
か
ら
は
、
か
な
り
の
条
件
を
欠
く
こ
と
は

否
定
し
得
ぬ
。

さ
ら
に
ハ
リ
ン
ト
ン
が
そ
の
憲
法
に
お
け
る
重
要
な
平
等
不
平
等
基
準
の
特
徴
は
、
地
位
の
不
平
等
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
市
民
間
の
行

動
の
区
別
が
あ
る
前
提
に
基
づ
く
と
い
う
。『
オ
シ
ア
ナ
』
に
お
け
る
全
市
民
は
、
自
治
な
い
し
他
者
に
対
す
る
支
配
の
あ
る
範
囲
を
も

つ
に
足
る
ほ
ど
独
立
性
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
特
に
市
民
達
が
全
て
男
性
の
家
族
の
長
で
あ
る
と
い
う
。
か
く
し
て
女
子
供
、
及
び
独
身
者

が
除
外
の
対
象
と
な
る
。
ハ
リ
ン
ト
ン
の
こ
の
独
立
性
は
、
こ
の
共
和
制
の
根
本
的
基
盤
を
な
す
。
こ
こ
に
こ
の
政
体
の
活
力
を
ハ
リ
ン

ト
ン
は
、
基
礎
づ
け
る
。
従
っ
て
彼
に
と
っ
て
従
属
は
、
持
続
可
能
な
国
家
の
活
力
を
損
な
う
も
の
と
み
な
す
。
こ
の
市
民
達
は
、
偏
り

な
く
し
て
共
同
体
な
い
し
集
団
自
治
へ
と
入
る
ほ
ど
独
立
的
で
あ
る
。
故
に
聖
職
者
・
法
律
家
・
及
び
医
師
と
い
っ
た
知
的
職
業
人
は
、

典
型
的
に
そ
の
糧
を
他
者
に
依
存
す
る
ゆ
え
、
除
外
さ
れ
る
と
説
か
れ
る
（
17
）

。

し
か
し
な
が
ら
、
活
動
的
市
民
範
疇
に
残
る
人
々
全
て
が
な
お
、
服
従
な
く
し
て
市
民
生
活
に
参
加
す
る
ほ
ど
独
立
的
で
あ
っ
た
わ
け

で
は
な
い
。
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
次
の
よ
う
に
古
典
的
人
文
主
義
様
態
で
論
じ
る
の
に
関
わ
っ
た
。
即
ち
、
平
等
な
共
和
国
な
い
し
自
由
国

家
は
、
卓
越
性
と
平
凡
性
か
ら
な
る
階
序
制
を
も
つ
が
、
彼
ら
の
構
成
が
有
徳
な
い
し
そ
の
欠
如
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
い
う
。
と
は

い
え
そ
こ
に
は
階
序
制
が
存
在
し
、
貴
族
な
い
し
ジ
ェ
ン
ト
リ
ー
は
、
一
般
人
よ
り
も
優
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
一
般
人
は
、
抑
制

さ
れ
な
け
れ
ば
、
自
ら
の
上
位
者
達
に
対
し
服
従
的
に
行
動
す
る
社
会
集
団
の
縦
の
結
合
が
あ
る
。
ハ
リ
ン
ト
ン
で
さ
え
、
軍
将
校
と
一

般
兵
士
と
の
そ
れ
に
対
す
る
関
係
（
そ
れ
が
市
民
間
で
注
目
さ
れ
れ
ば
）
に
た
と
え
た
。
従
っ
て
職
工
か
ら
な
る
共
和
国
は
、
そ
の
市
民
達

が
市
民
的
知
恵
を
達
成
す
る
余
暇
を
も
た
ぬ
故
、
不
可
能
な
ほ
ど
不
安
定
で
あ
っ
た
。
こ
れ
こ
そ
、
政
治
的
議
論
が
秩
序
立
っ
た
共
和
国

に
お
い
て
国
民
間
で
禁
じ
ら
れ
る
理
由
で
あ
っ
た
。
正
常
な
状
態
で
一
般
身
分
は
、
よ
り
立
派
な
身
分
な
い
し
賢
者
達
の
面
前
で
遠
慮

二
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（
注
目
に
よ
っ
て
そ
の
能
力
を
認
め
、
か
つ
彼
ら
か
ら
尊
敬
を
受
け
る
こ
と
を
素
晴
ら
し
い
名
誉
と
み
な
す
）
を
示
そ
う
。
こ
の
理
由
で
、
選
ば
れ
た

地
位
の
割
り
当
て
は
、（
よ
り
貧
し
い
市
民
で
あ
る
）
歩
兵
に
留
保
さ
れ
る
（
18
）

。

「
さ
も
な
け
れ
ば
、
国
民
﹇
民
会
﹈
は
、
必
ず
次
の
よ
う
に
正
に
初
め
に
よ
り
よ
き
身
分
の
極
め
て
多
く
の
者
を
選
出
し
よ
う
。
即
ち
、

そ
こ
に
は
適
正
な
民
会
議
員
を
供
す
る
歩
兵
な
い
し
最
も
卑
し
い
身
分
出
身
の
も
の
な
ど
い
な
い
く
ら
い
に
ま
で
（
19
）

」。
国
民
（
民
会
）
が

よ
り
よ
き
身
分
に
よ
り
多
く
専
心
す
る
故
、
騎
兵
（
よ
り
上
級
の
市
民
）
と
歩
兵
と
の
立
憲
制
的
区
別
は
、
彼
ら
が
も
つ
服
従
的
選
好
に
抗

し
て
歩
兵
を
擁
護
す
る
よ
う
に
設
計
さ
れ
た
（
20
）

と
い
う
。
つ
ま
り
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
そ
の
憲
法
上
の
差
別
を
低
い
身
分
の
者
に
補
お
う
と
し

て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
騎
兵
市
民
と
歩
兵
市
民
の
区
別
に
つ
い
て
重
要
な
オ
シ
ア
ナ
の
憲
法
上
の
問
題
を
含
む
ゆ
え
、
そ
の
条
文
を
確
認

す
る
必
要
が
あ
る
。

「
こ
の
第
三
条
は
、
市
民
達
を
そ
の
財
産
の
…
…
評
価
に
よ
っ
て
騎
兵
と
歩
兵
に
分
け
る
。
土
地
・
財
・
及
び
貨
幣
に
お
い
て
一
年
に

一
〇
〇
ポ
ン
ド
以
上
を
も
つ
者
は
、
騎
兵
に
属
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
、
か
つ
そ
れ
以
下
の
者
は
歩
兵
に
属
す
る
こ
と
が
義
務
付
け

ら
れ
る
。
し
か
し
人
々
が
浪
費
的
に
費
や
し
、
自
ら
の
世
襲
財
産
を
費
や
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
者
は
、
共
和
国
の
統
治
官
職
・
公
職
・
及

び
選
挙
権
の
資
格
が
な
く
な
る
（
21
）

」。

こ
れ
は
、『
オ
シ
ア
ナ
共
和
国
』
の
有
名
な
憲
法
の
基
本
的
な
条
項
で
あ
る
が
、
ハ
リ
ン
ト
ン
が
そ
の
市
民
を
一
級
市
民
（
騎
兵
）
と

二
級
市
民
（
歩
兵
）
に
分
け
て
い
る
証
明
で
も
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
が
財
産
権
の
所
有
に
比
例
し
た
権
力
機
構
を
重
視
す

る
故
、
そ
の
市
民
達
の
活
力
を
重
視
し
、
か
つ
そ
の
持
続
性
を
強
調
す
る
立
場
か
ら
、
当
然
と
も
い
え
る
も
の
で
も
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の

国
家
財
政
も
重
ん
じ
る
故
、
市
民
達
が
財
産
を
浪
費
す
る
者
に
は
市
民
権
を
も
た
せ
ぬ
内
容
も
示
し
、
そ
の
市
民
の
活
力
を
殺
ぐ
側
面
を

二
三



政
経
研
究　

第
四
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
二
年
三
月
）

（
四
〇
八
）

予
防
す
る
方
策
も
謳
っ
て
い
る
。

デ
ー
ヴ
ィ
ス
に
よ
れ
ば
、
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
共
和
国
に
お
い
て
市
民
的
知
恵
、
余
暇
、
及
び
財
産
上
の
富
と
の
相
関
関
係
を
想
定
し
た
。

そ
の
相
関
関
係
は
、
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
の
才
の
基
礎
で
あ
っ
た
し
、
秩
序
立
っ
た
共
和
国
の
活
動
に
不
可
欠
な
土
地
の
過
剰
均
衡
を
保
有

せ
ぬ
貴
族
を
保
全
し
た
。
わ
れ
わ
れ
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
が
必
ず
し
も
貴
族
支
配
を
目
指
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
本
来
的
に
は
上
昇
し

つ
つ
あ
る
自
由
土
地
保
有
者
達
の
活
力
を
背
景
と
し
た
安
定
し
た
経
済
的
基
盤
を
も
ち
、
か
つ
秩
序
立
っ
た
共
和
国
な
い
し
民
ポ
ビ
ュ
ラ
ー

衆
的
政
体

統
治
を
構
想
す
る
も
の
で
あ
る
。
次
に
そ
の
相
関
関
係
は
、「
オ
シ
ア
ナ
（
イ
ギ
リ
ス
）
の
憲
法
に
お
け
る
討
議
提
案
対
決
議
機
能
を
担
う

二
院
制
区
分
の
管
轄
権
に
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
も
歩
兵
﹇
市
民
﹈
に
代
表
を
割
り
当
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
（
服
従
へ
と
最
も
行
動
す
る
よ
う

に
思
え
る
地
位
集
団
）、
そ
の
市
民
間
で
服
従
効
果
を
相
殺
し
よ
う
と
す
る
ハ
リ
ン
ト
ン
の
試
み
を
予
め
描
く
（
22
）

と
い
う
。

ユ
ー
ト
ピ
ア
と
い
う
理
想
社
会
的
基
準
に
よ
っ
て
ハ
リ
ン
ト
ン
の
立
憲
制
論
を
斬
り
ま
く
る
デ
ー
ヴ
ィ
ス
は
、
続
い
て
こ
の
相
関
関
係

が
オ
セ
ア
ナ
の
憲
法
に
お
い
て
討
議
提
案
及
び
決
議
の
機
能
的
二
院
制
区
分
の
管
轄
権
に
あ
る
と
み
な
す
。
し
か
し
そ
れ
も
下
級
市
民
の

歩
兵
（
服
従
的
に
最
も
行
動
し
か
つ
そ
の
よ
う
に
思
え
る
地
位
的
集
団
）
に
代
表
を
割
り
当
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
上
級
市
民
と
下
級
市

民
間
で
服
従
効
果
を
相
殺
し
よ
う
と
ハ
リ
ン
ト
ン
が
試
み
る
と
み
な
す
。
こ
れ
は
、
そ
の
よ
き
市
民
が
「
彼
ら
の
人
々
へ
の
尊
敬
者
で
も

な
い
」
と
い
う
オ
ー
バ
ー
ト
ン
の
主
張
に
よ
る
大
い
な
る
叫
び
で
あ
る
と
い
う
。
デ
ー
ヴ
ィ
ス
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
、
そ
の
地
位
の
不
平

等
で
あ
る
と
い
う
訴
え
で
も
あ
る
（
23
）

と
い
う
。
こ
れ
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
が
以
前
の
古
来
の
立
憲
制
の
制
度
疲
労
的
側
面
や
、
不
活
発
な
局
面

を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

デ
ー
ヴ
ィ
ス
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
が
む
き
出
し
の
不
公
平
な
く
し
て
共
同
体
的
自
治
に
参
加
し
得
ぬ
、
人
々
に
対
す
る
市
民
権
の
不
平
等

を
指
摘
す
る
。
し
か
し
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
一
般
的
な
意
味
で
の
平
等
や
機
会
の
平
等
を
容
認
す
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、

二
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自
治
能
力
が
自
ら
の
上
位
者
達
に
対
す
る
社
会
的
義
務
感
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
か
つ
制
限
さ
れ
る
人
々
に
平
等
を
認
め
た
と
い
う
。

従
っ
て
ハ
リ
ン
ト
ン
に
お
け
る
平
等
権
は
、
か
く
し
て
自
ら
の
社
会
的
平
等
な
い
し
市
民
的
平
等
感
を
も
た
ぬ
人
々
に
与
え
ら
れ
る
と
い

う
。
こ
れ
を
扱
う
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
次
の
二
つ
の
回
復
的
工
夫
を
導
入
す
る
。

一
つ
は
、
自
ら
の
上
位
者
の
監
視
か
ら
、
自
ら
の
選
挙
権
を
行
使
す
る
民
会
な
い
し
代
表
議
会
の
個
人
的
政
治
行
為
か
ら
、
少
な
く
と

も
解
放
さ
れ
た
投
票
で
あ
る
と
い
う
。
第
二
に
、
よ
り
低
い
序
列
の
適
切
な
代
表
を
確
か
に
す
る
代
表
規
定
で
あ
っ
た
。

ハ
リ
ン
ト
ン
の
憲
法
で
構
築
さ
れ
る
の
は
、
不
平
等
な
政
治
的
能
力
、
及
び
そ
の
市
民
的
行
為
者
達
の
社
会
的
・
政
治
的
自
尊
心
を
償

う
不
平
等
な
代
表
範
疇
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
最
高
の
も
の
は
、
当
然
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
、
元
老
院
議
員
以
外
の
討
議
の
自
由
の
禁

止
で
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
、
平
等
な
共
和
国
は
、
財
産
・
能
力
・
卓
越
性
と
服
従
性
に
関
し
て
明
確
に
述
べ
ら
れ
た
階
序
制
的
不
平
等
を
構

成
す
る
社
会
を
想
定
し
た
。
デ
ー
ヴ
ィ
ス
に
よ
れ
ば
、
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
こ
う
し
た
不
平
等
を
扱
い
か
つ
利
用
す
る
た
め
、
二
つ
の
工
夫

を
組
み
込
ん
だ
。

第
一
が
共
和
国
エ
リ
ー
ト
の
遂
行
能
力
か
ら
利
を
得
る
た
め
、
階
序
制
を
維
持
す
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
彼
ら
の
決
議
的
機
能
を

担
う
代
表
を
擁
護
す
る
が
、
そ
の
低
い
階
位
の
参
加
を
制
限
す
る
こ
と
に
あ
る
。
従
っ
て
デ
ー
ヴ
ィ
ス
は
、
啓
蒙
時
代
以
後
の
近
代
的
平

等
の
意
味
づ
け
を
ハ
リ
ン
ト
ン
か
ら
得
る
こ
と
が
、
困
難
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
（
24
）

。
わ
れ
わ
れ
も
当
然
そ
の
通
り
で
あ
る
と
み
な
す
。

彼
は
、
さ
ら
に
ハ
リ
ン
ト
ン
に
お
け
る
平
等
観
念
を
追
求
す
る
。
そ
れ
も
ハ
リ
ン
ト
ン
研
究
で
問
題
と
な
る
王
政
派
と
宗
教
的
非
正
統

派
に
市
民
権
を
認
め
る
側
面
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
や
主
流
の
共
和
主
義
グ
ル
ー
プ
と
異
な
り
よ
り
寛
容
で
あ
る
。

二
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ハ
リ
ン
ト
ン
の
平
等
と
政
体
の
古
典
的
三
位
一
体
論

わ
れ
わ
れ
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
平
等
観
念
が
近
代
初
期
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
関
連
で
論
じ
た
方
が
理
に
か
な
う
こ
と
を
確
認
し
て

き
た
。
本
節
で
は
、
デ
ー
ヴ
ィ
ス
も
そ
の
よ
う
に
判
断
す
る
如
く
、
イ
ギ
リ
ス
的
な
古
典
的
政
体
な
い
し
古
来
の
立
憲
制
に
お
け
る
三
位

一
体
論
と
ハ
リ
ン
ト
ン
の
平
等
観
念
を
再
考
す
る
。
デ
ー
ヴ
ィ
ス
は
、「
同
時
代
人
達
の
平
等
認
識
を
考
察
す
る
た
め
の
適
切
な
出
発
点

は
、
純
粋
な
統
治
形
態
に
関
す
る
三
位
一
体
論
の
彼
ら
の
使
用
で
あ
る
。
即
ち
、
君
主
制
・
貴
族
制
・
及
び
民
衆
政
体
（
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
）

で
あ
り
、
僭
主
政
・
寡
頭
制
・
及
び
ア
ナ
ー
キ
ー
へ
の
堕
落
の
そ
れ
ら
の
可
能
性
で
あ
る
（
25
）

」。

わ
れ
わ
れ
は
、
既
に
ハ
リ
ン
ト
ン
の
政
体
論
が
主
に
ネ
ヴ
ィ
ル
が
過
剰
に
使
用
す
る
広
義
の
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」（
わ
れ
わ
れ
は
、
国
家

の
最
終
決
定
権
が
民
会
﹇
な
い
し
国
民
﹈
に
あ
る
と
そ
れ
を
解
す
る
。
狭
義
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
「
男
女
普
通
選
挙
制
」
の
意
と
わ
れ
わ
れ
は
、
解
す
る
）

を
上
位
概
念
論
的
に
自
ら
の
共
和
国
を
同
一
な
も
の
と
示
し
て
き
た
。
こ
こ
で
は
そ
の
概
念
枠
組
み
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
に
六
政
体
の

相
互
関
係
と
し
て
使
お
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ハ
リ
ン
ト
ン
と
同
時
代
人
達
は
、
平
等
が
こ
れ
ら
の
堕
落
の
第
三
番
目
（
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
の
ア
ナ
ー
キ
ー
へ
の
腐
敗
）
を
齎
す
社
会
状
態
で
あ
る
と
み
な
し
た
と
い
う
。
有
名
な
ホ
ッ
ブ
ズ
に
と
っ
て
平
等
は
、「
自
然
的
力
に

お
け
る
知
恵
と
身
体
的
能
力
の
人
々
の
相
対
的
平
等
で
あ
る
（
26
）

」。
そ
れ
は
、
近
代
的
個
人
の
基
本
的
平
等
概
念
を
意
味
づ
け
も
す
る
が
、

自
然
状
態
を
ア
ナ
ー
キ
ー
（
戦
争
状
態
）
へ
と
引
き
入
れ
る
と
い
う
。

こ
の
支
配
者
の
数
に
よ
る
古
典
的
分
類
に
関
す
る
一
人
支
配
は
、「
単
独
支
配
者
の
利
益
の
追
求
に
よ
っ
て
腐
敗
し
得
、
少
数
者
支
配

が
集
団
な
い
し
党
派
の
利
益
に
よ
っ
て
腐
敗
し
得
る
。
し
か
し
多
数
者
支
配
（
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
）
は
、
万
人
の
利
益
追
求
に
よ
っ
て
腐
敗

し
得
ぬ
（
27
）

」
と
い
う
。
広
義
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
、
上
位
概
念
論
的
枠
組
み
で
共
和
制
で
も
あ
る
と
ハ
リ
ン
ト
ン
に
お
い
て
認
識
さ
れ
る

が
、
そ
の
価
値
概
念
で
あ
る
平
等
観
念
に
関
す
る
問
題
を
含
意
す
る
も
の
と
し
て
こ
こ
で
は
使
わ
れ
る
。
即
ち
、
デ
ー
ヴ
ィ
ス
に
よ
れ
ば
、

二
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そ
の
平
等
か
ら
生
じ
る
指
導
力
の
な
さ
と
い
う
そ
の
形
態
の
喪
失
に
よ
る
集
団
的
存
在
と
し
て
結
局
の
と
こ
ろ
、
何
も
追
求
し
得
な
く

な
っ
た
と
い
う
。
理
念
と
し
て
の
広
義
の
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
概
念
自
体
は
、
当
時
、
好
ま
し
い
と
解
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
腐
敗

な
い
し
平
等
の
消
極
的
含
意
は
、
好
ま
し
く
な
か
っ
た
と
い
う
。
従
っ
て
平
等
は
、
一
七
世
紀
半
ば
の
用
法
で
は
純
粋
な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

を
ア
ナ
ー
キ
ー
へ
と
陥
ら
せ
る
と
彼
に
よ
っ
て
説
か
れ
る
。
多
数
者
支
配
は
、
多
数
者
が
無
知
で
あ
る
ゆ
え
、
そ
の
支
配
は
、
多
数
者
が

信
心
深
く
な
い
た
め
、
不
信
心
者
の
支
配
で
あ
る
と
い
う
（
28
）

。

ハ
リ
ン
ト
ン
の
平
等
な
共
和
国
下
の
平
等
は
、
既
に
確
認
し
た
如
く
、
四
つ
の
必
要
条
件
か
ら
な
る
。
即
ち
、
平
等
な
﹇
均
衡
の
と
れ

た
﹈
農
地
法
・
投
票
・
独
立
的
執
行
部
を
も
つ
、
両
院
制
に
し
て
機
能
的
に
専
門
化
さ
れ
た
立
法
部
・
及
び
公
職
輪
番
制
で
あ
る
。
デ
ー

ヴ
ィ
ス
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
制
度
的
手
段
す
べ
て
が
と
も
に
満
た
さ
れ
た
の
み
で
平
等
に
し
て
、
故
に
恒
久
的
共
和
国
と
な
る
。
平
等

属
性
が
そ
の
中
心
的
地
位
に
与
え
ら
れ
た
そ
の
制
度
的
な
憲
法
枠
組
み
も
、
個
人
権
や
団
体
権
・
義
務
・
及
び
特
権
と
平
等
と
の
現
代
に

お
け
る
わ
れ
わ
れ
の
連
想
へ
と
解
釈
す
る
こ
と
は
、
困
難
で
あ
る
と
こ
の
節
を
デ
ー
ヴ
ィ
ス
は
締
め
括
る
（
29
）

。

﹇
5
﹈　

ハ
リ
ン
ト
ン
の
共
和
国
の
平
等
機
能

前
項
の
ハ
リ
ン
ト
ン
の
論
述
か
ら
こ
の
疎
外
感
を
克
服
す
る
た
め
、
平
等
な
共
和
国
（
自
由
国
家
）
で
の
平
等
機
能
を
検
討
す
る
こ
と

は
、
有
効
で
あ
る
と
デ
ー
ヴ
ィ
ス
に
よ
っ
て
説
か
れ
る
。
彼
は
、
そ
れ
を
三
つ
に
分
類
す
る
。

第
一
の
機
能
は
、
イ
ギ
リ
ス
（「
オ
シ
ア
ナ
」）
の
現
状
を
保
全
す
る
こ
と
に
あ
る
。
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、「
統
治
の
完
全
の
極
致
が
、
い
か

な
る
人
も
い
か
な
る
人
々
も
、
そ
の
統
治
の
中
で
或
い
は
そ
の
統
治
下
で
、
利
害
を
も
ち
得
ぬ
よ
う
な
統
治
枠
組
み
に
お
け
る
自
由
に
あ

る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
そ
の
利
害
を
も
つ
こ
と
は
、
扇
動
に
よ
っ
て
そ
の
統
治
を
乱
し
得
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
」（W

orks, p.180

）
と
い
っ

二
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て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
平
等
の
本
質
は
、
こ
の
点
で
扇
動
か
ら
自
由
を
救
う
能
力
で
あ
る
と
い
う
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
恒
久
的
に

し
て
持
続
的
安
定
を
保
障
す
る
そ
の
遂
行
能
力
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
な
る
。
ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
共
和
国
を
平
等
に
す
る
こ
と
は
、

そ
の
基
盤
と
上
部
構
造
に
お
け
る
平
等
を
達
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
下
部
構
造
を
枠
づ
け
る
農
地
法
は
、
過
剰
均
衡
に
貴
族
が
な
ら

ず
、
か
つ
勃
興
す
る
新
階
級
の
比
例
制
を
損
な
わ
ぬ
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
上
部
構
造
（
民
ポ
ビ
ュ
ラ
ー

衆
的
政
体
の
下
で
）
は
、
そ
の
範
囲
内
で

貴
族
の
指
導
力
を
容
認
す
る
も
の
と
な
る
。
従
っ
て
イ
ギ
リ
ス
国
家
の
擁
護
に
お
い
て
平
等
が
こ
の
政
体
の
安
定
の
恒
常
的
保
障
手
段
と

な
る
と
説
か
れ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
自
由
は
、
共
和
国
の
制
度
構
造
と
、
社
会
の
実
際
の
権
力
の
安
定
的
配
分
と
に
お
け
る
相
関
関
係
を
維

持
し
た
（
30
）

。

第
二
の
平
等
機
能
は
、
審
議
・
決
定
・
或
い
は
行
政
の
機
能
的
に
分
化
さ
れ
た
循
環
に
、
あ
ら
ゆ
る
適
切
に
要
件
づ
け
ら
れ
た
市
民
達

を
加
え
た
こ
と
で
あ
る
と
い
う
（
31
）

。

イ
ギ
リ
ス
の
第
三
の
平
等
機
能
は
、
私
益
に
対
す
る
公
益
の
優
先
を
確
保
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
ハ
リ
ン
ト
ン
の
イ
ギ
リ
ス
﹇
オ
シ
ア

ナ
﹈
が
回
復
し
つ
つ
あ
っ
た
古
代
の
知
恵
は
、
共
通
の
権
利
な
い
し
共
通
利
益
を
も
つ
市
民
社
会
を
設
立
す
る
技
術
で
あ
っ
た
。
ハ
リ
ン

ト
ン
の
特
定
の
用
法
は
、
た
と
え
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、
強
調
的
に
不
平
等
と
思
え
る
方
法
で
あ
ろ
う
と
も
、
自
由
と
平
等
を
連
繋
す
る

た
め
で
は
な
く
、
安
定
と
共
通
利
益
を
連
繋
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
デ
ー
ヴ
ィ
ス
に
よ
っ
て
説
か
れ
る
（
32
）

。

故
に
デ
ー
ヴ
ィ
ス
は
、
平
等
な
共
和
国
を
工
夫
す
る
ハ
リ
ン
ト
ン
の
能
力
が
そ
れ
を
示
し
た
如
く
、
第
一
に
、
私
益
の
上
に
共
通
利
益

の
置
く
方
法
を
教
え
た
古
代
の
知
恵
に
、
か
つ
、
第
二
に
、
全
て
の
諸
党
派
争
い
か
ら
の
彼
の
解
放
に
基
づ
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
（
33
）

。
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﹇
6
﹈　

ハ
リ
ン
ト
ン
の
平
等
な
共
和
国
の
再
論
（
そ
の
『
平
等
な
共
和
国
の
方
法
と
手
段
』
を
中
心
に
）

わ
れ
わ
れ
は
、
前
項
ま
で
に
ハ
リ
ン
ト
ン
の
平
等
な
共
和
国
概
念
に
つ
い
て
整
理
し
て
き
た
。
本
項
で
は
、
よ
り
わ
れ
わ
れ
の
特
徴
を

示
す
た
め
に
、
彼
の
共
和
主
義
運
動
の
末
期
に
お
い
て
広
く
普
及
さ
せ
る
た
め
書
い
た
短
い
文
献
に
論
及
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
概
念

を
確
認
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
そ
の
文
書
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
共
和
制
末
期
の
一
六
五
九
年
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、『
平

等
な
共
和
国
に
し
て
永
続
的
共
和
国
が
急
に
導
入
で
き
、
か
つ
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
民
全
体
の
自
由
な
同
意
、
並
び
に
実
際
上
の
確
認
に

よ
っ
て
完
全
に
基
礎
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
よ
る
方
法
と
手
段
』
と
題
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
（
34
）

。

ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
こ
こ
で
は
共
和
制
が
終
わ
ろ
う
と
す
る
時
期
に
、
自
ら
の
『
オ
シ
ア
ナ
共
和
国
』
に
お
け
る
提
案
に
よ
っ
て
懸
命
に

共
和
制
を
再
生
さ
せ
よ
う
と
試
み
る
。
わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
で
こ
の
論
文
に
注
目
す
る
の
は
、
元
々
の
著
書
が
本
人
も
認
め
る
ご
と
く
、
極

め
て
絡
み
合
っ
た
原
文
で
あ
る
た
め
、
よ
り
簡
明
な
文
献
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
理
由
で
よ
り
明
確
性
を
求
め
る
わ
れ
わ
れ
に

と
っ
て
そ
れ
は
、
有
用
な
も
の
と
見
な
し
得
る
。
ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
れ
ば
、「
適
切
に
話
さ
れ
た
言
葉
は
、
金
色
の
リ
ン
ゴ
の
よ
う
な
も

の
（
35
）

」
と
し
て
こ
の
簡
潔
な
表
現
を
称
賛
す
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
表
題
か
ら
読
み
解
く
こ
と
と
す
る
。
彼
は
、
そ
の
平
等
な
共
和
国
を
「
永
続
的
」
な
も
の
と
表
現
す
る
。
こ
れ
は
、

彼
が
意
図
す
る
恒
久
的
な
持
続
可
能
性
を
齎
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
れ
は
、「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
民
全
体
の
自
由
な
同
意

と
実
際
的
な
確
認
に
よ
っ
て
完
全
に
基
礎
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
よ
る
方
法
と
手
段
」
を
示
す
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

前
記
の
よ
う
に
「
共
和
制
」
が
民
の
共
通
善
の
た
め
に
、
多
数
の
民
の
意
思
に
基
づ
い
て
国
家
の
最
高
決
定
が
な
さ
れ
る
広
義
の
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
﹇
民
衆
政
体
﹈
と
い
う
政
体
で
あ
る
。
共
和
国
は
、
国
民
の
「
平
等
」
な
性
格
を
も
ち
、
か
つ
そ
の
統
治
が
国
民
全
体
の
同
意
に

よ
る
と
し
て
換
言
す
る
（
36
）

。

二
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ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
そ
の
憲
法
制
度
が
二
院
制
議
会
か
ら
な
る
最
高
意
思
決
定
機
関
を
規
定
す
る
制
度
で
あ
る
と
説
く
。
ま
ず
彼
に
よ
れ

ば
、
そ
の
主
権
者
で
あ
る
「
国
民
の
願
望
は
、
自
由
な
議
会
」
で
あ
り
、
機
敏
に
開
催
す
る
と
措
定
す
る
。
そ
れ
は
、「
国
民
が
も
っ
と

も
平
等
に
代
表
し
得
る
、
或
い
は
議
会
が
最
も
自
由
で
あ
る
た
め
、
便
宜
上
存
在
し
得
る
と
同
じ
平
等
」
に
よ
っ
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と

ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
五
〇
の
シ
ャ
イ
ア
ー
﹇
州
﹈
の
区
分
を
置
く
と
説
く
。
従
っ
て
「
騎
士
議
院
」
は
、
各
州
に
毎
年
二
人
ず
つ
三
年
任
期
で

騎
士
を
選
出
す
る
。
下
院
の
「
代
表
議
院
」
は
、
七
人
ず
つ
で
代
表
を
選
出
さ
せ
る
と
い
う
。
憲
法
開
始
の
最
初
の
議
会
は
、
一
年
間
の

み
各
区
分
代
表
に
三
回
選
出
さ
せ
、
一
年
任
期
で
七
人
ず
つ
、
二
年
任
期
で
七
人
ず
つ
、
三
年
任
期
で
七
人
ず
つ
選
出
さ
せ
る
。
従
っ
て

「
騎
士
議
院
も
同
様
」
と
す
る
と
い
う
（
37
）

。

引
き
続
き
こ
の
文
書
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
流
の
討
議
機
能
と
提
案
機
能
を
も
つ
上
院
と
、
決
議
機
能
を
も
つ
「
代
表
的
」
下
院
を
確
認
さ

せ
る
。
ゆ
え
に
騎
士
議
院
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
る
も
の
は
、
六
週
間
で
公
表
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
か
く
し
て
公
表
さ
れ
る
と
、
代
表
議

院
が
開
催
さ
れ
、
そ
の
提
案
に
基
づ
き
、
そ
の
（
決
定
）
結
果
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
換
言
す
れ
ば
、
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
こ
の
憲
法

に
お
い
て
元
老
院
或
い
は
騎
士
議
会
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
、
民
会
な
い
し
代
表
議
会
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
た
も
の
が
「
法
」
と
な
る
と
説

く
。
ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
諸
々
の
評
議
会
は
、
必
然
的
に
国
民
の
知
恵
及
び
国
民
の
利
益
を
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
と
い
う
（
38
）

。

彼
は
、「
こ
う
し
た
方
式
に
お
け
る
討
議
」
が
、
そ
の
優
れ
た
知
恵
や
能
力
に
よ
っ
て
成
熟
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
く
。

こ
う
し
て
討
議
が
そ
れ
ら
と
一
致
し
た
な
ら
ば
、
共
和
国
に
存
在
す
る
成
熟
し
た
討
議
に
よ
っ
て
「
こ
の
法
に
お
け
る
二
院
制
議
会
」
は
、

実
際
上
の
共
和
国
を
構
成
す
る
こ
と
と
な
る
。
彼
ら
が
こ
れ
ま
で
ど
ん
な
に
そ
れ
に
備
わ
っ
た
も
の
で
あ
れ
、
そ
う
し
た
も
の
に
達
す
る

よ
う
に
法
的
性
質
が
与
え
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
「
秩
序
立
っ
た
共
和
国
」
は
、
特
定
の
条
項
に
お
い
て
さ
ら
に
こ
う
し
た
も
の
が
必
要
で

三
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あ
り
、
そ
れ
も
準
備
が
で
き
て
い
る
（
39
）

と
い
う
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
活
動
期
に
お
け
る
最
後
の
頃
の
文
書
に
よ
っ
て
彼
の
「
平
等
な
（
不
滅
な
）
共
和
国
」
概
念
を
検
証
し

て
き
た
。
こ
れ
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
憲
法
に
お
い
て
市
民
を
統
治
に
参
加
さ
せ
、
そ
の
活
力
を
国
民
の
選
挙
に
よ
っ
て
引
き
出
し
、
か
つ
腐

敗
を
予
防
さ
せ
、
か
つ
権
力
抑
制
的
な
性
格
も
た
せ
よ
う
と
す
る
恒
久
的
に
持
続
可
能
な
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。

（
1
） 

例
え
ば
、
ネ
ヴ
ィ
ル
は
、
こ
の
ロ
ー
マ
の
共
和
国
を
基
準
と
し
て
広
義
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
定
義
が
「
最
終
的
決
定
権
が
民
会
な
い
し
国
民
に

あ
る
」
政
体
で
あ
る
と
い
う
。
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
そ
れ
をpopular governm

ent

と
表
現
し
、
前
者
は
、
そ
れ
を
広
義
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
互
換

的
に
票
そ
れ
を
使
っ
て
い
る
（
拙
著
前
掲
、
第
二
章
を
参
照
さ
れ
た
い
）。

（
2
） G

.B
urgess, op. cit., p.356.

（
3
） B

.C
rick, ed., N

.M
ach

iavelli: T
h

e D
iscou

rses, 1970, pp.41-45.

（
4
） G

.B
urgess, op. cit., pp.356-357.

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
で
共
和
主
義
論
に
お
け
る
君
主
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
、
王
位
継
承
排
斥
法
案
危
機
期
の
共
和
主
義
者
の
見
解
の
比
較
に
言

及
す
る
こ
と
と
す
る
。
最
広
義
の
共
和
主
義
は
、
本
稿
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
共
通
の
富
な
い
し
共
通
の
利
益
を
第
一
義
に
お
く
社
会
で
あ
る
。
し

か
し
（
ハ
リ
ン
ト
ン
を
含
め
た
）
ネ
ヴ
ィ
ル
と
シ
ド
ニ
ー
は
、
こ
の
期
の
共
通
項
と
し
て
は
絶
対
君
主
制
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
二
人
は
、

必
ず
し
も
君
主
制
を
絶
対
的
に
否
定
し
て
い
な
い
。
シ
ド
ニ
ー
は
、
君
主
制
と
い
え
ど
も
世
襲
制
が
絶
対
的
で
な
く
、
選
択
的
で
も
あ
っ
た
こ
と
を

主
張
す
る
。
し
か
し
ネ
ヴ
ィ
ル
は
、
君
主
を
最
高
統
治
者
と
し
て
承
認
す
る
し
、
世
襲
制
も
認
め
る
。
そ
の
意
味
で
混
合
君
主
制
を
容
認
す
る
。

従
っ
て
典
型
的
な
共
和
主
義
論
者
と
し
て
の
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
君
主
な
き
混
合
政
体
論
者
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
三
者
と
も
そ
の

時
代
に
沿
っ
て
主
張
す
る
限
界
も
認
め
ら
れ
、
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
共
和
政
期
に
書
い
た
。
後
の
二
人
は
、
王
政
復
古
期
に
書
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る

（A
. S
idney, op. cit.; H

.N
eville, P

lato R
ed

ivivu
s, 1763, etc; 

拙
著
前
掲
、
第
二
章
を
参
照
さ
れ
た
い
）。

（
5
） 

Ibid
., p.357.
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（
6
） J.P

ocock, ed., W
orks., p.181.

ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
自
ら
の
別
の
著
作
の
中
で
も
そ
の
定
義
を
や
や
異
な
る
表
現
に
よ
っ
て
示
し
て
い
る
。

「
平
等
な
共
和
国
と
は
、
次
の
よ
う
な
均
衡
の
上
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
基
盤
上
に
樹
立
さ
れ
た
統
治
で
あ
る
。
即
ち
、
そ
の
統
治
は
、
完
全
に
民

衆
的
政
体
（popular

）
で
あ
り
、
か
つ
適
合
可
能
（suitable

）
な
農
地
法
に
よ
っ
て
固
定
さ
れ
、
か
つ
そ
の
均
衡
か
ら
、
投
票
に
よ
っ
て
与
え
ら

れ
た
国
民
（the people

）
の
自
由
な
選
挙
を
通
じ
て
、
討
議
し
か
つ
提
案
す
る
元
老
院
、
決
議
す
る
民
会
代
表
（representative of the 

people

）、
及
び
執
行
す
る
統
治
官
職
へ
と
そ
の
上
部
構
造
に
達
す
る
。
こ
れ
ら
の
三
つ
の
制
度
の
各
々
は
、
コ
ー
ス
な
い
し
輪
番
制
に
基
づ
い
て

い
る
。
即
ち
、
間
在
期
の
如
く
命
じ
る
確
か
な
任
期
で
選
出
さ
れ
る
。」（『
立
法
の
技
術
（T

h
e A

rt of L
aw

givin
g

）』﹇W
orks, p.613

﹈）;

J.S
.D
avis, ‘E

quality in an uequal com
m
onw
ealth: J.H

arrington ’s republicanism
 and the m

eaning of

equality ’, I.G
entles et al., eds., S

old
iers, W

riters, an
d

 S
tatesm

en
 of th

e E
n

glish
 R

evolu
tion

, 1998, p.237.

こ
れ
は
、
内
容
が
同
じ
で
あ
る
が
、
よ
り
具
体
的
に
示
さ
れ
る
。
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
更
に
『
民
衆
的
政
体
統
治
の
大
権
（T

h
e P

rerogative of 

P
opu

lar G
overn

m
en

t

）』
に
お
い
て
も
「
平
等
な
共
和
国
」
の
定
義
を
使
っ
て
い
る
（W

orks, p.424

）。
こ
こ
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
、
ハ
リ

ン
ト
ン
が
こ
の
概
念
が
自
ら
の
基
本
原
理
と
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
得
る
。

（
7
） J.P

ocock, ed., ibid
. 

農
地
法
に
つ
い
て
Ｈ
・
ネ
ヴ
ィ
ル
の
注
釈
者
で
あ
る
Ｃ
・
ロ
ビ
ン
ズ
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
と
の
関
係
で
次
の
よ
う
に
説
明

す
る
。「
農
地
法
は
、
ロ
ー
マ
人
の
公
有
地
の
再
生
、
及
び
よ
り
貧
し
い
市
民
達
へ
の
彼
ら
の
土
地
配
分
を
取
り
決
め
る
紀
元
前
三
八
七
年
の
リ
キ

ニ
ウ
ス
・
セ
ク
ス
テ
ィ
ウ
ス
法
に
そ
の
起
源
を
辿
る
。
農
地
法
は
、
紀
元
前
二
世
紀
後
半
に
、
Ｔ
・
Ｓ
・
グ
ラ
ッ
ク
ス
と
そ
の
弟
の
Ｇ
・
グ
ラ
ッ
ク

ス
に
よ
る
農
業
改
革
計
画
で
復
活
さ
れ
、
か
つ
拡
大
さ
れ
た
。
農
地
法
規
制
は
、
既
成
の
土
地
所
有
者
達
を
混
乱
さ
せ
、
か
つ
そ
の
二
人
と
も
そ
れ

が
原
因
で
殺
さ
れ
た
り
命
を
断
っ
た
り
す
る
ほ
ど
、
富
裕
な
ロ
ー
マ
人
達
に
は
不
人
気
に
さ
せ
た
。
も
ち
ろ
ん
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
土
地
保
有
規
制
を

自
ら
の
『
オ
シ
ア
ナ
共
和
国
』
に
お
い
て
不
可
欠
な
基
礎
に
さ
せ
た
。
も
し
財
産
の
均
衡
（
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
﹇
財
産
﹈
に
よ
っ
て
彼
は
、
不
動
産

﹇real property

﹈
を
意
味
し
た
）
が
変
化
し
な
け
れ
ば
、
恒
常
的
な
ま
ま
に
残
ろ
う
し
、
国
家
は
、
安
定
し
よ
う
。
農
地
法
は
、
一
七
、
一
八
世

紀
の
政
治
的
著
作
に
お
い
て
、
必
ず
し
も
平
等
主
義
を
含
意
せ
ぬ
が
、
そ
の
両
極
端
（
一
階
級
な
い
し
一
人
物
に
よ
る
不
当
な
富
の
所
有
）
を
予
防

す
る
一
つ
の
試
み
を
含
意
す
る
よ
う
に
理
解
せ
ね
ば
な
る
ま
い
」（C

.R
obbins, ed., T

w
o E

n
glish

 R
epu

blican
 T

racts, 1969, p.97

）。
こ
れ
は
、

ネ
ヴ
ィ
ル
が
古
代
ロ
ー
マ
の
農
地
法
を
土
台
と
し
て
論
じ
る
も
の
に
つ
い
て
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
主
張
と
同
じ
と
み
な
し
、
そ
の
論
理
の
基
本
的
性
質

三
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を
特
徴
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。

（
8
） G

.B
urgess, op. cit., p.358.

（
9
） J.P

ocock, ed., T
h

e P
olitical W

orks of J.H
arrin

gton
, 1977, p.155.

（
10
） J.C

.D
avis, ‘E

quality in an unequal com
m
onw
ealth ’, in I.G

entles et al., eds., op. cit., p.229.

（
11
） 

拙
著
前
掲
、
第
三
章
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
12
） J.C

.D
avis, op. cit., p.230.

（
13
） 

Ibid
.

（
14
） 

Ibid
.

（
15
） 

Ibid
., pp.230-231.

（
16
） 

Ibid
., p.232.

（
17
） 

Ibid
.

（
18
） 

Ibid
.

（
19
） P

ocock, ed., T
h

e W
orks., p.677; J.C

.D
avis, op. cit., p.233.

（
20
） 

Ibid
.

（
21
） J.P

ocock, ed., W
orks, p.213.

こ
こ
で
『
オ
シ
ア
ナ
』
の
憲
法
の
最
初
の
二
つ
の
条
項
に
つ
い
て
確
認
し
よ
う
。

「
第
一
条
は
、
国
民
を
自
由
人
な
い
し
市
民
に
、
か
つ
サ
ー
ヴ
ァ
ン
ツ
﹇
使
用
人
達
﹈
に
分
け
る
。
し
か
し
使
用
人
達
は
、
そ
う
し
た
﹇
主
人
に

依
存
す
る
故
、
必
ず
し
も
自
由
で
は
な
い
﹈
状
態
に
あ
る
が
、
彼
ら
が
自
由
に
到
達
す
れ
ば
、
即
ち
、
自
ら
が
自
立
し
て
生
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
、

彼
ら
は
自
由
人
な
い
し
市
民
と
な
る
か
ら
で
あ
る
」（W

orks, p.212

）。

こ
の
条
項
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
活
力
あ
る
共
和
制
の
文
民
部
分
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
彼
に
よ
れ
ば
、
広
範
な
市
民
参
加
権
を

認
め
る
民
衆
的
政
体
下
で
、
さ
ら
に
そ
の
権
利
を
、
従
属
的
使
用
人
に
ま
で
、
そ
の
経
済
的
上
昇
及
び
自
由
の
獲
得
を
見
込
ん
で
、
拡
大
の
可
能
性

三
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を
与
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
機
会
の
平
等
も
示
す
。

そ
の
第
二
条
は
、「
市
民
達
を
青
年
（
一
八
歳
か
ら
三
〇
歳
に
数
え
ら
れ
る
人
々
）
と
高
年
者
（
三
〇
歳
以
上
の
よ
り
年
長
の
人
々
）
と
に
分
け

て
い
る
。
そ
れ
は
、
青
年
が
従
軍
す
る
軍
隊
と
な
る
こ
と
と
し
、
高
年
者
が
こ
の
国
の
常
設
守
備
隊
と
な
る
」（W

orks, p.213

）。
こ
こ
に
は
イ
ギ

リ
ス
の
共
和
主
義
者
特
有
な
軍
事
部
分
が
あ
る
。
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
そ
の
体
力
的
実
力
の
側
面
か
ら
判
断
し
て
、
前
線
部
分
と
後
衛
部
分
に
分
け
て

い
る
。
こ
れ
も
持
続
可
能
性
を
も
ち
、
か
つ
安
定
的
国
家
の
国
防
部
分
の
実
際
的
備
え
で
あ
る
。
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
さ
ら
に
統
治
官
職
に
就
く
の
は
、

他
の
著
作
で
高
年
者
に
限
定
し
て
い
る
ゆ
え
（「
青
年
な
い
し
一
八
歳
と
三
〇
歳
と
の
間
に
あ
る
自
由
人
は
文
民
行
政
﹇civil adm

inistration

﹈
の

資
格
を
も
た
ぬ
」﹇W

orks., p.810

﹈）
こ
の
側
面
も
実
際
的
で
あ
る
。

（
22
） 

Ibid
., p.233.

（
23
） 

Ibid
.

（
24
） 

Ibid
.

（
25
） 

Ibid
., pp.235-6.

（
26
） R

.T
uck, ed., H

obbes: L
eviath

an
, 1996, chapter 13; J.C

.D
avis, op. cit., p.236.

（
27
） 

Ibid
., p.237.

（
28
） 

Ibid
.

（
29
） 

Ibid
.

（
30
） 

Ibid
., p.238.

（
31
） 

Ibid
., p.239.

（
32
） 

Ibid
. 

（W
orks, pp.302,181

）.

（
33
） 

Ibid
. 

（W
orks, pp.161,170

）.

（
34
） J.G

.A
.P
ocock, ed., W

orks, p.823.

（
35
） JG

A
.P
ocock, ed., op. cit,. p.824.
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（
36
） 

Ibid
.

（
37
） 

Ibid
.

（
38
） 

Ibid
., p.825.

（
39
） 

Ibid
.第

五
節　

結　

論

わ
れ
わ
れ
は
、
本
稿
に
お
い
て
ハ
リ
ン
ト
ン
の
憲
法
の
上
位
概
念
に
し
て
そ
の
理
論
全
体
を
表
現
す
る
「
平
等
な
共
和
国
」
な
い
し

「
自
由
国
家
（
1
）

」
に
つ
い
て
再
検
討
し
て
き
た
。

ま
ず
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
分
野
に
お
け
る
幅
広
い
研
究
状
況
を
概
観
し
つ
つ
、
わ
れ
わ
れ
の
共
和
主
義
研
究
の
立
脚
点
を
示
し
て
き

た
。
と
い
う
の
は
わ
れ
わ
れ
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
以
後
の
論
者
の
側
面
も
検
討
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
わ
れ
わ
れ
は
、
今
ま
で
比

較
的
焦
点
が
あ
て
ら
れ
て
い
な
い
論
者
を
集
中
的
に
検
証
し
て
き
た
。
こ
れ
に
比
し
て
ハ
リ
ン
ト
ン
の
研
究
業
績
は
、
こ
れ
を
遥
か
に
上

回
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
さ
さ
や
か
な
出
発
点
に
沿
っ
て
特
徴
を
示
す
意
図
を
述
べ
た
。

さ
ら
に
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
ネ
ヴ
ィ
ル
研
究
を
よ
り
深
め
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
る
。
故
に
本
稿
は
、
そ
の
研
究
を
補
強
す
る
こ
と
を

主
眼
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
ネ
ヴ
ィ
ル
は
、
後
の
ハ
リ
ン
ト
ン
主
義
者
に
し
て
彼
と
共
和
制
期
に
と
も
に
、
そ
の
共
和
主
義
を
主
張

し
、
か
つ
緊
密
に
運
動
を
展
開
し
た
。
こ
の
意
味
か
ら
ネ
ヴ
ィ
ル
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
共
和
主
義
を
最
も
熟
知
し
た
人
物
の
う
ち
の
一
人

で
あ
り
、
彼
の
ハ
リ
ン
ト
ン
論
は
、
そ
れ
な
り
の
重
要
性
を
も
つ
と
み
な
し
得
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
彼
の
共
和
主
義
論
の
視
角
を
主
に
導

入
し
つ
つ
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
主
題
を
よ
り
広
範
な
理
論
的
背
景
と
す
る
概
観
か
ら
論
及
し
始
め
た
。
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従
来
は
こ
の
二
人
の
思
想
家
の
共
通
面
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
の
相
違
点
も
存
在
す
る
。
両
者
は
、
確
か
に
、
基
本
的
に
は
そ
の

基
本
原
理
お
い
て
共
通
し
て
い
る
。
即
ち
、
こ
の
二
人
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
世
俗
的
国
政
的
権
威
の
源
泉
を
民
に
求
め
る
系
譜
を
も

つ
。
そ
れ
は
、
国
家
の
最
高
的
決
定
権
を
一
般
的
民
に
置
く
政
体
と
し
て
広
義
の
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」、「
民
ポ
ビ
ュ
ラ
ー

衆
的
政
体
的
統
治
」、「
共
和

制
政
体
」、「
自
由
国
家
（
民
に
よ
る
統
治
国
家
）」
を
彼
ら
が
唱
え
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
二
人
は
共
通
点
と
し
て
両
者
の
根
本
原
理
で

あ
る
共
和
制
的
三
位
一
体
的
混
合
政
体
論
者
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
当
然
相
違
点
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
も
で
き
る
。
例
え
ば
、
ネ
ヴ
ィ

ル
は
、
混
合
君
主
制
的
で
あ
り
、
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
貴
族
制
と
民
衆
政
体
的
要
素
の
混
合
に
重
点
を
置
い
て
い
る
。
さ
ら
に
共
通
点
と
し

て
両
者
は
、
統
治
官
職
の
選
挙
に
お
け
る
輪
番
制
を
主
張
す
る
。
同
様
に
両
者
は
、
農
地
法
的
規
則
に
基
づ
き
、
財
産
所
有
の
比
率
に
基

づ
き
、
勢
力
の
変
化
に
応
じ
て
安
定
的
に
所
有
権
を
固
定
し
、
か
つ
政
治
権
力
も
そ
れ
に
比
例
し
て
移
行
さ
せ
る
原
理
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
両
者
に
お
け
る
相
違
点
と
し
て
わ
れ
わ
れ
が
検
証
し
た
結
果
は
、
ま
ず
貴
族
に
対
す
る
強
調
点
に
つ
い
て
で
あ
り
、
ハ

リ
ン
ト
ン
が
自
然
的
貴
族
制
の
指
導
力
を
元
老
院
（
下
院
と
同
様
に
公
選
制
と
す
る
）
に
求
め
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
、
討
議
権
と
提
案
権
を

も
ち
、
か
つ
下
院
と
同
じ
選
挙
方
式
を
採
用
す
る
。
さ
ら
に
そ
の
上
院
に
最
高
の
権
威
も
共
有
機
関
と
し
て
位
置
付
け
る
。
し
か
し
ネ

ヴ
ィ
ル
は
、
国
民
代
表
議
会
に
最
高
決
定
権
を
国
王
と
と
も
に
置
き
、
両
院
制
を
否
定
し
な
い
が
、
貴
族
院
を
ハ
リ
ン
ト
ン
よ
り
も
低
く

抑
え
て
い
る
。
理
論
的
に
は
既
に
有
力
な
論
者
達
が
指
摘
す
る
主
要
な
原
理
と
し
て
、
自
然
法
や
コ
モ
ン
ロ
ー
に
依
拠
せ
ぬ
ハ
リ
ン
ト
ン

に
対
し
て
、
ネ
ヴ
ィ
ル
は
、
社
会
契
約
論
も
自
然
法
論
も
、
か
つ
コ
モ
ン
ロ
ー
も
使
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
本
稿
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
が

論
及
し
た
ス
コ
ッ
ト
の
説
明
に
お
い
て
確
認
で
き
る
。

た
だ
し
こ
の
理
論
的
相
違
は
、
政
治
制
度
原
理
的
視
角
か
ら
の
区
分
で
あ
り
、
か
つ
強
調
点
の
強
度
の
相
違
を
示
す
。
従
っ
て
こ
れ
は
、

思
想
に
重
点
を
置
く
相
違
点
と
し
て
確
認
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
。

三
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Ｊ
・
ハ
リ
ン
ト
ン
の
平
等
な
共
和
国
（
な
い
し
自
由
国
家
）
の
一
考
察
（
倉
島
）

（
四
二
一
）

さ
ら
に
わ
れ
わ
れ
は
、
本
論
に
お
け
る
重
要
な
ハ
リ
ン
ト
ン
の
統
治
機
構
論
に
お
け
る
背
景
と
し
て
、
彼
の
き
わ
め
て
詳
細
な
憲
法
モ

デ
ル
が
当
時
の
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
の
曖
昧
な
憲
法
論
の
問
題
点
を
克
服
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
も
、
確
認
し
て
き
た
。
従
っ
て
わ
れ
わ
れ

は
、
た
だ
単
に
ハ
リ
ン
ト
ン
の
立
憲
制
が
異
常
で
あ
る
こ
と
に
驚
嘆
す
る
ば
か
り
で
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
（
2
）

。

最
後
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
主
題
で
あ
る
「
平
等
な
共
和
国
」
に
つ
い
て
手
短
に
確
認
し
、
か
つ
補
足
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
こ

の
概
念
が
含
意
す
る
も
の
は
、
ま
さ
に
ハ
リ
ン
ト
ン
の
共
和
国
論
の
全
体
に
わ
た
る
原
理
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
が

詳
細
に
わ
た
る
も
の
で
も
あ
る
が
、
こ
れ
を
念
頭
に
置
く
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
は
大
局
的
視
角
か
ら
総
合
的
に
そ
の
特
徴
を
検
討
し
て
い

る
。
従
っ
て
そ
れ
は
、
彼
の
「
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
・
ガ
バ
メ
ン
ト
」
な
い
し
「
自
由
国
家
（
民
に
よ
る
統
治
国
家
）」、
或
い
は
広
義
の
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
と
同
じ
ほ
ど
、
包
括
的
な
理
想
国
家
に
し
て
上
位
概
念
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
そ
の
理
念
の
原
文
に
沿
っ
て
、
か

つ
主
要
な
論
点
に
つ
い
て
有
力
な
学
者
に
よ
る
論
理
を
基
準
と
し
て
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
そ
れ
を
検
討
で
き
た
こ
と
を
確
認
す
る
。
即
ち
、

彼
の
憲
法
は
、
公
共
善
の
た
め
に
、
自
然
的
貴
族
の
指
導
力
を
も
た
せ
る
上
院
と
と
も
に
、
市
民
﹇
民
会
﹈
が
立
法
上
最
終
決
定
権
を
も

ち
、
か
つ
直
接
間
接
的
選
挙
手
段
に
よ
っ
て
、
成
り
立
つ
統
治
を
基
本
と
す
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
原
理
に
基
づ
き
、
か
つ
そ
の
理
念
に

沿
っ
て
多
様
な
市
民
の
活
力
を
引
き
出
し
、
か
つ
彼
ら
が
活
気
に
満
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
政
体
要
素
の
安
定
的
均
衡
に
よ
っ
て
停
滞
さ
せ
ず

か
つ
腐
敗
せ
ぬ
、
恒
久
的
に
持
続
可
能
な
政
体
と
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。

（
1
） 

ハ
リ
ン
ト
ン
がF

ree S
tate

と
平
等
な
共
和
国
を
同
意
語
と
し
て
使
用
し
て
い
る
の
は
、『
ロ
ー
タ
』（W

orks, p.807

）
に
お
い
て
で
あ
る
。

周
知
の
如
く
、
Ｍ
・
ニ
ー
ダ
ム
も
自
ら
の
『
自
由
国
家
の
優
秀
性
（
即
ち
、
共
和
国
の
正
し
き
コ
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
ー
シ
ョ
ン
）』（
一
六
五
六
）
に
お

い
て
、F

ree S
tate

を
そ
の
表
題
に
使
っ
て
い
る
。（M

.N
edham

, T
h

e excellen
cie of a free state, B

oston, 1767, p.1; P
.A
.K
nachel, ed., 

T
h

e C
ase of th

e C
om

m
on

w
ealth

 of E
n

glan
d

, S
tated

, by M
.N

ed
h

am
, 1969, p.111

）.
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二
二
）

（
2
） 

さ
ら
に
わ
れ
わ
れ
は
、
以
下
の
文
献
で
部
分
的
に
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
詳
細
に
わ
た
る
「
オ
シ
ア
ナ
」
論
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。

例
え
ば
、
拙
稿
「
Ｊ
・
ハ
リ
ン
ト
ン
の
『
オ
シ
ア
ナ
共
和
国
』
の
選
挙
制
度
論
研
究
」『
法
学
紀
要
』（
第
五
三
巻
、
二
〇
一
二
年
三
月
刊
）
な
ど

を
参
照
さ
れ
た
い
。

さ
ら
に
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
「
自
由
国
家
」
と
の
同
意
語
に
つ
い
て
ニ
ー
ダ
ム
は
、「
コ
モ
ン
ウ
ィ
ー
ル
（C

om
m
on-w

eal

）﹇
公
益
の

意
﹈」、「
共
和
国
原
理
（C

om
m
on-w

ealth-P
rinciples

）﹇
君
主
利
益
に
抗
す
る
意
﹈」
な
ど
に
よ
っ
て
言
い
換
え
て
お
り
、
彼
の
理
想
的
共
和
国

を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
（
例
え
ば
、M.N

edham
, op. cit., 1767, pp.47-8; J.S

cott, C
om

m
on

w
ealth

-P
rin

ciples, 2005, p.35

）。
故
に
我
々

は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
が
当
時
の
共
和
主
義
者
と
同
様
に
、「
平
等
な
共
和
国
」
と
同
じ
理
想
的
共
和
国
と
し
て
「
自
由
国
家
」
を
意
味
づ
け
て
い
る
と

み
な
す
。

三
八



民
主
化
の
失
敗
と
成
功
（
岩
崎
）

（
四
二
三
）

民
主
化
の
失
敗
と
成
功

岩　
　

崎　
　

正　
　

洋

1　

民
主
化
の
失
敗
に
対
す
る
関
心

民
主
化
研
究
に
お
い
て
は
、
基
本
的
に
、
民
主
化
の
成
功
事
例
に
目
が
向
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
民
主
化
の
失
敗
事
例
に
目
が
向
け

ら
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
。
特
定
の
事
例
を
取
り
扱
っ
た
研
究
に
限
ら
ず
、
民
主
化
そ
の
も
の
を
理
論
的
な
い
し
一
般
的
に
論
じ
る
際

に
も
、
一
国
の
民
主
化
過
程
に
注
目
し
、
民
主
化
の
成
功
要
因
に
言
及
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
失
敗
し
た
過
程
に
注
目
し
て
、

同
様
の
議
論
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

従
来
、
民
主
化
研
究
は
次
の
よ
う
な
論
点
に
注
目
し
て
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
。
民
主
化
が
成
功
し
た
場
合
に
は
、
ど
の
よ
う
な
ア
ク

タ
ー
が
関
与
し
た
の
か
。
ど
の
よ
う
に
ア
ク
タ
ー
が
相
互
に
作
用
し
た
の
か
。
ど
の
よ
う
な
方
法
に
よ
っ
て
民
主
化
の
過
程
が
進
ん
だ
の

か
。
ど
の
よ
う
に
体
制
の
移
行
が
な
さ
れ
た
の
か
。
ど
の
よ
う
な
形
態
の
政
治
制
度
が
採
用
さ
れ
た
の
か
。
ど
の
よ
う
に
民
主
化
支
援
が

三
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な
さ
れ
た
の
か
。
ど
の
よ
う
に
民
主
主
義
が
定
着
し
た
の
か
、
な
ど
な
ど
。

同
様
の
視
点
か
ら
民
主
化
の
失
敗
に
注
目
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
民
主
化
が
失
敗
し
た
場
合
に
は
、
ど
の
よ
う
な
ア
ク
タ
ー
が
関
与
し

た
の
か
。
ど
の
よ
う
に
ア
ク
タ
ー
が
相
互
に
作
用
し
た
の
か
。
ど
の
よ
う
な
方
法
に
よ
っ
て
民
主
化
の
失
敗
へ
と
至
る
過
程
が
進
ん
だ
の

か
。
ど
の
よ
う
に
体
制
の
移
行
が
失
敗
し
た
の
か
。
ど
の
よ
う
に
民
主
主
義
が
定
着
す
る
の
に
失
敗
し
た
の
か
、
な
ど
な
ど
。

民
主
化
の
成
功
に
関
す
る
研
究
成
果
を
ふ
ま
え
て
、
民
主
化
の
失
敗
に
関
す
る
要
因
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
民

主
化
が
失
敗
し
た
の
か
と
い
う
問
題
は
、
な
ぜ
民
主
化
が
成
功
し
た
の
か
と
い
う
問
題
と
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
も
の
と
し
て
位
置
づ

け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
両
者
に
目
を
向
け
る
こ
と
は
、
民
主
化
研
究
に
こ
れ
ま
で
欠
け
て
い
た
視
点
を
補
う
こ
と
に
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
、
第
三
の
波
以
降
の
民
主
化
の
成
功
事
例
と
失
敗
事
例
と
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
代
表
的
な
民
主
化
研
究
の

成
果
を
ふ
ま
え
て
、
民
主
化
の
成
功
と
失
敗
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
。
と
り
わ
け
、
民
主
化
の
成
功
と
失
敗
を
捉
え
る
に
は
、
一
連
の
民

主
化
の
過
程
と
、
そ
こ
で
の
ア
ク
タ
ー
の
役
割
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
、
一
国
に
お
け
る
民
主
化
の
成
否
を
把
握
し
、

各
国
の
比
較
分
析
が
可
能
と
な
る
よ
う
な
枠
組
み
を
模
索
す
る
こ
と
に
な
る
。

2　

民
主
化
の
諸
段
階

⑴　

体
制
移
行
の
段
階

民
主
化
の
成
功
や
失
敗
と
い
っ
て
も
、
民
主
化
過
程
の
ど
の
時
点
を
指
し
て
、
成
功
と
し
た
り
、
失
敗
と
し
た
り
す
る
の
か
が
不
明
確

で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
民
主
化
後
に
、
揺
り
戻
し
と
い
え
る
よ
う
な
顕
著
な
政
治
的
出
来
事
が
生
じ
た
わ
け
で
は
な
い
と
し
て
も
、
時
間

四
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（
四
二
五
）

の
経
過
と
と
も
に
、
フ
リ
ー
ダ
ム
ハ
ウ
ス
に
よ
る
評
価
が
変
化
し
、
自
由
度
が
低
下
し
て
い
る
と
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
は
、
民
主
化
に
失

敗
し
た
事
例
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

他
方
で
、
た
と
え
ば
、
あ
る
国
に
お
い
て
、
国
民
が
民
主
化
要
求
の
た
め
の
反
体
制
運
動
を
行
っ
た
結
果
と
し
て
、
既
存
の
権
威
主
義

体
制
の
正
統
性
に
翳
り
が
生
じ
、
複
数
政
党
制
の
導
入
と
自
由
選
挙
の
実
施
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
民
主
化
が
成
功
し
た
事
例
と
し
て

取
り
扱
う
こ
と
で
き
る
の
か
。
そ
う
だ
と
し
た
ら
、
そ
こ
か
ら
先
の
段
階
に
お
い
て
、
民
主
化
が
進
展
し
な
い
場
合
に
は
、
民
主
化
の
成

功
事
例
が
一
転
し
て
失
敗
事
例
へ
と
転
が
り
落
ち
て
し
ま
っ
た
事
例
と
し
て
理
解
す
れ
ば
い
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
、
体
制
移
行
後
に
競
合
的
な
選
挙
の
実
施
が
な
さ
れ
、
複
数
回
の
政
権
交
代
が
民
主
主
義
の
定
着
に
は
必
要
だ
と
す
る
な
ら
ば
、

日
本
の
五
五
年
体
制
に
お
け
る
自
民
党
一
党
に
よ
る
長
期
政
権
は
、
民
主
主
義
が
定
着
し
た
事
例
と
い
う
の
で
は
な
く
、
民
主
化
の
失
敗

事
例
と
し
て
捉
え
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

民
主
化
の
成
功
や
失
敗
に
つ
い
て
判
断
す
る
に
は
、
民
主
化
過
程
の
ど
の
段
階
を
指
し
て
成
功
と
す
る
の
か
失
敗
と
す
る
の
か
を
明
ら

か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
ば
し
ば
、
民
主
化
直
後
は
成
功
事
例
の
よ
う
に
み
え
た
と
し
て
も
、
時
間
と
と
も
に
失
敗
事
例

へ
と
変
化
し
て
し
ま
う
事
例
を
目
撃
で
き
る
。

か
つ
て
、
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
（S

am
uel P

. H
untington

）
は
、
民
主
化
の
三
つ
の
波
を
区
分
し
た
際
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
波
が
押
し
寄
せ
た

後
に
、
揺
り
戻
し
の
波
（
逆
転
の
波
）
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
た
（H

untington 1991

）。
民
主
化
の
揺
り
戻
し
と
い
う
言
葉
は
、
体
制
移
行

は
成
功
し
た
が
、
民
主
主
義
が
定
着
し
な
か
っ
た
事
例
や
、
一
見
す
る
と
、
体
制
移
行
は
成
功
し
た
よ
う
に
み
え
る
が
、
実
は
、
失
敗
し

た
事
例
な
ど
を
一
括
り
に
し
て
お
り
、
民
主
化
の
成
功
や
失
敗
を
判
断
す
る
際
に
、
ど
の
段
階
を
指
し
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
は
し
て

い
な
い
。
そ
の
た
め
、
民
主
化
の
成
功
に
も
失
敗
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
パ
タ
ー
ン
が
あ
り
得
る
こ
と
を
見
逃
す
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

四
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民
主
化
の
段
階
は
、
い
く
つ
か
の
過
程
を
経
て
進
行
す
る
（
1
）

。
ま
ず
、
既
存
の
権
威
主
義
体
制
が
も
つ
正
統
性
の
低
下
に
始
ま
り
、
次

に
、
権
威
主
義
体
制
の
崩
壊
、
そ
れ
に
と
も
な
う
民
主
主
義
体
制
へ
の
移
行
、
複
数
政
党
制
の
導
入
と
自
由
選
挙
の
実
施
、
二
回
目
以
降

の
定
期
的
な
選
挙
の
実
施
、
さ
ら
に
、
選
挙
だ
け
に
限
ら
ず
多
様
な
分
野
で
の
民
主
主
義
の
定
着
な
ど
に
区
分
で
き
る
。
既
存
の
権
威
主

義
体
制
の
正
統
性
が
低
下
し
た
り
崩
壊
し
た
り
す
る
ま
で
の
間
は
、
既
存
の
体
制
が
多
少
な
り
と
も
統
治
に
か
か
わ
っ
て
お
り
、
体
制
移

行
ま
で
の
段
階
と
、
新
し
い
民
主
主
義
体
制
へ
と
移
行
し
た
後
の
民
主
主
義
の
定
着
ま
で
の
段
階
と
は
、
統
治
の
特
徴
が
民
主
主
義
的
で

あ
る
か
否
か
と
い
う
点
に
お
い
て
本
質
的
に
異
な
っ
て
お
り
、
一
括
り
に
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
う
考
え
る
と
、
民
主
化
の
段
階
は
、
体
制
の
移
行
段
階
と
民
主
主
義
の
定
着
段
階
と
い
う
二
つ
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、

体
制
移
行
に
際
し
て
は
、
既
存
の
権
威
主
義
体
制
に
対
す
る
国
民
の
不
満
が
具
体
的
な
抗
議
行
動
の
形
と
な
っ
て
噴
出
し
た
り
、
支
配
エ

リ
ー
ト
内
部
の
路
線
変
更
や
権
力
関
係
の
変
化
な
ど
が
生
じ
た
り
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
の
権
威
主
義
体
制
は
威
信
を
失
墜
し
、
正
統

性
の
低
下
に
つ
な
が
り
、
そ
れ
ま
で
盤
石
で
あ
っ
た
支
配
が
揺
ら
ぎ
始
め
る
。

過
去
の
事
例
を
想
起
す
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
国
民
の
民
主
化
運
動
が
表
出
し
た
と
し
て
も
、
体
制
側
が
武
力
行
使
も
含
め
た
多
様

な
手
段
を
行
使
す
る
こ
と
で
民
主
化
要
求
を
抑
圧
し
、
結
果
的
に
、
民
主
化
に
は
結
び
付
か
ず
、
既
存
の
権
威
主
義
体
制
に
よ
る
支
配
が

正
統
性
を
保
ち
続
け
る
場
合
も
あ
る
。
他
方
に
お
い
て
は
、
正
統
性
が
傷
つ
き
、
民
主
化
へ
向
け
た
動
き
が
進
み
、
権
威
主
義
体
制
か
ら

民
主
主
義
体
制
へ
と
体
制
移
行
が
実
現
す
る
事
例
も
数
多
く
存
在
す
る
。
民
主
化
を
体
制
移
行
に
限
定
し
て
捉
え
る
な
ら
ば
、
既
存
の
権

威
主
義
体
制
か
ら
新
し
い
民
主
主
義
体
制
へ
の
移
行
が
実
現
し
た
場
合
は
、
民
主
化
の
成
功
事
例
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
。

オ
ド
ネ
ル
（G

uillerm
o O

’D
onnell

）
と
シ
ュ
ミ
ッ
タ
ー
（P

hilippe C
. S
chm
itter

）
は
、
権
威
主
義
支
配
後
の
政
治
生
活
に
関
す
る
共

同
研
究
に
お
い
て
（
2
）

、「
一
つ
の
政
治
体
制
と
他
の
政
治
体
制
と
の
合
間
（interval
）」
の
こ
と
を
移
行
と
呼
ん
で
い
る
（O

’D
onnell and 
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S
chm
itter 1986, 

邦
訳 pp.34-35

）。
彼
ら
に
よ
れ
ば
、「
移
行
は
、
一
方
で
、
権
威
主
義
体
制
の
崩
壊
過
程
の
開
始
に
よ
っ
て
、
ま
た
他
方

で
、
何
ら
か
の
形
態
の
民
主
的
政
治
の
樹
立
、
何
ら
か
の
形
態
の
権
威
主
義
へ
の
回
帰
、
も
し
く
は
、
革
命
的
選
択
肢
の
出
現
、
に
よ
っ

て
そ
の
境
界
が
画
さ
れ
る
（O

’D
onnell and S

chm
itter 1986,

邦
訳 p.35

）」
の
で
あ
る
。

彼
ら
は
、
移
行
の
最
中
は
、
政
治
ゲ
ー
ム
の
ル
ー
ル
が
決
ま
っ
て
い
な
い
と
い
う
点
に
移
行
の
特
色
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
ゲ
ー
ム
の

ル
ー
ル
は
、
恒
常
的
に
流
動
的
な
状
態
に
あ
り
、
ア
ク
タ
ー
た
ち
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
利
益
を
追
求
し
な
が
ら
、
ゲ
ー
ム
に
か
か
わ
る
こ
と

に
な
る
（O

’D
onnell and S

chm
itter 1986, 

邦
訳 p.35

）。

体
制
移
行
を
め
ぐ
る
ゲ
ー
ム
に
お
い
て
は
、
既
存
の
権
威
主
義
体
制
側
の
ア
ク
タ
ー
と
、
反
体
制
勢
力
側
の
ア
ク
タ
ー
と
い
う
二
種
類

の
ア
ク
タ
ー
が
少
な
く
と
も
存
在
す
る
。
実
際
に
は
、
権
威
主
義
体
制
側
も
反
体
制
側
も
、
そ
れ
ぞ
れ
ア
ク
タ
ー
が
一
人
な
い
し
一
つ
の

集
団
の
み
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
さ
ま
ざ
ま
な
ア
ク
タ
ー
が
入
り
混
じ
っ
て
、
自
ら
の
正
統
性
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
自
ら
に

関
係
す
る
利
益
の
獲
得
を
目
指
し
て
闘
争
を
繰
り
広
げ
る
。
と
き
に
は
、
物
理
的
な
暴
力
を
と
も
な
い
な
が
ら
、
相
互
作
用
が
な
さ
れ
る
。

そ
の
結
果
と
し
て
、
権
威
主
義
体
制
か
ら
民
主
主
義
体
制
へ
と
移
行
が
実
現
す
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
既
存
の
権
威
主
義
体
制
と
は
異
な

る
他
の
権
威
主
義
体
制
へ
の
移
行
に
つ
な
が
る
場
合
も
あ
る
。
あ
る
い
は
、
既
存
の
権
威
主
義
体
制
が
再
び
勢
力
を
盛
り
返
し
、
民
主
化

を
要
求
す
る
勢
力
を
抑
圧
し
、
以
前
よ
り
も
権
威
主
義
的
な
支
配
を
強
化
す
る
場
合
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
移
行
の
段
階
に
お
い
て
は
、

ア
ク
タ
ー
間
の
相
互
作
用
が
ど
の
よ
う
な
結
果
を
も
た
ら
す
か
は
不
明
で
あ
り
、
不
確
実
性
を
と
も
な
う
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

民
主
化
と
い
う
政
治
現
象
を
移
行
段
階
に
焦
点
を
絞
っ
て
み
る
と
、
移
行
の
成
功
は
民
主
化
の
成
功
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
民
主
化
は
、
移
行
段
階
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
後
に
続
く
民
主
主
義
の
定
着
段
階
ま
で
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。

四
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⑵　

民
主
主
義
の
定
着
段
階

民
主
主
義
の
定
着
に
関
し
て
、
リ
ン
ス
（Juan J. L

inz

）
と
ス
テ
パ
ン
（A
lfred S

tepan

）
は
、
民
主
主
義
へ
の
移
行
の
完
了
と
、
定
着

し
た
民
主
主
義
と
を
区
別
し
、
次
の
よ
う
に
移
行
の
完
了
を
表
現
し
て
い
る
。
民
主
主
義
へ
の
移
行
は
、
選
出
さ
れ
た
政
府
を
つ
く
り
出

す
政
治
的
な
手
続
き
に
つ
い
て
十
分
な
同
意
が
あ
り
、
自
由
な
普
通
選
挙
の
直
接
的
な
結
果
に
よ
り
政
府
が
権
力
の
座
に
就
任
し
、
こ
の

政
府
が
事
実
上
、
一
連
の
新
し
い
政
策
を
つ
く
る
権
威
を
有
し
、
新
し
い
民
主
主
義
に
よ
っ
て
生
じ
た
執
行
権
・
立
法
権
・
司
法
権
が
、

法
律
上
、
他
の
諸
機
関
と
権
力
を
共
有
す
る
必
要
が
な
い
と
き
に
完
了
す
る
（L

inz and S
tepan 1996, p.3, 

邦
訳 p.21

）。

そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
自
由
化
と
民
主
化
と
が
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
自
由
化
は
民
主
化
な
く
し
て
も
成
り
立
つ
の
に
対
し
、
民
主
化

は
自
由
化
を
と
も
な
っ
て
お
り
、
自
由
化
を
ふ
ま
え
て
民
主
化
が
実
現
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
体
制
移
行
の
段
階
に
お
い
て
は
、
複
数
政

党
制
の
導
入
と
自
由
選
挙
の
実
現
が
一
つ
の
敷
居
（threshold

）
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
政
権
獲
得
を
め
ぐ
り
複
数
の
政
党
が
競
合

し
た
り
、
自
由
選
挙
が
行
わ
れ
た
り
す
る
こ
と
は
、
政
治
的
な
自
由
化
の
具
体
的
な
姿
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
選
挙
を
や
れ
ば
事
足
り
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
（S

nyder 2000

）。
リ
ン
ス
と
ス
テ
パ
ン
の
い
う
「
選
挙
至
上
主
義
者

の
誤
謬
」
と
い
う
問
題
が
残
っ
て
い
る
。
彼
ら
に
よ
れ
ば
、「
選
挙
が
実
施
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
実
際
に
は
移
行
が
完
了
し
て
い
な

い
最
も
一
般
的
な
事
例
は
、
か
つ
て
支
配
者
で
あ
っ
た
軍
部
が
直
接
的
に
は
政
権
を
放
棄
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
広
範
な
特
権
を
も
っ
て

い
る
た
め
、
民
主
的
に
選
出
さ
れ
た
政
府
が
法
的
に
も
主
権
者
で
は
な
い
よ
う
な
場
合
で
あ
る
（L

inz and S
tepan 1996, p.4, 

邦
訳 

p.22

）」。
か
り
に
権
威
主
義
体
制
が
民
主
主
義
体
制
へ
と
移
行
し
た
と
し
て
も
、
移
行
が
完
了
し
た
と
は
安
易
に
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

表
面
的
な
移
行
で
は
な
く
、
移
行
後
の
民
主
主
義
体
制
の
中
身
が
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
体
制
の
中
身
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
判
断
し

四
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て
か
ら
、
よ
う
や
く
移
行
が
完
了
し
た
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
表
層
的
に
民
主
化
を
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い

の
で
あ
り
、
民
主
化
の
次
の
段
階
と
し
て
、
民
主
主
義
の
定
着
へ
と
進
む
こ
と
は
、
民
主
主
義
の
中
身
に
焦
点
が
移
る
こ
と
で
も
あ
る
。

民
主
主
義
の
定
着
と
は
、
民
主
主
義
が
「
街
で
唯
一
の
ゲ
ー
ム
」
と
な
る
よ
う
な
政
治
的
状
況
を
意
味
し
て
い
る
（L

inz and S
tepan 

1996, p.5, 

邦
訳 p.24

）。
リ
ン
ス
と
ス
テ
パ
ン
に
よ
れ
ば
、
民
主
主
義
の
定
着
は
、
人
々
の
行
動
、
態
度
、
制
度
（
憲
法
）
と
い
う
三
つ
の

次
元
を
結
び
付
け
た
も
の
で
あ
る
。
人
々
の
行
動
や
態
度
と
い
っ
た
非
制
度
的
な
側
面
と
と
も
に
、
憲
法
の
よ
う
な
制
度
的
な
側
面
に
お

い
て
も
民
主
主
義
が
広
く
行
き
渡
り
、
浸
透
す
る
こ
と
が
定
着
で
あ
る
。

こ
こ
で
挙
げ
た
三
つ
の
次
元
に
お
い
て
、
民
主
主
義
が
定
着
し
な
い
場
合
に
は
、
民
主
化
の
失
敗
に
つ
な
が
る
。
リ
ン
ス
と
ス
テ
パ
ン

に
よ
る
三
つ
の
次
元
の
説
明
は
、
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
成
功
し
た
場
合
に
は
、
民
主
主
義
が
定
着
し
た
こ
と
に
な
り
、

民
主
化
の
成
功
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
以
下
の
内
容
に
沿
わ
な
い
場
合
に
は
、
失
敗
事
例
と
し
て
扱
う
こ
と
に
な
る
。

行
動
の
次
元
か
ら
み
る
と
、
あ
る
領
域
に
お
け
る
民
主
主
義
体
制
は
、
次
の
よ
う
な
と
き
に
定
着
す
る
。
す
な
わ
ち
、
国
家
的
、
社
会

的
、
経
済
的
、
政
治
的
、
制
度
的
な
ア
ク
タ
ー
が
、
非
民
主
主
義
的
な
体
制
を
創
造
し
た
り
、
国
家
か
ら
分
離
す
る
た
め
に
暴
力
に
頼
っ

た
り
外
国
の
介
入
に
頼
っ
た
り
す
る
こ
と
で
、
自
ら
の
目
的
達
成
の
た
め
に
重
要
な
資
源
を
使
用
し
な
い
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。

態
度
の
次
元
か
ら
み
る
と
、
民
主
主
義
的
な
体
制
は
、
次
の
よ
う
な
と
き
に
定
着
す
る
。
す
な
わ
ち
、
世
論
の
大
多
数
が
、
民
主
主
義

的
な
手
続
き
や
制
度
を
、
社
会
に
お
け
る
集
団
生
活
を
始
め
る
の
に
最
適
な
方
法
で
あ
る
と
い
う
信
念
を
も
つ
と
き
や
、
反
シ
ス
テ
ム
的

な
選
択
肢
へ
の
非
常
に
少
な
か
っ
た
り
、
あ
る
い
は
多
少
な
り
と
も
民
主
主
義
を
支
持
す
る
勢
力
か
ら
孤
立
し
て
い
た
り
す
る
と
き
の
こ

と
で
あ
る
。

制
度
（
憲
法
）
の
次
元
で
み
る
と
、
民
主
主
義
的
な
体
制
は
、
次
の
よ
う
な
と
き
に
定
着
す
る
。
す
な
わ
ち
、
政
府
も
非
政
府
勢
力
も
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ま
た
、
国
家
の
領
域
の
至
る
と
こ
ろ
で
、
新
た
な
民
主
主
義
の
過
程
で
つ
く
ら
れ
た
特
定
の
法
律
、
手
続
き
、
制
度
の
範
囲
内
で
対
立
が

解
消
さ
れ
、
そ
れ
が
習
慣
化
し
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。

リ
ン
ス
と
ス
テ
パ
ン
は
、
定
着
し
た
民
主
主
義
に
は
相
互
に
関
連
す
る
五
つ
の
領
域
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
五
つ
の

領
域
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
第
一
に
、
自
由
で
活
力
の
あ
る
市
民
社
会
、
第
二
に
、
相
対
的
に
自
律
的
で
価
値
の
あ
る
政
治
社

会
、
第
三
に
、
市
民
の
自
由
や
独
立
し
た
結
社
の
活
動
の
法
的
保
証
を
確
実
に
す
る
法
の
支
配
、
第
四
に
、
新
し
い
民
主
的
政
府
に
よ
っ

て
有
用
な
国
家
官
僚
制
、
第
五
に
、
制
度
化
さ
れ
た
経
済
社
会
で
あ
る
（L

inz and S
tepan 1996, p.7, 

邦
訳 p.27

）。
こ
れ
ら
は
相
互
に
関

連
し
補
強
し
合
う
存
在
と
さ
れ
、
民
主
主
義
が
定
着
す
る
に
は
、
五
つ
の
領
域
が
満
た
さ
れ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
、
つ
く
り
だ
さ
れ
る

必
要
が
あ
る
と
い
う
。

彼
ら
に
よ
れ
ば
、
民
主
主
義
は
、
国
家
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
一
つ
の
形
態
で
あ
り
、
現
代
の
民
主
主
義
体
制
は
、
国
家
の
存
在
な
し
で
は

定
着
し
得
な
い
（L

inz and S
tepan 1996, p.7, 

邦
訳 p.26

）。
彼
ら
が
意
識
的
に
「
ガ
バ
ナ
ン
ス
」
と
い
う
表
現
を
用
い
た
の
か
、
そ
れ
と

も
単
に
「
統
治
」
と
い
う
意
味
合
い
程
度
に
使
用
し
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
民
主
主
義
の
定
着
に
は
五
つ
の
領
域
が
必
要
で
あ
る
と

い
う
文
脈
か
ら
す
る
と
、
彼
ら
が
使
っ
た
「
ガ
バ
ナ
ン
ス
」
と
い
う
用
語
は
、
単
に
「
統
治
」
と
い
う
意
味
だ
け
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

国
家
の
統
治
と
い
う
意
味
と
し
て
捉
え
る
と
、
政
府
を
は
じ
め
と
す
る
統
治
機
関
が
主
た
る
ア
ク
タ
ー
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
狭
義

に
考
え
る
と
、
彼
ら
が
挙
げ
た
五
つ
の
領
域
の
う
ち
で
、
政
治
社
会
や
国
家
官
僚
制
が
含
ま
れ
る
か
、
あ
る
い
は
、
法
の
支
配
が
含
ま
れ

る
程
度
で
あ
る
。
広
義
に
捉
え
て
も
、
政
治
社
会
、
国
家
官
僚
制
、
法
の
支
配
に
加
え
、
せ
い
ぜ
い
市
民
社
会
が
含
ま
れ
る
程
度
で
あ
る
。

た
だ
し
、
市
民
社
会
が
統
治
に
か
か
わ
る
と
い
う
こ
と
は
、
既
存
の
数
多
く
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
研
究
が
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
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が
実
現
し
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
。

さ
ら
に
、
経
済
社
会
も
挙
げ
ら
れ
、
五
つ
す
べ
て
の
領
域
が
相
互
に
関
連
し
、
す
べ
て
が
満
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
い
う
点
か
ら
、
リ

ン
ス
と
ス
テ
パ
ン
の
使
っ
た
「
ガ
バ
ナ
ン
ス
」
と
い
う
用
語
は
、
狭
義
の
「
統
治
」
で
は
な
く
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
論
で
取
り
扱
わ
れ
て
い
る

意
味
で
の
「
ガ
バ
ナ
ン
ス
」
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
3
）

。
た
と
え
ば
、
彼
ら
の
説
明
を
ふ
ま
え
る
と
、
定
着
し
た
民
主
主
主
義
で

み
ら
れ
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
は
、
既
存
の
統
治
機
構
に
よ
る
一
方
的
な
支
配
で
は
な
く
、
多
様
な
ア
ク
タ
ー
が
関
与
し
て
共
治
な
い
し
協
治
を

行
う
こ
と
が
受
容
さ
れ
て
お
り
、
制
度
的
に
も
非
制
度
的
に
も
そ
れ
が
根
づ
い
て
い
る
状
態
を
指
す
。

民
主
主
義
の
定
着
は
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
現
と
も
関
連
し
て
お
り
、
と
り
わ
け
、
民
主
的
な
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
実
現
す
る
。
た
と
え
ば
、

ガ
バ
ナ
ン
ス
を
「
組
織
が
目
的
を
設
定
す
る
と
き
の
意
思
決
定
と
、
そ
の
運
営
を
規
律
す
る
仕
組
み
（
曽
根
二
〇
一
一
、p.21

）」
と
定
義

す
る
と
、
ま
さ
に
民
主
主
義
が
「
街
で
唯
一
の
ゲ
ー
ム
」
と
な
っ
て
い
る
状
況
は
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
が
効
い
て
い
る
場
面
と
し
て
捉
え
る
こ

と
が
で
き
る
。

民
主
主
義
体
制
へ
の
移
行
に
関
す
る
議
論
で
は
、
既
存
の
体
制
が
民
主
主
義
体
制
へ
と
移
行
す
る
ま
で
を
対
象
と
し
て
お
り
、
あ
く
ま

で
民
主
主
義
と
し
て
識
別
で
き
る
か
否
か
が
論
点
と
な
っ
て
い
た
（
4
）

。
移
行
段
階
に
お
け
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
移
行
後
に

直
ち
に
民
主
的
な
意
思
決
定
が
な
さ
れ
た
と
し
て
も
、
規
律
の
仕
組
み
が
順
調
に
機
能
す
る
と
は
限
ら
な
い
し
、
規
律
の
仕
組
み
が
存
在

す
る
か
否
か
さ
え
不
確
実
な
段
階
で
あ
り
、
移
行
期
に
ガ
バ
ナ
ン
ス
が
機
能
す
る
と
は
限
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
民
主
主
義
の
定
着
段
階
で
は
、
リ
ン
ス
と
ス
テ
パ
ン
の
議
論
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
民
主
的
に
ガ
バ
ナ
ン
ス
が
機

能
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
民
主
主
義
が
定
着
す
る
の
は
、
民
主
化
が
成
功
し
た
場
合
で
あ
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
民
主
化
と
ガ
バ
ナ
ン

ス
と
の
か
か
わ
り
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

四
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3　

民
主
化
の
段
階
と
ア
ク
タ
ー

民
主
化
が
成
功
し
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
民
主
化
の
段
階
と
ア
ク
タ
ー
と
い
う
二
つ
の
点
か
ら
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
挙

げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
民
主
化
の
段
階
と
い
う
基
準
で
あ
る
。
民
主
化
の
段
階
と
い
う
判
断
基
準
は
、
時
間
軸
を
意
味
す
る
。
時
間

軸
は
、
あ
る
国
家
の
民
主
化
に
向
け
た
一
連
の
動
き
に
お
い
て
、
ど
の
時
点
に
注
目
す
れ
ば
、
民
主
化
が
成
功
し
た
と
い
え
る
の
か
を
判

断
す
る
手
掛
か
り
を
提
供
す
る
。

民
主
化
の
段
階
は
、
大
別
す
る
と
、
体
制
の
移
行
段
階
と
民
主
主
義
の
定
着
段
階
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
各
段
階
は
、
細

分
化
さ
れ
る
。
移
行
段
階
は
、
ま
ず
、
既
存
の
権
威
主
義
体
制
が
も
つ
正
統
性
の
低
下
、
次
に
、
権
威
主
義
体
制
の
崩
壊
、
そ
れ
に
と
も

な
う
民
主
主
義
体
制
へ
の
移
行
ま
で
を
含
む
。
民
主
主
義
体
制
へ
の
移
行
を
具
体
的
な
政
治
的
出
来
事
で
表
現
す
る
と
、
こ
こ
で
は
、
複

数
政
党
制
の
導
入
と
自
由
選
挙
の
実
施
が
挙
げ
ら
れ
る
。

続
く
民
主
主
義
の
定
着
段
階
は
、
ま
ず
、
二
回
目
以
降
の
定
期
的
な
選
挙
の
実
施
、
次
い
で
、
選
挙
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
政
治
の
領

域
だ
け
に
限
ら
ず
、
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
に
お
け
る
民
主
主
義
の
定
着
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
他
の
領
域
に
関
し
て
は
、
リ
ン
ス
と
ス

テ
パ
ン
に
よ
る
民
主
主
義
の
定
着
に
関
連
し
た
五
つ
の
領
域
を
想
起
す
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
政
治
だ
け
で
な
く
、
法
律
、
経
済
な
ど

広
範
囲
に
わ
た
っ
て
民
主
主
義
が
定
着
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
民
主
主
義
の
定
着
後
に
、
た
と
え
ば
、
民
主
主
義
の
質
が
問
わ
れ
た
り
、
不
断
の
民
主
化
が
課
題
と
な
る
。
ま
た
、
先
進

民
主
主
義
国
に
お
い
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
絶
え
ず
発
生
し
、
そ
れ
ら
へ
の
対
応
が
求
め
ら
れ
た
り
す
る
と
し
て
も
、
民
主
化
研
究

と
い
う
点
か
ら
み
る
と
、
民
主
化
の
段
階
は
、
ひ
と
ま
ず
、
民
主
主
義
の
定
着
ま
で
が
一
つ
の
区
切
り
と
な
る
。
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し
た
が
っ
て
、
民
主
化
の
段
階
は
、
大
別
す
る
と
、
体
制
の
移
行
段
階
と
民
主
主
義
の
定
着
段
階
と
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
と
し
て
も
、

各
段
階
は
、
さ
ら
に
分
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
移
行
段
階
は
、
①
既
存
の
権
威
主
義
体
制
が
も
つ
正
統
性
の
低
下
、
②
権
威
主
義
体
制

の
崩
壊
、
③
複
数
政
党
制
の
導
入
と
自
由
選
挙
の
実
施
に
分
け
ら
れ
る
。
民
主
主
義
の
定
着
段
階
は
、
①
二
回
目
以
降
の
定
期
的
な
選
挙

の
実
施
、
②
政
治
の
領
域
を
は
じ
め
、
他
の
領
域
も
含
ん
だ
民
主
主
義
の
定
着
で
あ
る
。

民
主
化
の
成
否
を
判
断
す
る
際
に
注
目
す
べ
き
も
う
一
つ
の
点
は
、
ア
ク
タ
ー
の
存
在
で
あ
る
。
一
連
の
民
主
化
過
程
に
か
か
わ
る
ア

ク
タ
ー
は
多
様
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
ど
の
よ
う
な
ア
ク
タ
ー
が
登
場
し
、
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
り
、
ど
の
よ
う
に
相
互
作
用
す

る
か
に
よ
っ
て
、
民
主
化
の
成
否
は
異
な
っ
て
く
る
（
5
）

。

体
制
移
行
が
成
功
す
る
か
否
か
は
、
旧
体
制
の
中
心
的
な
ア
ク
タ
ー
と
、
新
た
な
民
主
主
義
体
制
を
推
進
し
よ
う
と
す
る
民
主
化
勢
力

の
中
心
的
な
ア
ク
タ
ー
と
の
相
互
作
用
の
結
果
と
し
て
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
ア
ク
タ
ー
間
の
力
関
係
に
よ
っ
て
、
移
行
の
成
否
が

決
ま
っ
て
く
る
。
オ
ド
ネ
ル
と
シ
ュ
ミ
ッ
タ
ー
を
は
じ
め
と
す
る
移
行
論
は
、
移
行
段
階
に
お
け
る
ア
ク
タ
ー
の
役
割
に
注
目
し
、
そ
こ

で
の
ア
ク
タ
ー
の
相
互
作
用
を
重
視
し
た
。
確
か
に
、
移
行
論
が
ア
ク
タ
ー
中
心
ア
プ
ロ
ー
チ
と
呼
ば
れ
て
い
る
よ
う
に
、
移
行
段
階
は
、

ア
ク
タ
ー
に
関
心
が
向
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
ア
ク
タ
ー
次
第
で
民
主
化
の
行
方
が
影
響
さ
れ
る
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

民
主
主
義
の
定
着
段
階
に
お
い
て
も
ア
ク
タ
ー
の
存
在
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
移
行
後
、
民
主
主
義
が
定
着
す
る
に
は
、
民
主

主
義
が
街
で
唯
一
の
ゲ
ー
ム
と
な
る
必
要
が
あ
る
な
ら
ば
、
ゲ
ー
ム
に
か
か
わ
る
の
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
ア
ク
タ
ー
で
あ
る
。
多
様
な
ア
ク

タ
ー
が
ゲ
ー
ム
の
ル
ー
ル
を
受
容
す
る
こ
と
で
、
ゲ
ー
ム
が
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
、
定
着
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
、
移
行
に
せ

よ
定
着
に
せ
よ
、
ア
ク
タ
ー
の
存
在
に
目
を
向
け
、
ア
ク
タ
ー
に
焦
点
を
絞
る
意
義
は
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
民
主
化
の
失
敗
事
例
を
考
え

る
際
も
、
ア
ク
タ
ー
の
相
互
作
用
の
結
果
と
し
て
民
主
主
義
が
定
着
し
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
ア
ク
タ
ー
の
動
向
に
目
を
向
け
る

四
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必
要
が
あ
る
。

次
に
、
民
主
化
の
過
程
に
は
、
ど
の
よ
う
な
ア
ク
タ
ー
が

登
場
す
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

表
1
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ま
ず
、
既
存
の
権
威
主
義

体
制
に
お
け
る
支
配
者
と
、
そ
れ
に
反
対
す
る
勢
力
（
い
わ

ば
、
民
主
化
勢
力
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
反
体
制
勢
力
）
と
に
主
要
な

ア
ク
タ
ー
を
二
分
で
き
る
。
体
制
派
と
反
体
制
派
と
い
う
二

分
法
で
あ
る
。

体
制
派
の
最
も
重
要
な
位
置
を
占
め
る
支
配
者
と
し
て
は
、

た
と
え
ば
、
長
期
に
わ
た
り
独
裁
的
な
支
配
を
続
け
て
き
た

大
統
領
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
他
に
も
体
制
派
に
は
、
政
府

の
高
官
を
は
じ
め
、
軍
部
や
警
察
が
含
ま
れ
る
。
と
き
に
は

大
統
領
の
私
兵
な
ど
も
存
在
す
る
。

反
体
制
派
は
、
既
存
の
体
制
に
反
対
し
、
新
た
な
民
主
主

義
体
制
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
勢
力
で
あ
る
が
、
民
主
化
勢

力
と
い
う
よ
う
な
表
現
で
一
括
り
に
す
る
こ
と
は
適
切
で
は

な
い
。
民
主
化
を
要
求
し
て
、
抗
議
行
動
を
行
っ
て
い
る
際

表 1　民主化の二つの段階と二種類の主要アクター

民主化の段階
主要アクター

体制派 反体制派

体制移行

民主主義の定着

表 2　民主化の段階とアクターの類型

民主化の段階

アクター

支
配
者

軍
部
政
党
反
体
制
派

外
部
そ
の
他

体制移行

権威主義体制の正統性の低下

権威主義体制の崩壊

第一回目の自由選挙

民主主義の定着
第二回目以降の自由選挙

定着
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は
、
学
生
や
知
識
人
、
一
般
の
大
衆
な
ど
が
体
制
に
反
対
す
る
こ
と
で
一
緒
に
行
動
し
、
民
主
化
の
推
進
を
共
通
目
標
と
し
て
い
る
と
し

て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
利
益
や
価
値
観
は
本
来
的
に
異
な
っ
て
お
り
、
反
体
制
勢
力
を
一
枚
岩
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

さ
ま
ざ
ま
な
勢
力
が
結
集
す
る
こ
と
で
反
体
制
派
が
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
既
存
の
体
制
に
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
な
民
主
化
運
動
へ

と
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
被
支
配
層
だ
け
が
反
体
制
派
に
参
加
す
る
の
で
は
な
く
、
体
制
派
に
属
す
政
府
高

官
や
、
軍
部
、
警
察
な
ど
か
ら
反
体
制
派
へ
と
立
場
を
変
え
る
人
々
が
み
ら
れ
、
し
ば
し
ば
民
主
化
勢
力
の
強
化
に
つ
な
が
る
こ
と
も
あ

る
。そ

れ
以
外
に
も
、
民
主
化
の
推
進
と
い
う
点
か
ら
一
国
の
民
主
化
に
か
か
わ
り
を
も
つ
よ
う
な
外
部
ア
ク
タ
ー
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き

る
。
外
部
ア
ク
タ
ー
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
民
主
化
支
援
を
行
う
国
際
機
関
や
外
国
政
府
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
具
体
的
に

は
、
国
際
連
合
、
欧
州
連
合
、
各
国
政
府
、
半
官
半
民
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
、
民
間
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
、
外
国
の
政
党
や
政
党
財
団
な
ど
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ま
で
に
挙
げ
た
も
の
以
外
に
、
事
例
ご
と
に
特
異
な
ア
ク
タ
ー
が
関
与
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
教

会
が
民
主
化
を
推
進
す
る
ア
ク
タ
ー
に
な
る
場
合
が
あ
る
。
あ
る
い
は
、
宗
教
団
体
が
一
定
程
度
の
役
割
を
果
た
す
ア
ク
タ
ー
と
な
る
場

合
も
あ
る
。
ま
た
、
国
に
よ
っ
て
は
、
国
王
な
ど
の
貴
族
が
民
主
化
の
成
否
に
何
ら
か
の
影
響
を
及
ぼ
す
場
合
も
あ
る
。
こ
こ
で
の
類
型

に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
を
一
括
し
て
「
そ
の
他
」
の
ア
ク
タ
ー
と
い
う
位
置
づ
け
と
す
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
民
主
化
に
お
け
る
主
要
な
ア
ク
タ
ー
に
は
、
既
存
の
権
威
主
義
体
制
に
お
け
る
支
配
者
、
軍
部
、
政
党
、
民

主
化
勢
力
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
反
体
制
派
、
外
部
ア
ク
タ
ー
、
そ
の
他
の
ア
ク
タ
ー
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
民
主
化
と
い
う
政
治
現
象

は
、
不
確
実
性
を
と
も
な
っ
て
お
り
、
最
初
の
段
階
で
登
場
し
た
ア
ク
タ
ー
が
後
々
ま
で
み
ら
れ
る
と
は
限
ら
な
い
し
、
初
期
に
お
い
て

は
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
最
後
ま
で
続
く
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
逆
に
、
あ
る
と
き
か
ら
急
速
に
存
在
感

五
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を
増
し
、
中
心
的
な
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
る
ア
ク
タ
ー
も
存
在
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
体
制
移
行
の
段
階
に
お
い
て
は
、
主
役
と
も
い
え
る
ほ
ど
の
中
心
的
な
ア
ク
タ
ー
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
定
着
段
階
で

は
、
端
役
と
な
る
場
合
も
あ
り
得
る
し
、
そ
の
逆
の
可
能
性
も
あ
る
。
ま
た
、
民
主
化
の
段
階
ご
と
に
登
場
す
る
ア
ク
タ
ー
が
異
な
る
可

能
性
も
あ
る
。

民
主
化
の
段
階
と
ア
ク
タ
ー
と
の
か
か
わ
り
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
表
2
で
は
、
縦
軸
に
民
主
化
の
段
階
を
示
し
、
横
軸
に
多
様
な

ア
ク
タ
ー
を
配
列
し
た
。
た
と
え
ば
、
既
存
の
権
威
主
義
体
制
の
正
統
性
が
低
下
す
る
段
階
に
お
い
て
、
体
制
側
で
は
、
そ
れ
ま
で
の
最

高
権
力
者
で
あ
る
支
配
者
が
主
要
な
ア
ク
タ
ー
と
な
る
の
は
明
白
で
あ
る
。
し
か
し
、
反
体
制
派
が
体
制
の
正
統
性
を
傷
つ
け
る
こ
と
に

成
功
し
、
台
頭
し
得
た
と
す
れ
ば
、
も
う
一
方
の
主
要
な
ア
ク
タ
ー
と
し
て
反
体
制
派
の
存
在
が
み
ら
れ
る
。

各
国
の
事
例
を
個
別
に
注
目
し
て
い
け
ば
明
ら
か
に
な
る
が
、
こ
の
時
点
で
軍
部
が
主
要
な
ア
ク
タ
ー
と
な
る
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
し
、

政
党
が
主
要
な
ア
ク
タ
ー
と
な
る
場
合
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
オ
ド
ネ
ル
と
シ
ュ
ミ
ッ
タ
ー
の
移
行
論
で
も
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
体
制
派
内

部
に
お
い
て
、
ハ
ト
派
と
タ
カ
派
と
い
う
よ
う
に
、
勢
力
が
分
裂
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
同
様
に
、
反
体
制
派
も
一
枚
岩
で
あ
る
と
は

限
ら
ず
、
ハ
ト
派
と
タ
カ
派
な
ど
の
区
分
が
必
要
に
な
る
場
合
も
あ
る
（O

’D
onnell and S

chm
itter 1986, 

邦
訳 pp.54-58

）。

つ
ま
り
、
民
主
化
の
段
階
ご
と
に
主
要
な
ア
ク
タ
ー
は
異
な
る
の
で
あ
り
、
た
と
え
ば
、
移
行
段
階
で
中
心
的
な
役
割
を
果
た
す
ア
ク

タ
ー
が
民
主
主
義
の
定
着
段
階
で
も
中
心
的
に
な
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
事
例
ご
と
で
も
異
な
り
、
あ
る

国
で
は
、
移
行
段
階
で
軍
部
が
主
要
な
ア
ク
タ
ー
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
別
の
あ
る
国
で
は
、
軍
部
が
ほ
と
ん
ど
登
場
せ
ず
、
た
と
え
ば
、

宗
教
団
体
の
果
た
す
役
割
が
大
き
い
こ
と
も
あ
り
得
る
。

民
主
化
の
成
功
や
失
敗
に
関
し
て
は
、
各
段
階
で
ど
の
よ
う
な
ア
ク
タ
ー
が
関
与
す
る
か
に
よ
り
、
成
否
が
左
右
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

五
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体
制
移
行
の
段
階
の
う
ち
既
存
の
権
威
主
義
体
制
の
正
統
性
が
低
下
し
た
場
合
に
は
、
た
と
え
ば
、
軍
部
と
反
体
制
勢
力
と
が
協
力
す
る

こ
と
に
よ
り
、
急
速
に
体
制
の
崩
壊
を
も
た
ら
す
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
は
成
功
事
例
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
、
し
か
し
、

権
威
主
義
体
制
の
正
統
性
が
低
下
し
て
も
、
軍
部
が
体
制
側
の
立
場
を
と
り
続
け
た
り
、
ア
ク
タ
ー
と
し
て
の
影
響
力
を
ほ
と
ん
ど
も
た

な
い
場
合
に
、
軍
部
は
、
民
主
化
の
成
功
へ
と
つ
な
が
る
役
割
を
果
た
す
と
い
う
よ
り
も
、
失
敗
へ
つ
な
が
る
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な

る
か
も
し
れ
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
民
主
化
の
段
階
と
ア
ク
タ
ー
と
の
組
み
合
わ
せ
は
、
民
主
化
の
成
否
を
考
え
る
際
に
は
、
考
慮
に
入
れ
ざ
る
を
得
な
い

論
点
で
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
各
国
事
例
を
比
較
す
る
際
に
も
、
ど
の
よ
う
な
分
析
の
枠
組
み
を
構
築
す
れ
ば
よ
い
の
か
と
い
う
視
点

を
提
供
す
る
こ
と
に
な
る
。

4　

民
主
化
の
成
否
に
か
か
わ
る
要
因

か
く
し
て
、
民
主
化
の
段
階
と
ア
ク
タ
ー
と
い
う
点
か
ら
、
民
主
化
の
成
功
や
失
敗
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
に
つ

い
て
検
討
し
て
き
た
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
十
分
と
い
え
な
い
。
さ
ら
に
、
以
下
に
挙
げ
る
よ
う
な
、
民
主
化
の
成
否
に
影
響
を
及
ぼ
す
可

能
性
の
あ
る
要
因
を
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。

ま
ず
、
経
済
成
長
が
民
主
化
の
成
否
に
密
接
な
か
か
わ
り
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
見
方
が
あ
る
（
6
）

。
民
主
化
と
経
済
成
長
と
の
関
連
に
注

目
し
た
の
は
、
古
く
は
リ
プ
セ
ッ
ト
（S

eym
our M

. L
ipset

）
の
議
論
に
代
表
さ
れ
る
（L

ipset 1959

）。
リ
プ
セ
ッ
ト
は
、
民
主
主
義
と

経
済
的
発
展
段
階
が
関
連
し
て
い
る
と
い
う
点
を
、
富
、
工
業
化
、
教
育
、
都
市
化
と
い
う
四
つ
の
指
標
を
用
い
て
説
明
し
た
。
彼
に
よ

五
三
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れ
ば
、
こ
れ
ら
の
指
標
に
よ
り
、
民
主
主
義
の
水
準
が
高
い
国
と
低
い
国
と
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

リ
プ
セ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
四
つ
の
指
標
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
数
値
が
い
ず
れ
も
高
い
場
合
は
、
民
主
主
義
の
水
準
が
高
い
国
と
さ
れ
、

数
値
が
低
い
場
合
に
は
、
民
主
主
義
の
水
準
が
低
い
国
と
さ
れ
る
。
こ
の
点
か
ら
、
民
主
化
と
経
済
成
長
と
は
関
連
し
て
お
り
、
民
主
化

に
は
経
済
成
長
が
欠
か
せ
な
い
と
さ
れ
、
民
主
化
の
失
敗
と
経
済
成
長
の
失
敗
と
が
併
せ
て
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

民
主
化
と
経
済
成
長
に
関
し
て
は
、
実
際
に
み
ら
れ
た
各
国
の
民
主
化
と
も
重
ね
合
わ
せ
て
論
じ
ら
れ
、
現
在
に
至
る
ま
で
両
者
の
関

連
性
が
確
実
な
も
の
で
あ
る
か
否
か
を
め
ぐ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
誰
も
が
納
得
で
き
る
よ
う
な
結
論

が
導
き
出
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
未
解
決
の
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
論
点
の
一
つ
で
あ
る
。

次
に
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
点
は
、
リ
ン
ス
と
ス
テ
パ
ン
が
い
う
「
国
家
性
（stateness

）」
の
問
題
に
関
連
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

一
つ
の
国
家
に
お
い
て
、
複
数
の
民
族
が
存
在
す
る
場
合
に
、
い
か
に
多
民
族
の
共
存
を
図
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
か
つ
て
レ
イ

プ
ハ
ル
ト
（A

rend L
ijphart

）
が
論
じ
た
よ
う
に
（L

ijphart 1984; L
ijphart 1999

）、
政
治
制
度
に
よ
っ
て
多
民
族
共
存
が
実
現
す
れ
ば

い
い
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
は
、
レ
イ
プ
ハ
ル
ト
が
描
い
た
よ
う
に
上
手
く
は
い
か
な
い
。
多
民
族
国
家
に
お
い
て
は
、
民
族
対
立
な
い
し

民
族
紛
争
が
原
因
と
な
り
、
民
主
化
に
失
敗
す
る
事
例
が
い
く
つ
も
み
ら
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
多
民
族
国
家
に
お
け
る
民
主
化
が
す
べ
て
失
敗
に
終
わ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
し
、
多
民
族
の
存
在
が
民
主
主
義
に
と
っ

て
負
の
影
響
を
も
た
ら
す
と
は
限
ら
な
い
。
た
だ
、
多
民
族
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
民
族
間
の
対
立
や
紛
争
が
引
き
起
こ
さ
れ
や
す
く
、
そ

の
結
果
と
し
て
、
民
主
化
が
進
展
し
な
か
っ
た
り
、
民
主
主
義
が
定
着
し
な
か
っ
た
り
、
あ
る
い
は
、
脆
弱
な
民
主
主
義
し
か
根
づ
か
な

か
っ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。
と
き
に
は
、
激
し
い
民
族
紛
争
が
発
生
し
、
民
主
化
と
は
逆
の
方
向
へ
と
進
む
場
合
も
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
多
民
族
共
存
の
成
否
が
民
主
化
の
成
否
と
も
か
か
わ
り
を
も
つ
と
い
う
見
方
は
、
こ
れ
ま
で
も
多
く
の
事
例
を
念
頭
に

五
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置
い
て
議
論
さ
れ
て
き
た
し
、
引
き
続
き
今
後
も
論
じ
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
民
主
化
と
多
民

族
共
存
の
問
題
に
関
し
て
、
万
能
な
方
策
は
存
在
せ
ず
、
少
し
で
も
実
現
可
能
な
解
決
方
法
が
模
索
さ
れ
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

多
民
族
共
存
へ
の
解
決
策
の
一
つ
と
し
て
、
制
度
工
学
に
よ
る
対
応
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
民
主
化
に
際
し
、
ど
の
よ
う
な
政
治
制
度
を

採
用
す
る
か
と
い
う
問
題
は
、
民
主
化
の
成
否
に
も
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
（
7
）

。
た
と
え
ば
、
大
統
領
制
は
、
大
統
領
が
強
い
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
を
発
揮
す
る
こ
と
で
迅
速
な
決
定
作
成
や
政
策
の
実
施
が
可
能
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
と
き
に
は
、
独
裁
的
な
権
力
行
使
が

顕
在
化
す
る
。
民
主
化
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
果
的
に
、
大
統
領
に
権
力
が
集
中
し
た
こ
と
で
、
民
主
主
義
の
質
が
問
わ
れ
た
り
、

民
主
化
の
揺
り
戻
し
が
危
惧
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。

民
主
化
に
際
し
、
大
統
領
制
を
導
入
す
る
か
、
そ
れ
と
も
議
院
内
閣
制
を
導
入
す
る
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
後
の
民
主
主
義
の
特
徴
は
大

き
く
異
な
っ
て
く
る
。
民
主
化
の
成
功
事
例
に
お
い
て
は
、
新
た
に
導
入
さ
れ
た
制
度
に
よ
る
正
の
効
果
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
と
も
に
、

制
度
を
受
け
入
れ
る
土
壌
な
い
し
政
治
文
化
が
存
在
し
得
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
民
主
化
の
失
敗
事
例
は
、
新

し
い
制
度
が
馴
染
ま
ず
、
結
果
的
に
、
逆
機
能
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
る
。

民
主
化
の
失
敗
事
例
を
思
い
起
こ
す
と
、
民
主
化
後
に
大
統
領
制
を
導
入
し
た
が
、
軍
部
の
ク
ー
デ
タ
に
よ
り
、
独
裁
的
な
大
統
領
が

誕
生
し
、
民
主
化
が
進
展
し
な
か
っ
た
事
例
も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
大
統
領
制
が
民
主
化
と
馴
染
ま
な
い
と
か
、
大
統
領
制
が
民
主
主
義

の
定
着
に
と
っ
て
は
阻
害
要
因
に
な
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
先
進
民
主
主
義
諸
国
に
お
い
て
、
大
統
領
制
が
採
用
さ
れ
て
い
る
の
は
一

目
瞭
然
で
あ
る
し
、
他
方
に
お
い
て
、
民
主
主
義
と
は
い
え
な
い
国
に
お
い
て
も
議
院
内
閣
制
が
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。

ま
た
、
選
挙
制
度
も
重
要
な
政
治
制
度
の
一
つ
で
あ
る
。
単
純
化
し
て
い
え
ば
、
ま
ず
、
多
数
代
表
制
か
、
そ
れ
と
も
比
例
代
表
制
か

と
い
う
代
表
制
の
問
題
が
挙
げ
ら
れ
る
し
、
他
に
も
、
小
選
挙
区
制
か
、
そ
れ
と
も
大
選
挙
区
制
か
と
い
う
選
挙
区
制
の
問
題
も
挙
げ
ら

五
五



政
経
研
究　

第
四
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
二
年
三
月
）

（
四
四
〇
）

れ
る
。
ど
の
よ
う
な
選
挙
制
度
を
採
用
す
る
か
に
よ
っ
て
、
民
意
の
反
映
の
程
度
や
、
政
権
の
形
態
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
た
め
、

各
国
の
実
情
に
見
合
っ
た
制
度
を
選
択
す
る
必
要
が
あ
る
。

た
と
え
ば
、
多
民
族
国
家
に
お
い
て
、
小
選
挙
区
制
を
導
入
し
た
場
合
に
は
、
選
挙
区
割
り
に
も
関
連
す
る
が
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
代

表
が
選
出
さ
れ
に
く
く
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
多
数
派
の
専
制
が
常
態
化
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
し
、
多
民
族
の
平

和
的
な
共
存
が
困
難
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
た
め
、
多
民
族
国
家
で
は
、
比
例
代
表
制
を
採
用
し
、
多
党
制
を
尊
重
し
、
連
立
政

権
に
よ
る
政
権
運
営
と
な
る
こ
と
が
多
い
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
民
主
化
と
い
う
政
治
現
象
の
特
徴
は
、
一
つ
の
こ
と
が
原
因
と
な
り
成
功
が
も
た
ら
さ
れ
た
り
、
あ
る

い
は
、
失
敗
が
引
き
起
こ
さ
れ
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、
複
合
的
な
要
因
に
よ
っ
て
、
成
功
や
失
敗
へ
と
つ
な
が
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な

る
。
本
稿
で
は
、
民
主
化
の
段
階
と
い
う
時
間
軸
、
各
段
階
に
お
い
て
登
場
し
役
割
を
果
た
す
ア
ク
タ
ー
、
さ
ら
に
、
経
済
成
長
、
国
家

性
、
政
治
制
度
な
ど
の
要
因
を
取
り
扱
っ
た
が
、
紙
幅
の
都
合
上
、
言
及
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
点
が
い
く
つ
も
あ
る
。

た
と
え
ば
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
（Inform
ation and C

om
m
unications T

echnology

）
が
体
制
移
行
の
段
階
に
お
い
て
果
た
し
た
役
割
や
、
民
主
化

支
援
の
多
様
な
形
態
な
ど
は
、
民
主
化
の
成
否
に
大
き
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。
世
界
各
国
に
お
け
る
民
主
化
の
事
例
が
増
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
民
主
化
の
成
功
や
失
敗
を
考
え
る
た
め
の
手
掛
か
り
は
蓄
積
さ
れ
続
け
る
。
何
が
成
功
の
決
め
手
と
な
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は

何
が
失
敗
の
原
因
と
な
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
常
に
情
報
を
精
査
し
、
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
点
か
ら
い
え
る
こ
と
で
あ
る

が
、
民
主
化
の
成
功
と
失
敗
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
は
、
民
主
主
義
の
条
件
と
は
何
か
を
考
え
る
こ
と
に
も
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
1
） 

民
主
化
の
段
階
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
た
と
え
ば
、
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
（B

aloyra 1987, S
venson 

五
六



民
主
化
の
失
敗
と
成
功
（
岩
崎
）

（
四
四
一
）

1991; S
ørensen 2008

）。

（
2
） 

一
九
八
六
年
に
刊
行
さ
れ
た
四
巻
か
ら
な
る
彼
ら
の
共
編
著
は
、「
不
確
実
な
民
主
主
義
に
関
す
る
暫
定
的
な
結
論
」
と
さ
れ
る
彼
ら
二
人
の

執
筆
個
所
の
み
翻
訳
さ
れ
、
我
が
国
で
も
広
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
他
の
三
巻
で
示
さ
れ
た
議
論
も
、
そ
の
後
の
民
主
化
研
究
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド

レ
フ
ァ
レ
ン
ス
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
（O

’D
onnell and S

chm
itter 1986

）。

（
3
） 

「
ガ
バ
ナ
ン
ス
（governance

）」
の
定
義
に
関
し
て
は
、
非
常
に
多
く
の
議
論
が
あ
る
が
、
た
と
え
ば
、
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
（B

evir 

2009

）。
ま
た
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
し
て
は
、
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
（
岩
崎
二
〇
一
一
）。

（
4
） 

こ
こ
で
い
う
「
民
主
主
義
（dem

ocracy

）」
に
関
し
て
は
、
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
（Joseph A

. S
chum

peter

）
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
競
合
的

エ
リ
ー
ト
民
主
主
義
モ
デ
ル
と
い
う
点
か
ら
民
主
主
義
を
捉
え
る
立
場
を
指
す
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い

（S
chum

peter 1942; 

曽
根
一
九
八
四;

岩
崎
二
〇
〇
六;

岩
崎
二
〇
〇
七
）。

（
5
） 

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
民
主
化
の
パ
タ
ー
ン
と
ア
ク
タ
ー
と
の
関
係
を
検
討
し
た
議
論
か
ら
示
唆
を
受
け
て
い
る
（K

arl 1990

）。

（
6
） 

今
も
な
お
決
着
が
つ
い
た
と
は
い
え
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
か
ら
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
民
主
化
と
経
済
成
長
と
の
間
に
は
、

因
果
関
係
が
な
い
と
い
う
見
方
も
あ
る
。

（
7
） 

政
治
制
度
と
民
主
化
、
あ
る
い
は
政
治
制
度
と
民
主
主
義
に
関
し
て
は
、
民
主
化
の
第
三
の
波
に
お
い
て
、
一
躍
脚
光
を
浴
び
た
テ
ー
マ
で
あ

り
、
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
展
開
さ
れ
た
。
詳
し
く
は
、
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
（
岩
崎
二
〇
〇
六
）。
と
り
わ
け
、
同
書
の
第
四
章
に
お
い
て
、
こ

の
点
を
取
り
扱
っ
て
い
る
。
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系
譜
」
岩
崎
正
洋
・
田
中
信
弘
編
『
公
私
領
域
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
』
東
海
大
学
出
版
会
、
一

│
三
一
頁
。

付
記　

本
稿
は
、
二
〇
一
一
年
度
日
本
政
治
学
会
研
究
大
会
（
二
〇
一
一
年
一
〇
月
八
日
に
岡
山
大
学
で
開
催
）
の
分
科
会
「
民
主
化
の
失
敗
」
に
提

出
し
た
報
告
論
文
「
民
主
化
の
失
敗
と
成
功
」
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

六
一
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朝
鮮
半
島
に
お
け
る
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北
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に
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│
政
治
統
合
を
中
心
に

│

孔　
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政
経
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究　
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四
十
八
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第
四
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（
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（
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四
八
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四　

南
北
対
話
（
南
北
会
談
）
の
問
題
点

五　

南
北
統
合
の
肯
定
的
要
因
と
否
定
的
要
因

　

1
．
肯
定
的
要
因

　

2
．
否
定
的
要
因

六　

終
わ
り
に
│
南
北
政
治
統
合
の
た
め
の
提
言

一　

は
じ
め
に

二
〇
〇
八
年
二
月
に
発
足
し
た
李
明
博
政
権
下
で
、
韓
国
と
北
朝
鮮
関
係
（
以
下
南
北
関
係
）
は
冷
却
さ
れ
て
い
る
が
、
冷
戦
体
制
の

解
体
後
、
南
北
関
係
は
概
ね
改
善
し
つ
つ
あ
る
。
南
北
は
、
一
九
九
一
年
九
月
、
国
連
に
同
時
加
入
し
、
同
年
一
二
月
に
は
南
北
交
流
の

拡
大
を
内
容
と
す
る
「
南
北
基
本
合
意
書
」
に
調
印
し
た
。
一
九
九
八
年
に
発
足
し
た
金
大
中
政
権
の
太
陽
政
策
と
続
く
盧
武
鉉
政
権
の

対
北
宥
和
政
策
に
よ
り
南
北
は
政
治
、
軍
事
、
経
済
、
社
会
、
文
化
、
ス
ポ
ー
ツ
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
の
交
流
と
協
力
を
深
め
て
い

き
、
二
〇
〇
〇
年
と
二
〇
〇
七
年
に
は
南
北
首
脳
会
談
を
開
催
す
る
な
ど
、
関
係
は
着
実
に
進
展
し
て
い
っ
た
。
二
〇
〇
〇
年
の
南
北
首

脳
会
談
を
皮
切
り
に
金
剛
山
と
開
城
観
光
事
業
が
ス
タ
ー
ト
し
、
南
北
を
結
ぶ
鉄
道
や
道
路
も
五
〇
年
ぶ
り
に
連
結
さ
れ
た
。
韓
国
が
資

本
と
技
術
を
、
北
朝
鮮
が
土
地
と
労
働
力
を
提
供
し
て
北
朝
鮮
の
開
城
市
に
建
設
し
た
開
城
工
業
団
地
で
は
四
万
人
（
1
）

に
の
ぼ
る
北
朝
鮮
の

従
業
員
と
七
〇
〇
人
あ
ま
り
の
韓
国
人
技
術
者
や
管
理
者
が
共
に
働
い
て
い
る
。
現
在
、
李
明
博
政
権
の
対
北
強
硬
政
策
に
よ
り
一
時
的

に
南
北
関
係
が
悪
化
し
て
い
る
も
の
の
、
こ
う
し
た
南
北
関
係
の
進
展
は
今
後
も
続
き
、
民
族
の
悲
願
で
あ
る
南
北
統
一
に
向
け
た
歴
史

的
な
流
れ
は
止
ま
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

六
四
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一
方
、
南
北
関
係
の
進
展
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、
南
北
の
利
害
関
係
（
特
に
政
治
・
軍
事
関
係
）
は
あ
ま
り
に
も
相
容
れ
な
い
と
こ
ろ
が

多
い
。
南
北
は
政
治
理
念
や
体
制
の
相
違
か
ら
常
に
対
立
し
、
敵
対
関
係
も
い
ま
だ
解
消
さ
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
六
〇
年
に
わ
た
る

分
断
に
よ
り
南
北
間
で
は
政
治
の
み
で
な
く
経
済
、
社
会
、
文
化
な
ど
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
い
て
異
質
化
が
進
み
、
民
族
の
同
質
性
が
失

わ
れ
つ
つ
あ
る
。

こ
う
し
た
友
好
関
係
の
進
展
と
異
質
化
の
進
展
と
い
う
錯
綜
す
る
現
実
か
ら
敵
対
的
な
分
断
体
制
を
解
消
し
、
異
質
化
し
つ
つ
あ
る
民

族
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
回
復
し
て
統
一
に
向
け
て
の
和
解
と
協
力
を
強
化
・
拡
大
し
て
い
く
た
め
の
具
体
的
で
現
実
的
な
方
法
を
模

索
す
る
こ
と
が
南
北
に
と
っ
て
急
務
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
南
北
は
統
一
を
視
野
に
入
れ
て
の
法
的
、
制
度
的
な
統
合
を
は
じ
め
、

異
質
化
し
つ
つ
あ
る
民
族
の
同
質
性
を
取
り
戻
す
た
め
の
統
合
の
あ
り
方
を
本
格
的
に
議
論
す
る
時
期
に
来
て
い
る
。
仮
に
南
北
が
こ
う

し
た
統
一
の
準
備
な
し
に
数
年
以
内
に
統
一
さ
れ
た
場
合
、
朝
鮮
半
島
は
大
混
乱
に
陥
り
、
民
族
全
体
が
困
難
に
直
面
す
る
と
予
想
さ
れ

る
。南

北
統
合
研
究
は
、
こ
う
し
た
不
幸
な
事
態
を
避
け
る
と
共
に
南
北
が
一
つ
に
な
っ
た
際
の
混
乱
を
避
け
、
統
合
過
程
で
生
じ
う
る
葛

藤
や
副
作
用
、
試
行
錯
誤
、
費
用
な
ど
を
最
小
限
に
収
め
る
た
め
の
知
恵
を
絞
る
作
業
で
も
あ
る
。

筆
者
は
こ
う
し
た
問
題
意
識
か
ら
、
南
北
交
流
の
現
状
と
問
題
点
な
ど
を
調
べ
、
そ
こ
か
ら
実
現
可
能
な
南
北
の
政
治
統
合
の
あ
り
方

を
考
え
て
み
る
。

南
北
が
政
治
統
合
を
実
現
す
る
た
め
に
は
南
北
が
共
に
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
本
稿
で
は
韓
国
の
政
府
お
よ
び
国

民
の
取
る
べ
き
政
策
や
姿
勢
な
ど
に
焦
点
を
当
て
て
提
案
を
行
う
こ
と
に
す
る
。
と
い
う
の
は
、
国
力
の
差
や
朝
鮮
半
島
を
め
ぐ
る
国
際

情
勢
な
ど
か
ら
考
え
る
と
、
南
北
関
係
で
主
導
権
を
握
っ
て
い
る
の
は
韓
国
で
あ
り
、
時
間
の
経
過
と
共
に
こ
う
し
た
傾
向
は
さ
ら
に
強

六
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ま
る
と
予
想
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
韓
国
政
府
の
対
北
政
策
や
韓
国
国
民
の
対
北
認
識
お
よ
び
姿
勢
な
ど
が
今
後
の
南
北
統
合

の
方
法
や
あ
り
方
に
大
き
く
影
響
す
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

二　

南
北
統
合
の
概
念

1
．
統
合
の
一
般
的
な
概
念

社
会
科
学
に
お
い
て
統
合
（integration

）
の
概
念
を
詳
し
く
取
り
上
げ
た
研
究
者
は
パ
ー
ソ
ン
ズ
で
あ
る
。
彼
は
「
統
合
と
い
う
概

念
は
行
動
理
論
に
お
い
て
基
礎
的
な
概
念
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
方
で
は
体
系
の
崩
壊
を
防
止
し
て
安
定
の
維
持
を
可
能
に
す
る
た
め
、
他

方
で
は
体
系
が
一
つ
の
統
一
体
と
し
て
機
能
す
る
の
を
促
進
す
る
た
め
、
集
合
的
に
行
動
す
る
体
系
の
構
成
単
位
の
関
係
様
式
で
あ
る
（
2
）

」

と
説
明
し
た
。
統
合
に
関
す
る
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
説
明
は
彼
が
使
用
し
た
統
合
概
念
が
社
会
体
系
の
維
持
と
関
連
し
た
体
系
構
成
単
位
の
集

合
的
な
行
動
様
式
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
（
3
）

。
ド
イ
ッ
チ
ュ
は
、「
統
合
は
部
分
を
持
っ
て
全
体
を
作
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
以
前
に

は
そ
れ
ぞ
れ
個
別
的
に
分
離
さ
れ
て
い
た
単
位
が
統
一
性
の
あ
る
体
系
の
構
成
要
素
を
作
る
こ
と
を
意
味
す
る
（
4
）

」
と
説
明
し
た
。

統
合
の
概
念
は
体
系
内
部
の
葛
藤
や
対
立
の
解
消
を
目
標
と
す
る
統
合
（
国
民
統
合
あ
る
い
は
社
会
統
合
）
と
、
異
な
る
体
系
の
一
体
化

を
意
味
す
る
統
合
（
政
治
統
合
あ
る
い
は
国
家
統
合
）
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
パ
ー
ソ
ン
ズ
が
言
う
体
系
の
崩
壊
防
止
と
安
定
維
持
の

た
め
の
統
合
と
は
前
者
を
意
味
し
、
ド
イ
ッ
チ
ュ
が
言
う
分
離
さ
れ
て
い
た
単
位
が
統
一
性
を
持
つ
体
系
の
構
成
要
素
を
作
る
こ
と
は
後

者
を
意
味
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

統
合
研
究
で
は
、
統
合
を
過
程
と
し
て
捉
え
る
立
場
と
状
態
あ
る
い
は
結
果
と
し
て
捉
え
る
立
場
に
分
か
れ
て
い
る
。

ハ
ー
ス
は
、 

政
治
構
造
的
な
側
面
か
ら
「
統
合
と
い
う
の
は
、
い
く
つ
か
の
政
治
的
行
為
者
ら
が
彼
ら
の
忠
誠
心
と
期
待
お
よ
び
政
治

六
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統
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究
（
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（
四
五
一
）

活
動
を
新
し
く
組
織
さ
れ
た
超
国
家
的
中
心
へ
と
転
換
す
る
よ
う
説
得
さ
れ
る
過
程
で
あ
る
（
5
）

」
と
定
義
し
た
。

こ
の
概
念
を
受
け
継
い
だ
リ
ン
ド
バ
ー
グ
は
統
合
の
概
念
を
「
国
家
が
外
交
政
策
や
国
家
の
重
要
な
国
内
政
策
を
独
自
に
推
進
す
る
意

思
と
能
力
を
留
保
し
て
、
そ
の
代
わ
り
に
共
同
の
政
策
を
樹
立
し
て
政
策
決
定
体
系
を
新
し
い
中
央
機
構
へ
と
委
任
す
る
過
程
で
あ
り
、

ま
た
、
多
様
な
分
野
に
お
け
る
政
治
行
為
者
ら
が
彼
ら
の
期
待
と
政
治
的
活
動
を
新
し
い
中
心
へ
と
移
転
す
る
よ
う
説
得
さ
れ
る
過
程
で

あ
る
（
6
）

」
と
主
張
し
た
。
以
上
の
内
容
を
見
て
分
か
る
よ
う
に
ハ
ー
ス
と
リ
ン
ド
バ
ー
グ
は
、
統
合
を
二
つ
以
上
の
国
家
あ
る
い
は
政
治
行

為
者
が
一
つ
の
国
家
や
政
治
行
為
に
収
斂
さ
れ
て
行
く
過
程
と
し
て
捉
え
た
。

一
方
、
統
合
を
過
程
と
い
う
よ
り
は
条
件
が
満
た
さ
れ
た
状
態
あ
る
い
は
結
果
と
捉
え
て
い
る
研
究
者
も
い
る
。
そ
の
代
表
的
な
研
究

者
と
し
て
ド
イ
ッ
チ
ュ
が
挙
げ
ら
れ
る
。
彼
は
統
合
を
「
一
つ
の
集
団
の
人
々
が
一
定
の
領
域
内
の
問
題
に
対
し
て
平
和
的
な
解
決
が
可

能
で
あ
る
と
確
信
す
る
の
に
十
分
な
共
同
体
意
識
と
機
構
お
よ
び
慣
行
を
持
っ
た
状
態
の
条
件
で
あ
る
（
7
）

」
と
主
張
し
た
。

統
合
に
関
し
て
は
政
治
統
合
の
み
で
な
く
経
済
、
社
会
、
文
化
な
ど
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
わ
た
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
て
そ
の
分
類
基
準
も

さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ワ
ラ
ス
は
統
合
を
公
式
的
統
合
（for-m

al integration

）
と
非
公
式
的
統
合
（inform

al integration

）
に
区

分
し
て
公
式
的
統
合
を
意
図
的
な
政
治
行
動
の
結
果
と
し
て
生
ま
れ
る
制
度
、
政
策
、
法
律
な
ど
で
あ
る
と
定
義
し
、
非
公
式
的
統
合
を

政
治
的
な
決
定
な
し
に
進
展
す
る
変
化
で
あ
る
と
定
義
し
て
、
前
者
は
あ
る
時
点
で
そ
の
変
化
が
止
ま
る
が
、
後
者
は
止
ま
る
こ
と
な
く

変
化
を
続
け
る
過
程
で
あ
る
と
説
明
し
た
（
8
）

。
彼
の
言
う
公
式
的
統
合
は
政
治
統
合
あ
る
い
は
国
家
統
合
の
概
念
で
あ
り
、
非
公
式
的
統
合

は
国
民
統
合
あ
る
い
は
社
会
統
合
の
概
念
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

六
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2
．
南
北
統
合
の
概
念

韓
国
で
は
統
合
と
統
一
（unifi cation

）
の
概
念
に
対
す
る
合
意
さ
れ
た
区
分
や
定
義
が
な
く
、
研
究
者
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
合

い
で
使
わ
れ
て
い
る
。

一
部
の
研
究
者
は
統
一
を
統
合
の
完
成
さ
れ
た
結
果
と
見
て
統
合
を
統
一
の
過
程
と
し
て
捉
え
る
（
9
）

。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
南
北
統
一

は
、
南
北
が
地
理
的
、
法
的
、
制
度
的
な
統
一
が
成
し
遂
げ
ら
れ
、
さ
ら
に
政
治
、
経
済
、
社
会
、
文
化
な
ど
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
け
る

南
北
住
民
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
一
体
化
さ
れ
た
状
態
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
一
部
の
研
究
者
は
統
一
を
統
合
と
い
う
包
括
的
な
概
念
の
下
位
概
念
と
位
置
づ
け
て
、
統
一
を
南
北
の
地
理
的
、
法
的
、
制
度

的
な
統
一
に
す
ぎ
な
い
（
10
）

と
見
て
、
統
合
を
南
北
が
政
治
的
統
一
を
実
現
し
た
後
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
け
る
南
北
住
民
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
が
一
体
化
さ
れ
た
状
態
で
あ
る
と
見
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
見
解
を
支
持
す
る
研
究
者
は
南
北
の
地
理
的
、
法
的
、
制
度

的
な
統
一
が
実
現
さ
れ
た
後
に
お
い
て
も
経
済
的
、
社
会
的
、
文
化
的
な
南
北
統
合
は
持
続
的
で
長
期
的
に
追
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

過
程
で
あ
る
と
主
張
す
る
（
11
）

。

本
稿
で
は
、
前
述
し
た
統
合
の
一
般
的
概
念
の
中
で
ハ
ー
ス
と
リ
ン
ド
バ
ー
グ
の
統
合
論
を
取
り
入
れ
、
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
南
北
統

合
を
、
韓
国
と
北
朝
鮮
と
い
う
二
つ
の
異
な
る
政
治
体
制
が
相
互
利
益
の
た
め
政
治
、
経
済
、
社
会
、
文
化
な
ど
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
の

交
流
・
協
力
を
通
じ
て
南
北
統
一
へ
収
斂
し
て
い
く
過
程
で
あ
る
と
捉
え
、
南
北
統
一
を
国
家
統
合
（
政
治
統
合
）
と
国
民
統
合
（
社
会
統

合
、
民
族
統
合
）
が
完
成
さ
れ
た
状
態
あ
る
い
は
結
果
で
あ
る
と
い
う
立
場
か
ら
議
論
を
進
め
て
い
く
。

南
北
統
合
の
方
法
に
お
い
て
は
、
政
治
統
合
が
急
速
に
行
わ
れ
る
場
合
（
例
え
ば
北
朝
鮮
の
崩
壊
に
よ
っ
て
南
北
分
断
体
制
が
急
に
解
消
さ
れ

た
場
合
）
と
、
分
断
体
制
が
長
引
く
中
で
の
統
合
の
あ
り
方
は
異
な
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
し
ば
ら
く
の
間
分
断
体
制
が
存

六
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続
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
議
論
を
行
っ
て
い
く
。

三　

南
北
統
合
の
意
義
と
必
要
性

1
．
南
北
統
合
の
意
義

朝
鮮
半
島
に
お
け
る
南
北
分
断
の
要
因
は
、
戦
後
、
米
ソ
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
争
い
の
結
果
と
し
て
余
儀
な
く
さ
れ
た
側
面
と
、
朝
鮮
民
族

が
新
し
い
国
家
建
設
を
め
ぐ
っ
て
民
族
内
部
の
分
裂
や
対
立
を
主
体
的
に
収
束
で
き
な
か
っ
た
結
果
と
し
て
周
辺
強
大
国
に
翻
弄
さ
れ
、

分
断
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
側
面
が
あ
る
。
朝
鮮
民
族
は
外
国
の
侵
略
か
ら
国
権
を
守
き
れ
ず
、
か
つ
、
植
民
地
か
ら
の
解
放
後
に
統
一
さ

れ
た
独
立
国
家
建
設
の
チ
ャ
ン
ス
を
逃
し
、
分
断
に
追
い
込
ま
れ
る
誤
り
を
犯
し
た
の
で
あ
る
。
南
北
分
断
は
、
長
い
間
朝
鮮
民
族
の
生

存
と
安
全
を
脅
か
し
て
繁
栄
を
妨
げ
た
。
こ
う
し
た
分
断
体
制
を
未
だ
に
解
消
で
き
ず
、
分
断
か
ら
計
り
知
れ
な
い
損
害
を
蒙
っ
て
い
る

の
は
、
同
一
民
族
と
し
て
長
い
歴
史
を
持
っ
て
い
る
南
北
の
人
々
に
と
っ
て
恥
ず
べ
き
こ
と
で
も
あ
る
。
南
北
の
人
々
は
分
断
の
責
任
を

周
辺
国
や
相
手
方
に
押
し
付
け
る
の
で
は
な
く
、
自
ら
分
断
の
責
任
を
認
め
て
そ
の
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
朝
鮮
民
族
が
自

ら
分
断
の
責
任
を
負
う
と
い
う
こ
と
は
、
南
北
が
主
体
的
に
分
断
状
態
を
解
消
す
る
こ
と
で
あ
る
。
南
北
分
断
を
解
消
す
る
た
め
に
南
北

の
人
々
は
戦
争
や
長
い
間
の
対
立
か
ら
生
じ
た
不
信
や
敵
対
感
を
払
拭
し
、
同
一
民
族
と
し
て
の
自
覚
を
取
り
戻
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

南
北
統
合
は
こ
う
し
た
誤
っ
た
歴
史
を
正
し
、
失
っ
た
民
族
的
自
尊
心
を
取
り
戻
し
、
主
体
的
に
民
族
の
進
む
べ
き
未
来
を
開
い
て
い
く

ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
と
言
え
よ
う
。
南
北
統
合
は
、
南
北
が
一
つ
に
な
っ
て
過
去
の
負
の
歴
史
を
克
服
し
、
失
わ
れ
た
民
族
の
主
体
性
と
自

尊
心
を
取
り
戻
し
、
民
族
の
未
来
の
安
全
と
繁
栄
を
追
求
す
る
試
み
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
意
義
を
有
す
る
。

六
九
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2
．
南
北
統
合
の
必
要
性

南
北
統
合
は
、
こ
う
し
た
民
族
の
主
体
性
と
自
尊
心
を
取
り
戻
し
て
安
全
と
繁
栄
を
確
保
す
る
と
い
う
歴
史
的
な
意
義
の
ほ
か
、
南
北

が
敵
対
的
に
対
立
し
て
い
る
現
状
の
な
か
で
、
現
実
的
な
必
要
性
か
ら
求
め
ら
れ
る
急
務
で
も
あ
る
。
以
下
に
南
北
統
合
が
必
要
な
理
由

を
ま
と
め
て
み
る
。

一
つ
は
、
南
北
の
軍
事
対
立
の
解
消
を
通
じ
た
民
族
共
滅
の
危
険
性
の
回
避
で
あ
る
。

南
北
は
軍
事
境
界
線
を
は
さ
ん
で
約
二
〇
〇
万
人
に
の
ぼ
る
兵
士
が
強
力
な
火
力
を
構
え
て
対
峙
し
て
い
る
。
朝
鮮
半
島
は
世
界
的
に

も
最
も
武
力
衝
突
の
危
険
性
が
高
い
地
域
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
も
し
南
北
の
間
で
意
図
的
で
あ
れ
、
偶
発
的
で
あ
れ
、
全
面
的
な
武

力
衝
突
が
起
き
た
場
合
、
南
北
は
共
に
倒
れ
、
再
び
負
の
歴
史
を
繰
り
返
す
可
能
性
が
十
分
に
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
九
五
〇
年

六
月
に
起
き
た
朝
鮮
戦
争
以
来
、
南
北
の
間
で
は
絶
え
ず
紛
争
や
軍
事
衝
突
が
起
き
て
い
る
。
こ
う
し
た
惨
め
な
歴
史
を
繰
り
返
さ
な
い

よ
う
、
南
北
は
共
に
生
き
て
行
け
る
た
め
の
実
質
的
で
、
具
体
的
な
関
係
改
善
努
力
を
尽
く
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
つ
は
、
軍
事
費
の
削
減
で
あ
る
。

南
北
の
軍
事
費
を
合
わ
せ
る
と
約
三
〇
〇
億
ド
ル
に
上
る
と
予
測
さ
れ
て
い
る
（
12
）

。
北
朝
鮮
の
場
合
、
軍
事
費
の
国
内
総
生
産
（
Ｇ
Ｄ
Ｐ
）

に
占
め
る
割
合
は
約
二
五
％
に
達
し
、
韓
国
に
お
い
て
も
そ
の
割
合
は
二
・
五
％
に
達
し
て
い
る
。
冷
戦
体
制
の
崩
壊
に
伴
う
ソ
連
や
中

国
か
ら
の
経
済
支
援
の
急
減
に
よ
り
経
済
状
況
が
悪
化
し
て
い
る
北
朝
鮮
は
も
ち
ろ
ん
韓
国
に
と
っ
て
莫
大
な
軍
事
費
は
、
経
済
を
大
き

く
圧
迫
し
て
い
る
。

三
つ
は
、
経
済
的
な
利
益
の
確
保
で
あ
る
。

世
界
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
む
中
、
資
源
が
乏
し
く
国
内
市
場
が
小
さ
い
韓
国
は
、
中
国
や
イ
ン
ド
、
東
南
ア
ジ
ア
な
ど
開
発
途

七
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上
国
と
に
挟
み
撃
ち
に
さ
れ
、
国
際
社
会
に
お
い
て
競
争
力
を
失
い
つ
つ
あ
る
。
そ
の
反
面
、
自
給
自
足
経
済
を
原
則
と
し
て
成
り
立
っ

て
い
る
北
朝
鮮
の
経
済
は
、
中
国
か
ら
の
援
助
に
頼
っ
て
辛
う
じ
て
延
命
し
て
い
る
。
こ
の
ま
ま
北
朝
鮮
の
経
済
が
中
国
か
ら
の
援
助
に

頼
る
状
態
が
長
引
い
て
い
け
ば
、
北
朝
鮮
経
済
が
中
国
経
済
に
吸
収
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
か
ら
南
北
が
共
に
生
き
残

る
道
が
南
北
の
経
済
統
合
で
あ
る
。
韓
国
は
資
本
と
技
術
を
持
っ
て
い
る
。
北
朝
鮮
に
は
安
い
労
働
力
や
レ
ア
・
メ
タ
ル
な
ど
の
貴
重
な

天
然
資
源
が
あ
る
。
南
北
は
相
互
補
完
的
な
経
済
構
造
を
持
っ
て
い
る
。
市
場
と
経
済
構
造
を
一
つ
に
し
て
い
わ
ゆ
る
規
模
の
経
済
を
達

成
す
れ
ば
南
北
の
経
済
に
大
き
な
利
益
を
も
た
ら
す
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

四
つ
は
、
統
一
費
用
の
節
約
で
あ
る
。

南
北
統
合
は
、
統
一
に
伴
う
莫
大
な
統
一
費
用
を
減
ら
す
た
め
に
欠
か
せ
な
い
過
程
で
あ
る
。
統
一
費
用
を
減
ら
す
た
め
に
は
経
済
統

合
を
成
し
遂
げ
て
北
朝
鮮
経
済
の
建
て
直
し
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
東
西
ド
イ
ツ
が
統
一
し
た
際
、
東
ド
イ
ツ
の
経
済
力
が
西
ド

イ
ツ
経
済
力
の
半
分
程
度
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
統
一
後
の
ド
イ
ツ
経
済
は
一
〇
年
以
上
停
滞
を
余
儀
な
く
さ

れ
た
事
例
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
南
北
統
合
に
よ
る
北
朝
鮮
経
済
の
建
て
直
し
は
不
可
欠
な
過
程
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

五
つ
は
、
南
北
の
異
質
化
の
克
服
と
民
族
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
復
元
で
あ
る
。

南
北
分
断
か
ら
六
〇
年
以
上
の
歳
月
が
経
っ
た
今
、
南
北
は
政
治
、
経
済
、
社
会
、
文
化
、
制
度
、
法
律
、
習
慣
、
言
葉
な
ど
の
あ
ら

ゆ
る
分
野
で
異
質
化
が
進
み
、
同
一
民
族
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
失
い
つ
つ
あ
る
。
加
え
て
、
韓
国
戦
争
以
降
、
互
い
に
対
す

る
不
信
感
と
敵
対
感
が
未
だ
に
解
消
す
る
こ
と
な
く
続
い
て
い
る
。
さ
ら
に
、
北
朝
鮮
で
は
社
会
主
義
の
優
越
性
や
指
導
者
に
対
す
る
絶

対
的
な
忠
誠
を
強
調
す
る
な
ど
の
思
想
教
育
が
徹
底
化
さ
れ
て
い
て
思
想
面
で
の
南
北
の
異
質
化
は
容
易
に
克
服
で
き
る
レ
ベ
ル
で
は
な

い
。
こ
う
し
た
状
況
が
今
後
何
十
年
も
続
け
ば
同
一
民
族
と
し
て
の
求
心
力
が
作
用
し
な
く
な
り
異
民
族
化
す
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

七
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南
北
統
合
は
時
間
を
か
け
て
民
族
の
同
質
性
を
取
り
戻
し
、
敵
対
感
情
を
解
消
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
つ
来
る
か
も
知
れ
な
い
統
一
に

構
え
る
事
前
作
業
で
あ
る
。

六
つ
は
、
北
朝
鮮
の
開
放
化
・
民
主
化
と
韓
国
の
民
主
主
義
の
発
展
と
深
化
で
あ
る
。

南
北
統
合
は
南
北
の
民
主
主
義
の
発
展
に
役
に
立
つ
と
思
わ
れ
る
。
南
北
統
合
の
進
展
は
南
北
の
人
的
、
物
的
交
流
を
活
発
化
さ
せ
、

必
然
的
に
北
朝
鮮
の
改
革
・
開
放
を
も
た
ら
す
だ
ろ
う
。
北
朝
鮮
の
改
革
・
開
放
に
よ
り
南
北
の
人
的
、
物
的
交
流
が
さ
ら
に
活
発
に
な

れ
ば
韓
国
を
は
じ
め
と
す
る
外
部
世
界
の
情
報
が
北
朝
鮮
に
流
れ
込
ん
で
北
朝
鮮
住
民
の
意
識
を
変
え
、
そ
れ
が
北
朝
鮮
の
民
主
化
に
繋

が
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
北
朝
鮮
の
民
主
化
を
支
援
し
、
協
力
す
る
た
め
に
は
韓
国
も
自
ら
の
民
主
主
義
を
深
化
さ
せ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同

時
に
韓
国
内
部
の
社
会
統
合
に
も
力
を
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
韓
国
は
対
北
政
策
や
国
内
政
策
の
方
向
性
を
め
ぐ
っ
て
地
域
間
、
階

層
間
、
世
代
間
な
ど
で
葛
藤
し
て
い
る
。
韓
国
が
効
果
的
な
南
北
統
合
を
進
め
て
い
く
た
め
に
は
ま
ず
国
内
の
社
会
統
合
を
成
し
遂
げ
る

必
要
が
あ
る
。

七
つ
は
、
東
ア
ジ
ア
の
平
和
と
安
全
の
確
保
で
あ
る
。

南
北
の
分
断
体
制
は
こ
の
地
域
の
平
和
と
安
全
を
脅
か
し
て
い
る
。
冷
戦
構
造
が
解
消
さ
れ
て
い
な
い
南
北
分
断
体
制
下
で
、
体
制
維

持
の
た
め
核
開
発
を
諦
め
て
い
な
い
北
朝
鮮
が
こ
う
し
た
事
情
を
よ
く
物
語
っ
て
い
る
。
南
北
の
政
治
統
合
は
南
北
の
軍
事
的
な
緊
張
を

緩
和
し
て
、
最
終
的
に
は
平
和
統
一
を
目
指
し
て
い
る
。
南
北
統
合
の
進
展
に
よ
り
軍
事
対
立
が
な
く
な
る
と
、
北
朝
鮮
も
核
兵
器
に

頼
っ
て
体
制
維
持
を
図
る
必
要
性
が
な
く
な
る
。
南
北
の
政
治
統
合
は
、
朝
鮮
半
島
の
平
和
の
み
で
な
く
東
ア
ジ
ア
の
安
定
と
平
和
に
大

き
く
寄
与
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

七
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四　

南
北
対
話
（
南
北
会
談
）
の
問
題
点

南
北
は
数
多
く
の
南
北
会
談
を
開
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
合
意
に
達
し
た
も
の
の
、
そ
の
合
意
事
項
が
履
行
さ
れ
な
い
こ
と
や
履
行
の
途
中

で
中
断
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
韓
国
に
お
い
て
は
南
北
会
談
不
用
論
が
台
頭
す
る
な
ど
、
南
北
会
談
の
実
効
性
に
対
す
る
懐
疑
論
が
広

ま
っ
て
い
る
。
南
北
会
談
で
の
約
束
が
履
行
さ
れ
な
い
主
な
理
由
は
南
北
関
係
の
特
殊
性
や
南
北
会
談
自
体
に
欠
陥
が
内
在
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
以
下
で
は
、
南
北
政
治
統
合
の
進
展
を
阻
害
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
南
北
会
談
の
問
題
点
を
取
り
上
げ
て
見
る
。

一
つ
は
、
軍
事
的
な
対
立
に
よ
る
南
北
の
相
互
不
信
の
問
題
で
あ
る
。

南
北
対
話
に
お
い
て
最
も
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
が
相
互
不
信
で
あ
る
。
朝
鮮
戦
争
の
過
程
で
形
成
さ
れ
た
南
北
の
敵
対
意
識
は
六
〇

年
以
上
経
っ
た
現
時
点
に
お
い
て
も
解
消
さ
れ
て
い
な
い
。
金
大
中
政
権
の
対
北
宥
和
政
策
以
降
、
南
北
の
敵
対
関
係
は
か
な
り
緩
和
さ

れ
た
。
盧
武
鉉
政
権
で
は
北
朝
鮮
主
敵
論
を
国
防
白
書
か
ら
削
除
す
る
な
ど
北
朝
鮮
と
の
関
係
改
善
を
図
っ
た
結
果
、
南
北
の
軍
事
的
緊

張
が
た
い
ぶ
和
ら
い
だ
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
北
朝
鮮
に
よ
る
哨
戒
艦
沈
没
事
件
や
大
延
平
島
砲
撃
事
件
か
ら
分
か
る
よ
う

に
南
北
の
軍
事
的
対
立
は
依
然
と
し
て
続
い
て
い
る
。

こ
う
し
た
状
況
下
で
南
北
は
関
係
改
善
の
た
め
の
対
話
や
交
流
を
進
め
な
が
ら
も
、
常
に
相
手
を
軍
事
的
な
脅
威
と
認
識
し
て
警
戒
感

を
緩
め
な
い
。
南
北
が
軍
事
的
に
対
峙
し
て
互
い
に
警
戒
し
て
い
る
状
況
下
で
は
相
手
に
対
す
る
信
頼
が
芽
生
え
る
こ
と
は
難
し
い
。
こ

う
し
た
相
互
不
信
は
南
北
対
話
の
信
頼
性
を
損
な
い
、
合
意
事
項
を
容
易
く
無
視
し
た
り
、
反
故
し
た
り
す
る
原
因
に
な
っ
て
い
る
。

二
つ
は
、
合
意
の
法
的
拘
束
力
の
問
題
で
あ
る
。

南
北
間
の
政
治
・
軍
事
合
意
は
、
そ
の
す
べ
て
が
合
意
文
あ
る
い
は
共
同
宣
言
文
、
共
同
報
道
文
の
形
で
ま
と
め
ら
れ
、
発
表
さ
れ
て
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い
る
。
つ
ま
り
、
南
北
の
合
意
は
法
的
な
拘
束
力
を
持
つ
条
約
で
は
な
く
、
政
治
的
な
修
辞
に
過
ぎ
な
い
形
で
行
わ
れ
て
い
る
。
合
意
文

は
場
合
に
よ
っ
て
は
暫
定
合
意
文
、
付
属
合
意
文
、
細
部
合
意
文
、
実
務
接
触
合
意
文
の
形
を
取
り
、
そ
の
内
容
や
性
格
を
明
確
に
す
る

場
合
も
あ
る
が
、
合
意
に
対
す
る
具
体
的
な
履
行
保
障
措
置
な
ど
は
ほ
と
ん
ど
明
示
さ
れ
な
い
抽
象
的
な
表
現
が
多
い
こ
と
か
ら
そ
の
解

釈
を
め
ぐ
る
紛
争
の
余
地
も
多
い
。

三
つ
は
、
南
北
の
合
意
事
項
の
履
行
の
問
題
で
あ
る
。

南
北
の
合
意
文
や
宣
言
文
に
明
記
さ
れ
た
合
意
事
項
が
実
際
に
履
行
さ
れ
た
例
は
少
な
く
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
南
北
の
都
合
に
よ
り
守

ら
な
か
っ
た
り
、
廃
棄
さ
れ
た
り
し
た
。

南
北
は
一
九
七
二
年
に
発
表
し
た
「
七
・
四
南
北
共
同
声
明
」
の
な
か
で
、
南
北
の
自
主
・
平
和
・
民
族
大
団
結
に
よ
る
祖
国
統
一
原

則
に
合
意
し
た
が
、
一
年
足
ら
ず
で
何
の
成
果
も
あ
げ
ず
に
廃
棄
し
た
。
一
九
九
一
年
一
二
月
、
南
北
は
、
南
北
の
和
解
・
不
可
侵
・
交

流
協
力
を
主
な
内
容
と
す
る
「
南
北
基
本
合
意
書
」
を
発
表
し
、
二
週
間
後
に
は
「
朝
鮮
半
島
の
非
核
化
宣
言
」
を
発
表
し
た
。
非
核
化

宣
言
は
、
核
兵
器
の
実
験
、
製
造
、
生
産
、
接
収
、
保
有
、
貯
蔵
、
配
備
、
使
用
を
禁
止
し
、
核
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
平
和
的
な
目
的
の
み
に

使
用
す
る
な
ど
の
内
容
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
が
、
こ
の
合
意
も
守
ら
れ
な
か
っ
た
。
一
九
九
四
年
八
月
、
金
泳
三
大
統
領
は
「
韓
民
族

共
同
体
建
設
の
た
め
の
三
段
階
統
一
方
案
」
を
提
案
し
た
が
、
こ
れ
は
北
朝
鮮
を
韓
国
に
吸
収
、
編
入
す
る
形
で
の
統
一
を
目
指
す
こ
と

で
、
南
北
が
互
い
の
政
治
体
制
を
認
め
た
う
え
で
の
自
主
・
平
和
・
民
族
大
団
結
と
い
う
統
一
原
則
を
明
記
し
た
「
南
北
基
本
合
意
書
」

を
否
定
す
る
内
容
で
あ
っ
た
。

一
方
、
北
朝
鮮
は
、「
朝
鮮
半
島
の
非
核
化
宣
言
」
を
無
視
し
て
核
開
発
を
推
し
進
め
、
二
〇
〇
六
年
と
二
〇
〇
九
年
に
核
実
験
を
強

行
し
た
。
非
核
化
を
め
ぐ
る
南
北
合
意
は
全
く
機
能
し
て
い
な
い
と
言
え
る
。
二
〇
〇
八
年
二
月
に
発
足
し
た
保
守
系
の
李
明
博
政
権
は
、
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前
政
権
の
対
北
融
和
政
策
か
ら
強
硬
政
策
へ
と
舵
を
切
っ
た
。
こ
れ
は
以
前
の
政
権
下
で
合
意
さ
れ
た
南
北
合
意
を
守
る
意
思
が
な
い
こ

と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
南
北
の
合
意
事
項
は
、
開
城
工
業
団
地
で
の
操
業
を
除
い
て
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
白
紙
に
戻
っ
た
。

四
つ
は
、
合
意
文
に
対
す
る
南
北
の
異
な
る
解
釈
の
問
題
で
あ
る
。

南
北
は
合
意
文
で
の
用
語
や
文
章
を
自
国
の
都
合
に
合
わ
せ
て
解
釈
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
南
北
統
一
の
原
則
と
し
て
取
り
入
れ
た
自

主
・
平
和
・
民
族
大
団
結
に
対
す
る
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
南
北
は
次
の
よ
う
な
異
な
る
立
場
を
取
っ
て
い
る
。
自
主
原
則
に
関
し
て
、
韓
国

側
は
、
南
北
問
題
の
当
事
者
解
決
と
し
て
認
識
し
て
い
る
。
し
か
し
、
北
朝
鮮
は
、
自
主
原
則
を
外
国
勢
力
へ
の
依
存
あ
る
い
は
干
渉
の

排
除
と
い
う
立
場
を
取
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
北
朝
鮮
は
「
自
主
＝
外
国
勢
力
の
排
除
＝
反
米
」
の
構
図
を
も
っ
て
在
韓
米
軍
の
撤
退
、

米
韓
同
盟
の
解
体
を
主
張
し
て
い
る
。
平
和
原
則
に
関
し
て
、
韓
国
は
、
南
北
統
一
は
武
力
で
は
な
く
平
和
的
手
段
を
持
っ
て
成
し
遂
げ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
立
場
を
取
っ
て
い
る
。
一
方
、
北
朝
鮮
は
、
平
和
原
則
を
武
力
増
強
の
反
対
お
よ
び
軍
縮
と
い
う
立
場
か
ら

解
釈
し
て
い
る
。
こ
れ
に
基
づ
い
て
韓
国
の
軍
事
力
の
現
代
化
お
よ
び
米
韓
合
同
軍
事
訓
練
の
中
止
を
主
張
し
て
い
る
。
民
族
大
団
結
原

則
に
関
し
て
、
韓
国
は
、
南
北
は
統
一
の
た
め
民
族
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
回
復
が
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
の
南

北
交
流
の
活
性
化
を
主
張
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
北
朝
鮮
は
、
北
朝
鮮
式
の
民
族
大
団
結
を
阻
害
し
て
い
る
韓
国
の
法
律
条
項
の
撤
廃

が
先
で
あ
る
と
の
立
場
を
取
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
北
朝
鮮
体
制
を
否
定
し
て
い
る
韓
国
の
国
家
保
安
法
の
撤
廃
、
北
朝
鮮
を
敵
と
み
な

す
主
敵
論
の
撤
回
、
共
産
党
活
動
の
合
法
化
な
ど
を
要
求
し
て
い
る
。

五
つ
は
、
北
朝
鮮
の
南
北
会
談
開
催
に
伴
う
金
銭
的
な
見
返
り
の
要
求
と
不
誠
実
な
会
議
態
度
で
あ
る
。

二
〇
〇
三
年
、
韓
国
で
は
金
大
中
政
権
が
南
北
首
脳
会
談
開
催
の
見
返
り
と
し
て
北
朝
鮮
に
五
億
ド
ル
を
提
供
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
て
大
き
な
政
治
問
題
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
南
北
会
談
の
見
返
り
と
し
て
韓
国
が
北
朝
鮮
に
金
銭
的
補
償
を
提
供
し
た
代
表
的
な
事
件
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で
あ
っ
た
。
北
朝
鮮
は
多
く
の
場
合
、
韓
国
と
の
会
談
に
応
じ
る
見
返
り
に
経
済
支
援
や
金
銭
の
提
供
を
要
求
し
て
い
る
。
金
大
中
・
盧

武
鉉
政
権
は
南
北
交
流
の
活
性
化
が
北
朝
鮮
の
改
革
・
開
放
に
繋
が
る
と
の
立
場
か
ら
北
朝
鮮
に
対
す
る
一
方
的
な
経
済
支
援
や
金
銭
の

要
求
に
応
じ
た
が
、
北
朝
鮮
は
こ
う
し
た
韓
国
の
思
惑
を
悪
用
し
て
常
に
南
北
会
談
の
開
催
や
経
済
協
力
事
業
、
観
光
事
業
な
ど
の
見
返

り
と
し
て
食
糧
や
肥
料
、
電
力
、
重
油
、
医
薬
品
な
ど
の
提
供
を
要
求
し
た
。
北
朝
鮮
は
政
府
間
の
み
で
な
く
民
間
レ
ベ
ル
の
南
北
交
流

（
経
済
、
学
術
、
宗
教
、
芸
能
、
体
育
）
の
際
に
も
一
定
の
金
銭
を
要
求
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
北
朝
鮮
は
韓
国
と
の
会
議
で
不
誠
実
な
態
度
で
臨
む
こ
と
が
多
い
。
北
朝
鮮
は
事
前
に
合
意
さ
れ
た
会
議
日
程
を
一
方
的
に

延
期
す
る
こ
と
が
あ
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
会
議
当
日
に
会
議
の
延
期
を
通
告
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

六
つ
は
、
南
北
対
話
の
国
内
政
治
へ
の
利
用
で
あ
る
。

対
外
政
策
は
国
内
政
治
の
延
長
で
あ
り
、
対
外
政
治
環
境
の
変
化
や
対
外
政
策
が
国
内
政
治
に
影
響
を
及
ぼ
す
の
は
よ
く
あ
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
韓
国
や
北
朝
鮮
が
南
北
交
流
を
国
内
政
治
に
利
用
す
る
の
も
不
自
然
な
こ
と
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
と
こ

ろ
が
、
南
北
対
話
や
そ
の
成
果
を
国
益
の
た
め
に
利
用
す
る
の
で
は
な
く
、
独
裁
体
制
の
維
持
や
政
権
延
長
の
た
め
の
選
挙
な
ど
、
私
的

な
利
益
の
た
め
に
利
用
す
る
の
は
持
続
的
な
南
北
交
流
の
た
め
に
決
し
て
望
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
現
実
に
は
南
北
対
話
を

巧
み
に
国
内
政
治
に
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
南
北
交
流
を
妨
げ
ら
れ
た
こ
と
が
多
い
。
北
朝
鮮
は
、
南
北
関
係
の
進
展
に
よ
る
韓
国
か

ら
の
経
済
援
助
や
南
北
首
脳
会
談
の
開
催
を
金
正
日
の
功
績
と
取
り
上
げ
、
金
正
日
に
対
す
る
北
朝
鮮
住
民
の
忠
誠
心
を
煽
っ
た
り
、
食

糧
不
足
な
ど
で
党
や
政
府
に
対
す
る
住
民
の
不
満
が
高
ま
っ
た
と
き
に
は
韓
国
と
の
軍
事
境
界
線
で
軍
事
衝
突
を
引
き
起
こ
し
て
住
民
の

不
満
を
韓
国
側
に
逸
ら
し
た
り
す
る
手
法
を
よ
く
使
っ
て
い
る
。

一
方
、
韓
国
で
は
南
北
関
係
を
選
挙
に
利
用
す
る
こ
と
が
多
い
。
保
守
系
政
権
は
国
政
選
挙
や
統
一
地
方
選
挙
な
ど
が
あ
る
た
び
に
南
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北
関
係
を
悪
化
さ
せ
、
北
朝
鮮
脅
威
論
を
煽
っ
て
保
守
層
の
結
束
を
図
り
（
13
）

、
進
歩
系
政
権
は
南
北
関
係
の
成
果
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
た
め
北

朝
鮮
へ
の
一
方
的
な
支
援
や
譲
歩
を
重
ね
、
北
朝
鮮
が
南
北
会
談
の
見
返
り
金
を
要
求
す
る
な
ど
の
結
果
を
招
い
た
（
14
）

。

七
つ
は
、
韓
国
の
対
北
朝
鮮
政
策
の
一
貫
性
の
欠
如
で
あ
る
。

一
九
九
八
年
か
ら
二
〇
〇
七
年
ま
で
の
一
〇
年
間
、
金
大
中
・
盧
武
鉉
政
権
は
対
北
宥
和
政
策
の
基
調
を
維
持
し
、
南
北
関
係
は
著
し

く
進
展
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
二
〇
〇
八
年
二
月
に
発
足
し
た
保
守
系
の
李
明
博
政
権
は
南
北
の
相
互
主
義
を
掲
げ
て
対
北
宥
和
政
策
か
ら

強
硬
政
策
へ
と
舵
を
切
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
南
北
関
係
は
急
激
に
冷
え
込
み
、
政
治
・
軍
事
部
門
の
南
北
交
流
は
途
絶
え
、
観
光
事
業
も

中
止
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
状
況
下
で
起
き
た
二
〇
一
〇
年
三
月
の
韓
国
哨
戒
艦
沈
没
事
件
や
同
年
一
一
月
に
起
き
た
大
延
平
島
砲
撃
事
件

は
南
北
関
係
を
さ
ら
に
悪
化
さ
せ
、
軍
事
的
な
緊
張
感
が
高
ま
り
つ
つ
、
南
北
関
係
は
破
綻
状
態
に
陥
っ
た
。
韓
国
政
府
は
南
北
関
係
の

破
綻
の
原
因
を
北
朝
鮮
に
よ
る
軍
事
挑
発
に
求
め
て
い
る
が
、
根
本
的
な
要
因
は
李
明
博
政
権
の
対
北
政
策
の
転
換
に
あ
る
こ
と
は
否
定

で
き
な
い
。
政
権
ご
と
に
対
北
政
策
が
変
わ
っ
て
は
南
北
関
係
の
持
続
的
な
運
営
は
不
可
能
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

五　

南
北
統
合
の
肯
定
的
要
因
と
否
定
的
要
因

南
北
に
は
そ
れ
ぞ
れ
政
治
統
合
を
促
す
要
因
と
阻
害
す
る
要
因
が
共
存
し
て
い
る
。
以
下
で
は
南
北
の
政
治
統
合
を
促
す
要
因
と
妨
げ

る
要
因
を
整
理
し
て
み
る
。

1
．
肯
定
的
要
因

ジ
ェ
イ
コ
ブ
は
統
合
を
促
進
す
る
要
因
と
し
て
、
①
地
理
的
隣
接
性
（proxim

ity
）、
②
社
会
的
同
質
性
（hom

ogeneity

）、
③
相
互
交

七
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流
（transactions

）、
④
相
互
の
認
知
（m

utual know
ledge

）、
⑤
機
能
的
利
害
関
係
（functional interest

）、
⑥
共
同
体
的
特
性
（com

m
unal 

character
）、
⑦
政
治
構
造
（political structure

）、
⑧
主
権
（sovereignty

）、
⑨
政
府
の
効
率
性
（governm

ental eff ectiveness

）、
⑩
統

合
の
経
験
（integrative experience

）
な
ど
を
上
げ
た
（
15
）

。

こ
の
よ
う
に
統
合
は
、
統
合
す
る
当
事
者
の
本
来
的
な
性
格
と
双
方
の
現
実
的
関
係
が
相
互
作
用
す
る
こ
と
に
よ
り
成
り
立
つ
と
言
え

る
（
16
）

。
こ
う
し
た
ジ
ェ
イ
コ
ブ
な
ど
の
見
解
に
照
ら
し
て
見
れ
ば
、
南
北
統
合
の
肯
定
的
要
因
は
、
⑦
⑧
⑨
項
目
を
除
け
ば
そ
の
ほ
と
ん
ど

が
ジ
ェ
イ
コ
ブ
の
い
う
統
合
を
促
進
す
る
要
因
に
当
て
は
ま
る
こ
と
が
分
か
る
。

以
下
で
は
ジ
ェ
イ
コ
ブ
が
提
示
し
た
統
合
の
促
進
要
因
を
踏
ま
え
な
が
ら
独
自
の
視
点
か
ら
南
北
統
合
の
肯
定
的
な
要
因
を
ま
と
め
て

み
る
。

一
つ
は
、
冷
戦
体
制
の
崩
壊
に
よ
る
南
北
の
統
合
環
境
の
醸
成
で
あ
る
。

厳
し
く
対
立
し
て
い
た
南
北
が
和
解
ム
ー
ド
へ
と
舵
を
切
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
に
は
、
冷
戦
体
制
の
崩
壊
と
い
う
国
際
政
治
環
境
の

変
化
が
挙
げ
ら
れ
る
。
一
九
八
八
年
七
月
、
盧
泰
愚
大
統
領
は
北
朝
鮮
が
敵
で
は
な
く
民
族
の
生
存
と
繁
栄
の
た
め
の
「
同
伴
者
」
で
あ

る
と
定
義
し
て
、
北
朝
鮮
と
の
統
一
に
向
け
て
の
対
話
を
呼
び
か
け
た
。
さ
ら
に
、
社
会
主
義
国
と
の
積
極
的
な
交
流
を
表
明
し
た
「
北

方
政
策
」
を
打
ち
出
し
て
ソ
連
や
中
国
を
始
め
と
す
る
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
社
会
主
義
国
家
と
の
関
係
改
善
を
図
っ
た
。「
北
方
政
策
」
は
、

政
治
的
、
経
済
的
に
北
朝
鮮
よ
り
優
位
に
立
っ
た
韓
国
が
北
朝
鮮
と
の
体
制
競
争
で
自
信
を
持
っ
た
こ
と
を
表
す
も
の
で
あ
る
と
共
に
、

冷
戦
体
制
の
崩
壊
に
伴
う
国
際
社
会
の
変
化
に
能
動
的
に
対
応
す
る
た
め
の
先
制
的
な
措
置
で
も
あ
っ
た
。
韓
国
は
冷
戦
体
制
の
解
体
に

伴
う
朝
鮮
半
島
情
勢
の
変
化
を
予
測
し
た
上
で
、
関
係
改
善
を
通
じ
て
北
朝
鮮
の
変
化
を
試
み
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
同
盟
国
で
あ
っ
た
ソ
連
や
中
国
か
ら
の
経
済
的
、
軍
事
的
援
助
に
頼
っ
て
い
た
北
朝
鮮
は
、
ソ
連
の
解
体
に
よ
る
援
助
の
打
ち

七
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切
り
や
中
国
か
ら
の
無
償
援
助
の
激
減
に
よ
り
経
済
的
困
難
に
陥
っ
た
。
冷
戦
体
制
の
崩
壊
に
よ
っ
て
政
治
的
、
軍
事
的
、
経
済
的
に
追

い
詰
め
ら
れ
た
北
朝
鮮
に
と
っ
て
は
韓
国
と
の
関
係
改
善
を
通
じ
て
軍
事
的
緊
張
を
緩
和
さ
せ
る
と
共
に
経
済
的
な
利
益
を
得
る
こ
と
が

体
制
維
持
の
た
め
の
選
択
肢
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

二
つ
は
、
統
一
国
家
の
伝
統
と
統
一
の
歴
史
的
経
験
で
あ
る
。

朝
鮮
民
族
は
七
世
紀
の
新
羅
の
三
国
統
一
以
来
、
一
三
〇
〇
年
以
上
に
わ
た
り
統
一
国
家
を
維
持
し
て
共
に
生
き
て
き
た
。
新
羅
か
ら

高
麗
、
朝
鮮
王
朝
を
経
て
、
日
本
の
植
民
地
支
配
を
経
験
し
て
解
放
に
至
る
ま
で
朝
鮮
民
族
は
一
つ
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
歴
史
的
な
経

験
か
ら
南
北
の
人
々
は
南
北
統
一
を
当
り
前
の
こ
と
で
あ
る
と
思
い
、
統
一
こ
そ
民
族
の
悲
願
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
共
有
し
て
い
る
。

こ
れ
は
朝
鮮
半
島
が
分
断
さ
れ
た
時
か
ら
南
北
双
方
が
そ
の
方
法
は
異
な
る
に
し
て
も
常
に
統
一
を
追
求
し
て
来
た
こ
と
や
南
北
が
絶
え

ず
提
示
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
統
一
案
を
見
て
も
よ
く
分
か
る
。

朝
鮮
民
族
は
三
国
に
分
か
れ
て
い
た
国
を
統
合
し
て
一
つ
の
国
を
築
い
た
経
験
を
持
つ
。
七
世
紀
に
朝
鮮
半
島
で
は
新
羅
、
百
済
、
高

句
麗
の
三
国
が
統
一
新
羅
に
統
合
さ
れ
、
三
国
に
分
か
れ
て
い
た
民
族
が
一
つ
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
南
北
の
人
々
は
、
三
国
の
統
一
過

程
で
新
羅
が
中
国
（
唐
）
の
力
を
借
り
て
統
一
を
企
て
た
こ
と
か
ら
統
一
後
に
領
土
の
一
部
を
中
国
に
譲
渡
し
、
さ
ら
に
、
さ
ま
ざ
ま
な

干
渉
を
受
け
た
こ
と
か
ら
、
自
主
的
な
統
一
が
い
か
に
重
要
で
あ
る
か
を
よ
く
知
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
南
北
の
人
々
が
統
一
国
家
の
伝

統
と
三
国
の
統
一
と
い
う
歴
史
的
経
験
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
は
時
間
が
経
っ
て
も
変
わ
る
も
の
で
は
な
い
。
漠
然
的
で
あ
り
な
が
ら
も

南
北
の
人
々
が
一
つ
に
な
る
べ
き
だ
と
い
う
認
識
の
共
有
は
、
南
北
統
合
の
重
要
な
要
因
の
一
つ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。　

三
つ
は
、
南
北
の
統
一
戦
略
の
転
換
で
あ
る
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
南
北
は
分
断
以
降
、
数
々
の
統
一
案
を
提
案
し
た
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
す
ぎ
ず
、
本
音

七
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と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
韓
国
の
場
合
、「
国
連
監
視
下
の
南
北
総
選
挙
に
よ
る
統
一
案
」
や
「
民
族
和
合
民
主
統
一
案
」、「
韓
民

族
共
同
体
統
一
案
」、「
民
族
共
同
体
統
一
案
」
な
ど
、
い
く
つ
か
の
統
一
案
を
提
示
し
た
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
李
承
晩
政
権
で
は
武
力

北
進
統
一
路
線
を
、
朴
正
煕
政
権
か
ら
全
斗
煥
政
権
を
経
て
盧
泰
愚
政
権
に
至
る
ま
で
は
反
共
統
一
路
線
を
、
金
泳
三
政
権
で
は
吸
収
統

一
路
線
を
取
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
韓
国
が
南
北
の
協
議
に
基
づ
い
た
漸
進
的
な
平
和
統
一
路
線
へ
と
統
一
戦
略
を
変
え
た
の
は
金
大
中

政
権
の
登
場
以
来
で
あ
る
。
こ
の
路
線
は
そ
の
後
の
韓
国
政
府
の
公
式
な
対
北
統
一
路
線
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

北
朝
鮮
に
お
い
て
も
事
情
は
同
様
で
あ
る
。
北
朝
鮮
は
、
一
九
六
〇
年
代
に
は
「
南
北
連
邦
制
」
を
、
一
九
七
〇
年
代
に
は
「
高
麗
連

邦
共
和
国
統
一
案
」
を
、
一
九
八
〇
年
代
に
は
「
高
麗
民
主
連
邦
共
和
国
創
立
案
」
の
統
一
案
を
そ
れ
ぞ
れ
提
示
し
た
が
、
北
朝
鮮
の
統

一
路
線
は
分
断
以
降
、
一
九
九
〇
年
代
ま
で
は
武
力
赤
化
統
一
路
線
が
貫
か
れ
て
い
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
一
九
九
〇
年
代
に
入
っ
て
か

ら
北
朝
鮮
は
南
北
連
邦
の
形
態
を 

「
一
民
族
一
国
家
」
か
ら
「
一
民
族
一
国
家
二
制
度
二
政
府
」
へ
と
切
り
替
え
た
が
、
こ
れ
に
は
北
朝

鮮
の
対
南
政
策
を
め
ぐ
る
戦
略
の
転
換
と
い
う
意
味
が
潜
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
時
点
で
北
朝
鮮
は
武
力
統
一
路
線
を
放
棄
し
て
南

北
共
存
に
よ
る
体
制
維
持
路
線
へ
と
対
南
戦
略
を
転
換
し
た
の
で
あ
る
。

二
〇
〇
〇
年
六
月
に
発
表
さ
れ
た
「
六
・
一
五
南
北
共
同
宣
言
」
で
、
北
朝
鮮
が
「
低
い
レ
ベ
ル
の
連
邦
制
案
」
を
掲
げ
、
韓
国
の
統

一
案
に
歩
調
を
合
わ
せ
た
の
は
、
単
な
る
北
朝
鮮
の
統
一
案
の
修
正
で
は
な
く
対
南
戦
略
の
転
換
で
あ
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
、
南
北
が
双
方
の
統
一
案
の
共
通
性
を
認
め
て
、
そ
の
方
向
で
統
一
論
議
を
行
う
と
い
う
合
意
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
重
要
な

意
義
を
持
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
今
ま
で
南
北
は
数
多
く
の
統
一
案
を
提
案
し
た
が
、
ど
ち
ら
の
統
一
案
も
相
手
に
よ
っ
て
受
け
入

れ
ら
れ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
相
互
に
合
意
さ
れ
た
統
一
案
も
存
在
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
南
北
が
双
方
の
統
一
案
を

認
め
合
っ
た
こ
と
は
、
南
北
が
統
一
に
対
す
る
ビ
ジ
ョ
ン
と
あ
り
方
を
共
有
す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。 八

〇
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こ
れ
に
よ
り
南
北
間
に
政
治
統
合
の
議
論
の
土
台
が
築
き
上
げ
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

四
つ
は
、
韓
国
人
の
対
北
認
識
の
変
化
で
あ
る
。

分
断
以
降
の
長
い
間
、
韓
国
で
は
徹
底
し
た
反
共
教
育
が
行
わ
れ
た
。
韓
国
で
「
北
傀
（
休
戦
線
の
北
側
に
あ
る
ソ
連
の
傀
儡
集
団
の
意

味
）」
と
呼
ば
れ
た
北
朝
鮮
は
、
国
で
は
な
く
危
険
な
侵
略
集
団
に
す
ぎ
な
い
と
教
え
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
反
共
教
育
に
よ
る
対
北
敵
対

意
識
は
軍
部
独
裁
体
制
の
維
持
と
強
化
に
利
用
さ
れ
、
韓
国
人
の
意
識
の
中
に
強
く
根
付
い
て
い
た
。

こ
う
し
た
韓
国
人
の
対
北
認
識
は
、
一
九
八
〇
年
代
の
民
主
化
運
動
過
程
で
唱
え
ら
れ
た
反
米
自
主
論
か
ら
提
起
さ
れ
た
北
朝
鮮
に
対

す
る
再
評
価
の
動
き
に
端
を
発
し
、
冷
戦
体
制
の
崩
壊
に
よ
る
東
西
軍
事
対
立
の
解
消
と
そ
れ
に
伴
う
北
朝
鮮
に
対
す
る
軍
事
的
警
戒
感

の
減
少
に
よ
り
大
き
く
変
わ
り
始
め
た
。
さ
ら
に
、
東
西
ド
イ
ツ
統
一
に
刺
激
を
受
け
、
韓
国
に
お
い
て
も
統
一
問
題
が
本
格
的
に
議
論

さ
れ
る
中
、
韓
国
人
の
対
北
認
識
は
次
第
に
好
転
し
、
金
大
中
政
権
の
対
北
宥
和
政
策
に
よ
り
改
善
さ
れ
た
。
韓
国
人
の
対
北
認
識
の
変

化
の
背
景
に
は
、
国
力
の
面
で
北
朝
鮮
を
は
る
か
に
上
回
っ
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
自
信
感
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
軍
部
政
権
の
終
焉
と
共

に
始
ま
っ
た
反
共
教
育
の
見
直
し
も
影
響
し
た
（
17
）

。
韓
国
で
は
、
一
部
の
極
右
団
体
（
18
）

や
五
〇
代
以
降
の
世
代
で
は
対
北
宥
和
政
策
に
反
対
の

立
場
を
取
っ
て
い
る
人
々
が
多
い
が
、
若
い
世
代
や
知
識
人
、
オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー
ら
は
対
北
宥
和
政
策
に
肯
定
的
な
ス
タ
ン
ス
を

取
っ
て
南
北
交
流
の
必
要
性
を
唱
え
て
い
る
。

五
つ
は
、
北
朝
鮮
住
民
の
対
南
認
識
の
変
化
で
あ
る
。

北
朝
鮮
は
世
界
に
お
い
て
最
も
閉
鎖
的
な
統
制
国
家
の
一
つ
で
あ
る
。
北
朝
鮮
で
は
主
体
思
想
を
根
幹
と
す
る
党
の
唯
一
支
配
体
制
思

想
以
外
の
い
か
な
る
理
念
や
価
値
観
も
認
め
ら
れ
な
い
。
北
朝
鮮
の
住
民
は
朝
鮮
労
働
党
や
さ
ま
ざ
ま
な
団
体
の
構
成
員
と
し
て
組
織
化

さ
れ
、
監
視
さ
れ
る
と
と
も
に
徹
底
し
た
思
想
教
育
を
受
け
て
い
る
た
め
、
急
激
な
価
値
観
の
変
化
を
期
待
す
る
こ
と
は
難
し
い
（
19
）

。

八
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と
こ
ろ
が
、「
北
朝
鮮
住
民
の
価
値
観
も
時
代
の
流
れ
と
と
も
に
変
化
し
て
き
た
。
こ
れ
か
ら
も
変
化
し
て
行
く
こ
と
は
間
違
い
な
い
（
20
）

」。

政
治
社
会
化
教
育
に
よ
り
韓
国
に
対
し
て
強
い
敵
対
意
識
を
持
っ
て
き
た
北
朝
鮮
住
民
の
対
南
認
識
は
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
活
発
に

な
っ
た
南
北
交
流
と
韓
国
か
ら
の
経
済
援
助
や
中
国
か
ら
の
韓
国
に
関
す
る
情
報
の
流
入
な
ど
に
よ
っ
て
変
わ
り
は
じ
め
て
い
る
（
21
）

。
北
朝

鮮
住
民
は
韓
国
が
経
済
発
展
に
成
功
し
て
中
国
よ
り
豊
か
な
国
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
人
に
よ
っ
て
は
韓
国
の
経
済
的
な

成
功
を
同
じ
民
族
が
成
し
遂
げ
た
成
果
と
し
て
誇
り
を
感
じ
る
こ
と
も
あ
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
（
22
）

。
特
に
、
経
済
危
機
に
陥
っ
た
北
朝
鮮

に
対
し
て
金
大
中
・
盧
武
鉉
政
権
が
行
っ
た
食
糧
な
ど
の
対
北
支
援
は
北
朝
鮮
住
民
の
敵
対
感
情
を
和
ら
げ
た
。
多
く
の
北
朝
鮮
住
民
が

自
国
を
脱
出
し
て
韓
国
行
き
を
決
断
す
る
の
は
、
北
朝
鮮
の
経
済
状
況
の
悪
さ
と
共
に
北
朝
鮮
住
民
の
対
南
認
識
の
変
化
が
そ
の
背
景
に

あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

若
者
を
中
心
と
し
て
広
が
っ
て
い
る
韓
国
国
民
の
友
好
な
対
北
認
識
と
あ
い
ま
っ
て
、
北
朝
鮮
住
民
の
対
南
認
識
の
変
化
は
、
南
北
政

治
統
合
の
裾
野
が
広
が
り
つ
つ
あ
る
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

2
．
否
定
的
要
因

東
西
冷
戦
体
制
の
解
体
や
南
北
関
係
の
改
善
な
ど
に
よ
り
全
般
的
に
南
北
統
合
の
環
境
が
改
善
し
つ
つ
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
未
だ
に
南
北
統
合
を
阻
害
す
る
要
因
も
南
北
双
方
に
大
き
く
存
在
す
る
。
南
北
統
合
を
阻
害
し
て
い
る
原
因
は
次
の
通
り
で

あ
る
。

一
つ
は
、
南
北
の
政
治
体
制
の
相
違
で
あ
る
。

南
北
は
、
政
治
理
念
や
政
治
体
制
を
は
じ
め
、
社
会
構
造
や
社
会
的
な
価
値
な
ど
あ
ら
ゆ
る
面
で
異
な
っ
て
い
る
の
み
で
な
く
、
相
手
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の
政
治
体
制
や
社
会
構
造
、
価
値
観
な
ど
を
認
め
合
お
う
と
し
な
い
。
韓
国
で
は
国
際
社
会
で
す
で
に
失
敗
が
証
明
さ
れ
た
社
会
主
義
体

制
に
固
執
し
、
権
力
継
承
に
よ
り
独
裁
体
制
を
正
当
化
し
て
い
る
北
朝
鮮
体
制
を
全
面
的
に
否
定
す
る
傾
向
が
強
い
。
さ
ら
に
、
多
く
の

韓
国
人
は
個
人
の
権
利
や
社
会
的
な
多
元
性
を
認
め
な
い
北
朝
鮮
体
制
と
は
妥
協
の
余
地
が
な
い
と
考
え
て
い
る
。

一
方
、
北
朝
鮮
は
平
等
社
会
を
理
想
と
す
る
社
会
主
義
の
長
所
を
強
調
し
な
が
ら
韓
国
の
貧
富
格
差
と
物
質
万
能
主
義
に
よ
る
道
徳
的

な
堕
落
な
ど
を
強
く
非
難
し
て
社
会
主
義
体
制
の
優
越
性
を
主
張
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
政
治
理
念
や
政
治
体
制
、
社
会
構
造
や
価
値
観
が
相
反
す
る
南
北
が
共
に
納
得
で
き
る
体
制
へ
と
収
斂
し
て
い
く
こ
と
は
決

し
て
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。

東
ド
イ
ツ
を
吸
収
す
る
形
で
統
一
を
成
し
遂
げ
た
東
西
ド
イ
ツ
の
例
が
証
明
す
る
よ
う
に
、
南
北
に
お
い
て
も
国
力
や
体
制
の
普
遍
性

の
面
で
優
位
に
立
っ
て
い
る
韓
国
が
中
心
に
な
っ
て
南
北
統
一
が
な
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
北
朝
鮮
も
承
知
し
て
い
る
。
北
朝
鮮

が
韓
国
と
の
南
北
対
話
や
統
合
議
論
に
対
し
て
受
身
の
姿
勢
を
取
っ
て
い
る
の
は
南
北
の
国
力
の
格
差
に
よ
る
吸
収
統
一
を
警
戒
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。

二
つ
は
、
改
革
・
開
放
に
否
定
的
な
北
朝
鮮
の
姿
勢
で
あ
る
。

政
治
統
合
を
は
じ
め
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
の
南
北
統
合
が
成
功
す
る
た
め
に
は
北
朝
鮮
の
改
革
・
開
放
が
欠
か
せ
な
い
。
北
朝
鮮
が
改

革
・
開
放
を
行
い
、
国
内
政
治
が
民
主
化
さ
れ
、
南
北
統
合
の
あ
り
方
や
方
向
性
に
対
す
る
北
朝
鮮
人
民
の
多
様
な
自
由
意
思
が
反
映
さ

れ
な
け
れ
ば
南
北
統
合
は
成
り
立
た
な
い
。
閉
鎖
的
な
一
人
支
配
体
制
を
維
持
し
た
ま
ま
で
は
新
し
い
南
北
統
合
体
制
の
構
想
さ
え
描
く

こ
と
が
で
き
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
改
革
・
開
放
が
直
ち
に
体
制
崩
壊
に
繋
が
る
と
い
う
強
い
危
機
意
識
か
ら
北
朝
鮮
の
指
導
部
は
韓
国
と
統
合
や
統
一
の
た
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め
の
本
格
的
で
具
体
的
な
行
動
を
と
る
気
配
を
見
せ
て
い
な
い
。
北
朝
鮮
が
こ
う
し
た
改
革
・
解
放
と
体
制
維
持
が
矛
盾
す
る
政
治
的
な

ジ
レ
ン
マ
を
打
開
す
る
の
に
は
相
当
な
時
間
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
仮
に
北
朝
鮮
が
改
革
・
開
放
に
乗
り
出
す
場
合
に
お
い
て
も

そ
れ
は
改
革
・
開
放
が
真
の
目
的
で
は
な
く
体
制
維
持
の
た
め
の
手
段
に
過
ぎ
な
い
可
能
性
が
高
い
。

三
つ
は
、
韓
国
に
お
け
る
朝
鮮
戦
争
の
経
験
と
反
共
教
育
に
よ
る
吸
収
統
一
論
の
存
在
で
あ
る
。

韓
国
で
は
朝
鮮
戦
争
で
被
害
を
受
け
た
戦
争
第
一
世
代
と
そ
の
世
代
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
戦
争
二
世
代
が
数
多
く
存
在
し
て
い

る
。
戦
争
第
一
世
代
と
は
、
北
朝
鮮
が
引
き
起
こ
し
た
朝
鮮
戦
争
で
親
族
を
亡
く
し
、
故
郷
（
北
朝
鮮
）
か
ら
追
い
出
さ
れ
、
長
い
年
月

を
異
郷
の
地
（
韓
国
）
で
苦
労
し
た
戦
争
の
直
接
な
被
害
者
の
こ
と
で
、
七
〇
才
以
上
の
世
代
に
多
い
。
戦
争
第
二
世
代
は
そ
の
子
供
た

ち
の
世
代
で
、
第
一
世
代
か
ら
北
朝
鮮
に
対
す
る
恨
み
を
受
け
継
ぎ
、
間
接
的
な
被
害
（
貧
困
や
低
学
力
な
ど
）
を
被
っ
た
四
〇
代
か
ら
六
〇

代
ま
で
の
人
々
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
朝
鮮
戦
争
を
経
験
し
て
被
害
を
受
け
た
人
々
の
北
朝
鮮
に
対
す
る
恨
み
や
憎
悪
は
、
時
間
の

経
過
と
共
に
風
化
す
る
ど
こ
ろ
か
、
核
や
ミ
サ
イ
ル
開
発
に
力
を
入
れ
、
離
散
家
族
の
再
会
に
も
消
極
的
で
あ
る
北
朝
鮮
に
反
発
し
て
北

朝
鮮
と
の
対
話
や
協
力
、
経
済
援
助
に
強
く
反
対
し
て
い
る
。
彼
ら
は
北
朝
鮮
体
制
の
崩
壊
と
韓
国
に
よ
る
吸
収
統
一
を
求
め
て
い
る
。

彼
ら
は
基
本
的
に
南
北
の
対
話
や
協
力
に
反
対
し
て
い
る
保
守
主
義
者
で
あ
り
、
保
守
系
の
ハ
ン
ナ
ラ
党
の
強
い
支
持
基
盤
と
な
っ
て
い

る
。四

つ
は
、
韓
国
に
お
け
る
社
会
葛
藤
の
問
題
で
あ
る
。

真
の
南
北
統
合
を
実
現
す
る
た
め
に
は
北
朝
鮮
の
改
革
・
開
放
に
よ
る
民
主
化
の
進
展
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
と
同
様
、
韓
国
に
お
い

て
も
民
主
化
の
深
化
と
社
会
統
合
が
必
要
で
あ
る
。

韓
国
は
一
九
八
七
年
以
降
の
民
主
化
の
過
程
で
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
地
域
、
世
代
、
貧
富
の
格
差
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
め
ぐ
っ
て

八
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社
会
的
葛
藤
が
表
面
化
し
た
。
北
朝
鮮
政
策
を
め
ぐ
る
保
守
勢
力
と
進
歩
勢
力
の
対
立
、
政
策
で
は
な
く
地
域
主
義
を
基
盤
と
し
て
繰
り

広
げ
ら
れ
て
い
る
政
治
対
立
、
政
治
参
与
や
北
朝
鮮
問
題
、
価
値
観
を
め
ぐ
る
世
代
間
の
対
立
、
貧
富
の
格
差
を
め
ぐ
る
階
層
間
の
対
立

な
ど
が
そ
の
例
で
あ
る
。
長
い
間
、
抑
圧
さ
れ
た
各
分
野
の
要
求
が
民
主
化
と
と
も
に
表
出
さ
れ
る
過
程
で
理
念
や
利
害
関
係
な
ど
を
め

ぐ
る
対
立
が
起
き
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
社
会
の
分
裂
が
長
引
い
て
南
北
統
合
の
あ
り
方
や

方
向
性
に
関
す
る
合
意
が
得
ら
れ
な
い
状
況
が
続
け
ば
、
南
北
統
合
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
半
分
し
、
統
合
の
原
動
力
も
弱
っ
て
し
ま
う
の
は

言
う
ま
で
も
な
い
。

東
ド
イ
ツ
共
産
党
を
受
け
継
い
で
発
足
し
た
民
主
社
会
党
副
党
首
の
ア
ン
ド
レ
・
ブ
リ
教
授
は
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
ド
イ
ツ
式
の
統
一

の
可
能
性
に
関
す
る
質
問
に
対
し
て
「
南
北
が
政
治
的
多
元
主
義
と
市
場
経
済
へ
と
進
み
、
民
主
化
と
い
う
共
通
分
母
が
定
着
し
た
時
に

可
能
に
な
る
だ
ろ
う
と
答
弁
し
た
（
23
）

」
こ
と
は
南
北
統
合
に
示
唆
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
韓
国
に
お
い
て
統
合
環
境
の
整
備
が
求
め
ら
れ
て

い
る
が
、
容
易
な
事
で
は
な
い
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
。

五
つ
は
、
莫
大
な
統
一
費
用
に
対
す
る
抵
抗
で
あ
る
。

南
北
統
一
に
消
極
的
な
立
場
を
取
っ
て
い
る
一
部
の
韓
国
人
が
最
大
の
反
対
理
由
と
し
て
掲
げ
て
い
る
の
が
、
統
一
過
程
で
必
要
な
莫

大
な
統
一
費
用
で
あ
る
。

韓
国
の
「
Ｋ
Ｂ
Ｓ
南
北
協
力
企
画
団
」
が
二
〇
一
〇
年
八
月
に
行
っ
た
世
論
調
査
で
あ
る
「
国
民
統
一
意
識
調
査
」
に
よ
る
と
、
南
北

統
一
に
賛
成
す
る
意
見
が
七
一
・
〇
％
で
、
反
対
す
る
意
見
が
二
九
％
だ
っ
た
。
統
一
し
た
際
の
問
題
点
と
し
て
は
、
韓
国
住
民
の
莫
大

な
統
一
費
用
の
負
担
と
答
え
た
人
が
四
〇
・
四
％
と
一
番
高
く
、
失
業
や
犯
罪
の
増
加
な
ど
の
社
会
混
乱
が
二
九
・
〇
％
、
政
治
・
軍
事
的

混
乱
が
一
六
・
二
％
、
北
朝
鮮
住
民
の
韓
国
へ
の
大
量
移
住
が
一
二
・
五
％
、
国
際
関
係
の
混
乱
が
一
・
九
％
の
順
と
な
っ
た
。
ま
た
、
統

八
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一
費
用
の
個
人
負
担
に
関
す
る
質
問
に
対
し
て
は
五
八
・
二
％
が
負
担
す
る
用
意
が
あ
る
と
答
え
た
の
に
対
し
て
、
負
担
す
る
意
向
が
な

い
と
答
え
た
の
が
四
一
・
八
％
に
の
ぼ
っ
た
（
24
）

。

こ
の
調
査
の
結
果
か
ら
韓
国
人
の
ほ
ぼ
三
人
の
一
人
が
南
北
統
一
に
反
対
し
て
い
て
、
統
一
に
対
す
る
社
会
的
合
意
が
で
き
て
い
な
い

こ
と
や
、
そ
の
最
大
の
理
由
が
統
一
費
用
の
負
担
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
全
国
経
済
人
連
合
会
が
国
内
経
済
研
究
所
と
証
券
会
社
の
経

済
専
門
家
二
〇
人
を
対
象
と
し
、
二
〇
一
〇
年
九
月
一
三
日
に
発
表
し
た
調
査
結
果
に
よ
れ
ば
、
回
答
者
の
六
三
・
一
％
が
韓
国
の
統
一

費
用
が
東
西
ド
イ
ツ
統
一
後
の
二
〇
年
間
に
支
出
し
た
三
、〇
〇
〇
（
約
二
・
八
兆
ド
ル
）
兆
ウ
ォ
ン
よ
り
多
い
三
、五
〇
〇
兆
ウ
ォ
ン
に
の

ぼ
る
と
予
測
し
た
（
25
）

。
こ
れ
は
二
〇
一
〇
年
度
の
韓
国
の
国
家
予
算
二
九
三
兆
ウ
ォ
ン
の
約
一
二
倍
に
達
す
る
金
額
で
あ
る
。

李
明
博
大
統
領
が
二
〇
一
〇
年
八
月
一
五
日
に
行
わ
れ
た
独
立
記
念
日
の
演
説
で
統
一
税
導
入
の
必
要
性
を
主
張
し
た
こ
と
に
対
し
て

与
党
の
ハ
ン
ナ
ラ
党
が
国
民
世
論
を
意
識
し
て
反
対
の
立
場
を
明
確
に
し
た
こ
と
は
、
こ
う
し
た
統
一
費
用
に
対
す
る
国
民
の
抵
抗
意
識

を
よ
く
物
語
っ
て
い
る
。

六
つ
は
、
南
北
統
一
に
否
定
的
な
周
辺
国
の
思
惑
で
あ
る
。

朝
鮮
半
島
の
分
断
は
東
西
冷
戦
の
副
産
物
と
し
て
生
ま
れ
、
米
ソ
の
代
理
戦
争
と
い
え
る
朝
鮮
戦
争
の
過
程
で
中
国
が
参
戦
し
た
こ
と

に
よ
り
、
米
国
、
ソ
連
（
ロ
シ
ア
）、
中
国
が
朝
鮮
半
島
に
強
い
利
害
関
係
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
朝
鮮
半
島
分
断
の
原
因
を

提
供
し
、
安
保
面
で
朝
鮮
半
島
状
況
の
影
響
を
受
け
易
い
日
本
も
朝
鮮
半
島
の
推
移
に
神
経
を
尖
ら
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
朝
鮮
半
島
の

周
辺
国
で
あ
る
米
国
、
中
国
、
日
本
、
ロ
シ
ア
は
朝
鮮
半
島
に
利
害
関
係
を
持
ち
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
影
響
を
与
え
て
い
る
国
々
で
あ
る
。

こ
う
し
た
朝
鮮
半
島
に
利
害
関
係
を
持
っ
て
い
る
周
辺
四
カ
国
は
、
南
北
統
一
に
関
し
て
表
向
き
で
は
口
を
揃
え
て
支
持
の
立
場
を
表
明

し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
周
辺
四
カ
国
が
描
い
て
い
る
朝
鮮
半
島
の
統
一
形
態
は
一
様
で
は
な
く
、
自
国
に
不
利
な
形
で
の
南
北
統
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一
に
は
否
定
的
で
あ
る
。
例
え
ば
在
韓
米
軍
の
撤
退
な
ど
朝
鮮
半
島
で
の
影
響
力
の
低
下
す
る
よ
う
な
形
の
統
一
を
米
国
が
支
持
す
る
は

ず
が
な
い
。
ま
た
、
北
朝
鮮
に
対
す
る
中
国
の
政
治
的
、
経
済
的
な
既
得
権
を
否
定
し
て
米
国
に
対
す
る
緩
衝
地
と
し
て
の
機
能
が
失
わ

れ
る
形
で
の
統
一
を
中
国
が
受
け
入
れ
る
は
ず
が
な
い
。
南
北
の
政
治
統
合
過
程
で
こ
う
し
た
米
国
や
中
国
の
利
害
関
係
を
と
も
に
満
足

さ
せ
る
方
法
を
探
し
出
す
の
は
決
し
て
容
易
な
事
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
南
北
の
政
治
統
合
に
関
す
る
徹
底
し
た
研
究
が
求
め
ら
れ

る
理
由
で
も
あ
る
。

六　

終
わ
り
に
│
南
北
政
治
統
合
の
た
め
の
提
言

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
南
北
は
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
抱
え
な
が
ら
も
政
治
統
合
を
模
索
し
始
め
た
と
言
っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
す

で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
現
実
的
に
敵
対
関
係
に
あ
る
南
北
が
政
治
的
統
合
過
程
を
経
て
統
一
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。

統
合
に
先
立
っ
て
南
北
が
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
国
内
問
題
も
山
積
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
を
い
か
に
解
決
し
て
い
く
か
が
統

合
の
進
展
に
大
き
く
か
か
わ
っ
て
く
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

以
下
で
は
南
北
の
政
治
統
合
を
順
調
に
進
め
、
統
一
の
道
を
拓
く
た
め
に
は
ど
う
す
べ
き
か
に
つ
い
て
、
韓
国
政
府
の
対
北
政
策
や
韓

国
人
が
取
る
べ
き
姿
勢
な
ど
を
中
心
に
提
言
を
行
う
。

一
つ
は
、
南
北
双
方
が
同
意
で
き
る
統
合
案
を
模
索
す
る
こ
と
で
あ
る
。

南
北
が
互
い
に
異
な
る
政
治
体
制
と
理
念
を
持
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
統
合
過
程
が
困
難
な
も
の
に
な
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

だ
か
ら
こ
そ
、
南
北
は
忍
耐
心
を
も
っ
て
二
つ
の
政
治
体
制
を
一
つ
に
収
斂
し
て
い
く
方
法
を
探
し
出
す
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、

両
体
制
が
持
っ
て
い
る
そ
れ
ぞ
れ
の
長
所
を
統
合
し
て
新
し
い
理
念
と
か
体
制
を
構
築
す
る
た
め
の
議
論
を
本
格
化
し
て
い
か
な
け
れ
ば
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な
ら
な
い
。
韓
国
の
学
界
で
は
、
社
会
的
民
主
主
義
、
社
会
民
主
主
義
あ
る
い
は
民
衆
民
主
主
義
な
ど
の
新
し
い
体
制
モ
デ
ル
が
提
示
さ

れ
て
い
る
（
26
）

。
こ
の
議
論
の
際
、
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
韓
国
に
お
い
て
自
由
民
主
主
義
体
制
の
優
越
性
の
み
を
主
張
す
る
の
で
は
な
く
、

よ
り
柔
軟
な
姿
勢
で
未
来
の
統
一
コ
リ
ア
の
政
治
体
制
に
関
す
る
議
論
を
展
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
今
ま
で
韓

国
で
提
示
さ
れ
て
い
る
統
一
案
は
、
市
場
経
済
原
理
と
自
由
民
主
主
義
体
制
を
根
幹
と
す
る
単
一
国
家
体
制
の
統
合
案
が
主
流
を
成
し
て

い
る
。
こ
の
統
一
案
を
北
朝
鮮
が
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
こ
と
は
難
し
い
と
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
北
朝
鮮
が
主
張
し
て
い
る
連
邦
制
統
一
案
も
真
剣
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
連
邦
制
案
は
北
朝

鮮
が
提
案
し
た
統
一
案
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
二
〇
〇
〇
年
の
南
北
首
脳
会
談
で
南
北
の
統
一
案
の
共
通
性
を
認
め
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

韓
国
で
は
あ
ま
り
相
手
に
し
た
く
な
い
と
い
う
風
潮
が
根
強
い
。
と
こ
ろ
が
、
地
域
共
同
体
の
正
統
性
の
保
障
、
権
限
の
配
分
、
代
表
性

の
付
与
な
ど
と
い
っ
た
連
邦
制
の
長
所
を
生
か
せ
る
と
い
う
点
で
、
過
渡
的
な
政
治
統
合
案
と
し
て
考
慮
す
る
余
地
は
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

「
今
日
、
連
邦
主
義
は
統
一
性
と
多
様
性
を
平
和
的
に
調
和
さ
せ
る
方
案
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
て
、
実
際
に
米
国
、
カ
ナ
ダ
、
ス
イ
ス
、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
な
ど
世
界
人
口
の
四
〇
％
が
公
式
的
に
連
邦
制
下
で
暮
ら
し
て
い
る
。
特
に
最
近
で
は
南
ア
フ
リ
カ
、
イ
タ
リ
ア
も
連
邦

化
を
推
進
す
る
な
ど
連
邦
制
に
対
す
る
関
心
が
増
加
し
て
い
る
（
27
）

」
こ
と
も
南
北
の
政
治
統
合
が
参
考
す
る
と
こ
ろ
だ
と
思
わ
れ
る
。
韓
国

が
国
力
の
優
位
を
全
面
に
押
し
出
し
て
北
朝
鮮
に
吸
収
統
一
の
形
で
の
統
合
を
押
し
つ
け
れ
ば
、
南
北
関
係
が
ま
す
ま
す
こ
じ
れ
て
い
く

に
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

二
つ
は
、
政
治
統
合
案
に
対
す
る
国
民
的
合
意
と
超
党
派
的
な
対
応
の
必
要
で
あ
る
。

韓
国
で
は
長
い
間
、
北
朝
鮮
と
の
交
渉
は
国
民
が
排
除
さ
れ
た
ま
ま
、
交
渉
窓
口
が
政
府
に
一
元
化
さ
れ
た
形
で
行
わ
れ
て
き
た
。
こ

の
た
め
、
対
北
関
係
は
政
権
担
当
者
や
既
得
権
勢
力
の
利
害
関
係
を
反
映
す
る
形
で
展
開
さ
れ
た
。
南
北
関
係
が
国
内
政
治
に
利
用
さ
れ
、

八
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既
得
権
勢
力
と
一
般
国
民
と
の
間
に
葛
藤
が
生
じ
、
健
全
な
南
北
関
係
が
妨
げ
ら
れ
た
の
は
こ
う
し
た
一
部
の
勢
力
に
よ
っ
て
南
北
関
係

が
独
占
さ
れ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

金
大
中
・
盧
武
鉉
政
権
下
で
は
対
北
交
流
の
窓
口
が
民
間
に
も
開
放
さ
れ
、
多
様
な
分
野
で
の
南
北
協
力
関
係
が
成
立
し
た
。
し
か
し
、

両
政
権
下
の
対
北
関
係
も
完
全
な
国
民
の
合
意
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
と
は
言
い
難
い
。
と
い
う
の
は
、
金
大
中
・
盧
武
鉉
政
権
で
は
対

北
関
係
が
、
北
朝
鮮
に
戦
争
責
任
や
拉
致
問
題
な
ど
に
対
す
る
謝
罪
や
解
決
な
ど
を
求
め
る
よ
う
な
慎
重
な
対
北
関
係
の
進
展
を
要
求
す

る
一
部
の
国
民
の
意
見
を
退
け
た
形
で
行
わ
れ
た
か
ら
だ
。
そ
の
結
果
、
政
府
の
対
北
政
策
に
反
対
す
る
世
論
が
高
ま
り
、
対
北
政
策
を

め
ぐ
っ
て
国
論
は
分
裂
し
、
深
刻
な
社
会
葛
藤
を
も
た
ら
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
対
北
宥
和
政
策
は
十
分
な
成
果
を
挙
げ
る
こ
と
な
く
政
権

交
代
に
よ
っ
て
挫
折
し
た
の
で
あ
る
。

国
民
の
合
意
と
関
連
し
て
、
南
北
の
政
治
統
合
の
論
議
で
は
与
野
党
の
利
害
関
係
を
超
え
た
超
党
派
的
な
対
応
が
必
要
で
あ
る
。「
政

治
統
合
案
に
関
し
て
は
す
べ
て
の
政
党
が
公
開
的
に
討
論
し
て
妥
協
案
を
見
出
し
て
韓
国
政
府
の
単
一
案
と
し
て
北
朝
鮮
と
交
渉
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
過
去
、
西
ド
イ
ツ
の
政
党
が
対
東
ド
イ
ツ
政
策
を
超
党
派
的
な
合
意
に
立
脚
し
て
樹
立
・
実
践
し
た
こ
と
は
示
唆
す
る

と
こ
ろ
が
多
い
（
28
）

」。

与
野
党
は
、
南
北
統
合
問
題
を
、
党
利
党
略
の
問
題
で
は
な
く
、
民
族
の
生
存
と
未
来
に
直
結
し
た
死
活
的
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
認

識
に
立
っ
て
判
断
し
、
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
つ
は
、
段
階
的
に
統
合
を
推
進
す
べ
き
で
あ
る
。

南
北
の
統
合
論
議
は
解
決
し
易
い
問
題
か
ら
次
第
に
核
心
的
で
根
本
的
な
問
題
へ
と
段
階
的
に
推
進
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
29
）

。

政
治
統
合
の
論
議
は
軍
事
問
題
を
含
む
体
制
の
生
存
問
題
に
関
わ
る
敏
感
な
問
題
が
主
な
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
そ
の
実
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現
が
担
保
さ
れ
な
い
高
位
級
レ
ベ
ル
で
の
抽
象
的
な
宣
言
や
漠
然
的
な
合
意
で
は
な
く
、
実
際
に
実
践
可
能
な
問
題
を
取
り
上
げ
た
う
え

で
実
務
者
レ
ベ
ル
で
の
十
分
な
検
討
と
協
議
を
重
ね
て
成
果
を
積
み
上
げ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
南
北
が
合
意
し
て

実
践
し
て
も
互
い
に
政
治
・
軍
事
・
経
済
的
に
損
す
る
こ
と
の
な
い
分
野
か
ら
始
め
れ
ば
よ
い
。
相
手
の
体
制
や
指
導
者
に
対
す
る
誹
謗

の
中
止
、
軍
事
境
界
線
で
の
宣
伝
活
動
の
中
止
、
偶
発
的
な
衝
突
防
止
の
た
め
の
南
北
軍
事
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
の
設
置
、
工
作
員
活
動
の
中

止
、
非
武
装
地
帯
（
Ｄ
Ｍ
Ｚ
）
で
の
偵
察
活
動
の
中
止
、
解
放
記
念
日
や
三
・
一
独
立
運
動
記
念
日
の
共
同
開
催
、
国
会
議
員
の
定
例
的

な
交
流
な
ど
、
例
は
い
く
ら
で
も
考
え
ら
れ
る
。

四
つ
は
、
対
北
政
策
の
一
貫
性
を
維
持
す
べ
き
で
あ
る
。

対
北
宥
和
政
策
に
反
対
す
る
人
々
は
、
そ
の
根
拠
と
し
て
こ
の
政
策
が
北
朝
鮮
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
こ

れ
は
短
期
的
視
野
に
立
っ
た
誤
っ
た
判
断
で
あ
り
、
事
実
に
反
す
る
。
金
大
中
・
盧
武
鉉
政
権
が
推
し
進
め
た
対
北
宥
和
政
策
に
よ
り
南

北
首
脳
会
談
を
は
じ
め
、
総
理
会
談
、
長
官
級
会
談
、
国
防
長
官
会
談
、
軍
事
実
務
者
会
談
な
ど
、
政
治
・
軍
事
分
野
だ
け
で
も
数
え
切

れ
な
い
ほ
ど
の
南
北
当
局
者
間
の
会
談
が
行
わ
れ
、
数
多
く
の
南
北
合
意
が
成
立
し
た
。
そ
の
結
果
、
鉄
道
・
道
路
の
連
結
、
開
城
工
業

団
地
の
建
設
、
経
済
協
力
制
度
と
清
算
決
済
制
度
の
制
定
、
海
運
協
力
、
金
剛
山
・
開
城
観
光
事
業
な
ど
多
様
な
分
野
で
の
南
北
協
力
事

業
が
実
り
、
南
北
関
係
は
改
善
さ
れ
た
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
南
北
の
政
治
統
合
は
長
期
的
な
観
点
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
力
の
面
で
大
き
な
差
が
あ

る
南
北
が
厳
格
な
相
互
主
義
原
則
に
よ
っ
て
交
渉
を
進
め
る
こ
と
は
無
理
で
あ
る
。
国
際
社
会
と
南
北
関
係
で
劣
勢
の
立
場
に
置
か
れ
て

い
る
北
朝
鮮
に
対
し
て
韓
国
は
寛
容
の
姿
勢
で
接
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
南
北
統
合
に
必
要
不
可
欠
な
北
朝
鮮
の
改
革
・
開
放
を
成
功

に
導
く
方
法
に
は
、
北
朝
鮮
を
追
い
詰
め
る
の
で
は
な
く
、
交
流
を
深
め
て
い
く
過
程
で
の
内
部
か
ら
の
変
化
を
促
す
も
の
し
か
な
い
と
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思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
中
国
か
ら
の
援
助
や
自
給
自
足
形
の
経
済
運
営
に
慣
れ
て
い
る
北
朝
鮮
が
国
際
社
会
や
韓
国
な
ど
の
外
か
ら

の
圧
力
に
屈
し
て
改
革
・
開
放
に
乗
り
出
す
可
能
性
は
あ
ま
り
高
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。
国
際
的
に
追
い
詰
め
ら
れ
て
い
る
北
朝
鮮
に
手

を
伸
ば
し
て
国
際
社
会
に
お
け
る
北
朝
鮮
の
政
治
的
、
経
済
的
な
立
場
を
強
化
さ
せ
、
南
北
の
信
頼
関
係
を
築
い
て
い
く
こ
と
が
北
朝
鮮

の
態
度
を
変
化
さ
せ
る
近
道
で
あ
る
。

五
つ
は
、
統
合
議
論
に
お
け
る
脱
民
族
的
な
自
主
原
則
を
堅
持
す
べ
き
で
あ
る
。

外
部
勢
力
に
よ
る
南
北
分
断
を
克
服
し
て
民
族
の
自
尊
心
を
取
り
戻
す
た
め
に
は
自
主
的
な
統
一
を
成
し
遂
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

筆
者
は
主
張
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
朝
鮮
民
族
に
よ
る
自
主
的
な
統
一
で
言
う
と
こ
ろ
の
「
自
主
」
は
、「
排
他
的
な
自
主
」
や
「
排
他
的

な
民
族
主
義
」
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
南
北
が
主
体
に
な
っ
て
統
一
を
推
し
進
め
て
い
く
こ
と
を
意
味
す
る
の
で

あ
り
、
国
連
や
周
辺
国
の
協
力
を
否
定
す
る
の
で
は
な
い
。
朝
鮮
半
島
は
地
政
学
的
に
北
東
ア
ジ
ア
の
み
で
な
く
ア
ジ
ア
太
平
洋
に
お
け

る
戦
略
的
な
重
要
性
か
ら
周
辺
強
大
国
の
関
心
が
集
ま
っ
て
い
る
地
域
で
あ
る
。
同
時
に
、
こ
の
地
域
の
情
勢
変
化
が
周
辺
国
に
大
き
な

影
響
を
与
え
る
。
朝
鮮
半
島
が
分
断
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
も
こ
う
し
た
地
政
学
的
な
要
因
に
起
因
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
。
南
北

統
合
は
自
主
的
か
つ
脱
民
族
主
義
的
な
立
場
か
ら
人
類
の
普
遍
的
な
価
値
を
求
め
、
東
ア
ジ
ア
の
平
和
と
安
定
に
寄
与
す
る
方
向
で
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

六
つ
は
、
南
北
合
意
の
法
的
拘
束
力
の
担
保
で
あ
る
。

南
北
交
流
に
お
け
る
問
題
点
の
と
こ
ろ
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
南
北
の
間
で
合
意
さ
れ
た
事
項
の
多
く
が
実
施
さ
れ
な
い
ま
ま
棚
上
げ

さ
れ
た
り
、
実
施
さ
れ
て
も
一
方
に
よ
り
無
効
化
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
は
南
北
の
合
意
に
法
的
拘
束
力
が
な
い
こ
と
に
起

因
す
る
。
南
北
合
意
に
対
す
る
法
的
拘
束
力
が
な
い
こ
と
か
ら
、
韓
国
は
政
権
が
変
わ
り
対
北
政
策
の
方
針
が
変
わ
る
と
前
政
権
が
合
意

九
一
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し
た
事
項
を
否
定
す
る
。
北
朝
鮮
は
、
韓
国
の
出
方
や
自
国
の
国
内
的
な
都
合
に
よ
っ
て
合
意
事
項
を
簡
単
に
無
効
と
宣
言
す
る
。
こ
う

し
た
不
合
理
を
正
す
た
め
に
は
南
北
関
係
を
法
的
拘
束
力
の
持
つ
関
係
と
し
て
制
度
化
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
方
法
と
し
て
は
南
北
の

合
意
事
項
を
条
約
の
形
で
締
結
し
て
国
会
の
批
准
を
取
り
付
け
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
南
北
の
合
意
事
項
を
条
約
と
し
て
締
結
す
る
こ

と
に
抵
抗
感
を
持
つ
人
々
は
、
憲
法
に
反
す
る
と
い
う
根
拠
を
挙
げ
る
（
30
）

。
確
か
に
韓
国
の
憲
法
は
北
朝
鮮
を
国
と
し
て
認
め
て
い
な
い
。

一
方
、
南
北
は
相
互
の
同
意
下
で
国
連
に
加
入
し
た
よ
う
に
、
実
際
に
は
互
い
を
国
家
と
し
て
認
め
て
い
る
。
国
際
社
会
で
は
南
北
は
個

別
の
国
家
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。
南
北
の
特
殊
関
係
を
大
義
名
分
に
拘
る
こ
と
な
く
南
北
は
統
合
に
向
け
て
実
質
的
な
取
り
組
み
を

進
め
て
い
く
こ
と
を
優
先
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

七
つ
は
、
体
制
協
力
的
な
統
一
教
育
の
実
施
で
あ
る
。

北
朝
鮮
は
未
だ
に
人
民
に
対
し
て
金
日
成
唯
一
思
想
や
主
体
思
想
に
基
づ
い
た
画
一
的
な
思
想
教
育
を
行
っ
て
い
る
。
時
代
遅
れ
で
あ

る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

一
方
、
韓
国
に
お
い
て
も
長
い
間
、
反
共
教
育
を
根
幹
と
す
る
国
民
教
育
を
行
っ
て
い
た
。
反
共
教
育
の
中
心
的
な
内
容
は
、
共
産
主

義
へ
の
批
判
と
、
と
り
わ
け
北
朝
鮮
体
制
へ
の
批
判
で
あ
っ
た
。
軍
部
独
裁
政
権
下
で
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
た
反
共
教
育
に
よ
り
、
多
く
の

韓
国
人
は
必
要
以
上
に
北
朝
鮮
に
対
す
る
憎
悪
や
敵
対
心
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
。
民
主
化
宣
言
以
後
、
韓
国
の
反
共
教
育
の
内
容
も
薄

ま
り
、
北
朝
鮮
に
対
す
る
過
渡
な
体
制
批
判
も
控
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
北
朝
鮮
関
連
の
情
報
も
あ
り
の
ま
ま
国
民
に
伝
え
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
時
代
の
流
れ
と
南
北
関
係
の
変
化
に
よ
り
韓
国
人
の
対
北
意
識
は
以
前
よ
り
友
好
的
に
な
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ

る
も
の
の
、
ま
だ
、
多
く
の
韓
国
人
に
は
敵
対
意
識
や
社
会
主
義
に
対
す
る
抵
抗
意
識
が
根
強
く
残
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
韓
国
人
の
北

朝
鮮
に
対
す
る
敵
対
心
や
理
念
的
葛
藤
を
克
服
し
な
い
限
り
南
北
統
合
は
あ
ま
り
進
ま
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

九
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朝
鮮
半
島
に
お
け
る
南
北
統
合
に
関
す
る
研
究
（
孔
）

（
四
七
七
）

統
一
教
育
は
北
朝
鮮
の
国
家
や
経
済
・
社
会
体
制
の
特
徴
、
住
民
の
生
活
方
式
や
考
え
方
、
文
化
な
ど
に
関
す
る
情
報
や
知
識
を
政
治

理
念
や
偏
見
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
教
え
る
と
と
も
に
、
南
北
が
一
つ
に
な
っ
て
か
ら
共
に
志
向
す
べ
き
価
値
観
や
生
き
方
に
対
す
る

方
向
性
な
ど
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
北
朝
鮮
に
対
す
る
批
判
や
問
題
提
起
も
体
制
対
決
と
い
う
立
場
か
ら
で
は
な
く
、
体
制
協

力
的
な
立
場
か
ら
問
題
の
解
決
に
向
け
て
行
い
、
議
論
を
深
め
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
南
北
は
よ
り
合

理
的
な
統
合
方
法
を
見
つ
け
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
統
一
教
育
は
南
北
で
同
時
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
現
状
か
ら
見
て
こ
う
し
た
相
手
に
対
す
る
寛
容
と
正

し
い
理
解
を
前
提
と
し
た
統
一
教
育
を
北
朝
鮮
に
期
待
す
る
の
は
無
理
で
あ
る
。
一
部
の
韓
国
人
は
韓
国
だ
け
が
変
わ
っ
て
も
北
朝
鮮
が

変
わ
ら
な
い
限
り
南
北
関
係
の
進
展
は
あ
り
得
な
い
と
主
張
す
る
。
し
か
し
、
す
で
に
上
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
金
大
中
・
盧
武
鉉
政
権

の
対
北
宥
和
政
策
が
北
朝
鮮
住
民
の
対
南
意
識
を
変
え
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
仮
に
北
朝
鮮
政
権
の
対
南
政
策
が
変
わ
ら

な
く
て
も
韓
国
の
対
北
政
策
が
変
わ
り
、
ま
た
、
韓
国
人
の
対
北
意
識
が
変
わ
っ
て
、
北
朝
鮮
に
と
っ
て
韓
国
が
脅
威
で
は
な
く
頼
り
に

な
る
存
在
に
な
れ
ば
、
北
朝
鮮
人
民
の
対
南
意
識
は
変
わ
る
と
思
わ
れ
る
。

統
一
は
南
北
政
府
の
意
思
と
や
り
方
に
も
よ
る
が
、
結
局
は
南
北
の
国
家
構
成
員
の
意
思
が
行
方
を
左
右
す
る
と
思
わ
れ
る
。

（
1
） 

二
〇
一
一
年
六
月
現
在
、
開
城
公
団
で
働
い
て
い
る
北
朝
鮮
労
働
者
数
は
四
七
、一
七
二
人
で
あ
る
。

(http://m
edia.daum

.net/politics/north/view
.)

（
2
） T
alcott P

arsons, E
ssays in

 S
ociological T

h
eory, R

ev. [i.e. 2d] 
（N

ew
 Y
ork, F

ree P
ress, 1954,p.71)

（
3
） 

韓
国
学
中
央
研
究
会
（
編
）『
統
一
時
代
の
南
北
共
同
体
』
ベ
ク
サ
ン
ソ
ダ
ン
、
二
〇
〇
八
、p.101

（
4
） 

グ
ォ
ン
・
ジ
ョ
ン
ホ
「
南
北
韓
社
会
統
合
と
統
一
の
政
治
文
化
形
成
に
関
す
る
考
察
」
仁
川
大
学
校
平
和
統
一
研
究
所
『
統
一
問
題
と
国
際
関

九
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係
』
第
一
一
号
、
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
、p.115

（
5
） E

rnest B
. H
aas, T

h
e U

n
itin

g of E
u

rop
e: P

olitica
l socia

l a
n

d
 E

con
om

ic F
orces 1950-1957, 

（S
tanford

：S
tanford 

U
niversity P

ress, 1958, p.16

）

（
6
） L

eon N
. L
indberg, T

h
e P

olitical D
yn

am
ics of E

u
ropean

 E
con

om
ic In

tegration, 

（S
tanford: S

tanford U
niversity P

ress, 

1963,p.6)

（
7
） K

arl W
. D
eutsch, P

olitical C
om

m
u

n
ity an

d
 th

e N
orth

 A
tlan

tic A
rea: In

tern
ation

al O
rga-n

ization
 in

 th
e L

igh
t of 

H
istorical E

xperien
ce, 

（N
ew
 Y
ork

：P
rinceton U

niversity P
ress, 1957, p.58)

（
8
） W

illiam
 W
allace, “Introduction: T

he D
ynam

ics of E
uropean Integration ”, W

illiam
 W
all-ace

（ed), T
h

e D
yn

am
ics of 

E
u

ropean
 In

tegration

（L
ondon: P

inter/R
IA
, 1990,p.9

）

（
9
） 

統
一
と
統
合
に
関
し
て
チ
ャ
ン
・
ギ
ョ
ン
ソ
プ
は
次
の
よ
う
に
定
義
し
た
。
統
一
は
政
治
的
、
法
律
的
な
事
件
で
あ
っ
て
国
家
と
民
族
の
境
界

が
変
わ
る
（
国
際
）
政
治
的
な
事
件
（event

）
で
あ
る
が
、
統
合
は
民
族
や
国
家
内
部
の
多
様
な
構
成
員
が
互
い
に
調
和
し
て
共
存
あ
る
い
は
融

合
さ
れ
て
い
く
過
程
（process

）
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
時
間
的
に
統
合
は
統
一
と
い
う
事
件
が
発
生
す
る
時
期
を
含
め
て
相
対
的
に
長
期
間
に

渡
っ
て
行
わ
れ
が
ち
な
の
で
、
民
族
構
成
員
の
実
践
的
な
努
力
の
対
象
は
統
一
よ
り
は
統
合
に
置
く
べ
き
で
あ
る
（
チ
ャ
ン
・
ギ
ョ
ン
ソ
プ
「
統
一

韓
民
族
国
家
の
社
会
統
合
：
社
会
的
市
民
権
の
観
点
か
ら
見
た
準
備
さ
れ
た
統
一
」
パ
ク
・
ギ
ド
ク
、
イ
・
ジ
ョ
ン
ソ
ク
（
編
）『
南
北
韓
体
制
比

較
と
統
合
モ
デ
ル
の
模
索
』
世
宗
研
究
所
、
一
九
九
五
、p.421

）。

　

ヤ
ン
・
ド
ン
ア
ン
は
、
統
合
と
統
一
の
相
違
点
を
「
低
い
レ
ベ
ル
で
の
統
合
は
差
異
と
分
立
を
認
め
る
反
面
、
統
一
は
差
異
と
分
立
を
否
定
す
る
。

統
合
で
は
差
異
と
分
立
を
尊
重
す
る
の
で
体
制
と
制
度
が
異
な
っ
て
も
協
力
的
な
関
係
が
成
立
す
る
が
、
統
一
に
お
い
て
は
体
制
と
制
度
の
差
は
統

一
に
大
き
な
障
害
物
と
み
な
さ
れ
る
」
と
説
明
し
た
（
韓
国
学
中
央
研
究
会
編
、
前
掲
書
、p.105)

。

（
10
） 

キ
ム
・
ギ
ュ
ウ
ォ
ン
は
、
統
一
は
政
治
的
、
経
済
的
体
制
統
合
と
い
う
側
面
か
ら
統
合
の
下
位
領
域
で
あ
る
。
一
方
、
統
合
は
社
会
的
、
文
化

的
な
共
同
体
建
設
と
い
う
側
面
か
ら
南
北
に
居
住
す
る
韓
民
族
の
再
統
一
に
帰
結
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
（
キ
ム
・
ギ
ュ
ウ
ォ
ン
「
統
一
後
の
南
北
韓

の
社
会
統
合
方
案
」
慶
北
大
学
校
平
和
問
題
研
究
所
『
平
和
研
究
』
二
二
号
、
一
九
九
七
、p.127

）

九
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（
四
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九
）

（
11
） 

ホ
ン
・
イ
ッ
ピ
ョ
、
ジ
ン
・
シ
ウ
ォ
ン
『
南
北
統
合
の
新
し
い
理
解
』
図
書
出
版
オ
ル
ム
、
二
〇
〇
四
、p.25

（
12
） 

二
〇
一
〇
年
度
の
韓
国
の
国
防
予
算
は
二
九
兆
五
六
二
七
億
ウ
ォ
ン
（
約
二
六
〇
億
ド
ル
）
で
あ
る
。
北
朝
鮮
の
国
防
予
算
は
北
朝
鮮
か
ら
の

発
表
が
な
い
こ
と
か
ら
明
確
で
は
な
い
。
研
究
者
や
機
関
に
よ
り
約
一
四
億
ド
ル
か
ら
五
〇
億
ド
ル
ま
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、

三
〇
億
ド
ル
か
ら
四
〇
億
ド
ル
の
意
見
が
説
得
力
を
得
て
い
る
。

（
13
） 

い
わ
ゆ
る
「
北
風
論
」
で
、
選
挙
前
に
わ
ざ
わ
ざ
北
朝
鮮
を
刺
激
す
る
発
言
や
行
動
を
取
っ
て
南
北
関
係
を
悪
化
さ
せ
、
北
朝
鮮
に
対
す
る
警

戒
意
識
を
高
め
、
保
守
系
政
権
へ
の
投
票
を
誘
導
す
る
手
法
で
あ
る
。
軍
部
政
権
と
金
泳
三
、
李
明
博
政
権
も
こ
う
し
た
手
法
を
用
い
た
。

（
14
） 

金
大
中
・
盧
武
鉉
政
権
で
の
北
朝
鮮
に
対
す
る
一
方
的
な
支
援
が
そ
の
例
で
あ
る
。

（
15
） 

イ
・
ソ
ヘ
ン
（
他)
『
分
断
再
照
明
』
ベ
ク
ダ
ン
ソ
ダ
ン
、
二
〇
〇
九
、pp.309-310

（
16
） 

同
上
、p.310

（
17
） 

朝
鮮
戦
争
勃
発
の
責
任
が
南
北
の
ど
ち
ら
に
あ
る
か
と
い
う
質
問
に
、
北
朝
鮮
に
あ
る
と
答
え
た
二
〇
代
は
四
二
・
一
％
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の

に
対
し
て
六
〇
代
で
は
七
〇
・
三
％
に
上
っ
た
（
朝
鮮
日
報
、
二
〇
一
〇
年
六
月
二
五
日
）
こ
と
か
ら
若
者
の
対
北
朝
鮮
認
識
の
変
化
が
読
み
取
れ

る
。

（
18
） 

一
部
の
保
守
的
団
体
（
例
え
ば
、
国
民
行
動
本
部
、
ラ
イ
ト
コ
リ
ア
、
自
由
市
民
連
帯
、
在
郷
軍
人
会
、
自
由
北
韓
運
動
連
合
な
ど
、
朝
鮮
戦

争
で
被
害
を
受
け
た
人
々
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
団
体
が
多
い
）
は
吸
収
統
一
や
武
力
に
よ
る
統
一
も
主
張
し
て
い
る
。

（
19
） 

ベ
・
ハ
ン
ド
ン
「
南
北
韓
社
会
統
合
の
た
め
の
国
内
的
統
一
基
盤
造
成
の
方
案
」
嶺
南
政
治
学
会
、『
嶺
南
政
治
学
会
報
』
第
七
号
、
二
〇
〇
九
、

p.158

（
20
） 

統
一
部
統
一
教
育
院
『
二
〇
〇
八
年
統
一
教
育
指
針
書
』
統
一
研
究
院
、
二
〇
〇
八
、p.39

（
21
） 

北
朝
鮮
の
経
済
危
機
以
降
、
中
朝
間
の
人
や
物
の
往
来
の
急
増
、
携
帯
電
話
の
普
及
、
ラ
ジ
オ
な
ど
を
通
じ
て
北
朝
鮮
住
民
は
韓
国
に
関
す
る

多
く
の
情
報
が
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

（
22
） 

べ
・
ハ
ン
ド
ン
、
前
掲
書
、p.159

（
23
） 

同
上
、p.180

九
五
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（
24
） http://okchoi9.blog.m

e/90094553534
（
25
） 

連
合
ニ
ュ
ー
ス
、
二
〇
一
〇
年
九
月
一
四
日 

項
目
別
で
は
、
統
一
過
程
で
の
混
乱
を
克
服
す
る
た
め
に
必
要
な
危
機
管
理
費
用
が
一
九
・
一
％
を
、
政
治
・
軍
事
・
経
済
・
社
会
な
ど
の
統
合
費

用
が
三
四
・
四
％
を
、
統
一
後
の
南
北
の
生
活
お
よ
び
所
得
格
差
の
解
消
費
用
が
四
六
・
五
％
を
占
め
る
と
予
想
さ
れ
た

（
26
） 

ベ
・
ギ
ュ
ハ
ン
「
南
北
韓
社
会
統
合
の
課
題
と
展
望
」
済
州
大
学
東
ア
ジ
ア
研
究
所
『
東
ア
ジ
ア
研
究
論
叢
』
第
一
一
号
、
二
〇
〇
〇
、p.367

（
27
） 

ゴ
ン
・
ヨ
ン
ド
ク
「
北
朝
鮮
の
連
邦
制
研
究
：
中
央
と
地
方
政
府
の
関
係
を
中
心
と
し
て
」
韓
国
外
国
語
大
学
校
大
学
院
国
際
関
係
学
科
博
士

論
文
、
二
〇
〇
三
、p.58

（
28
） 

韓
国
学
中
央
研
究
会
編
、
前
掲
書
、p.123

（
29
） 

ソ
・
デ
シ
ュ
ク
は
統
合
の
方
法
論
的
な
基
本
精
神
を
整
理
し
て
段
階
的
に
推
進
す
る
こ
と
、
時
期
と
状
況
に
合
わ
せ
て
推
進
す
る
こ
と
、
た
や

す
く
合
意
で
き
る
案
件
か
ら
次
第
に
合
意
し
に
く
い
問
題
へ
と
拡
大
し
て
い
く
こ
と
を
提
案
し
た
（
ソ
・
デ
シ
ュ
ク
（
編
）『
民
族
統
合
と
民
族
統

一
』
翰
林
大
学
校
民
族
統
合
研
究
所
、
一
九
九
九
、p.11

）。

（
30
） 

韓
国
憲
法
第
三
条
に
は
「
大
韓
民
国
の
領
土
は
韓
半
島
と
そ
の
付
属
島
嶼
と
す
る
」
と
記
さ
れ
、
北
朝
鮮
地
域
に
対
す
る
領
有
権
を
明
記
し
て

い
る
。

九
六



草
原
の
国
境
紛
爭
（
秦
）

（
四
八
一
）

草
原
の
国
境
紛
爭

│
第
一
次
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件

│

秦　
　
　
　
　

郁　
　

彦

ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
研
究
の
新
局
面

四
周
を
海
に
囲
ま
れ
た
日
本
国
家
と
日
本
人
に
と
っ
て
、
四
囲
を
他
国
と
接
す
る
大
陸
諸
国
家
と
違
い
、「
国
境
」
の
存
在
を
実
感
す

る
機
会
は
乏
し
か
っ
た
。「
国
境
紛
爭
」
と
な
れ
ば
、
な
お
さ
ら
で
あ
ろ
う
。

最
近
は
北
方
領
土
、
竹
島
、
尖
閣
な
ど
の
領
有
権
問
題
が
論
議
さ
れ
、「
領
海
侵
犯
」
や
「
領
空
侵
犯
」
の
成
語
も
耳
に
す
る
機
会
が

ふ
え
た
が
、
国
民
の
関
心
度
は
必
ら
ず
し
も
高
い
と
は
言
え
ず
、
国
境
問
題
と
意
識
す
る
人
は
少
な
い
よ
う
だ
。

ど
う
や
ら
国
境
紛
爭
と
は
、
陸
地
続
き
の
国
同
士
の
間
で
起
き
る
現
象
に
限
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
第
二
次
大

九
七
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（
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二
）

戦
後
の
日
本
に
は
無
縁
と
思
え
る
が
、
戦
前
期
の
日
本
は
、
張
鼓
峯
事
件
（
一
九
三
八
年
）
や
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
（
一
九
三
九
年
）
に
代
表

さ
れ
る
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
規
模
の
国
境
紛
爭
を
経
験
し
て
い
た
。
そ
の
大
部
分
は
日
本
が
日
満
議
定
書
（
一
九
三
四
年
）
で
防
衛
責
任
を

負
っ
て
い
た
満
州
国
と
ソ
連
の
国
境
お
よ
び
、
満
州
国
と
ソ
連
の
衛
星
国
だ
っ
た
モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
（
外
蒙
古
）
の
国
境
地
帯
で
発

生
し
た
。

外
務
省
の
調
査
（『
日
ソ
交
渉
史
』）
に
よ
る
と
、
時
期
に
よ
り
波
は
あ
る
が
一
九
三
二
年
か
ら
四
二
年
ま
で
の
紛
爭
は
、
計
一
二
六
一

件
に
達
し
て
い
る
。
ざ
っ
と
計
算
す
る
と
三
日
に
一
件
の
頻
度
で
あ
る
。
し
か
し
相
手
側
の
統
計
と
は
必
ら
ず
し
も
一
致
せ
ず
、
ノ
モ
ン

ハ
ン
事
件
が
起
き
た
最
盛
期
の
一
九
三
九
年
は
日
本
側
か
ら
数
え
る
と
一
九
五
件
だ
が
、
東
京
裁
判
で
ソ
連
の
檢
察
官
が
示
し
た
数
は

三
八
七
件
で
か
な
り
の
開
き
が
あ
る

（
1
）

。

そ
の
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
は
、
形
式
的
に
は
満
州
国
と
モ
ン
ゴ
ル
間
の
国
境
紛
爭
で
満
モ
両
軍
も
出
動
し
た
が
、
実
質
的
に
は
日
本
の
関

東
軍
と
極
東
ソ
連
軍
と
の
四
か
月
に
わ
た
る
激
戦
と
な
り
、
双
方
と
も
二
万
人
前
後
の
人
的
損
害
を
出
し
て
停
戦
に
至
っ
た
。
規
模
か
ら

言
え
ば
、
小
型
の
戦
爭
並
み
で
あ
る
。

田
中
克
彦
は
紛
爭
の
主
舞
台
と
な
っ
た
モ
ン
ゴ
ル
が
「
ハ
ル
ハ
河
戦
爭
」、
ソ
連
（
ロ
シ
ア
）
が
「
ハハ

ル
ヒ
ン
・
ゴ
ル

ル
ハ
河
事
件
」
と
呼
ん
で
い
る
事

実
に
配
慮
し
て
、
近
著
の
書
名
に
『
ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
爭
』（
岩
波
新
書
、
二
〇
〇
九
）
を
選
ん
だ
。

し
か
し
当
時
の
日
本
政
府
と
陸
軍
は
そ
れ
ほ
ど
重
視
せ
ず
、
あ
く
ま
で
日
中
全
面
戦
爭
の
一
部
を
占
め
る
局
地
的
事
件
と
位
置
づ
け
て

お
り
、
一
九
四
一
年
に
は
そ
の
延
長
線
上
で
は
る
か
に
大
規
模
な
大
東
亜
戦
爭
に
突
入
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
敗
戦
後
し
ば
ら
く
は
歴

史
の
主
流
か
ら
外
れ
た
片
隅
に
押
し
や
ら
れ
た
の
も
む
り
は
な
い
が
、
し
だ
い
に
復
権
し
た
の
は
理
由
が
あ
り
そ
う
だ
。

そ
も
そ
も
ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
は
事
件
の
当
時
か
ら
、
他
の
戦
場
と
は
ひ
と
味
ち
が
う
強
烈
な
印
象
を
一
般
国
民
に
与
え
て
い
た
。
そ
の
せ

九
八
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の
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（
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（
四
八
三
）

い
か
何
冊
か
出
た
参
戦
者
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
見
聞
記
は
い
ず
れ
も
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
り
、
草
葉
栄
中
隊
長
の
『
ノ
ロ
高
地
』

（
一
九
四
一
年
刊
）
は
、
ま
た
た
く
ま
に
四
五
〇
版
を
重
ね
、
一
〇
〇
万
部
以
上
が
売
れ
た

（
2
）

。
今
に
な
っ
て
読
み
返
し
て
み
る
と
、
凡
作
ば

か
り
の
印
象
を
免
れ
な
い
が
、
ど
こ
か
読
者
の
琴
線
に
触
れ
る
要
素
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
は
、
人
に
よ
り
時
期
に
よ
り
変
動
し
て
い
る
。
戦
前
期
は
山
中
峯
太
郎
の
書
名
が
示
唆
す
る
よ
う

に
、「
鉄
と
肉
」
が
ぶ
つ
か
り
あ
う
惨
烈
な
戦
闘
の
連
続
で
、
日
本
軍
の
犠
牲
も
多
か
っ
た
が
、
将
兵
の
敢
闘
で
引
き
分
け
た
と
い
う
の

が
平
均
的
イ
メ
ー
ジ
だ
っ
た
。
そ
れ
に
は
軍
当
局
の
思
惑
も
作
用
し
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
時
期
の
陸
軍
の
情
報
統
制
は
き
び
し
く
、
戦
爭
の
全
期
間
を
通
じ
誇
大
気
味
の
戦
果
は
伝
え
た
も
の
の
、
自
軍
の
損
害
を
発
表
し

た
例
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
唯
一
に
近
い
例
外
が
ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
で
、
陸
軍
中
央
は
事
件
終
結
直
後
の
一
九
三
九
年
十
月
三
日
、
地
方

長
官
会
議
で
、
日
本
軍
の
「
死
傷
及
び
戦
病
者
を
加
え
て
約
一
万
八
千
名
」
と
発
表
し
、
つ
い
で
に
「
軍
の
機
械
化
等
物
質
的
戦
備
の
充

実
を
…
…
痛
切
に
訓お

し

え
た
」
と
述
べ
「
ソ
蒙
軍
の
損
害
も
ま
た
我
に
劣
ら
ぬ
夥

お
び
た
だ

し
い
数
に
上
っ
た
模
様
」
と
付
け
加
え
て
い
る
。
翌
日
付

の
各
新
聞
に
報
道
さ
れ
た
こ
の
数
字
は
、
後
で
触
れ
る
よ
う
に
過
大
で
も
過
少
で
も
な
く
、
戦
後
に
判
明
し
た
実
数
と
ほ
ぼ
同
じ
だ
っ
た

（
3
）

。

陸
軍
が
あ
え
て
旅
順
戦
並
み
の
衝
撃
を
与
え
る
覚
悟
で
損
害
の
公
表
に
踏
み
切
っ
た
の
に
は
、
そ
れ
な
り
の
計
算
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
す
で
に
ノ
モ
ン
ハ
ン
で
は
負
け
た
ら
し
い
と
い
う
噂
が
兵
士
ば
か
り
か
、
国
民
の
間
に
も
広
が
り
は
じ
め
て
い
た
。
そ
れ
を
打
ち
消

す
に
は
、
双
方
と
も
に
大
損
害
を
出
し
た
痛
み
分
け
の
激
戦
だ
っ
た
と
認
識
さ
せ
、
長
期
戦
に
倦
み
は
じ
め
て
い
た
国
民
の
士
気
を
引
き

し
め
、
軍
備
拡
張
の
負
担
を
納
得
さ
せ
た
い
と
考
え
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

そ
れ
い
ら
い
、
ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
の
勝
敗
を
め
ぐ
る
論
議
は
二
転
、
三
転
し
た
。
一
方
、
ソ
連
は
東
京
裁
判
の
過
程
で
自
軍
の
損
害
を

九
千
人
以
上
、
一
九
六
三
年
に
邦
訳
が
刊
行
さ
れ
た
公
式
戦
史
は
モ
ン
ゴ
ル
軍
を
ふ
く
め
た
死
傷
者
を
九
八
二
四
人
と
公
表
し
た
が
、
そ

九
九
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の
影
響
力
は
長
く
つ
づ
い
た

（
4
）

。

日
本
軍
の
人
的
損
害
は
ソ
蒙
軍
の
約
二
倍
と
い
う
数
字
が
、
ソ
連
の
勝
利
、
日
本
の
惨
敗
と
い
う
「
既
視
感
」
を
定
着
さ
せ
た
か
ら
で

あ
る
。
そ
れ
が
変
り
は
じ
め
た
の
は
、
一
九
九
一
年
の
ソ
連
崩
壊
前
後
か
ら
で
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ス
の
一
次
資
料
に
当
っ
た
ロ
シ
ア
の
研
究

者
た
ち
か
ら
死
傷
一
万
八
千
余
、
二
万
三
千
余
の
よ
う
な
数
字
が
報
じ
ら
れ
、
二
〇
〇
二
年
に
刊
行
さ
れ
た
コ
ロ
ミ
ー
エ
ツ
の
著
書
で
は
、

二
〇
〇
一
年
の
ク
リ
ヴ
ォ
ー
シ
ェ
フ
調
査
に
依
拠
し
て
ソ
連
軍
だ
け
で
二
万
五
六
五
五
人
（
う
ち
死
亡
九
七
〇
三
）
と
漸
増
し
て
い
く

（
5
）

。

今
や
人
的
損
害
の
面
で
は
ソ
連
軍
が
日
本
軍
よ
り
上
ま
わ
っ
た
の
は
確
実
と
判
定
し
て
よ
い
が
、
そ
こ
に
着
目
し
て
ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
は

引
き
分
け
な
い
し
日
本
の
勝
利
に
近
い
と
唱
え
る
論
調
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
と
え
ば
小
田
洋
太
郎
は
「
敗
れ
た
と
評
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
」
と
記
し
、
中
西
輝
政
は
小
堀
桂
一
郎
と
の
対
談
で
「
ソ
蒙
軍
は
ほ
と
ん
ど
全
て
（
の
戦
闘
）
に
お
い
て
敗
北
し
て
い
た
」

と
、
渡
部
昇
一
は
「
日
本
軍
の
奮
戦
は
感
激
的
で
あ
り
、
大
勝
利
と
言
っ
て
よ
い
」
と
評
す

（
6
）

。

戦
闘
の
勝
敗
は
被
害
統
計
だ
け
で
は
な
く
、
目
的
達
成
度
や
政
治
的
影
響
な
ど
総
合
的
な
見
地
か
ら
論
じ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の

に

つ
い
て
は
後
に
改
め
て
檢
分
し
た
い
が
、
ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
の
研
究
分
野
に
お
け
る
重
要
な
変
化
は
久
し
く
封
印
さ
れ
て
い
た
ソ
連
軍
の
公

文
書
が
公
開
さ
れ
は
じ
め
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

外
交
史
も
同
じ
だ
が
、
戦
史
の
領
域
で
も
戦
っ
た
当
時
国
双
方
の
公
的
記
録
が
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
ら
な
い
と
、
正
確
な
全
体
像
は

復
元
で
き
な
い
し
、
公
正
な
評
価
は
与
え
に
く
い
。

一
例
を
あ
げ
る
と
、
大
編
隊
同
士
の
空
戦
に
お
け
る
戦
果
判
定
は
故
意
で
は
な
い
が
、
双
方
と
も
実
数
の
数
倍
に
ふ
く
れ
あ
が
る
傾
向

が
あ
る
。
一
九
四
三
年
十
一
月
二
日
の
ラ
バ
ウ
ル
上
空
に
お
け
る
日
米
空
戦
の
戦
果
を
、
大
本
営
発
表
は
「
二
〇
一
機
撃
墜
」
と
発
表
し

た
。
戦
中
で
は
最
大
の
空
戦
戦
果
だ
が
、
米
側
も
日
本
機
の
撃
墜
八
五
機
と
算
定
し
て
い
る
か
ら
、
お
互
い
さ
ま
で
は
あ
る
。

一
〇
〇



草
原
の
国
境
紛
爭
（
秦
）

（
四
八
五
）

終
戦
後
に
双
方
の
被
害
機
数
は
日
本
一
八
機
、
米
一
九
機
と
判
明
し
た
。
発
表
戦
果
は
実
数
の
五
〜
一
〇
倍
に
膨
張
し
て
い
た
の
で
あ

る
が
、
ノ
モ
ン
ハ
ン
空
戦
の
算
定
も
似
た
り
よ
っ
た
り
で
あ
る
。
当
時
か
ら
日
本
側
の
圧
倒
的
優
勢
が
強
調
さ
れ
て
き
た
が
、
最
近
に

な
っ
て
こ
の
評
価
は
ゆ
ら
い
だ
。
す
な
わ
ち
日
本
軍
は
撃
墜
戦
果
を
一
一
六
二
機
と
算
定
し
た
が
、
実
数
は
二
〇
七
機
（
一
七
四
名
）、
ソ

連
側
が
算
定
し
た
撃
墜
戦
果
六
四
六
機
に
対
し
、
実
数
は
二
〇
七
機
（
一
四
一
名
）
と
大
差
は
な
い

（
7
）

。
航
空
戦
に
お
け
る
日
本
の
一
方
的

勝
利
と
い
う
伝
說
は
否
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

全
体
像
を
つ
か
む
に
は
、
こ
の
よ
う
な
統
計
的
処
理
だ
け
で
は
足
り
な
い
。
指
揮
統
率
、
情
勢
判
断
、
将
兵
の
能
力
や
士
気
の
よ
う
に
、

数
字
で
は
表
現
で
き
な
い
無
形
要
素
も
あ
わ
せ
て
考
量
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
第
一
次
史
料
を
封
印
し
て
い
た
旧
ソ
連
時
代
に
は
望
み
よ

う
も
な
か
っ
た
。

前
世
紀
末
ま
で
に
出
現
し
た
ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
の
研
究
文
献
で
最
高
峯
の
位
置
を
占
め
て
い
た
の
は
、
故
Ａ
・
Ｄ
・
ク
ッ
ク
ス
博
士

（
一
九
二
四
│
九
九
）
の
『
ノ
モ
ン
ハ
ン
│
草
原
の
日
ソ
戦
』（N

om
on

h
an

 : Japan
 again

st R
u

ssia, S
tanford U

niv. P
ress, 1985

）
だ
が
、

生
前
の
著
者
が
く
り
返
し
歎
い
て
い
た
の
は
、
ソ
連
、
モ
ン
ゴ
ル
の
第
一
次
史
料
が
利
用
で
き
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

奇
し
く
も
博
士
が
他
界
し
た
一
九
九
九
年
、
ロ
シ
ア
軍
事
史
公
文
書
館
は
、
シ
ュ
テ
ル
ン
極
東
軍
総
司
令
官
、
ジ
ュ
ー
コ
フ
第
五
七
軍

団
長
（
つ
い
で
第
一
集
団
軍
司
令
官
）
が
一
九
三
九
年
秋
、
ウ
ォ
ロ
シ
ー
ロ
フ
国
防
人
民
委
員
（
国
防
相
）
へ
提
出
し
た
公
式
報
告
書
を
ふ
く

め
、
実
質
で
五
万
枚
に
達
す
る
ノ
モ
ン
ハ
ン
関
係
文
書
を
秘
解
除
し
た
。

そ
の
一
部
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
取
材
班
の
鎌
倉
英
也
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た
が
、
二
〇
〇
七
年
に
は
シ
ュ
テ
ル
ン
、
ジ
ュ
ー
コ
フ
最
終
報
告
書
の

全
文
が
防
衛
研
究
所
に
よ
っ
て
訳
出
さ
れ
、
ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
の
研
究
は
新
た
な
局
面
を
迎
え
た

（
8
）

。

参
戦
者
の
回
想
記
を
ふ
く
め
、
こ
の
事
件
に
関
す
る
既
刊
の
日
本
側
文
献
は
異
例
と
思
え
る
ほ
ど
多
い
。
と
く
に
戦
闘
経
過
の
分
野
は

一
〇
一
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細
部
に
至
る
ま
で
、
論
じ
つ
く
さ
れ
た
觀
が
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
は
前
記
の
よ
う
な
ソ
連
（
ロ
シ
ア
）
側
の
最
新
情
報
と
突
き
合
わ
せ
、

こ
れ
ま
で
見
落
さ
れ
が
ち
だ
っ
た
い
く
つ
か
の
重
要
な
論

に
絞
っ
て
見
直
し
作
業
を
試
み
た
い
と
思
う
。

十
八
種
以
上
の
地
図
が
あ
っ
た

ま
ず
は
紛
爭
の
火
種
と
な
り
、
激
戦
場
の
舞
台
と
な
っ
た
ノ
モ
ン
ハ
ン
周
辺
の
国
境
線
を
め
ぐ
る
歴
史
的
由
來
と
関
係
国
の
言
い
分
を

整
理
し
て
お
き
た
い
。

一
般
的
に
国
境
線
は
、
接
壌
す
る
国
家
間
の
条
約
や
協
定
に
よ
っ
て
確
定
す
る
。
河
川
や
山
の
稜
線
を
境
界
と
す
る
例
が
多
い
が
、
清

朝
の
官
制
は
ノ
モ
ン
ハ
ン
周
辺
の
よ
う
に
山
河
の
乏
し
い
人
跡
稀
な
草
原
地
帯
等
は
、「
オ
ボ
を
設
け
て
界
と
な
す
」
と
規
定
し
て
い
た
。

オ
ボ
は
道
標
を
兼
ね
て
石
塊
を
塔
の
よ
う
に
積
み
あ
げ
た
も
の
で
、
ラ
マ
教
の
高
僧
に
ち
な
ん
だ
ノ
モ
ン
ハ
ン
・
ブ
ル
ド
・
オ
ボ
も
ホ
ロ

ン
バ
イ
ル
大
草
原
の
一
隅
に
立
っ
て
い
た
（
ブ
ル
ド
は
モ
ン
ゴ
ル
語
の
砂
丘
）。
だ
が
周
辺
を
往
來
す
る
遊
牧
民
は
あ
っ
て
も
定
住
者
は
な
く
、

一
九
三
九
年
の
時

で
は
満
州
国
興
安
北
省
国
境
警
察
隊
ノ
モ
ン
ハ
ン
分
駐
所
の
パ
オ
（
蒙
古
式
テ
ン
ト
で
ゲ
ル
と
も
呼
ぶ
）
に
駐
在
す
る

五
人
の
モ
ン
ゴ
ル
系
警
査
（
巡
査
）
が
巡
察
し
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
た

（
9
）

。

こ
の
オ
ボ
か
ら
西
方
約
二
〇
㎞
を
南
北
に
流
れ
て
い
る
の
が
ハ
ル
ハ
河
だ
が
、
の
ち
に
激
戦
場
と
な
る
こ
の
あ
た
り
の
地
理
を
伊
藤
桂

一
は
著
書
の
『
静
か
な
ノ
モ
ン
ハ
ン
』
で
、
次
の
よ
う
に
ス
ケ
ッ
チ
し
て
い
る
。

興
安
嶺
の
南
を
源
と
す
る
一
条
の
水
流
、
ハ
ル
ハ
河
│
は
、
草
原
と
沙
漠
の
ま
じ
る
大
波
状
地
を
縫
っ
て
西
流
し
、
さ
ら
に
北
流
し

て
、
バ
イ
ル
（
ボ
イ
ル
）
湖
に
流
れ
こ
む
。
流
程
約
三
百
キ
ロ
。

一
〇
二
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水
量
は
豊
か
で
、
水
は
清
澄
…
…
河
幅
は
約
五
十
メ
ー
ト
ル
。
水
深
は
一
メ
ー
ト
ル
前
後
。
流
速
は
一
メ
ー
ト
ル
。
西
流
す
る
ハ
ル

ハ
河
が
北
流
を
は
じ
め
て
ま
も
な
く
、
東
か
ら
流
れ
て
く
る
一
つ
の
支
流
を
合
わ
せ
る
が
、
こ
の
河
が
ホ
ル
ス
テ
ン
（
ハ
イ
ラ
ス

テ
ィ
ー
ン
）
河
で
あ
る
。
河
幅
約
二
十
メ
ー
ト
ル
。

こ
の
河
は
砂
漠
の
中
に

在
す
る
（
ノ
モ
ン
ハ
ン
の
）「
泉
」
を
源
と
す
る
…
…
が
オ
ア
シ
ス
の
よ
う
な
風
情
は
な
い
。
水
辺
に
、
せ

い
ぜ
い
、
わ
ず
か
ば
か
り
の
緑
地
や
灌
木
を
み
る
く
ら
い
で
あ
る

（
10
）

。

そ
の
う
え
生
活
条
件
も
過
酷
で
、
参
戦
者
た
ち
の
手
記
は
夏
期
の
「
焦
げ
つ
く
よ
う
な
暑
さ
」、
夜
の
「
手
や
足
の
先
が
凍
る
ば
か
り

の
寒
さ
」
に
蚊
の
大
群
が
襲
い
か
か
る
、
と
一
様
に
回
想
し
て
い
る
か
ら
、
戦
場
を
訪
れ
た
外
国
人
特
派
員
が
「
な
ん
と
い
う
荒
野
だ
。

こ
ん
な
土
地
に
五
ド
ル
だ
っ
て
払
う
つ
も
り
は
な
い
ね

（
11
）

」
と
放
言
し
た
の
も
、
む
り
は
な
い
。

だ
が
現
地
人
の
故
郷
へ
の
情
感
は
別
で
、
東
捜
索
隊
と
戦
っ
た
モ
ン
ゴ
ル
軍
の
英
雄
ダ
ン
ダ
ル
は
、
五
月
の
ホ
ロ
ン
バ
イ
ル
を
「
大
地

は
緑
草
に
覆
わ
れ
、
カ
ッ
コ
ウ
が
鳴
き
、
川
の
水
は
静
か
に
流
れ
、
両
岸
に
は
ヒ
バ
リ
が
さ
え
ず
り
舞
い
遊
ぶ

（
12
）

」
と
描
い
て
い
る
。
そ
う

だ
と
す
る
と
、
羊
や
馬
を
追
っ
て
ハ
ル
ハ
河
を
往
來
す
る
平
和
時
の
遊
牧
民
に
と
っ
て
は
「
住
め
ば
都
」
の
土
地
柄
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

一
九
八
九
年
八
月
末
に
戦
後
第
一
回
の
ノ
モ
ン
ハ
ン
慰
霊
団
に
加
わ
り
、
こ
の
地
を
訪
れ
た
私
は
ハ
ル
ハ
河
畔
に
た
た
ず
ん
で
両
岸
に

沿
っ
て
広
が
る
牧
草
地
帯
を
眺
め
て
い
る
う
ち
、
ふ
と
ひ
ら
め
く
も
の
が
あ
っ
た
。
河
こ
そ
国
境
線
に
ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
先
入
感
は
誤

ま
り
で
は
な
い
か
と
の
思
い
だ
。

一
七
二
七
年
に
清
帝
国
と
帝
政
ロ
シ
ア
は
、
キ
ャ
フ
タ
条
約
で
国
境
線
を
画
定
し
た
さ
い
、「
山
在
れ
ば
山
、
河
あ
れ
ば
河
」
と
い
う

共
通
の
基
準
で
ハ
ル
ハ
河
を
国
境
と
定
め
、
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
も
し
ば
ら
く
、
後
継
政
権
の
中
華
民
国
と
ソ
連
邦
は
そ
れ
を
引
き

一
〇
三
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継
い
で
い
た
。
し
か
し
遊
牧
民
に
と
っ
て
は
河
自
体
よ
り
も
牧
草
の
豊
か
な
両
岸
地
域
が
重
要
な
の
で
、
水
田
耕
作
民
の
水
爭
い
に
似
た

い
さ
か
い
が
起
き
が
ち
だ
っ
た
。

実
際
に
同
じ
モ
ン
ゴ
ル
人
で
も
ハ
ル
ハ
東
（
お
よ
び
北
）
岸
の
バ
ル
ガ
族
と
、
西
（
南
）
岸
を
縄
張
り
と
す
る
ハ
ル
ハ
族
の
間
に
爭
い
が

絶
え
な
い
の
を
見
た
清
国
の
雍
正
帝
は
、
キ
ャ
フ
タ
条
約
か
ら
五
年
後
の
一
七
三
四
年
に
、
ノ
モ
ン
ハ
ン
・
ブ
ル
ド
・
オ
ボ
西
側
ハ
ル
ハ

河
の
東
方
約
十
数
㎞
を
両
部
族
の
境
界
と
裁
定
す
る
。
清
国
内
に
お
け
る
一
種
の
行
政
境
界
と
い
う
位
置
づ
け
だ
が
、
そ
の
後
は
両
方
が

混
交
し
が
ち
で
、
関
係
国
の
間
で
は
十
八
種
類
か
そ
れ
以
上
の
地
図
が
入
り
乱
れ
て
流
通
す
る
こ
と
に
な
る

（
13
）

。

一
般
に
国
境
画
定
会
議
で
は
双
方
が
自
国
に
有
利
な
地
図
し
か
持
ち
出
さ
な
い
か
ら
、
延
々
と
水
掛
論
爭
が
つ
づ
き
、
結
局
は
中
断
し

て
し
ま
う
例
が
多
い
。
日
満
代
表
が
ハ
ル
ハ
河
、
モ
ン
ゴ
ル
代
表
が
ハ
ル
ハ
河
東
方
の
線
を
主
張
し
あ
っ
た
満
州
里
会
議
（
一
九
三
五
│

三
六
年
）
で
も
、
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
後
の
日
満
対
ソ
蒙
が
同
じ
主
張
を
く
り
返
し
た
国
境
画
定
会
議
（
一
九
四
〇
年
）
で
も
、
地
図
上
の
論

爭
は
決
着
し
な
か
っ
た
。
再
開
し
た
四
一
年
に
協
定
が
成
立
し
た
の
は
ほ
ぼ
ソ
連
軍
の
主
張
に
沿
う
線
と
は
い
え
、
実
は
停
戦
時
に
お
け

る
双
方
の
占
拠
線
を
採
用
し
た
た
め
で
、
八
月
に
国
境
標
識
を
建
て
終
っ
た
。

戦
後
の
東
京
裁
判
で
も
、
国
境
線
の
論
爭
は
む
し
返
さ
れ
る
。
日
本
の
侵
略
性
を
強
調
す
る
ソ
連
檢
事
は
、
ハ
ル
ハ
河
東
方
の
線
を
国

境
線
と
し
た
地
図
を
次
々
に
突
き
つ
け
る
。
出
廷
し
た
日
本
側
証
人
た
ち
は
「
そ
の
地
図
は
見
た
こ
と
が
な
い
」
と
か
「
地
図
の
來
歴
が

不
詳
」
な
ど
と
つ
っ
ぱ
ね
、
最
後
に
「
ハ
ル
ハ
河
が
国
境
線
だ
と
信
じ
て
お
り
ま
す
」
と
、
異
口
同
音
に
く
り
返
し
た
。

う
ん
ざ
り
し
た
裁
判
長
は
「
時
間
の
無
駄
だ
」
と
何
度
も
口
を
挟
ん
だ
が
、
判
決
文
は
「
事
件
後
に
協
定
が
成
立
し
て
い
る
の
で
、
位

置
決
定
は
必
要
な
い
」
と
結
論
を
回
避
し
て
い
る
。

し
か
し
公
平
に
見
て
、
国
境
線
の
論
爭
で
日
本
側
の
主
張
は
か
な
り
分
が
悪
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ソ
連
は
ハ
ル
ハ
河
を
国
境
と
し
て

一
〇
四
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い
た
帝
政
ロ
シ
ア
時
代
の
軍
用
地
図
を
、
一
九
三
二
年
か
ら
三
四
年
に
か
け
て
の
現
地
補
測
で
ハ
ル
ハ
河
東
方
に
訂
正
し
た
。
北
川
四
郎

は
清
朝
時
代
の
部
族
境
界
が
、
そ
の
後
に
独
立
し
た
満
蒙
両
国
の
国
境
に
適
用
さ
れ
る
と
解
釈
し
た
モ
ン
ゴ
ル
の
申
立
を
採
用
し
た
の
だ

ろ
う
と
推
測
し
て
い
る
。

ソ
連
檢
事
は
、
関
東
州
庁
（
関
東
局
）
が
発
行
し
た
地
図
も
一
九
三
五
年
以
前
の
版
は
ハ
ル
ハ
河
の
東
北
と
な
っ
て
い
た
の
が
、
同
年

以
降
は
ハ
ル
ハ
河
に
改
め
ら
れ
た
と
指
摘
し
、
北
川
も
そ
れ
を
認
め
て
い
る
。
だ
が
日
満
関
係
者
の
間
で
も
、
地
図
の
改
変
を
ど
こ
ま
で

認
識
し
て
い
た
か
は
疑
わ
し
い
。
満
州
国
外
交
部
の
北
川
は
、
一
九
三
七
年
六
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
外
交
部
、
治
安
部
、
興
安
北
省
の

専
門
家
が
清
朝
時
代
（
一
八
四
九
年
）
の
道
標
を
確
認
し
な
が
ら
の
実
測
踏
査
で
作
り
あ
げ
た
地
図
に
、
ハ
ル
ハ
河
東
方
の
線
を
「
正
し

い
国
境
」
と
付
言
し
て
お
い
た
と
回
想
す
る

（
14
）

。

こ
の
地
図
を
参
考
に
し
た
の
か
、
防
衛
研
究
所
が
所
蔵
す
る
「
満
受
大
日
記
」
に
三
七
年
八
月
、
関
東
軍
参
謀
部
が
満
州
国
と
協
議
の

う
え
で
作
製
し
て
、
東
条
参
謀
長
名
で
梅
津
陸
軍
次
官
へ
送
付
し
た
五
〇
万
分
の
一
地
図
が
綴
じ
こ
ま
れ
て
い
る
。「
満
蒙
国
境
要
図
提

出
ノ
件
通
牒
」
と
題
し
た
現
物
を
眺
め
る
と
、
た
し
か
に
国
境
線
は
ハ
ル
ハ
河
の
東
方
ノ
モ
ン
ハ
ン
・
ブ
ル
ド
・
オ
ボ
の
や
や
西
方
の
線

を
南
北
に
走
っ
て
い
る

（
15
）

。

「
犯
さ
ず
、
犯
さ
れ
ず
」
の
衝
突
路
線

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
ハ
ル
ハ
河
が
国
境
線
だ
と
い
う
大
前
提
で
ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
を
発
動
し
た
第
二
十
三
師
団
と
、
そ
れ
を
容
認
し
た
関

東
軍
の
矛
盾
を
ど
う
說
明
で
き
る
の
か
。
こ
の
難
問
に
対
す
る
答
え
方
と
し
て
は
、

⑴
関
東
軍
司
令
部
の
国
境
線
に
対
す
る
公
式
解
釈
が
、
一
九
三
七
年
末
以
降
に
ハ
ル
ハ
河
へ
変
っ
た
。

一
〇
五



政
経
研
究　

第
四
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
二
年
三
月
）

（
四
九
〇
）

⑵
一
九
三
七
年
八
月
の
関
東
軍
地
図
に
準
拠
す
る
よ
う
指
示
し
な
か
っ
た
た
め
、
実
務
上
は
在
來
の
各
種
地
図
が
混
用
さ
れ
て
い
た
。

三
九
年
五
月
末
の
戦
闘
で
ソ
蒙
軍
が
東
捜
索
隊
か
ら
捕
獲
し
た
地
図
が
、
国
境
線
を
ハ
ル
ハ
河
東
方
に
引
い
て
い
た
こ
と
は
、
東
京
裁

判
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る

（
16
）

。

⑶
国
境
線
を
わ
ざ
と
不
確
定
に
し
て
お
く
の
が
有
利
と
い
う
判
断
が
あ
っ
た
。
事
件
さ
な
か
の
三
九
年
六
月
二
十
四
日
、
天
皇
は
参
謀
総

長
へ
「
国
境
画
定
は
関
東
軍
側
が
寧
ろ
之
を
欲
せ
ざ
り
し
に
あ
ら
ず
や

（
17
）

」
と
質
問
し
て
い
る
。

⑷
ハ
ル
ハ
河
を
国
境
と
主
張
し
て
い
た
バ
ル
ガ
族
隊
員
が
、
国
境
警
備
隊
や
満
軍
の
行
動
に
影
響
を
与
え
た
。

の
よ
う
な
も
の
が
想
定
さ
れ
る
が
、
い
ず
れ
と
も
断
定
で
き
る
材
料
は
な
い
。

示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
の
は
、
⑵
に
関
わ
る
第
二
十
三
師
団
長
小
松
原
道
太
郎
中
将
の
日
記
で
あ
る
。
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
の
発
端
と

な
っ
た
三
九
年
五
月
十
一
日
の
衝
突
か
ら
、
東
捜
索
隊
が
ソ
蒙
軍
に
包
囲
さ
れ
全
滅
し
た
二
十
九
日
に
至
る
い
く
つ
か
の
記
事
を
次
に
引

用
し
た
い

（
18
）

。

「
満
軍
は
ノ
モ
ン
ハ
ン
に
…
…
越
境
進
入

0

0

0

0

せ
る
外
蒙
軍
を
奇
襲
」（
5
月
12
日
）

「
所
感　

師
団
長
は
管
区
防
衛
の
全
責
任
を
有
し
、
過
般
命
令
せ
ら
れ
た
る
満
ソ
国
境
紛
爭
処
理
要
綱
に
基
き
、
随
意

0

0

に
作
戦
の
指
導
兵

力
の
運
用
を
な
す
べ
き
権
限
を
保
有
す
」（
5
月
22
日
）

「
所
感　

ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
は
国
境
の
不
確
定

0

0

0

0

0

0

に
基
因
す　

外
蒙
領
内
と
彼
が
信
ぜ
る
地
域

0

0

0

0

0

0

0

に
外
蒙
軍
進
入
せ
る
を
以
て
5
月
15
日
、
日

満
両
軍
を
以
て
之
を
ハ
ル
ハ
河
以
南
に
撃
退
す
」（
5
月
29
日
）

一
〇
六



草
原
の
国
境
紛
爭
（
秦
）

（
四
九
一
）

傍

部
分
を
つ
な
い
で
小
松
原
の
心
境
を

推
察
す
る
と
、
先
入
感
も
あ
っ
て
か
発
端
時

に
は
ハ
ル
ハ
河
を
国
境
線
と
信
じ
て
い
た
の

は
た
し
か
の
よ
う
だ
。

し
か
し
砲
火
を
交
え
た
五
月
末
に
は
ゆ
ら

ぎ
だ
す
。
国
境
は
や
は
り
不
確
定

0

0

0

な
の
か
と

の
疑
心
を
抱
き
は
じ
め
た
よ
う
す
が
み
て
と

れ
る
。
改
め
て
手
許
の
地
図
を
じ
っ
く
り
見

直
し
て
悔
ん
だ
の
か
も
し
れ
な
い
。

5
月
22
日
の
所
感
か
ら
は
律
儀
細
心
の
定

評
が
あ
っ
た
小
松
原
が
、
随
意
0

0

と
表
現
し
た

気
軽
な
気
分
で
初
動
を
決
意
し
た
き
っ
か
け

が
、
関
東
軍
司
令
官
の
名
で
示
達
さ
れ
た
ば

か
り
の
「
満
ソ
国
境
紛
爭
処
理
要
綱
」（
4

月
25
日
）
に
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
も
読
み
と

れ
る
。

強
硬
派
の
作
戦
参
謀
辻
政
信
少
佐
が
起
案

タウラン

ボイル湖

カンジュル廟

ハンダガヤ

満州国

①　フラト・ウリン・オボ
②　エリス・ウリン・オボ
③　ドゥングル・オボ
④　サンブル・ツァガン湖
⑤　スンブル・オボ
⑥　シリン・ホトク
⑦　ツァガン・オボ

モンゴル軍使用地図による国境線
（第一次ノモンハン事件で捕獲）

満軍国境監視隊

国境監視哨

道路

出所：北川四郎『ノモンハン』（85ページ）
　　　に秦が補筆

⑥
⑦

③
②

①

④
⑤

ドロト湖
将軍廟

ハイラル

ハン山

810

970

タムスク

モンゴル

ノモンハン

オ
ラ
ホ
ト
ガ

ハ
ル
ハ
河

ハ
マ
ル
ダ
バ コ

ロ
ベ
ン
ネ
ー
ラ ハ

ロ
ン
ア
ル
シ
ャ
ン

アムグロ

ハルハ廟

952
フロン山

ホルステ
ン川

ハルハ河周辺の略図

一
〇
七



政
経
研
究　

第
四
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
二
年
三
月
）

（
四
九
二
）

し
た
悪
名
高
い
こ
の
要
綱
は
、「
侵
さ
ず
、
侵
さ
し
め
ざ
る
」
を
原
則
と
し
て
い
た
が
、
国
境
線
が
明
瞭
な
地

と
不
明
確
な
地
域
へ
の

対
処
策
を
分
け
て
示
し
て
い
た
。

前
者
で
は
越
境
者
へ
の
「
急
襲
殱
滅
」
を
、
後
者
で
は
「
防
衛
司
令
官
（
注
：
ノ
モ
ン
ハ
ン
方
面
で
は
第
二
十
三
師
団
長
を
指
す
）
に
於
て

自
主
的

0

0

0

に
国
境
線
を
認
定
」
す
る
が
、「
無
用
の
紛
爭
惹
起
を
防
止
」
す
る
よ
う
求
め
て
も
い
た
。

ノ
モ
ン
ハ
ン
地
区
は
、
起
案
者
た
ち
の
意
識
で
は
後
者
に
ふ
く
ま
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を
裏
づ
け
る
の
は
、

第
一
報
を
受
け
た
辻
で
さ
え
「
幕
僚
中
誰
一
人
ノ
モ
ン
ハ
ン
の
地
名
を
知
っ
て
い
る
も
の
は
な
い
。
眼
を
皿
の
よ
う
に
し
、
拡
大
鏡
を
以

て
…
…
漸
く
ノ
モ
ン
ハ
ン
の
地
名
を
探
し
出
し
た

（
19
）

」
と
回
想
し
、
同
僚
の
服
部
、
島
貫
両
参
謀
も
似
た
証
言
を
残
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る

（
20
）

。

大
幅
な
裁
量
権
を
も
ら
っ
て
い
た
小
松
原
は
、「
無
用
の
紛
爭
」
を
ひ
き
お
こ
さ
な
い
よ
う
外
蒙
兵
の
「
越
境
」
を
黙
認
し
て
も
よ

か
っ
た
の
だ
が
、「
侵
さ
し
め
ざ
る
」
と
い
う
部
分
に
過
剰
反
応
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

折
し
も
ソ
連
の
ス
タ
ー
リ
ン
書
記
長
は
、
三
月
十
日
の
第
十
八
回
共
産
党
大
会
で
「
帝
国
主
義
戦
爭
は
開
始
さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
、

「
侵
さ
ず
、
侵
さ
れ
ず
」「
ソ
連
と
友
好
国
（
注
：
モ
ン
ゴ
ル
を
指
す
）
の
国
境
侵
犯
に
対
し
て
は
二
倍
の
反
撃
で
応
じ
る
用
意
が
あ
る
」
と

宣
言
し
た
。

こ
の
強
硬
姿
勢
は
、
三
月
三
日
に
赤
軍
参
謀
本
部
諜
報
局
（
Ｇ
Ｒ
Ｕ
）
が
ウ
ォ
ロ
シ
ー
ロ
フ
国
防
相
へ
提
出
し
た
「
上
海
の
日
本
軍
人

の
間
で
は
日
本
軍
が
五
月
に
大
規
模
な
対
ソ
軍
事
攻
勢
を
開
始
す
る
ら
し
い
、
と
い
う
噂
が
広
ま
っ
て
い
る
。
石
原
中
将
が
現
在
、
満
ソ

国
境
地
帯
を
ま
わ
り
指
示
を
与
え
て
い
る

（
21
）

」
と
い
う
情
報
分
析
に
起
因
す
る
、
と
說
く
ア
リ
ウ
ン
サ
イ
ハ
ン
の
よ
う
な
觀
測
も
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
Ｇ
Ｒ
Ｕ
情
報
な
る
も
の
の
確
度
は
き
わ
め
て
低
い
。
石
原
莞
爾
少
将
は
満
州
事
変
の
主
謀
者
と
し
て
の
知
名
度
は
高

か
っ
た
に
せ
よ
、
当
時
は
東
條
参
謀
長
と
の
確
執
で
関
東
軍
参
謀
副
長
の
座
を
追
わ
れ
舞
鶴
要
塞
司
令
官
の
閑
職
に
あ
っ
た
。
上
海
情
報

一
〇
八



草
原
の
国
境
紛
爭
（
秦
）

（
四
九
三
）

の
出
所
も
怪
し
い
が
、
ソ
連
首
脳
部
の
疑
心
を
か
き
た
て
る
に
は
十
分
だ
っ
た
ろ
う
。

歴
史
が
時
と
し
て
当
事
者
の
妄
想
に
よ
っ
て
動
く
の
は
珍
ら
し
く
な
い
と
す
れ
ば
、
日
ソ
双
方
が
期
せ
ず
し
て
「
衝
突
路
線
」

（collision course

）
に
足
を
踏
み
入
れ
て
し
ま
っ
た
の
が
、
ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

粛
清
の
嵐

さ
て
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
の
核
心
部
分
へ
入
る
前
に
、
日
満
ソ
蒙
の
四
国
が
交
錯
し
た
前
史
段
階
を
一
九
三
五
年
前
後
ま
で
さ
か
の
ぼ
り

概
觀
し
て
お
き
た
い
。

日
露
戦
爭
以
降
の
日
本
陸
軍
に
と
っ
て
、
ソ
連
は
筆
頭
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
仮
想
敵
国
で
あ
っ
た
。
満
州
事
変
と
満
州
国
の
建
国
に

よ
っ
て
、
関
東
軍
は
直
接
に
極
東
ソ
連
軍
と
国
境
を
接
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
経
済
建
設
を
優
先
し
た
ソ
連
は
満
州
国
内
を
貫
通
す
る

北
満
鉄
道
を
譲
渡
（
一
九
三
五
年
）
す
る
な
ど
の
後
退
策
を
重
ね
る
間
に
極
東
軍
の
戦
備
充
実
を
進
め
た
。

そ
の
結
果
一
九
三
六
年
末
に
は
バ
イ
カ
ル
湖
以
東
の
ソ
連
軍
兵
力
は
歩
兵
が
十
六
個
師
団
（
約
三
〇
万
人
）
に
増
勢
さ
れ
、
満
鮮
を
あ

わ
せ
た
五
個
師
団
基
幹
（
二
二
万
人
）
の
日
本
軍
と
大
差
は
な
か
っ
た
が
、
戦
車
で
は
八
倍
、
飛
行
機
は
五
倍
の
優
勢
を
示
し
、
参
謀
本

部
の
石
原
作
戦
部
長
を
「
驚
く
べ
き
国
防
上
の
欠
陥
」
を
招
來
し
た
と
慨
嘆
さ
せ
て
い
る

（
22
）

。

こ
の
格
差
は
、
日
本
が
三
七
年
夏
か
ら
中
国
と
の
全
面
戦
爭
に
ひ
き
こ
ま
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
む
し
ろ
開
く
一
方
で
あ
っ
た
。
ノ
モ
ン

ハ
ン
事
件
直
前
の
三
九
年
春
に
日
本
陸
軍
は
全
三
十
七
個
師
団
の
う
ち
中
国
戦
線
に
二
十
七
個
師
団
を
投
入
し
、
在
満
鮮
兵
力
は
九
個
師

団
に
す
ぎ
ず
、
辻
関
東
軍
作
戦
参
謀
は
兵
力
比
を
三
対
一
と
算
定
し
て
い
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
関
東
軍
は
強
気
の
姿
勢
を
崩
し

て
い
な
い
。

一
〇
九
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巻
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三
月
）

（
四
九
四
）

ひ
と
つ
に
は
三
七
年
前
後
か
ら
ト
ハ
チ
ェ
フ
ス
キ
ー
元
帥
を
筆
頭
に
、
被
害
者
約
一
〇
〇
万
人
と
さ
れ
る
独
裁
者
ス
タ
ー
リ
ン
の
酷
烈

な
「
粛
清
」
が
始
ま
り
、
そ
れ
は
極
東
軍
ば
か
り
か
衛
星
国
の
モ
ン
ゴ
ル
に
も
波
及
し
た
の
で
、
戦
力
と
士
気
の
低
下
が
大
き
い
と
判
断

さ
れ
た
か
ら
で
も
あ
る
。

Ｄ
・
Ｍ
・
グ
ラ
ン
ツ
に
よ
れ
ば
、
一
九
三
七
〜
四
〇
年
の
間
に
将
校
の
推
定
総
数
七
・
五
万
〜
八
万
人
の
う
ち
、
少
く
と
も
三
万
人
が

処
刑
も
し
く
は
投
獄
さ
れ
た
。
そ
の
な
か
に
は
五
人
の
元
帥
の
う
ち
三
人
、
国
防
次
官
十
一
人
の
全
員
、
軍
管
区
司
令
官
の
全
員
が
ふ
く

ま
れ
て
い
た

（
23
）

。
多
く
は
正
規
の
裁
判
に
か
け
ら
れ
ず
、
罪
名
は
拷
問
で
自
白
さ
せ
ら
れ
た
ド
イ
ツ
・
日
本
の
「
ス
パ
イ
」
と
か
「
人
民
の

敵
」
な
ど
「
と
る
に
足
ら
な
い
」
も
の
ば
か
り
で
、
ス
タ
ー
リ
ン
の
死
後
に
ほ
ぼ
全
員
が
名
誉
回
復
さ
れ
て
い
る
。

大
が
か
り
な
粛
清
は
、
マ
イ
ナ
ス
効
果
だ
け
で
は
な
か
っ
た
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。「
赤
軍
の
知
的
能
力
は
い
ち
じ
る
し
く
低
下

（
24
）

」（
ヴ
ォ

ル
コ
ゴ
ー
ノ
フ
）
し
た
の
は
否
定
で
き
な
い
も
の
の
、
軍
の
再
編
で
ジ
ュ
ー
コ
フ
将
軍
な
ど
若
手
の
有
能
な
指
揮
官
が
代
っ
て
登
用
さ
れ

た
の
で
、
ド
イ
ツ
や
日
本
が
期
待
し
た
ほ
ど
の
弱
体
化
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

ハ
バ
ロ
フ
ス
ク
に
司
令
部
を
置
く
極
東
軍
は
全
地
上
軍
の
四
分
の
一
を
擁
し
、
司
令
官
に
は
一
九
二
九
年
い
ら
い
十
年
近
く
ブ
リ
ュ
ッ

ヘ
ル
元
帥
が
君
臨
し
て
い
た
。
し
か
し
極
東
軍
の
幹
部
も
表
1
が
示
す
よ
う
に
三
七
年
半
ば
か
ら
粛
清
の
嵐
に
巻
き
こ
ま
れ
極
東
軍
の

「
指
揮
官
の
40
％
、
参
謀
の
70
〜
80
％
が
逮
捕
」（
コ
ン
ク
ェ
ス
ト

（
25
））

さ
れ
た
。
ブ
リ
ュ
ッ
ヘ
ル
も
張
鼓
峰
事
件
が
解
決
し
て
一
週
間
に
当

る
三
八
年
八
月
十
八
日
に
モ
ス
ク
ワ
へ
召
喚
さ
れ
た
。
そ
の
後
の
運
命
を
Ｖ
・
Ｓ
・
ミ
ル
バ
ク
の
論
文
か
ら
概
要
を
紹
介
し
よ
う

（
26
）

。

ブ
リ
ュ
ッ
ヘ
ル
は
政
治
局
会
議
で
、
ハ
サ
ン
湖
（
張
鼓
峯
）
事
件
の
失
敗
を
き
び
し
く
批
判
さ
れ
た
の
ち
解
任
さ
れ
た
。
二
週
間
後

に
妻
子
も
呼
ば
れ
、
息
子
の
大
尉
や
弟
の
大
佐
も
ろ
と
も
ソ
チ
に
軟
禁
さ
れ
、
秘
密
警
察
（
Ｎ
Ｋ
Ｖ
Ｄ
）
の
取
調
べ
を
受
け
た
。

一
一
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そ
し
て
九
月
四
日
に
、
元
帥
は
別
宅
の
あ
る
東
京
へ

逃
亡
す
る
準
備
を
し
て
い
た
と
告
発
さ
れ
、
拷
問
の
す

え
十
一
月
九
日
に
死
ん
だ
。

息
子
や
弟
そ
れ
に
前
妻
ま
で
が
前
夫
の
「
反
革
命
行

動
」
を
自
白
し
て
処
刑
さ
れ
、
後
妻
は
八
年
後
に
釈
放

さ
れ
た
が
、
八
か
月
だ
っ
た
幼
児
の
消
息
は
不
明
の
ま

ま
で
あ
る
。
処
刑
さ
れ
た
全
員
が
、
一
九
五
六
年
に
名

誉
を
回
復
さ
れ
た
。

ス
タ
ー
リ
ン
は
張
鼓
峯
事
件
で
戦
っ
た
ソ
連
軍
に
「
祖

国
の
国
境
を
勇
敢
に
英
雄
的
に
防
衛
し
た
」
と
賞
讃
し
た
。

師
団
長
や
国
境
守
備
隊
の
指
揮
官
た
ち
に
は
レ
ー
ニ
ン
勲

章
を
与
え
て
い
る
か
ら
、
最
高
指
揮
官
の
ブ
リ
ュ
ッ
ヘ
ル

を
日
本
の
ス
パ
イ
呼
ば
わ
り
す
る
の
は
言
い
が
か
り
に
す

ぎ
な
い
が
、
事
件
の
直
前
に
こ
の
地
区
か
ら
越
境
亡
命
し

た
リ
ュ
シ
コ
フ
（
Ｎ
Ｋ
Ｖ
Ｄ
の
極
東
担
当
）
と
の
関
わ
り
も

影
響
し
て
い
る
。

表 1　粛清されたソ連極東軍とモンゴルの要人

階級 職務 逮捕 処刑
1．ソ連極東軍

Ａ.Ｉ.ラピン 軍団長 空軍副司令官 1937.5
1937.9.21
（自殺）

Ｌ.Ｎ.アロンシュタン 政治部長 〃
Ｍ.Ｖ.カルムイコフ 軍団長 第20軍団長 37.6 38.4.16
Ｍ.Ｖ.サングルスキ 〃 副司令官 〃 38.7.28
プロコフィエフ 政治委員 第57軍団政治局長 38.7.25
エムリン 旅団長 第36師団長 38
Ｍ.Ｄ.ヴェリカノフ ザバイカル軍管司令官 37.10 38.3.25
Ｖ.Ｋ.ブリュッヘル 元帥 極東軍司令官 38.10.22 38.11.9
Ｇ.シュテルン 軍司令官 〃 41.10.28 41.11.9
Ｙ.スムシュケビッチ 軍団長 航空指揮官 〃 41.11.9

2．モンゴル

Ｐ.ゲンデン 首相
37.7.17

（36.4軟禁）
37.11.26

Ｇ.デミド 国防相
37.8.22

（毒殺？）
Ｊ.マルジ 参謀総長 37.9.10 37.10.21
Ｇ.サンボー 外相 〃 〃
Ｇ.ダンバ 軍団長 39.1.31

Ａ.アマル 首相 39.3.8
41.7

（モスクワで）

一
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そ
の
リ
ュ
シ
コ
フ
も
、
日
本
軍
の
尋
問
に
対
し
、
前
年
に
ス
タ
ー
リ
ン
か
ら
ブ
リ
ュ
ッ
ヘ
ル
粛
清
の
密
命
を
受
け
、
極
東
へ
派
遣
さ
れ

た
が
隙
を
見
つ
け
ら
れ
ず
、
側
近
の
ラ
ピ
ン
ら
を
除
去
す
る
程
度
に
終
り
、
か
え
っ
て
自
身
に
危
険
が
迫
っ
た
の
で
逃
亡
し
た
の
だ
と
告

白
し
て
い
た

（
27
）

。

粛
清
の
波
は
モ
ン
ゴ
ル
に
も
押
し
寄
せ
た
。
ロ
シ
ア
革
命
と
列
強
の
シ
ベ
リ
ア
出
兵
に
乗
じ
一
九
二
一
年
、
ソ
連
の
支
援
下
に
中
国
か

ら
独
立
し
た
モ
ン
ゴ
ル
の
共
産
政
権
は
、
そ
れ
い
ら
い
ソ
連
唯
一
の
衛
星
国
で
も
あ
っ
た
。

一
九
三
六
年
三
月
に
は
、
ソ
蒙
相
互
援
助
条
約
が
結
ば
れ
る
。
相
互
援
助
と
い
っ
て
も
モ
ン
ゴ
ル
は
人
口
八
〇
万
人
余
、
騎
兵
を
主
力

と
す
る
兵
力
が
一
万
余
人
に
す
ぎ
な
い
。
実
質
は
ソ
連
の
一
方
的
援
助
と
な
り
、
条
約
を
援
用
し
て
一
九
三
七
年
夏
か
ら
進
駐
し
て
き
た

新
編
の
ソ
連
第
五
十
七
軍
団
の
軍
事
力
は
圧
倒
的
な
比
重
を
占
め
、
弱
勢
の
モ
ン
ゴ
ル
軍
は
ソ
連
人
軍
事
顧
問
の
監
視
と
指
導
下
に
置
か

れ
た
。

こ
う
し
た
ソ
蒙
の
関
係
は
、
関
東
軍
と
日
系
官
吏
・
軍
人
が
実
権
を
握
る
満
州
国
に
相
似
し
、
戦
力
的
に
も
モ
ン
ゴ
ル
軍
と
満
軍
は
ほ

ぼ
互
角
と
見
ら
れ
て
い
た
。

ソ
連
と
し
て
気
が
か
り
な

は
極
東
軍
が
東
部
、
北
部
正
面
の
満
ソ
国
境
で
は
軍
事
的
優
位
を
占
め
て
い
た
も
の
の
、
弱
い
脇
腹
に
あ

た
る
西
部
正
面
の
満
蒙
国
境
か
ら
日
満
軍
が
モ
ン
ゴ
ル
経
由
で
侵
攻
し
て
く
る
事
態
で
、
そ
の
さ
い
に
モ
ン
ゴ
ル
軍
の
一
部
が
、
蒙
古
系

の
多
い
満
軍
と
手
を
結
ん
で
寝
返
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

実
際
に
野
心
満
々
の
関
東
軍
は
、
三
五
年
半
ば
か
ら

北
と
内
蒙
古
を
「
第
二
の
満
州
国
」
化
し
よ
う
と
す
る
謀
略
工
作
を
進
め
て
い

た
し
、
こ
の
動
き
を
抑
制
す
る
立
場
に
あ
っ
た
中
央
の
参
謀
本
部
も
ソ
連
に
対
し
、

1
．
沿
海
州
、
北
樺
太
を
割
譲
せ
し
む

一
一
二
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2
．
大
蒙
古
国
の
建
設
を
認
め
し
む

の
よ
う
な
強
硬
方
針
を
並
べ
た
「
対
ソ
戦
爭
指
導
計
画
大
綱
」（
三
六
年
八
月
、
参
本
第
二
課
）
を
立
案
し
て
い
る

（
28
）

。
三
八
年
頃
か
ら
は
対

ソ
戦
に
さ
い
し
西
部
に
主
攻
勢
を
指
向
す
る
八
号
作
戦
計
画
の
研
究
に
着
手
し
、
新
設
の
第
二
十
三
師
団
を
ハ
イ
ラ
ル
に
配
置
し
た
。

こ
う
し
た
動
き
に
危
機
感
を
抱
い
た
ス
タ
ー
リ
ン
は
、
モ
ン
ゴ
ル
に
二
方
向
か
ら
圧
力
を
加
え
、
対
抗
策
を
強
化
し
た
。
ま
ず
、
ソ
蒙

相
互
援
助
条
約
に
基
づ
き
ザ
バ
イ
カ
ル
軍
管
区
で
編
成
さ
れ
た
狙
撃
一
個
師
団
、
騎
兵
、
戦
車
各
一
個
旅
団
、
装
甲
車
三
個
旅
団
、
兵
力

約
三
万
の
第
五
七
軍
団
（
長
は
コ
ー
ネ
フ
将
軍
）
を
モ
ン
ゴ
ル
に
進
駐
さ
せ
た
。

第
二
は
モ
ン
ゴ
ル
の
全
階
層
に
わ
た
り
危
険
性
が
あ
る
と
見
な
し
た
分
子
を
一
掃
す
る
た
め
の
大
量
粛
清
で
、
ウ
ラ
ン
バ
ー
ト
ル
の

「
モ
ン
ゴ
ル
粛
清
博
物
館
」
の
掲
示
に
よ
る
と
、
三
七
年
夏
を
頂

と
し
て
三
〇
年
代
末
ま
で
に
軍
人
七
二
一
人
、
民
間
人
九
八
五
二
人
、

ラ
マ
僧
一
万
七
六
一
二
人
が
処
刑
さ
れ
た
と
い
う

（
29
）

。

民
族
主
義
者
、
反
ソ
派
と
目
さ
れ
た
人
び
と
が
標
的
に
な
っ
た
が
、
実
行
は
モ
ス
ク
ワ
の
指
令
を
受
け
た
親
ソ
派
の
チ
ョ
イ
バ
ル
サ
ン

内
相
が
引
き
受
け
た
。
三
八
年
八
月
に
越
境
し
て
満
州
国
へ
亡
命
し
た
ビ
ン
バ
ー
大
尉
（
モ
ン
ゴ
ル
軍
第
六
騎
兵
師
団
）
の
情
報
に
よ
る
と
、

ゲ
ン
デ
ン
首
相
、
後
継
の
ア
マ
ル
首
相
、
デ
ミ
ド
国
防
相
、
ダ
ン
バ
将
軍
ら
は
か
ね
て
か
ら
ソ
連
軍
の
進
駐
と
ラ
マ
教
の
弾
圧
に
抵
抗
し
、

日
本
軍
の
内
蒙
進
出
に
呼
応
し
た
反
乱
も
謀
議
し
て
い
た
の
が
祟
っ
て
弾
圧
さ
れ
、
日
本
の
ス
パ
イ
と
し
て
次
々
に
粛
清
さ
れ
た
よ
う
だ

（
30
）

（
表
1
参
照
）。

ゲ
ン
デ
ン
の
最
期
は
一
家
全
滅
の
な
か
で
生
き
の
こ
っ
た
娘
（
粛
清
博
物
館
長
）
に
よ
っ
て
の
ち
に
公
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る

と
三
六
年
三
月
に
首
相
を
解
任
さ
れ
た
ゲ
ン
デ
ン
一
家
は
、
ク
リ
ミ
ア
半
島
で
一
年
半
軟
禁
さ
れ
た
の
ち
銃
殺
さ
れ
て
い
る
。
彼
女
が
父

の
死
を
確
認
で
き
た
の
は
、
一
九
八
九
年
に
名
誉
回
復
を
通
知
さ
れ
て
か
ら
だ
っ
た

（
31
）

。
後
任
首
相
の
ア
マ
ル
も
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
直
前
の

一
一
三



政
経
研
究　

第
四
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
二
年
三
月
）

（
四
九
八
）

三
九
年
二
月
、
ス
タ
ー
リ
ン
の
指
令
で
解
任
（
の
ち
処
刑
）
さ
れ
、
チ
ョ
イ
バ
ル
サ
ン
が
首
相
兼
国
防
相
、
軍
総
司
令
官
を
兼
ね
た
。
関

東
軍
と
対
決
す
る
前
に
後
顧
の
憂
い
を
断
っ
た
と
も
言
え
よ
う
。

五
月
十
一
日
の
小
ぜ
り
あ
い

一
般
論
に
な
る
が
、
国
境
紛
爭
は
当
事
国
の
現
地
部
隊
に
よ
る
国
境
線
の
解
釈
が
食
い
ち
が
う
こ
と
か
ら
発
生
す
る
。
互
い
に
相
手
が

越
境
し
た
と
思
い
こ
ん
で
小
ぜ
り
あ
い
に
な
り
、
時
に
は
援
軍
を
く
り
出
す
こ
と
で
規
模
が
拡
大
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
相
手

が
先
に
仕
掛
け
た
と
主
張
す
る
の
が
常
則
で
、
上
部
指
揮
官
で
も
実
態
は
つ
か
み
に
く
い
。
表
2
に
例
示
し
た
諸
紛
爭
の
う
ち
、
満
蒙
国

境
地
帯
で
一
九
三
五
年
か
ら
三
六
年
に
か
け
て
ボ
イ
ル
湖
周
辺
で
多
発
し
た
と
き
は
両
軍
の
指
揮
官
に
拡
大
す
る
意
図
が
な
く
、
一
戦
交

え
る
と
あ
っ
さ
り
係
爭
地

か
ら
撤
退
し
て
い
る
。

三
九
年
に
入
る
と
、
そ
れ
ま
で
平
穏
だ
っ
た
ハ
ル
ハ
河
東
岸
の
ノ
モ
ン
ハ
ン
西
南
地
区
で
、
四
か
月
余
に
十
数
件
の
小
ぜ
り
あ
い
が
発

生
し
た
。
そ
の
う
ち
五
月
十
一
日
の
衝
突
が
、
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
の
直
接
的
契
機
に
な
っ
た
と
い
う
の
が
定
說
と
さ
れ
て
き
た
。
東
京
裁

判
の
判
決
は
、
ソ
連
檢
事
と
モ
ン
ゴ
ル
人
証
人
の
申
立
て
を
採
用
し
て
、「
五
月
十
一
日
に
、
数
百
名
に
及
ぶ
日
本
軍
偵
察
隊
が
蒙
古
側

国
境
警
備
隊
を
攻
撃
し
た
こ
と
で
開
始
さ
れ
た
」
と
明
快
に
断
じ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
、
発
端
部
分
に
つ
い
て
の
日
本
側
の
認
識
は
か
な
り
あ
や
ふ
や
で
、
ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
史
の
記
述
に
三
〇
〇
ペ
ー
ジ
余
を
割

い
た
戦
史
叢
書
の
『
関
東
軍
〈
1
〉』
で
さ
え
「
こ
の
事
件
の
直
接
の
動
機
と
な
っ
た
外
蒙
軍
の
最
初
の
越
境
は
五
月
十
一
日
で
…
…
満

軍
を
も
っ
て
直
ち
に
こ
れ
を
撃
退
し
た
」
と
し
か
記
述
し
て
い
な
い
。

だ
が
私
は
ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
全
体
の
性
格
を
理
解
す
る
に
は
、
発
端
時
に
お
け
る
当
事
者
の
反
応
と
対
応
ぶ
り
を
檢
分
す
る
の
が
欠
か
せ

一
一
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表 2　ノモンハン事件前の主要な国境紛爭

事件名 日付 概要
1 ハルハ廟事件 1935年 1 月 モ軍十数人がハルハ廟付近を占領し満軍

が奪回、騎兵集団が出動、モ軍は退去し
たのでハイラルへ帰還。戦死 2

2 オラホドガ事件 36年 2 月 越境したモ軍約200を杉本部隊が撃破後ハ
イラルへ帰還。戦死 8

3 タウラン事件 36年 3 月 タウランで満モ両軍衝突。渋谷支隊が出
動。ソ軍も参加
日ソモの航空隊も交戦。日本の戦死13

4 長嶺子事件
　（東満）

36年 3 月 日ソ両軍の小部隊が交戦。日本の戦死 2

5 カンチャズ事件
　（北満）

37年 6 月 黒竜江中の小島にソ兵上陸、ソ軍の砲艇
を日本軍が歩兵砲で撃沈。外交交渉に
よって 7 月 2 日ソ軍は撤退。

6 張鼓峰事件
　（東満）

38年 7 月～ 8 月 7 月 9 日ソ軍国境警備隊が張鼓峰に進出、
陣地構築を開始した。朝鮮軍の第19師団
主力が進出、ソ軍も 2 個師団と飛行機を
進出させ、激戦に発展した。
しかし大本営は専守防御の方針を取り、
8 月10日モスクワで停戦協定が成立、日
本軍は係爭地から撤退した。日本軍の526
名に対しソ軍は910名が戦死。

7 ノモンハン付近 39年 1 月17日 モの国境警備隊と満軍騎兵第 7 団がノモ
ンハン西方 2 kmで交戦。モのダシニム中
隊長他 1 名が捕虜に

8 　　　〃 39年 2 月16日 チョグドンらモの国境警備隊が満軍騎兵
第 7 団と交戦　満軍の 4 人が捕虜に

9 　　　〃 39年 5 月 4 日 ノモンハン西南約10kmで満警察隊12人と
モ兵50人が交戦。戦死 1 。モ軍は15人が
死傷したがバル西高地とノロ高地に陣地
構築。

［出所］『関東軍〈1〉』、プレブ編『ハルハ河会戦』、ジューコフ最終報告書等
一
一
五



政
経
研
究　

第
四
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
二
年
三
月
）

（
五
〇
〇
）

な
い
と
考
え
る
。
そ
こ
で
冗
長
を
い
と
わ
ず
五
月
十
一
日
に
焦

を
す
え
て
、
関
連
の
第
一
次
情
報
を
次
に
対
比
し
て
み
よ
う
。

1
．
◇
昨
十
二
日

0

0

0

0

朝
來
外
蒙
軍
少
く
も
七
〇
〇
は
「
ノ
モ
ン
ハ
ン
」
南
方
地
区
に
於
て
「
哈ハ

爾ル

哈ハ

」
河
を
渡
河
し
不
法
越
境
し
來
り

十
二
日
朝
來
満
軍
の
一
部
と
交
戦
中　

尙
後
方
よ
り
増
援
あ
る
も
の
の
如
し
。
防
衛
司
令
官
は
師
団
の
一
部
及
在
海
（
注
：
ハ
イ
ラ

ル
）
満
軍
の
全
力
を
以
て
此
の
敵
を
撃
滅
せ
ん
と
す
（
五
月
十
三
日
一
四
〇
〇
第
二
十
三
師
団
長
発
関
東
軍
司
令
官
宛
電
報
）。

2
．
◇
満
軍
第
九
団

0

0

0

「
ノ
モ
ン
ハ
ン
」
に
進
入
せ
る
外
蒙
兵
約
三
十
を
奇
襲
し
、
次
で
越
境
進
入
せ
る
敵
五
十
を
襲
撃
し
之
に
莫
大
の
損

0

0

0

0

害0

を
与
え
た
り　

敵
の
遺
棄
死
体
五
、
我
に
損
害
な
し
。
外
蒙
兵
七
百
、
更
に
越
境　

第
九
団
は
之
に
対
し
攻
撃
中
（
小
松
原
日
記
、

五
月
十
二
日
の
項
）

3
．
◇
五
月
十
一
日
ノ
モ
ン
ハ
ン
西
南
約
十
五
キ
ロ
付
近
の
地
区
に
不
法
越
境
せ
る
外
蒙
軍
（
機
関
銃
を
有
す
る
八
、
九
十
名
）
に
対
し
、

警
備
隊
の
一
団
は
二
時
三
十
分
攻
撃
を
開
始
し
勇
戦
奮
闘
、
敵
に
多
大
の
損
害
を
与
え
之
を
国
境
線
外
に
撃
退
せ
り
。
敵
の
遺
棄
死

体
五
。
防
衛
司
令
官
（
注
：
小
松
原
）
は
警
備
隊

0

0

0

の
郭
文
通
隊
長

0

0

0

0

0

に
対
し
賞
詞
を
与
え
ら
れ
た
り
（
第
二
十
三
師
団
参
謀
部
の
情
報
記
録
、

五
月
十
二
日
の
項
）。

4
．
五
月
十
日
ハ
ル
ハ
河
渡
河

付
近
で
巡
察
中
の
わ
が
国
境
警
備
隊
は
、
外
蒙
古
側
か
ら
不
法
射
撃
を
受
け
直
ち
に
応
戦
し
た
。
翌0

 

十
一
日

0

0

0

わ
が
警
察
隊

0

0

0

は
再
び
ハ
ル
ハ
河
飲
馬
場
付
近
で
外
蒙
側
の
国
境
監
視
兵
と
衝
突
、
敵
は
さ
ら
に
増
援
隊
を
繰
り
出
し
た
の
で
激

戦
と
な
り
、（
十
二
日
に
は
）
ツ
ァ
ガ
ン
・
オ
ボ
の
興
安
騎
兵
第
七
団
の
一
個
小
隊
（
塩
野
慶
吉
中
尉
指
揮
）
は
直
ち
に
応
援
に
出
動
。
越

境
し
た
敵
は
約
二
百
騎
（
蘭
星
会
編
『
満
州
国
軍
』
一
九
七
〇
、
五
三
九
ペ
ー
ジ
）。

一
一
六



草
原
の
国
境
紛
爭
（
秦
）

（
五
〇
一
）

1
〜
4
を
通
觀
す
る
と
、
か
な
り
の
異
同
が
あ
る
。
や
や
精
度
が
高
い
の
は
、
3
の
第
二
十
三
師
団
参
謀
部
の
情
報
記
録
と
4
の
満
軍

情
報
と
思
わ
れ
る
。
2
の
小
松
原
日
記
は
十
一
日
の
交
戦
（
前
段
）
と
翌
十
二
日
の
記
事
（
後
段
）
を
ま
と
め
て
記
入
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、

遺
棄
死
体
五
を
「
莫
大
な
損
害
」
と
表
現
し
た
り
、
出
動
し
た
満
軍
は
第
七
団
の
は
ず
な
の
に
、
他
地
区
に
い
る
第
九
団
と
記
し
た
り
、

満
州
国
警
察
と
満
州
国
軍
の
弁
別
さ
え
、
あ
や
ふ
や
で
あ
る
。

辻
参
謀
ら
を
「
ノ
モ
ン
ハ
ン
は
ど
こ
だ
」
と
あ
わ
て
さ
せ
た
1
の
関
東
軍
司
令
部
へ
の
第
一
報
で
は
さ
ら
に
精
度
が
落
ち
、
日
記
で
は

満
軍
が
「
奇
襲
」「
襲
撃
」
し
「
攻
撃
」
を
仕
掛
け
た
か
の
よ
う
な
表
現
を
用
い
て
い
る
の
に
対
し
十
一
日
の
経
過
を
省
い
て
、
い
き
な

り
七
百
人
の
外
蒙
軍
が
押
し
寄
せ
迎
撃
に
追
わ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
て
し
ま
っ
た
。

し
か
も
第
一
報
と
「
撃
滅
」
を
意
図
す
る
本
格
的
反
撃
の
決
意
表
明
が
抱
き
あ
わ
せ
に
な
っ
て
い
る
。
十
七
日
の
小
松
原
日
記
で
は

「
外
蒙
兵
七
〇
〇
越
境
侵
入
せ
る
の
報
は
虚
報
な
り
…
…
30
〜
50
な
り
」
と
気
づ
い
て
い
る
が
、
す
で
に
行
動
を
起
こ
し
た
あ
と
だ
か
ら
、

訂
正
電
を
打
っ
た
か
は
疑
わ
し
い
。

ど
う
や
ら
ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
の
初
動
は
、
小
松
原
の
好
戦
的
姿
勢
に
起
因
す
る
と
評
し
て
よ
さ
そ
う
だ
が
、
本
來
は
対
ソ
情
報
の
専
門
家

で
慎
重
派
と
見
ら
れ
て
い
た
彼
を
、
い
さ
さ
か
軽
率
な
行
動
に
駆
り
た
て
た
要
因
は
い
く
つ
か
あ
っ
た
。
第
一
は
第
二
十
三
師
団
司
令
部

の
あ
る
ハ
イ
ラ
ル
は
衝
突
の
現
場
か
ら
二
〇
〇
キ
ロ
も
離
れ
、
師
団
長
、
参
謀
を
ふ
く
め
現
場
に
土
地
勘
の
あ
る
ス
タ
ッ
フ
が
い
な
か
っ

た
こ
と
、
第
二
は
満
州
国
警
察
と
満
州
国
軍
の
報
告
は
満
軍
第
十
管
区
司
令
部
（
ハ
イ
ラ
ル
）
を
経
由
し
て
小
松
原
か
ら
新
京
の
関
東
軍

司
令
部
へ
届
く
間
に
情
報
の
混
線
や
増
幅
が
生
じ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

興
安
北
省
警
務
庁
の
保
月
義
雄
（
日
系
警
正
）
に
よ
る
と
、
年
初
か
ら
モ
ン
ゴ
ル
兵
の
動
き
が
活
発
化
し
た
の
で
、
ノ
モ
ン
ハ
ン
分
駐

所
の
日
蒙
人
警
察
官
を
一
〇
人
ほ
ど
増
強
し
た
。
し
か
し
い
ぜ
ん
と
し
て
劣
勢
な
の
で
危
機
感
を
強
め
、
第
二
十
三
師
団
司
令
部
へ
日
本

一
一
七
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四
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
二
年
三
月
）

（
五
〇
二
）

軍
の
出
動
を
要
請
し
、「
警
察
を
見
殺
し
に
す
る
な
ら
引
揚
げ
る
よ
り
方
法
は
な
い
と
強
談
判

（
32
）

」
し
た
と
い
う
。

一
方
、
関
東
軍
直
属
の
ハ
イ
ラ
ル
特
務
機
関
は
外
蒙
兵
の
「
越
境
」
を
過
敏
に
受
け
と
る
必
要
は
な
く
、
河
を
挟
ん
だ
住
民
は
相
互
に

馬
や
羊
の
群
を
つ
れ
渡
渉
場
を
渡
っ
て
往
來
し
て
い
る
」
状
況
も
あ
り
、「
軍
事
的
に
無
価
値
な
地
域
で
事
を
構
え
る
根
拠
が
な
い
」
と

し
て
、
師
団
出
動
の
必
要
は
な
い
と
判
断
し
て
い
た
。
し
か
し
機
関
長
の
横
井
忠
道
大
佐
は
、
対
ソ
情
報
の
先
輩
で
あ
る
小
松
原
に
気
兼

ね
し
た
た
め
か
関
東
軍
に
対
し
反
対
意
見
を
送
ら
ず
、
第
二
課
の
大
越
参
謀
か
ら
問
責
さ
れ
た
と
証
言
す
る
機
関
員
（
田
村
利
美
少
校
）

の
証
言
も
あ
る

（
33
）

。
小
松
原
も
、
ハ
イ
ラ
ル
特
機
の
所
見
を
聞
い
た
形
跡
は
な
い
。

の
ち
に
師
団
が
壊
滅
的
打
撃
を
受
け
る
事
態
と
な
っ
て
か
ら
、
彼
は
初
動
の
勇
み
足
を
悔
ん
だ
ら
し
い
。
停
戦
直
後
の
九
月
に
第
四
師

団
長
か
ら
参
謀
次
長
に
就
任
す
る
た
め
帰
国
を
控
え
て
い
た
陸
士
同
期
生
の
沢
田
茂
中
将
へ
、「
四
月
の
満
ソ
国
境
紛
爭
処
理
要
綱
が
出

た
の
で
や
っ
た
。
あ
れ
が
な
か
っ
た
ら
、
こ
ん
な
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う

（
34
）

」
と
打
ち
明
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

あ
た
か
も
五
月
十
三
日
、
ハ
イ
ラ
ル
の
師
団
司
令
部
で
は
指
揮
下
の
各
部
隊
長
を
集
め
、
く
だ
ん
の
処
理
要
綱
を
徹
底
す
る
た
め
の
会

同
が
実
施
さ
れ
て
い
た
。
し
か
も
現
地
視
察
中
の
大
本
営
作
戦
課
長
の
稲
田
正
純
大
佐
が
井
本
少
佐
ら
三
名
の
部
員
を
帯
同
し
て
立
ち
寄

り
同
席
し
て
い
た
。

そ
の
席
上
で
十
一
、
十
二
の
両
日
、
ノ
モ
ン
ハ
ン
付
近
で
外
蒙
軍
が
越
境
し
て
き
た
と
い
う
報
告
が
入
り
、
師
団
長
が
捜
索
隊
長
東あ

ず
ま

八や

百お

蔵ぞ
う

中
佐
に
歩
兵
一
個
大
隊
と
満
軍
騎
兵
団
を
加
え
て
現
場
へ
出
動
命
令
を
く
だ
す
場
面
に
居
合
わ
せ
た
と
、
井
本
熊
男
少
佐
は
証
言

（
35
）

す

る
。
稲
田
大
佐
は
「
何
は
と
も
あ
れ
健
闘
を
祈
っ
て
送
り
出
す
」
と
回
想
す
る
が
、
一
行
は
単
な
る
国
境
の
小
ぜ
り
あ
い
と
「
極
め
て
軽

く
」
受
け
と
め
、「
大
事
件
の
発
端
と
な
る
こ
と
は
夢
想
も
し
な
か
っ
た
」
し
、
そ
も
そ
も
国
境
線
の
解
釈
が
分
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注

意
を
払
わ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る

（
36
）

。

一
一
八



草
原
の
国
境
紛
爭
（
秦
）

（
五
〇
三
）

大
本
営
参
謀
た
ち
の
激
励
で
意
を
強
く
し
た
の
か
小
松
原
は
、
関
東
軍
司
令
官
に
ト
ラ
ッ
ク
一
〇
〇
両
と
偵
察
機
一
中
隊
を
急
派
さ
れ

た
い
と
か
、
ハ
イ
ラ
ル
駐
屯
の
飛
行
第
二
十
四
戦
隊
（
九
七
式
戦
闘
機
一
八
機
）
を
指
揮
下
に
入
れ
て
く
れ
と
要
望
し
、
折
返
し
了
承
電
を

受
け
て
い
た
。

服
部
関
東
軍
参
謀
が
戦
後
に
整
理
起
稿
し
た｢

ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
機
密
作
戦
日
誌
」
は
、「
第
一
回
出
動
は
国
境
紛
爭
処
理
要
綱
の
精0

神0

に
基
き
防
衛
司
令
官
た
る
第
二
十
三
師
団
長
が
独
断

0

0

を
以
て
決
意

（
37
）

」（
傍

は
秦
）
し
た
の
で
了
承
し
、
兵
力
の
増
加
要
求
も
認
め
た
と

記
す
。
あ
ま
り
気
が
進
ま
な
い
の
に
ひ
き
ず
ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
だ
が
、
そ
の
う
ち
熱
く
な
っ
て
し
ま
う
関
東
軍
幹
部

に
、
や
は
り
消
極
的
だ
っ
た
大
本
営
も
引
き
ず
ら
れ
る
と
い
う
皮
肉
な
成
り
行
き
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

見
殺
し
に
さ
れ
た
東
捜
索
隊

そ
れ
で
は
、
対
応
す
る
ソ
蒙
側
は
ど
う
動
い
た
の
か
。
発
端
に
つ
い
て
ジ
ュ
ー
コ
フ
最
終
報
告
書
は
、「
五
月
十
一
日
の
〇
四
〇
〇
〜

〇
五
〇
〇
、
ノ
モ
ン
ハ
ン
地
区
で
ト
ラ
ッ
ク
に
乗
っ
た
日
満
軍

0

0

0

二
〇
〇
人
が
越
境
、
二
〇
人
の
モ
ン
ゴ
ル
国
境
警
備
隊
員
を
襲
撃
、
ハ
ル

ハ
河
ま
で
退
却
し
た
が
、
援
軍
が
來
て
十
二
時
間
の
激
戦
で
二
名
が
死
亡
、
一
名
が
負
傷
し
た
」
と
記
し
て
い
る
。

情
報
源
と
思
わ
れ
る
第
二
十
四
国
境
警
備
隊
第
七
哨
所
長
Ｐ
・
チ
ョ
グ
ド
ン
の
東
京
裁
判
に
お
け
る
証
言
は
も
う
少
し
詳
し
い
の
で
、

要

を
次
に
引
用
し
た
い
。

第
七
哨
所
の
担
任
区
域
は
エ
リ
ス
・
オ
ボ
か
ら
ノ
モ
ン
ハ
ン
・
ブ
ル
ド
・
オ
ボ
に
至
る
ハ
ル
ハ
東
岸
地
区
で
、
西
岸
の
サ
ン
ブ
ル
・

ツ
ァ
ガ
ン
の
哨
所
か
ら
東
岸
へ
連
日
の
よ
う
に
巡
察
隊
を
派
出
し
て
い
た
。
五
月
十
日
夜
か
ら
翌
朝
に
か
け
、
ツ
ェ
ド
イ
ブ
を
長
と
す

一
一
九
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第
四
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
二
年
三
月
）

（
五
〇
四
）

る
二
〇
名
を
巡
察
に
出
し
た
と
こ
ろ
十
一
日
〇
八
〇
〇
頃
、
ノ
モ
ン
ハ
ン
の
南
西
6
㎞
で
ト
ラ
ッ
ク
四
台
に
乗
っ
た
日
満

0

0

騎
兵
約
三
〇
〇

人
が
攻
撃
し
て
き
て
、
二
名
が
戦
死
、
一
名
が
負
傷
し
、
巡
察
隊
は
退
却
し
た
が
、
予
備
隊
が
出
動
し
て
十
二
日
夜
ま
で
に
国
境
外
へ

撃
退
し
た
。

　

十
四
日
朝
、
ノ
モ
ン
ハ
ン
西
北
3
㎞
の
歩
哨
か
ら
六
〇
〇
人
の
日
満
騎
兵
隊
が
進
撃
中
と
報
告
を
受
け
た
の
で
、
私
は
四
〇
名
を
ひ

き
い
て
ド
ゥ
ン
グ
ル
・
オ
ボ
へ
出
動
し
た
が
、
十
五
日
に
は
ハ
ル
ハ
河
西
岸
へ
後
退
し
た

（
38
）

。

さ
て
双
方
の
言
い
分
を
照
合
す
る
と
多
少
の
食
い
ち
が
い
は
あ
る
に
せ
よ
、
交
戦
の
規
模
を
い
ず
れ
も
誇
大
に
申
立
て
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
兵
力
数
は
せ
い
ぜ
い
数
十
人
が
数
百
人
に
ふ
く
れ
て
い
る
し
、
数
時
間
の
「
激
戦
」
だ
と
い
う
の
に
、
五
月
十
一
日
の
戦
死
者

は
モ
ン
ゴ
ル
軍
が
2
人
、
満
軍
は
0
に
す
ぎ
な
い
。
い
ず
れ
も
相
手
方
が
越
境
し
た
と
信
じ
こ
ん
で
い
る
か
ら
、
ど
ち
ら
が
先
に
発
砲
し

た
か
を
詮
索
し
て
も
無
意
味
だ
ろ
う
。

そ
れ
で
も
満
蒙
両
軍
の
小
ぜ
り
あ
い
に
と
ど
ま
っ
て
い
れ
ば
、
事
件
は
自
然
鎮
火
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、「
子
ど
も
の
ケ
ン
カ
に
親

が
出
る
」
形
で
日
ソ
両
軍
が
介
入
す
る
に
及
び
、
本
格
的
な
軍
事
衝
突
へ
発
展
す
る
こ
と
に
な
る
。

先
に
ケ
ン
カ
を
買
っ
て
出
た
の
は
五
月
十
三
日
に
東
支
隊
と
満
軍
を
出
動
さ
せ
た
日
本
軍
だ
が
、
チ
ョ
グ
ド
ン
の
国
境
警
備
隊
は
装
甲

車
を
伴
っ
た
十
数
倍
の
日
満
軍
に
包
囲
さ
れ
る
の
を
恐
れ
、
西
岸
へ
退
い
た
。
肩
す
か
し
を
食
っ
た
形
の
小
松
原
師
団
長
は
、
満
軍
を
ノ

モ
ン
ハ
ン
付
近
に
残
し
て
警
備
に
当
ら
せ
、
支
隊
は
十
七
日
ま
で
に
ハ
イ
ラ
ル
へ
引
揚
げ
さ
せ
た
。

と
こ
ろ
が
入
れ
替
る
よ
う
に
、
ソ
蒙
側
は
積
極
的
な
行
動
を
起
こ
す
。
コ
ロ
ミ
ー
エ
ツ
は
「
第
五
十
七
軍
団
（
フ
ェ
ク
レ
ン
コ
軍
団
長
）

の
ほ
う
が
日
本
軍
よ
り
機
敏
に
反
応
し
た

（
39
）

」
と
評
す
。
そ
し
て
五
月
十
六
日
、
ソ
蒙
軍
司
令
部
は
国
境
地
区
の
紛
爭
が
増
加
し
つ
つ
あ
る

一
二
〇
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五
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状
況
に
備
え
、
第
十
一
戦
車
旅
団
（
在
ウ
ン
ド
ル
ハ
ン
）
の
狙
撃
大
隊
長
ブ
イ
コ
フ
上
級
中
尉
を
指
揮
官
に
、
戦
車
（
13
両
）、
装
甲
車
（
39

両
）、
野
砲
（
20
門
）、
架
橋
工
兵
等
を
抜
い
た
ブ
イ
コ
フ
混
成
支
隊
を
編
成
し
、
車
載
狙
撃
第
149
連
隊
（
在
ウ
ラ
ン
バ
ー
ト
ル
）
と
砲
兵
一

大
隊
を
タ
ム
ス
ク
へ
前
進
さ
せ
た
と
述
べ
て
い
る
。

チ
ョ
グ
ド
ン
は
五
月
十
五
日
に
、
哨
所
を
訪
れ
た
ソ
蒙
両
軍
の
代
表
か
ら
「
敵
兵
力
を
二
十
一
日
ま
で
は
絶
対
に
ハ
ル
ハ
河
を
渡
ら
せ

な
い
よ
う
食
い
と
め
ろ

（
40
）

」
と
厳
命
さ
れ
た
と
回
想
す
る
。
そ
の
と
き
ま
で
ハ
ル
ハ
河
地
区
に
ソ
蒙
正
規
軍
は
皆
無
で
、
小
銃
し
か
持
た
な

い
国
境
警
備
隊
だ
け
で
日
満
軍
を
食
い
と
め
る
の
は
至
難
だ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
幸
運
に
も
、
同
じ
日
に
小
松
原
は
東
支
隊
に
ハ
イ
ラ
ル

へ
の
引
揚
を
命
じ
た
の
で
あ
る
。

タ
ム
ス
ク
か
ら
モ
ン
ゴ
ル
第
六
騎
兵
師
団
と
ブ
イ
コ
フ
支
隊
が
西
岸
の
拠

と
な
る
ハ
マ
ル
ダ
バ
へ
進
出
し
て
き
た
の
は
、
期
限
ど
お

り
の
五
月
二
十
日
と
二
十
一
日
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
二
十
三
日
に
は
モ
ン
ゴ
ル
軍
が
河
を
渡
っ
て
、
ノ
モ
ン
ハ
ン
か
ら
6
〜
8
㎞
の
線
と

ホ
ル
ス
テ
ン
川
南
岸
に
布
陣
す
る
。

二
十
六
日
に
は
工
兵
中
隊
が
ハ
ル
ハ
河
に
架
橋
し
、
ブ
イ
コ
フ
支
隊
の
主
力
は
戦
車
、
装
甲
車
を
渡
し
て
距
岸
8
㎞
の
砂
丘
（
日
本
軍

呼
称
の
七
三
三
高
地
ま
た
は
バ
ル
シ
ャ
ガ
ル
西
高
地
に
相
当
）
に
陣
地
を
構
え
た
が
、
122
ミ
リ
砲
な
ど
の
砲
兵
は
西
岸
の
台
上
に
配
備
し
、
全

体
の
指
揮
を
第
五
七
軍
団
作
戦
参
謀
の
イ
ヴ
ェ
ン
コ
フ
大
佐
が
統
轄
し
た
。
は
か
ら
ず
も
二
十
七
日
に
攻
勢
を
か
け
て
き
た
山
県
支
隊
を

迎
え
撃
つ
態
勢
に
つ
い
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
小
松
原
師
団
長
は
肩
す
か
し
さ
れ
た
東
支
隊
が
撤
退
し
た
の
を
追
尾
す
る
か
の
よ
う
に
、
追
い
払
っ
た
は
ず
の
モ
ン
ゴ
ル
軍
が

ハ
ル
ハ
河
東
岸
の
係
爭
地
へ
舞
い
戻
っ
て
き
た
の
を
知
り
、
い
ら
だ
ち
を
隠
さ
な
か
っ
た
。

彼
が
歩
兵
第
六
四
連
隊
第
三
大
隊
と
捜
索
隊
（
東
中
佐
）
等
か
ら
成
る
山
県
支
隊
（
歩
六
四
連
隊
長
山
県
武
光
大
佐
が
指
揮
）
へ
出
動
を
下

一
二
一
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令
し
た
の
は
五
月
二
十
一
日
で
あ
る
。
満
軍
騎
兵
（
兵
力
約
五
〇
〇
人
）、
警
察
隊
、
亡
命
者
の
ビ
ン
バ
ー
大
尉
や
捕
虜
に
な
っ
た
ダ
シ
ヌ

マ
を
ふ
く
む
特
務
機
関
の
情
報
隊
も
同
行
し
た
。
そ
の
報
告
を
受
け
た
辻
参
謀
は
「
待
て
よ
、
こ
ん
な
方
法
を
蒸
し
返
し
た
ら
際
限
が
な

い
。
何
と
か
新
し
い
や
り
方
を
」
と
感
じ
、
各
幕
僚
も
軍
司
令
官
も
同
調
し
た
。
そ
こ
で
軍
参
謀
長
名
に
よ
り
「
ハ
ル
ハ
河
右
岸
に
外
蒙

騎
兵
の
一
部
が
進
出
滞
留
す
る
よ
う
な
こ
と
は
、
大
局
的
に
見
て
大
な
る
問
題
で
は
な
い
。
暫
く
静
觀
し
、
機
を
見
て
一
挙
に
急
襲
し
て

は
如
何
」
と
伝
え
た
。

折
か
ら
新
京
へ
來
て
い
た
第
二
十
三
師
団
参
謀
長
の
大
内
孜
大
佐
も
賛
成
し
て
、
山
県
支
隊
を
ハ
イ
ラ
ル
へ
呼
び
返
す
よ
う
小
松
原
へ

進
言
し
て
い
る
。
関
東
軍
司
令
官
も
、
考
え
直
し
て
も
ら
え
る
と
楽
觀
し
た
の
か
、
二
十
三
日
に
は
「
事
件
を
拡
大
せ
ざ
る
こ
と
に
関
し

て
は
万
全
を
期
し
あ
り
」
と
参
謀
総
長
に
あ
て
て
発
電
し
、
折
り
返
し
関
東
軍
の
「
適
切
な
る
処
置
に
信
頼
し
…
上
奏
に
達
せ
ら
る
る

筈
」
と
の
返
電
が
届
く
。

支
那
事
変
に
国
軍
の
主
力
を
割
か
れ
、
ド
イ
ツ
と
の
防
共
協
定
強
化
問
題
や
天
津
の
英
租
界
問
題
な
ど
重
要
な
外
交
案
件
の
処
理
に
追

わ
れ
て
い
る
陸
軍
中
央
と
し
て
は
、
日
ソ
間
で
新
た
な
火
種
を
か
か
え
こ
む
の
は
好
ま
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
関
東
軍
の
不
拡
大
方
針

に
、「
上
奏
」
の
重
み
を
添
え
て
釘
を
刺
し
た
つ
も
り
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
配
慮
は
利
き
め
が
な
か
っ
た
。
五
月
下
旬
の
小
松
原
日
記
で
は
「
師
団
長
は
…
…
随
意
に
作
戦
の
指
導
兵
力
の

運
用
を
な
す
べ
き
権
限
」
が
あ
る
は
ず
だ
か
ら
、
陰
忍
自
重
…
…
を
可
と
す
べ
き
意
見
あ
り
し
も
…
…
山
県
支
隊
は
既
に
準
備
を
完
了
し
、

今
さ
ら
、
其
出
動
を
中
止
す
る
こ
と
は
出
來
難
し
」「
実
行
の
中
途
に
於
て
制﹇

マ
マ
﹈肘

す
る
は
却
て
統
帥
を
紊み

だ

し
」
と
開
き
直
っ
た
。

そ
れ
で
も
山
県
支
隊
を
係
爭
地
へ
直
行
さ
せ
る
の
は
た
め
ら
い
、
と
り
あ
え
ず
カ
ン
ジ
ュ
ル
廟
に
し
ば
ら
く
待
機
さ
せ
二
十
五
日
夕
方

に
戦
機
到
來
と
見
て
出
撃
命
令
を
く
だ
す
。
そ
の
間
に
航
空
偵
察
や
捕
虜
に
し
た
ブ
イ
コ
フ
機
械
化
大
隊
の
下
士
官
か
ら
得
た
情
報
で
ソ

一
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蒙
軍
が
野
砲
、
対
戦
車
砲
、
装
甲
車
を
持
ち
、
タ
ム
ス
ク
に
六
〇

機
を
展
開
さ
せ
て
い
る
の
を
知
り
な
が
ら
、
支
隊
の
装
備
に
注
意

を
配
っ
た
形
跡
が
な
い
。

表
3
で
示
し
た
よ
う
に
、
防
御
に
ま
わ
っ
た
ソ
蒙
軍
の
兵
力
に

比
べ
、
攻
め
る
日
満
軍
の
兵
力
は
「
攻
者
三
倍
原
則
」
ど
こ
ろ
か
、

同
等
な
い
し
や
や
劣
勢
で
あ
る
。

何
よ
り
も
日
本
側
に
は
75
ミ
リ
以
上
の
砲
が
四
分
の
一
の
五
門

し
か
な
く
、
戦
車
に
至
っ
て
は
皆
無
で
あ
る
。
そ
の
気
に
な
れ
ば
、

持
ち
あ
わ
せ
ぬ
戦
車
・
装
甲
車
は
と
も
か
く
、
手
許
に
あ
っ
た
指

揮
下
の
野
砲
第
13
連
隊
（
定
数
は
75
ミ
リ
野
砲
24
門
、
122
ミ
リ
榴
弾
砲

12
門
）
を
随
伴
さ
せ
れ
ば
、
ソ
蒙
軍
の
76
ミ
リ
砲
12
門
、
122
ミ
リ

榴
弾
砲
4
門
と
対
抗
で
き
た
の
に
、
動
員
し
な
か
っ
た
。
相
手
は

モ
ン
ゴ
ル
騎
兵
が
主
力
だ
か
ら
、
東
捜
索
隊
の
騎
兵
（
軍
馬
88
頭
）

で
蹴
散
ら
せ
る
と
踏
ん
だ
の
か
も
し
れ
な
い
。

と
も
あ
れ
山
県
支
隊
は
二
十
七
日
夜
か
ら
行
動
を
起
こ
し
た
。

各
隊
が
三
方
向
か
ら
六
隊
に
分
れ
前
進
し
て
、
翌
朝
ま
で
に
川
又

（
ハ
ル
ハ
河
と
ホ
ル
ス
テ
ン
川
の
分
岐

）
へ
敵
を
追
い
こ
み
、
包
囲

表 3　第一次ノモンハン事件の参加兵力と損耗
（1939年 5 月28日～ 30日）

部隊名 戦死／出動兵員 野山砲
対戦車砲

（速射砲）
戦車 装甲車

1 日本軍捜索隊 105／157 ─ ─ ─ 1／1

　歩64連隊 63／1,058 0／5 1／4 ─ ─

　その他共計 170／1,616 0／5 1／4 ─ 2／2

2 満軍 ／488 0／2 ─ ─ ─

3 ソ連軍 138／1,043 3／13 ?／4 0／13 10／30

4 モンゴル軍 33／1,257 ／7  ／4 ─ 5／18

3 ＋ 4 171／2,300 ／20  ／8 13／39

出所：日本側は『関東軍〈1〉』、ソ連側はコロミーエツより
注⑴　下段は参加数、上段は喪失数
　⑵　おくれて出動したが、交戦しなかった歩71連隊馬場大隊（366人、山砲 6

門等）は計上していない。
　⑶　満軍の損害は不詳、ソ連側は12名を捕虜にしたと記録する。
　⑷　日本軍は戦果として戦車、装甲車21両撃破と記録。
　⑸　捜索隊の装甲車 4 両は故障で出動せず。
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〇
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撃
滅
し
た
あ
と
は
西
岸
台
上
に
進
出
す
る
と
い
う
巧
緻
と
も
見
え
る
「
分
進
合
撃
」
戦
法
だ
が
、
結
果
と
し
て
は
「
分
進
分
撃
」
に
終
っ

て
し
ま
う
。

六
隊
の
前
進
に
遅
速
が
生
じ
、
目
標
物
が
な
い
た
め
に
地

標
定
が
狂
い
、
無
線
連
絡
も
通
じ
に
く
い
欠
陥
か
ら
、
幅
30
㎞
に
近
い
広

正
面
で
バ
ラ
バ
ラ
に
戦
う
は
め
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
も
ソ
蒙
軍
の
退
路
を
断
と
う
と
し
て
ハ
ル
ハ
河
寄
り
の
最
右
翼
を
無
抵
抗
で
急
進
し
た
東
捜
索
隊
は
、
夜
明
け
頃
に
川
又
軍
橋

の
東
側
約
1.7
㎞
の
砂
丘
に
西
面
す
る
陣
地
を
占
拠
し
た
。
い
わ
ば
敵
の
内
懐
に
飛
び
こ
ん
だ
形
に
な
り
、
北
東
至
近
の
バ
ル
西
高
地
に
布

陣
し
て
い
た
ソ
蒙
軍
と
ハ
ル
ハ
河
の
西
岸
に
集
結
し
つ
つ
あ
っ
た
増
援
部
隊
の
両
方
か
ら
挟
撃
さ
れ
、
逆
に
退
路
を
断
た
れ
て
し
ま
う
。

と
く
に
西
岸
台
上
か
ら
撃
ち
お
ろ
す
計
三
〇
〇
〇
発
と
も
称
さ
れ
た
122
ミ
リ
砲
4
門
の
猛
射
や
火
焔
放
射
器
付
の
戦
車
と
装
甲
車
に
は

対
抗
手
段
が
な
く
、
死
傷
者
が
続
出
し
た
。
東
中
佐
は
前
進
が
お
く
れ
が
ち
に
な
っ
て
い
た
山
県
支
隊
主
力
の
進
出
と
救
援
に
期
待
し
て

い
た
が
、
砂
丘
の
稜
線
上
を
見
え
隠
れ
し
て
い
た
友
軍
は
や
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
数
回
に
わ
た
り
派
遣
し
た
伝
令
か
ら
東
た
ち
の
苦
境
を

知
っ
て
も
、
山
県
は
さ
っ
ぱ
り
動
か
ず
、「
見
殺
し
」（
小
松
原
日
記
）
に
さ
れ
た
捜
索
隊
は
陣
地
を
固
守
し
た
ま
ま
二
十
九
日
夕
方
に
「
全

滅
」（
小
松
原
日
記
は
三
十
一
日
の
項
に
「
全
滅
」
と
記
し
た
の
を
消
し
「
半
減
」
に
直
す
）
し
て
し
ま
っ
た
。

モ
ン
ゴ
ル
騎
兵
第
17
連
隊
長
の
Ｌ
・
ダ
ン
ダ
ル
は
「
全
滅
」
の
寸
前
に
東
部
隊
長
を
捕
え
よ
う
と
し
の
び
よ
り
、
双
眼
鏡
を
の
ぞ
い
て

い
た
太
っ
た
日
本
人
に
と
び
か
か
っ
た
と
回
想
し
て
い
る

（
41
）

。
こ
の
男
は
と
て
も
強
く
負
け
そ
う
に
な
っ
た
が
、
ピ
ス
ト
ル
で
腹
を
撃
っ
て

倒
し
た
と
い
う
の
だ
が
、
こ
の
話
は
ど
う
や
ら
思
い
ち
が
い
の
武
勇
伝
ら
し
い
。
生
き
残
っ
て
脫
出
し
た
下
士
官
の
証
言
に
よ
る
と
、
東

中
佐
は
残
兵
二
十
数
名
の
先
頭
に
立
っ
て
試
み
た
最
後
の
突
撃
に
さ
い
し
、
手
榴
弾
を
胸
に
受
け
て
戦
死
し
た
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ

（
42
）

。
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ジ
ュ
ー
コ
フ
の
登
場

山
県
支
隊
と
戦
っ
た
ソ
蒙
軍
も
、
決
し
て
楽
勝
し
た
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

す
で
に
書
い
た
よ
う
に
五
月
二
十
七
日
夜
、
山
県
支
隊
が
南
下
を
始
め
た
時
、
そ
の
進
路
上
に
は
モ
ン
ゴ
ル
騎
兵
第
六
師
団
の
第
15
、

17
連
隊
と
砲
兵
隊
が
半
円
形
に
布
陣
し
て
い
た
。
ブ
イ
コ
フ
支
隊
は
モ
ン
ゴ
ル
軍
の
両
翼
に
狙
撃
一
中
隊
ず
つ
を
配
備
し
、
西
岸
に
残
っ

た
122
ミ
リ
砲
は
日
本
軍
の
進
撃
を
阻
ん
だ
が
、
友
軍
も
誤
射
し
て
シ
ャ
リ
ー
ブ
第
六
師
団
長
が
戦
死
し
た
（
後
任
は
ダ
ン
ダ
ル
）。
二
十
九

日
に
は
ソ
軍
の
装
甲
車
隊
が
味
方
騎
兵
を
満
軍
騎
兵
と
見
誤
ま
り
誤
射
す
る
な
ど
混
乱
を
招
き
、
モ
ン
ゴ
ル
軍
の
一
部
は
西
岸
へ
潰
走
し

て
し
ま
う
。

二
十
八
日
の
夕
方
に
は
タ
ム
ス
ク
か
ら
行
軍
体
形
で
か
け
つ
け
た
レ
ミ
ゾ
フ
の
狙
撃
第
149
連
隊
と
砲
兵
第
175
連
隊
の
一
個
大
隊
は
、
翌

朝
か
ら
火
焔
放
射
戦
車
を
伴
っ
て
東
捜
索
隊
の
陣
地
に
突
入
す
る
。
捜
索
隊
は
、
は
か
ら
ず
も
山
県
支
隊
に
押
さ
れ
後
退
し
た
騎
兵
第
六

師
団
の
攻
撃
を
背
後
か
ら
も
受
け
る
形
と
な
り
、
脫
出
や
救
援
の
機
を
得
な
い
ま
ま
、
二
十
九
日
の
夕
刻
ま
で
に
全
滅
し
て
し
ま
っ
た
。

し
か
し
東
部
隊
の
猛
抵
抗
に
気
勢
を
削
が
れ
た
の
か
、
日
本
軍
増
援
部
隊
の
到
來
を
恐
れ
た
の
か
、
イ
ヴ
ェ
ン
コ
フ
は
二
十
九
日
夜
、

東
岸
に
い
た
全
兵
力
を
西
岸
へ
後
退
せ
よ
と
命
じ
フ
ェ
ク
レ
ン
コ
軍
団
長
も
追
認
し
た

（
43
）

。
制
空
権
を
握
っ
て
い
た
日
本
の
航
空
隊
に
ソ
蒙

軍
が
叩
か
れ
た
の
も
影
響
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
同
じ
こ
ろ
小
松
原
師
団
長
も
山
県
支
隊
へ
カ
ン
ジ
ュ
ル
廟
ま
で
の
後
退
を
命
じ
た
の
で
、

期
せ
ず
し
て
両
軍
は
係
爭
地
を
捨
て
物
別
れ
と
な
る
結
果
を
も
た
ら
し
た
。

折
か
ら
現
地
視
察
に
來
た
辻
参
謀
は
呆
然
と
し
て
い
る
山
県
を
督
励
し
て
、
七
百
人
の
兵
力
で
三
十
日
夜
半
に
捜
索
隊
陣
地
へ
潜
行
し

た
。
辻
が
連
隊
長
に
代
っ
て
「
三
人
で
一
人
の
屍
を
担
げ
」
と
命
令
し
た
情
景
は
、
ノ
モ
ン
ハ
ン
伝
說
の
ひ
と
つ
と
し
て
有
名
に
な
る

（
44
）

。
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こ
の
遺
体
収
容
作
業
が
妨
害
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
偶
然
に
も
ソ
蒙
軍
が
西
岸
へ
後
退
し
た
隙
に
乗
じ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
第
一
次
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
は
一
段
落
し
た
が
、
日
本
側
と
ソ
連
側
が
攝
取
し
た
教
訓
と
評
価
は
対
照
的
な
方
向
に
分
れ
て
い

る
。
日
本
側
か
ら
見
る
と
、
ま
だ
戦
闘
が
終
っ
て
い
な
い
五
月
三
十
日
に
、
早
く
も
大
本
営
か
ら
「
ノ
モ
ン
ハ
ン
に
於
け
る
貴
軍
の
赫
々

た
る
戦
果
を
慶
祝
す
」
と
の
祝
電
が
関
東
軍
に
舞
い
こ
む
。
し
か
も
頼
ま
れ
て
も
い
な
い
の
に
、
後
段
で
は
「
満
州
増
派
を
要
す
る
兵
力

資
材
あ
ら
ば
通
報
あ
り
度た

し

」
と
気
前
の
良
さ
を
見
せ
、
実
際
に
内
地
か
ら
飛
行
第
一
戦
隊
（
戦
闘
機
）
の
増
派
と
な
る
。
航
空
優
勢
を
確

保
す
る
た
め
の
配
慮
で
あ
ろ
う
。

同
じ
日
に
届
い
た
関
東
軍
の
報
告
が
「（
二
十
八
日
に
）
敵
を
包
囲
し
て
之
に
一
大
打
撃
を
与
え
た
り
」
と
か
「
退
路
を
失
い
し
敵
の
窮

鼠
的
反
噬
」
と
景
気
の
良
い
文
面
を
並
べ
、
東
捜
索
隊
の
全
滅
は
伝
え
て
い
な
か
っ
た
せ
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
な
る
と
関
東
軍
も
知

ら
ん
顔
を
す
る
わ
け
に
は
行
か
ず
、
植
田
軍
司
令
官
の
名
で
賞
詞
を
も
ら
っ
た
小
松
原
は
、
山
県
へ
の
不
満
を
日
記
に
綿
々
と
書
く
し
か

な
か
っ
た
。
日
記
の
所
感
で
は
「
前
進
せ
ず
、
又
捜
索
隊
を
応
援
せ
ず
、
遂
に
見
殺
せ
し
む
る
に
至
れ
り
」「
支
隊
長
の
決
心
鞏き

ょ
う

固こ

な
ら
ず
、

屢
々
動
搖
」「
支
隊
長
の
真
先
に
退
却
は
…
…
感
心
せ
ず
」
と
散
々
で
あ
る
。

ま
た
本
人
を
呼
ん
で
「
な
ぜ
夜
襲
を
決
行
せ
ざ
る
や
」
と
か
「
其
理
由
如
何
」
と
か
「
不
徹
底
な
ら
ず
や
」
な
ど
と
細
部
に
わ
た
り
問

い
つ
め
て
い
る
が
、
有
益
な
戦
訓
を
引
き
出
し
た
よ
う
に
は
見
え
ず
、
砲
兵
を
付
け
て
や
ら
な
か
っ
た
自
身
の
失
策
を
反
省
し
た
よ
う
す

は
な
い
。

さ
す
が
に
辻
参
謀
は
捜
索
隊
の
生
き
残
り
負
傷
者
が
山
県
連
隊
を
呪
っ
た
の
を
知
っ
て
い
て
、
大
本
営
の
慶
祝
電
に
は
「
穴
が
入
り
た

い
よ
う
な
気
持
」
を
味
わ
っ
た
ら
し
い
。「
第
二
十
三
師
団
の
左
右
の
団
結
が
薄
弱
で
あ
る
こ
と
と
、
対
戦
車
戦
闘
の
未
熟
な

」
も
指

摘
し
て
い
る
が
、「
第
一
次
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
は
一
勝
一
敗
」
と
総
括
し
て
い
る
。
一
勝
が
何
を
指
す
の
か
不
明
だ
が
、
こ
の
強
気
な
姿

一
二
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勢
こ
そ
第
二
次
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
の
布
石
に
な
っ
た
と
評
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

ソ
連
側
の
反
応
も
単
純
で
は
な
い
。
モ
ン
ゴ
ル
軍
に
と
っ
て
は
独
立
後
に
お
け
る
最
初
の
本
格
的
戦
闘
で
、
越
境
し
た
日
本
軍
を
追
い

返
し
た
勝
利
の
戦
い
だ
と
い
う
位
置
づ
け
が
定
着
し
て
い
る
。『
ハ
ル
ハ
河
会
戦
│
参
戦
兵
士
た
ち
の
回
想
』（
一
九
八
四
）
に
は
九
人
の

執
筆
者
が
、
奮
闘
し
て
勲
章
を
も
ら
っ
た
兵
士
た
ち
の
武
勇
談
を
列
挙
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
チ
ョ
グ
ド
ン
ら
第
七
哨
所
の
全
員
が
勲
章
を
も
ら
い
、
ダ
ン
ダ
ル
連
隊
長
は
モ
ン
ゴ
ル
軍
総
司
令
官
の
チ
ョ
イ
バ
ル
サ
ン
元

帥
に
戦
闘
体
験
を
報
告
し
て
賞
讃
を
受
け
、
ソ
連
軍
の
ジ
ュ
ー
コ
フ
司
令
官
に
も
引
見
さ
れ
た
。
だ
が
勝
敗
は
別
と
し
て
、
そ
の
ジ
ュ
ー

コ
フ
の
参
戦
部
隊
に
対
す
る
評
定
は
き
び
し
か
っ
た
。

従
來
の
定
說
で
は
『
ジ
ュ
ー
コ
フ
元
帥
回
想
録
』
の
記
述
を
典
拠
と
し
て
、
彼
が
モ
ン
ゴ
ル
の
前
線
に
到
着
し
た
の
は
六
月
五
日
、
す

な
わ
ち
第
一
次
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
の
終
結
直
後
と
さ
れ
て
き
た
。

そ
れ
を
覆
え
し
た
の
は
、
ロ
シ
ア
軍
事
公
文
書
館
の
記
録
に
よ
り
モ
ス
ク
ワ
出
発
が
五
月
二
五
日
、
前
線
到
着
は
ウ
ォ
ロ
シ
ロ
フ
国
防

相
に
あ
て
た
電
文
報
告
の
日
付
か
ら
二
十
九
日
以
前
で
あ
る
の
を
発
見
し
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
鎌
倉
英
也
記
者
で
あ
る
。

ミ
ン
ス
ク
の
白
ロ
シ
ア
軍
管
区
副
司
令
官
だ
っ
た
ジ
ュ
ー
コ
フ
は
急
に
国
防
相
か
ら
呼
び
だ
さ
れ
、
フ
ェ
ク
レ
ン
コ
第
五
十
七
軍
団
長

の
後
任
ふ
く
み
で
モ
ン
ゴ
ル
へ
急
行
し
、
問
題

を
洗
い
だ
し
て
今
後
の
対
日
作
戦
構
想
を
提
言
す
る
よ
う
要
請
さ
れ
た
。
で
は
ジ
ュ
ー

コ
フ
の
派
遣
の
日
付
を
一
週
間
ず
ら
せ
た
裏
に
、
ど
ん
な
思
惑
が
秘
め
ら
れ
て
い
た
の
か
。

鎌
倉
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

こ
の
些
細
な
日
付
の
ち
が
い
は
、
実
は
ソ
ビ
エ
ト
側
が
こ
の
国
境
紛
爭
に
ど
れ
だ
け
の
決
意
と
見
通
し
を
も
っ
て
臨
ん
だ
か
を
探
る

一
二
七
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上
で
、
大
き
な
意
味
を
持
つ
。
ジ
ュ
ー
コ
フ
は
、
い
わ
ゆ
る
「
第
一
次
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
」
が
一
応
の
終
結
を
見
た
後
の
六
月
に
、
落

ち
着
い
た
状
況
で
前
線
戦
況
の
分
析
・
戦
力
建
て
直
し
を
図
る
た
め
に
送
り
込
ま
れ
た
の
で
は
な
く
…
…
モ
ス
ク
ワ
は
こ
の
戦
闘
が
今

後
、
大
き
な
戦
爭
に
発
展
す
る
こ
と
を
見
抜
き
、
重
要
視
し
た
上
で
の
切
迫
し
た
緊
急
の
決
断
だ
っ
た
と
い
っ
て
い
い

（
45
）

。

そ
う
だ
と
す
る
と
、
党
と
軍
中
央
に
直
結
す
る
ジ
ュ
ー
コ
フ
が
、
そ
の
威
信
を
誇
示
す
る
た
め
第
五
七
軍
団
な
ど
現
地
部
隊
の
戦
績
に

辛
口
の
評
価
を
与
え
た
の
も
理
解
で
き
よ
う
。
た
と
え
ば
五
月
三
十
日
に
ジ
ュ
ー
コ
フ
が
タ
ム
ス
ク
の
第
五
七
軍
団
司
令
部
か
ら
ス
タ
ー

リ
ン
と
ウ
ォ
ロ
シ
ロ
フ
に
あ
て
て
打
っ
た
電
報
は
、「
五
月
二
八
日
、
二
九
日
の
極
め
て
非
組
織
的

0

0

0

0

な
攻
撃
の
結
果
、
我
が
軍
は
、
次
の

よ
う
な
損
失
を
こ
う
む
っ
た
。
戦
死
71
名
、
行
方
不
明
33
名
、
戦
傷
80
名
。
敵
の
航
空
機
は
絶
え
間
な
い
空
爆
を
行
っ
て
い
る
」
と
い
う

要
旨
だ
っ
た
。

十
一
月
十
五
日
付
の
ジ
ュ
ー
コ
フ
最
終
報
告
書
は
、
も
っ
と
具
体
的
で
峻
烈
な
査
定
を
加
え
て
い
る
の
で
、
一
部
を
抜
き
だ
し
て
み
る
。

1
、
第
五
七
軍
団
と
モ
ン
ゴ
ル
軍
の
訓
練
は
き
わ
め
て
劣
悪
で
、
準
備
態
勢
は
犯
罪
的
な
怠
慢
ぶ
り
だ
っ
た
。

2
、
日
本
の
挑
発
行
為
を
誘
引
し
た
の
は
、
誤
ま
っ
た
無
責
任
な
国
境
警
備
体
制
で
あ
っ
た
。

3
、
五
月
の
戦
闘
を
通
じ
120
㎞
後
方
の
タ
ム
ス
ク
か
ら
動
か
な
か
っ
た
軍
団
司
令
部
は
国
境
の
些
事
と
し
か
受
け
と
め
ず
、
部
隊
指
揮
は

拙
劣
で
前
線
の
実
情
を
把
握
し
て
い
な
か
っ
た
。

4
、
無
能
な
フ
ェ
ク
レ
ン
コ
軍
団
長
と
イ
ヴ
ェ
ン
コ
フ
作
戦
参
謀
は
五
月
二
十
九
日
、
日
本
軍
の
來
援
を
恐
れ
、
ハ
ル
ハ
河
東
岸
の
拠

を
捨
て
、
指
揮
者
不
在
の
ま
ま
無
秩
序
な
西
岸
へ
の
撤
退
を
命
じ
た

（
46
）

。

一
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ま
る
で
敗
軍
の
責
任
を
追
究
す
る
か
の
よ
う
な
き
び
し
い
筆
致
だ
が
六
月
十
二
日
、
モ
ス
ク
ワ
へ
召
喚
さ
れ
た
フ
ェ
ク
レ
ン
コ
に
代
り

正
式
の
軍
団
長
に
就
任
し
た
ジ
ュ
ー
コ
フ
は
、
懲
罰
的
人
事
の
追
い
討
ち
を
か
け
た
。

軍
団
の
前
参
謀
長
（
ク
ー
シ
チ
ェ
フ
）、
参
謀
（
イ
ヴ
ェ
ン
コ
フ
）
は
「
人
民
の
敵
」「
日
本
の
大
物
ス
パ
イ
」（
シ
ュ
テ
ル
ン
最
終
報
告
書
）

呼
ば
わ
り
さ
れ
た
。
ブ
イ
コ
フ
を
ふ
く
む
下
級
指
揮
官
た
ち
も
「
本
來
は
軍
法
会
議
も
の
だ
が
」
の
但
し
書
き
付
き
で
更
迭
さ
れ
、
修
理

更
生
部
隊
へ
ま
わ
さ
れ
て
い
る

（
47
）

。
山
県
支
隊
長
さ
え
留
任
さ
せ
た
関
東
軍
の
温
情
ぶ
り
に
比
べ
る
と
、
い
さ
さ
か
同
情
し
た
く
も
な
っ
て

く
る
と
い
う
も
の
。

ま
た
ジ
ュ
ー
コ
フ
の
要
請
に
応
じ
、
モ
ス
ク
ワ
は
そ
れ
を
上
ま
わ
る
三
個
狙
撃
師
団
、
一
個
戦
車
旅
団
、
そ
れ
に
有
力
な
空
軍
と
大
量

の
砲
弾
を
送
っ
た
。「
ソ
連
側
に
事
件
拡
大
の
意
図
は
な
い

（
48
）

」（
大
本
営
ロ
シ
ア
課
）
と
推
定
し
て
、
兵
力
の
増
強
を
怠
っ
た
陸
軍
中
央
の

甘
い
情
勢
判
断
と
は
対
照
的
だ
。
こ
う
し
た
日
ソ
の
反
応
差
は
、
や
が
て
き
た
第
二
次
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
の
明
暗
を
分
け
る
こ
と
に
な
る
。

注（
1
） 

戦
史
叢
書
『
関
東
軍
〈
1
〉』（
朝
雲
新
聞
社
、
一
九
六
九
）
三
一
〇
ペ
ー
ジ
。『
極
東
国
際
軍
事
裁
判
（
東
京
裁
判
）
速
記
録
』（
雄
松
堂
、

一
九
六
八
）
一
九
四
六
年
十
月
十
五
日
の
項

（
2
） 

代
表
的
な
著
作
に
『
ノ
ロ
高
地
』
の
他
に
樋
口
紅
陽
『
ノ
モ
ン
ハ
ン
実
戦
記
』（
一
九
四
〇
）、
山
中
峯
太
郎
『
鉃
か
肉
か
』（
一
九
四
一
）、
入

江
徳
郎
『
ホ
ロ
ン
バ
イ
ル
の
荒
鷲
』（
一
九
四
一
）、
松
村
黄
次
郎
『
撃
墜
』（
一
九
四
二
）
な
ど
が
あ
る
。

（
3
） 

戦
史
叢
書
『
関
東
軍
〈
1
〉』
は
、
第
六
軍
軍
医
部
が
調
製
し
た
死
傷
計
一
九
七
六
八
人
の
数
字
を
掲
記
し
て
い
る
（
七
一
三
ペ
ー
ジ
）。

（
4
） 

一
九
六
一
年
に
刊
行
さ
れ
た
原
著
は
ソ
連
共
産
党
中
央
委
員
会
付
属
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義
研
究
所
『
大
祖
国
戦
爭
史
』（
一
九
四
一
│

四
五
年
）
の
第
五
巻
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
邦
訳
は
川
内
唯
彦
訳
で
六
三
年
に
『
第
二
次
世
界
大
戦
史
』
の
標
題
で
弘
文
堂
か
ら
刊
行
さ
れ

一
二
九



政
経
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四
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巻
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四
号
（
二
〇
一
二
年
三
月
）

（
五
一
四
）

た
。
第
二
巻
一
八
ペ
ー
ジ
参
照
。
な
お
一
九
七
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
改
定
版
の
邦
訳
は
な
い
。

（
5
） 

マ
ク
シ
ム
・
コ
ロ
ミ
ー
エ
ツ
『
ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
車
戦
』（
大
日
本
絵
画
、
二
〇
〇
五
）
一
二
五
ペ
ー
ジ
、
原
著
は
二
〇
〇
二
年
刊
。
こ
の

に

つ
い
て
は
『
ア
ジ
ア
日
本
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
』
第
五
号
（
二
〇
一
〇
）
の
三
浦
信
行
他
「
日
露
の
史
料
で
読
み
解
く
〈
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
〉

の
一
側
面
」
を
参
照
。

（
6
） 

小
堀
桂
一
郎
・
中
西
輝
政
『
歴
史
の
書
き
換
え
が
始
ま
っ
た
！
』（
明
成
社
、
二
〇
〇
七
）
七
三
ペ
ー
ジ
。
小
田
洋
太
郎
・
田
端
元
『
ノ
モ
ン

ハ
ン
事
件
の
真
相
と
戦
果
』（
有
朋
書
院
、
二
〇
〇
二
）
一
九
ペ
ー
ジ
、
二
〇
〇
四
年
九
月
一
日
付
産
経
新
聞
「
正
論
」
欄
の
渡
部
昇
一
論
稿

（
7
） 

ノ
モ
ン
ハ
ン
航
空
戦
に
お
け
る
双
方
の
損
失
デ
ー
タ
は
Ｄ
・
ネ
デ
ィ
ア
ル
コ
フ
『
ノ
モ
ン
ハ
ン
航
空
戦
全
史
』（
芙
蓉
書
房
出
版
、
二
〇
一
〇
）

の
源
田
孝
解
說
（
二
二
八
ペ
ー
ジ
）
を
参
照
。

（
8
） 

鎌
倉
英
也
『
ノ
モ
ン
ハ
ン
│
隠
さ
れ
た
戦
争
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
、
二
〇
〇
一
）
四
二
│
四
三
ペ
ー
ジ
。
シ
ュ
テ
ル
ン
、
ジ
ュ
ー
コ
フ
最
終
報
告

書
の
全
訳
は
「
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
関
連
史
料
集
」（
二
〇
〇
七
年
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
9
） 

保
月
義
雄
（
興
安
北
省
警
正
）『
私
の
境
涯
』（
私
家
版
、
一
九
六
七
）
一
三
九
ペ
ー
ジ

（
10
） 

伊
藤
桂
一
『
静
か
な
ノ
モ
ン
ハ
ン
』（
講
談
社
学
芸
文
庫
、
二
〇
〇
五
）
八
ペ
ー
ジ

（
11
） 

ア
ル
ヴ
ィ
ン
・
Ｄ
・
ク
ッ
ク
ス
『
ノ
モ
ン
ハ
ン
』
上
巻
（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
八
九
）
第
一
章
の
扉
裏
ペ
ー
ジ
。

（
12
） 

Ｏ
・
プ
レ
ブ
編
『
ハ
ル
ハ
河
会
戦
│
参
戦
兵
士
た
ち
の
回
想
』（
恒
文
社
、
一
九
八
四
）
四
七
ペ
ー
ジ

（
13
） 

ホ
ロ
ン
バ
イ
ル
地
区
の
国
境
線
を
め
ぐ
る
史
的
事
情
に
つ
い
て
は
、
北
川
四
郎
『
ノ
モ
ン
ハ
ン
│
元
満
州
国
外
交
官
の
証
言
』（
徳
間
書
店
、

一
九
七
九
）、
田
中
克
彦
『
ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
争
』（
岩
波
新
書
、
二
〇
〇
九
）
第
二
、
第
三
章
を
参
照
。

（
14
） 

前
掲
北
川
、
一
〇
二
ペ
ー
ジ

（
15
） 

一
九
三
七
年
八
月
三
十
日
付
関
東
軍
参
謀
長
東
条
英
機
発
梅
津
陸
軍
次
官
宛
関
参
地
発
四
五
五
号
。
軍
務
課
長
、
軍
務
局
長
、
新
聞
班
長
な
ど

の
連
帯
印
が
あ
る
（「
昭
和
12
年
満
受
大
日
記
」
第
20
号
）。
な
お
下
河
辺
宏
満
「
再
考
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
」（『
防
衛
研
究
所
紀
要
』
第
二
巻
三

号
、
一
九
九
九
年
）
を
参
照
。

（
16
） 

前
掲
『
東
京
裁
判
速
記
録
』
の
一
九
四
七
年
六
月
五
日
付

一
三
〇



草
原
の
国
境
紛
爭
（
秦
）

（
五
一
五
）

（
17
） 

畑
俊
六
日
記
（『
続
現
代
史
資
料
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
三
年
）

（
18
） 

小
松
原
日
記
の
全
文
は
防
衛
研
究
所
蔵
。

（
19
） 
辻
政
信
『
ノ
モ
ン
ハ
ン
』（
亜
東
書
房
、
一
九
五
〇
）
六
七
ペ
ー
ジ

（
20
） 
た
と
え
ば
服
部
は
、
一
九
四
七
年
五
月
二
十
六
日
の
東
京
裁
判
法
廷
で
「
参
謀
誰
一
人
と
し
て
ノ
モ
ン
ハ
ン
の
所
在
を
知
り
ま
せ
ん
…
…
数
時

間
後
漸
く
発
見
し
て
…
…
」
と
証
言
し
て
い
る
。

（
21
） 

マ
ン
ダ
フ
・
ア
リ
ウ
ン
サ
イ
ン
「
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
発
生
原
因
と
〈
国
境
不
明
論
〉」（『
一
橋
論
叢
』
第
一
三
五
巻
、
二
号
、
二
〇
〇
六
年
）

（
22
） 

前
掲
『
関
東
軍
〈
1
〉』
一
九
四
│
九
五
ペ
ー
ジ
、『
石
原
莞
爾
資
料
│
国
防
論
策
』（
原
書
房
、
一
九
七
一
）
四
三
四
ペ
ー
ジ

（
23
） 

Ｄ
・
Ｍ
・
グ
ラ
ン
ツ
、
Ｊ
Ｍ
・
ハ
ウ
ス
『
独
ソ
戦
全
史
』（
学
研
文
庫
、
二
〇
〇
五
）
四
七
ペ
ー
ジ

（
24
） 

ヴ
ォ
ル
コ
ゴ
ー
ノ
フ
『
勝
利
と
悲
劇
』
下
（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
二
）
六
四
ペ
ー
ジ

（
25
） 

Ｒ
・
コ
ン
ク
ェ
ス
ト
『
ス
タ
ー
リ
ン
の
恐
怖
政
治
』
下
（
三
一
書
房
、
一
九
七
六
）
一
九
五
ペ
ー
ジ

（
26
） V

.S
.M

il ’bakh, “S
talin ’s Interw

ar P
urges ”

（T
h

e Jou
rn

al of S
lavic M

ilitary S
tu

d
ies, V

ol.16, N
o.4, 2003

）, M
il ’bakh 

“R
epression in the 57th S

pecial C
orps ”

（sam
e V

ol.15, N
o.1, 2002

）

（
27
） 

林
三
郎
『
関
東
軍
と
極
東
ソ
連
軍
』（
芙
蓉
書
房
、
一
九
七
四
）
一
三
六
ペ
ー
ジ

（
28
） 

前
掲
『
石
原
莞
爾
資
料
』、
一
八
六
ペ
ー
ジ

（
29
） 

前
掲
鎌
倉
、
一
一
七
ペ
ー
ジ

（
30
） 

前
掲
ク
ッ
ク
ス
上
、
三
七
ペ
ー
ジ
。
な
お
ビ
ン
バ
ー
は
東
京
朝
日
新
聞
の
三
九
年
七
月
五
日
か
ら
七
回
に
わ
た
り
、「
外
蒙
古
脫
出
手
記
」
と

題
す
る
手
記
を
発
表
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
二
人
の
軍
団
長
の
二
人
、
八
人
の
師
団
長
の
う
ち
五
人
が
三
七
年
夏
に
粛
清
さ
れ
た
と
い
う
。

（
31
） 

前
掲
田
中
克
彦
、
一
二
〇
│
三
二
ペ
ー
ジ

（
32
） 

前
掲
保
月
、
一
三
九
ペ
ー
ジ

（
33
） 

ノ
モ
ン
ハ
ン
会
の
機
関
誌
『
ノ
モ
ン
ハ
ン
』
第
九
号
（
一
九
七
二
）
の
田
村
利
美
談

（
34
） 

沢
田
茂
『
参
謀
次
長
沢
田
茂
回
想
録
』（
芙
蓉
書
房
、
一
九
八
二
）
一
三
五
ペ
ー
ジ

一
三
一
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（
五
一
六
）

（
35
） 

稲
田
正
純
「
ソ
連
極
東
軍
と
の
対
決
」（『
別
冊
知
性
│
秘
め
ら
れ
た
昭
和
史
』
一
九
五
六
年
）

（
36
） 

井
本
熊
男
『
支
那
事
変
作
戦
日
誌
』（
芙
蓉
書
房
、
一
九
九
八
）
三
七
〇
ペ
ー
ジ

（
37
） 
「
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
機
密
作
戦
日
誌
」（
関
東
軍
参
謀
部
第
一
課
）
は
『
現
代
史
資
料
（
10
）』（
み
す
ず
書
房
、
一
九
六
四
）
に
収
録
さ
れ
て
い

る
（
原
本
は
防
衛
研
究
所
蔵
）。
冒
頭
の
「
資
料
解
說
」
で
角
田
順
は
、
服
部
が
「
こ
の
事
件
ほ
ぼ
終
了
後
に
関
東
軍
の
立
場
を
明
確
な
ら
し

め
る
た
め
に
整
理
記
述
し
た
も
の
」
と
記
す
が
、
秦
は
戦
後
の
加
筆
修
正
が
か
な
り
多
い
と
推
定
し
て
い
る
。
ま
た
正
規
の
「
関
東
軍
機
密
作

戦
日
誌
」
で
は
な
く
、
形
式
も
暦
日
を
追
っ
て
の
体
裁
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
服
部
の
個
人
的
回
想
録
に
近
い
と
判
断
す
る
。
た
だ
し
「
別
紙
」

と
し
て
付
属
し
て
い
る
命
令
、
通
報
、
発
受
信
電
な
ど
の
文
書
は
利
用
価
値
が
高
い
。
以
後
は
「
関
東
軍
機
密
作
戦
日
誌
」
と
し
て
引
用
す
る
。

（
38
） 

東
京
裁
判
速
記
録
、
一
九
四
八
年
一
月
二
十
九
日
の
項

（
39
） 

前
掲
コ
ロ
ミ
ー
エ
ツ
、
三
五
ペ
ー
ジ

（
40
） 

前
掲
プ
レ
ブ
に
収
録
さ
れ
た
チ
ョ
グ
ド
ン
手
記
（
一
一
九
ペ
ー
ジ
）

（
41
） 

前
掲
プ
レ
ブ
に
収
録
さ
れ
た
ダ
ン
ダ
ル
手
記
（
五
四
ペ
ー
ジ
）

（
42
） 

『
昭
和
史
の
天
皇
25
』（
読
売
新
聞
社
、
一
九
七
四
）
二
九
六
ペ
ー
ジ

（
43
） 

前
掲
コ
ロ
ミ
ー
エ
ツ
、
三
八
│
四
二
ペ
ー
ジ

（
44
） 

前
掲
辻
、
九
二
│
九
四
ペ
ー
ジ

（
45
） 

前
掲
鎌
倉
、
七
六
│
八
〇
ペ
ー
ジ
。
た
だ
し
コ
ロ
ミ
ー
エ
ツ
は
、
二
〇
〇
二
年
の
前
掲
書
で
、
ジ
ュ
ー
コ
フ
の
モ
ス
ク
ワ
出
頭
は
六
月
一
日
、

出
発
は
二
日
、
着
任
は
五
日
と
記
し
て
い
る
（
四
三
ペ
ー
ジ
）。

（
46
） 

前
掲
ジ
ュ
ー
コ
フ
最
終
報
告
書
、
六
二
五
│
二
七
ペ
ー
ジ

（
47
） 

前
掲
鎌
倉
、
一
六
三
ペ
ー
ジ

（
48
） 

前
掲
『
関
東
軍
〈
1
〉』
四
六
六
ペ
ー
ジ

一
三
二
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憲法上の特徴と経済成長に関する
研究ノート

坂　井　吉　良

1 ．序

2 ．憲法上の特徴と選挙循環

3 ．日本国憲法と選挙制度及び経済政策

4 ．実証分析

5 ．むすび

1 ．序

本稿の目的は、憲法上の特徴である政府の形と選挙制度の相違が、

経済的パフォーマンス、特に、経済成長にどのような影響を与えてい

るかについて、最近の OECD 諸国のクロスセクションデータを用いて

実証分析することである。政治（選挙）と政策との関係に関する理論

的・実証的研究は、Nordhaus（1975）の先駆的研究以後、内外において

豊富な研究蓄積がなされてきた。しかし、その研究成果は、研究者間

で共有されたものがある一方、相反する研究も多くあげられる（斉藤

（2010）、井堀・土居（1988））。

Persson and Tabellini（2003）、（2006）の研究に代表されるように、

憲法上の特徴が、経済政策と経済的パフーマンスに与える効果につい

ての実証分析がなされているが、「具体的にどのような弊害が、議院内

閣制という制度自体から生じたものであるかを、計量的に分析した研

究はほとんどない」（井堀・土居（1998）、p.22）、という指摘がなされて

いるように、憲法と経済に関する研究領域には、理論的・実証的にも

ト

ー

ノ究研

1

一
五
六



憲
法
上
の
特
徴
と
経
済
成
長
に
関
す
る
研
究
ノ
ー
ト
（
坂
井
）

（
五
三
九
）

多くの未開拓の分野が存在している。それゆえに、大統領制と議院内

閣制の2つの政府の形と多数制と比例制という2つの選挙制度の相違が、

経済政策や国民経済に与える影響について分析することは意義がある。

特に本稿では、日本が日本国憲法を改正し、政府の形や選挙制度を変

更した場合、公共政策の選択への影響とその政策効果の帰結について

検討することを目的としている。

Persson and Tabellini（2003）は、財政政策の選挙サイクルの存在と

特徴について、強い憲法上の効果があることを明らかにした。彼らは、

すべての政府は選挙期間中に減税するように見えるが、大統領制の国

は、評判のよくない財政政策（支出の削減や増税）の調整を選挙後まで

引き伸ばしている。一方、議院内閣制の国は選挙前の減税規模と比較

して選挙後の調整（支出の削減や増税）を小さくしている。したがって、

大統領制の国は、選挙後に財政収支が改善されるが、議院内閣制の国

の財政収支の改善は小さいものとなっている、という実証分析結果を

提示している（Ch.8）。このような分析結果は、議院内閣制の国の財政

赤字は、肥大化するというメカニズムが内包されている可能性を示唆

している。

また、経済的パフォーマンスの比較では、議院内閣制の民主主義と

歴史のある民主主義国は、より良い反転用政策（成長促進政策）を遂行

し、生産性を促進するが、大統領制は生産性に関して負の影響を与え

ている、という実証分析結果を導いている（Ch.7）。

さらに、彼らの汚職と政府の不効率に関する実証分析では、条件付

であるが、大統領制は、議院内閣制の政府よりも、それらを引き下げ

ているが、大統領制は、議院内閣制よりも悪い経済的パフォーマンス

と有意な関係が、存在していることを明らかにしている。そして、プ

ルラリティルールの下で、立候補者個人への投票を経た直接的な候補

者個人の説明責任は、汚職と政府の不効率を減じていること。さらに、

大きな選挙区と直接的個別的な説明責任は、より高い生産性を増進さ

せる、という実証分析を提示している（Ch.7、及び坂井・岩井（2011）参
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照）。

このような分析結果は、日本が大統領制ではなく、議院内閣制を採

用していることが、国の形のある面において、日本が比較優位である

一方、他の面では比較劣位となっていることを意味している。換言す

れば、日本国民は現憲法下において、大統領制の国よりも多くの便益

を享受している一方、便益を犠牲にしている可能性も示唆している。

さらに、日本の選挙制度の改革が、成長促進策となることを示唆して

いる。

また、Persson（2005）は、労働者 1 人当たりの GDP に関して、議

院内閣制が、0.15％の増加、大統領制は -0.5％の低下効果が存在してい

る、という実証分析結果を、しかし、Persson and Tabellini（2006）は、

議院内閣制の国の 1 人当たりの所得の成長率が、大統領制よりも 1.6％

低くなり、選挙制度の相違が成長率に与える効果は、確認できないと

いう実証分析結果を示している。この2の政府の形に関する実証分析は、

相反する結果となっている。

日本の選挙循環に関しては、「日本の与党（自民党）は衆議院選挙の

時期に合わせて政策を実行したというよりも、景気の良い時期を見計

らって選挙を実施した」という仮説と「Nordhaus 流の政治的経済循環

モデルと整合的な状況が日本でも観察できる」という仮説を支持する

実証分析があり、相異なる分析結果がある。その後の土居（1998）の研

究では、前者を支持する実証分析結果となっている（井堀・土居（1998）、

p.118-122）。

さらに、坂井・岩井（2011）は、日本の 1996 年の小選挙区比例代表

制並立制の効果に関する実証分析から、この選挙制度改革が経済的パ

フォーマンスに与えた効果は、正と負の 2 つ効果が存在していたこと

を示すとともに、民主主義の歴史的経過が経済的パフォーマンスを改

善しており、しかも、それは確実な力になっているということを明ら

かにした。

このように日本の憲法上の特徴は、国民にある種の犠牲を強いてい
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ることが予想される。われわれの民主主義制度には欠陥があり、その

欠陥は、悪魔がいると揶揄されるような深刻な制度が内包されている

ことも考えられる（Persson and Tabellini（2003）、（2006））。また、大統領

制に対して議院内閣制が比較優位であるという議論は、日本国民が現

憲法下において、大統領制の国よりも多くの便益を国民が享受してい

ることを示唆するものである。しかし、この比較優位は、いかなる憲

法上の特徴との組み合わせにおいても、成立する定理ではないという

ことが、理論および実証分析結果が明らかにしていることである。

以上の簡単なサーヴェイから明らかなように、憲法上の特徴が、経

済政策や経済的パフォーマンスに与える効果に関する議論は、収束す

る方向とはなってない。

本稿の構成は以下の通りである。第2節では、選挙制度と政府の形が、

財政政策および経済的帰結、いわゆる、政治循環について最近の研究

をサーヴェイする。そして、次節では、日本国憲法上の制約が、世界

に希な一党独裁的な長期政権を誕生させることを説明し、政権を担当

した自民党の政策とその政策効果について考察する。第 4 節では、

OECD のクロスセクションデータを利用して、議院内閣制と大統領制

と及び比例制と多数制選挙制度の相違が、経済的パフォーマンスに与

える効果についての実証分析を行う。最後に、簡単な要約と今後の課

題を述べる。

2 ．憲法上の特徴と選挙循環

日本は戦後高度経済成長を実現し、欧米の先進国と同様な生活水準

を達成した唯一の国である。この日本の経済的成功は、政策や政治的

安定とリンクしていることが強調されているが、どのような政策と政

治的結果が、経済成長と政治的安定を実現したかについては、様々な

議論がなされてきた。

選挙の時期が制度的に決められている大統領制と、与党が下院の選

挙時期を選択できる議院内閣制では、政党や議員（立候補者）の行動や
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政策は異なることが予想される。すなわち、議院内閣制における選挙

―政府（内閣）の形成―政策の実行―政策効果―政府（内閣）の解散―

選挙という、一連の政治循環から導かれる政策とその政策効果の帰結

は、大統領制とは異なることが予想される。したがって、国民の享受

する便益は、選挙制度や政府の形によって当然異なることが予想され

る。本節では、この政府の形と選挙制度の組み合わせに注目し、その 2

つの組み合わせの相違による政策選択と経済的帰結についての研究を

サーヴェイする。

Nordhaus（1975）は、アメリカのデータから、全ての与党は選挙前に

景気をよくする政策をとり、この政策の結果、実際に選挙前後には、

物価上昇率が高く景気もよくなり、選挙後には、物価上昇率を低下さ

せて景気が後退するという、いわゆる、政治的な経済循環が存在して

いる実証分析を提示した。このアメリカ選挙時期は、制度的に定めら

れており、外生的である。また、1960～1987 年の OEDD 諸国を対象と

した Alesina、Cohen and Roubini （1992）は、与党が選挙対策のために

財政金融政策のマクロ経済政策を行っていることを実証したが、その

政策実行によって景気循環が、生じていることは確認できないという

分析結果を提示している（井堀・土居（1998）、p.109-p.110）。

日本における景気循環と選挙に関する先行研究は、井堀・土居

（1998）の第 6 章において紹介されている。アメリカとは異なるモデル

を支持する研究と、アメリカと同様な Nordhaus 流の政治的経済循環モ

デルを支持する実証分析とがあり、相異なる分析結果が提示されてい

る。その後の土居（1998）の研究では、前者を支持する実証分析結果と

なっている（p.118-122）。さらに、選挙の時期が定められている参議院

選挙では、選挙前に金融政策が石油危機前に、危機後は財政政策を実

施した可能性があるが、前挙前に景気が良くなっていることは、確認

できないという分析結果を踏まえて、井堀・土居（1998）は、「参議院

選挙については選挙に向けて政策が操作されたが、景気を動かすには

至らなかった可能性がある。したがって、わが国では政治的な理由で
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景気変動が生じた可能性は小さく、その意味で景気に与える政治的コ

ストも小さかったといえるだとう」（p.122）と結論づけている。

Persson and Tabellini（2003）は、選挙サイクルに関して以下の実証

分析結果を提示している。まず、憲法上の国家間の相違を考慮しない

クロスセクションデータにおける政府支出の総額に関して、選挙時に

ついては、政府支出の増加という政策調整の有意な効果は存在しない

が、選挙後には、GDP の約 3 ％の支出の削減がなされていること（し

かし、良い民主主義には観察されていない）⑴。選挙期間中において、課税

が GDP の約 4 ％引き下げられ、選挙後に課税を強化していること（特

に、良い民主主義国はこのような政策変更が確認されている）。そして、選挙

後直ぐに、税収の低下による租税収入が悪化した規模と同じ規模の財

政収支の改善が、行われていることが確認されている。さらに、社会

保障費や福祉支出については、選挙循環は存在していないというもの

である（p.256-258）。

比例制と多数制の選挙制度の相違に関しては、全く異なる選挙循環

を引き起こしているように見える。選挙時における多数制の政府支出

の削減は小さく GDP の約 4 ％であるが、統計的に有意ではない。逆に

比例制の国は支出を拡大させているが、その係数は小さく有意ではな

い。この政府の総支出に関する財政政策については、選挙時期におい

て両制度の間には、有意な差のあることが確認されている。しかし、

選挙後の総政府支出については、政策の相違は確認されていない（表

8 . 8 ）。

一方、租税収入の引き下げは、多数制の国が GDP の 6 ％で大きく、

比例制は小さく 0.3% である。しかし、選挙年の課税に関する政策シフ

トは、多数制の減税の規模が 6 ％と大きいが、比例制（ 3 %）と多数制

の国の租税政策は、ともに同じ減税政策である、という仮説は棄却で

きない。そして、選挙後は共に増税であるが、その係数は小さく有意

ではなく、政策の相違も確認できない結果となっている（p.260）。

また、財政収支については、選挙時に悪化し、選挙後には改善され
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ており、先の租税収入と同じサイクルである。この財政収支について

は、選挙制度の相違は、選挙時と選挙後も確認されないが、比例制度

の国では、選挙後の改善の効果は、統計的に有意に推定され。かつ、

その効果は GDP の約 4% となっている（表 8 . 8 ）。

福祉支出に関しては、選挙制度が異なる選挙循環を引き起こしてい

る。比例制の国は、選挙の年に GDP の 2 ％を増加させており、選挙後

も増加させている。しかし、多数制の国では、選挙時も選挙後も支出

を削減させている（p.260）。福祉政策に関しては、2 つの異なる選挙制

度が、選挙時において異なる有意な政策を行っていることが示されて

いる（表 8 . 8 ）。

政府の形による選挙循環において、際だった相違は、選挙後の政府

支出の削減である。大統領制の国は、GDP の約 8 ％削減しているのに

対して、議会制の国の係数は小さく有意ではない、選挙後の政策は国

の形によって有意に異なっていることが確認されている。しかし、大

統領制は選挙時も支出を抑制し、逆に、議会制の国は支出を拡大させ

ているが、選挙時における両制度の政策が、同じであるという仮説は

棄却できない（表 8 . 9 ）。

税収については、大統領制と議会制のいずれの国も、選挙時は減税

しているが、議会制の減税規模は GDP の 0.5% と大きく、かつ、選挙

後の増税は小さい。一方、大統領制の選挙時の減税は小さく、選挙後

の税収増加は大きく、有意である（表 8 . 9 ）。

したがって、このような大統領制の支出と税収の選挙循環は、選挙

後に財政収支が、GDP の約 70～80% まで改善している。一方、議院内

閣制の国の財政収支の改善は、10%～30％であり、かつその係数は有意

でない。議院内閣制の国も支出や赤字額を選挙後調整する政策が採ら

れているが、それは小さく統計的に有意ではない（表 8 . 9 ）。

また、福祉支出は選挙時にも支出が拡大しているが、選挙後では大

統領制は削減し、議院内閣制は増加している。福祉支出に関しては、

いずれもその効果は小さく、統計的に有意ではないが、選挙後の政策
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に関して、政府の形が政策の相違を生み出しているという事実が確認

されている。このように選挙後の政策は、2 つの政府の形の相違によっ

て、政府の支出政策は大きく異なっているが、選挙時では政策の相違

は確認できないという実証分析結果となっている（表 8 . 9 、p.261）。

以上の実証分析結果は、財政政策の選挙サイクルの存在と特徴につ

いて、強い憲法上の効果があることを明らかにしている。この実証分

析は、憲法上の特徴である選挙制度または政府の形の相違による政策

の差は存在しない、という帰無仮説に基づいている（付表参照）。そこ

で以下では、Persson and Tabellini（2003）の表 8 . 10 に基づき、選挙

制度と政府の形の 4 つの組み合わせによる財政政策の選挙循環の実証

分析結果について要約する。表 1 の上段が選挙前または選挙時であり、

下段が選挙後の財政政策である。

表 1 から比例制で議院内閣制の政府の特徴は、財政政策がより硬直

的であり、政府支出に関して、ratchet eff ect が存在する唯一のグルー

プである。福祉支出は、選挙が近づくと他の年よりも多くなり、かつ、

景気後退期に福祉支出の削減ができなく、財政赤字が拡大するメカニ

ズムが内包されている大きな政府の国である（p.267）。

表 1　選挙制度と国の形との 4つの組み合わせと財政政策

選挙制度と
政府の形 支出政策 租税政策 財政収支 福祉支出

多数制・
大統領制

大幅削減
削　減

大幅減税
増　税

改　善
改　善

一　定
削　減

比例制・
大統領制

一　定
大幅削減

増減税無
大幅増税

悪　化
大幅改善

微　増
削　減

多数制・
議院内閣制

削　減
削　減

大幅減税
増　税

悪　化
改　善

増　加
削　減

比例制・
議院内閣制

増　加
削　減

大幅減税
若干増税

悪　化
改　善

増　加
増　加

注 1　Persson and Tabellini（2003），表 8 . 10より作成
注 2　表の上段は、選挙前の政策、下段は選挙後の政策
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日本は 1996 年の選挙制度改革により、比例制・議院内閣制の国から、

多数制・議院内閣制にウエイトをおいた国家へ移行しつつあるといえ

る。この多数制・議院内閣制の国は、比例制・議院内閣制との比較に

おいて、財政収支の悪化や福祉支出の肥大化を抑制し、大きな政府化

の傾向を緩和するように予想できる。

また、Persson（2005）は、1990 年代の世界各国のクロスセクション

データを用いて、議院内閣制と民主主義主経過年数が、構造政策

（TFP）に影響を与えていることにより、その国がより良い政策に向

かっている、という実証分析結果を提示した（p.9 及び表 2 ）。

そして、彼の 1982-1997 年の 113 ヵ国のパネルデータ分析では、議

院内閣制は構造政策を推進していることが確認できるが、大統領制に

ついては不安定な推定結果となっている。また、議院内閣制の構造政

策が、社会的基礎資本の指標である GADP を改善しているが、大統領

制ではそのような効果はみられないこと。そして、選挙制度の構造政

策に与える効果は、比例制は安定的な効果がみられるが、多数制選挙

制度の効果はみられないこと。さらには、社会的基礎資本に与える選

挙制度の効果は、確認することはできない、という実証分析結果を提

示している（p.19、表 7）。

さらに 1960-2000 年の 135 ヵ国のパネルデータを利用した分析では、

政府の形が、労働者 1 人当たりの GDP に与える効果については、議院

内閣制は正の効果を確認できるが、大統領制は負で不安定な推定結果

となっている。そして、選挙制度についての効果は、比例制について

は正であるが、ロバストではない。多数制については不安定な推定結

果であり、その効果は確認できないということを明らかにしている

（p.20、表 8）。

また、Persson and Tabellini（2006）では、150 ヵ国 1960-2000 年の

パネルデータを利用し、議院内閣制が大統領制と比較して、1 人当たり

の所得の成長率を 1.6％低くし、また、選挙制度の効果は不明確である、

という実証分析結果を示している⑵。
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以上の政治循環と財政政策に関する研究からの重要な結論は、「選挙

規則が財政政策に強い影響を与えているということである」（Persson 

and Tabellini （2006）、p.183）、また、「選挙規則に関して、重要な実証分

析結果は、悪魔が選挙規則の諸細目の中にいるということである」

（p.202）。

3 ．日本国憲法と選挙制度及び経済政策

「自民党の存在そのものが、個々の保守系現職政治家による選択に

よって生じた内生変数であった」（斉藤（2010）、p.9）。このことは、自

民党が国内や国際環境の変化そして国民の選好の変化に対応した政策

を行うことにより、長期間政権を担当することが可能となる適応能力

を有し、民主主義システムにおける議席の競争を通して、自民党自身

が変化し続けてきたことを意味している（Kohno （1997）、p.86）。

しかし、その自民党という内生変数は、日本国憲法の制約条件下で、

日本の政治や経済システムの中において決定されてきた変数である。

現憲法における政治制度の制約は、政府の形成とその解散と選挙、そ

して政府の形成という循環の枠組みである。まず、日本は議院内閣制

であり、衆議院で過半数を支配する政党の党首が政府（内閣）を形成し、

その政府の解散は政府の長である首相の意思決定によって行われてい

る。その解散時と選挙は、政権政党にとって有利なタイミングを選択

することが可能となっている。そして、選挙制度は過半数の議席を確

保している政権政党である与党が、有利となる選挙区や投票制度とす

るような改正がなされる可能性が高い。したがって、日本国憲法が長

期間改正されないこととさらには長期間改正することができないとい

うことが一党独裁的な国家運営を可能にしたことも予想される。すな

わち、議院内閣制の選挙―政府の形成―解散―選挙という日本の政治

循環は、大統領制の政治循環とは異なっており、かつ、選挙制度も各

国間で異なっている。特に、大統領制の選挙の時期は固定されている

ことが多い。また、全国単一の選挙区となる大統領選挙では定数格差
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は生じないが、議会制の選挙では人口動態によって定数格差が起こる。

さらに、議員内閣制と大統領制とでは、政府の形成過程が異なるため

に政治家のインセンティブも異なることが予想される。斎藤（2011）は、

この点について、「日本の議院内閣制では、衆議院で過半数を支配する

ものが首班の指名すなわち行政府を支配することに直結するため、再

選と昇進をねらう現職議員は、大統領制の議員と比較した場合、安定

的かつ継続的な連合を構築する強い動機を持つ」（p.9）、と指摘し、さ

らに、「日本国憲法が大統領制であったならば、保守政党が合併して単

一の支配政党を形成する動機はかなり弱かったであろう」と説明して

いる（p.9）。

この自民党が長期政権を維持できた理由とともに、国民が自民党を

支え、自民党が公共政策を実行し、これによって国民が享受した便益

はいかなるものかを問う必要がある。そして、この長期政権を実現可

能とした根本的理由は、現憲法の日本国憲法という制約条件であると

考えることができる。なぜならば、自民党の政策は、「国会は憲法改正

を発議できるが、その前提として両院の 3 分の 2 の賛成が必要となる

など、高いハードルが設定されている。…憲法条項を操作することは

事実上不可能…」（斉藤（2010）、p.8）、という制約条件下で選択され、実

行されてきたからである。

政権獲得あるいは政権維持を目的とする政党の行動モデルとして、

政権を一度獲得した与党は、次の選挙では与党が先導者であり、野党

が追随者となるような公約または政策を提示して選挙を行う可能性が

高くなるという、ゲームモデルがある。与党及び野党も得票率最大化

を目的関数とする場合、「野党は与党の公約を見てから、得票率を最大

化するように自らの公約を設定する」という野党の行動を予想して、

与党の公約を設定する。このように与党には寡占企業の価格設定と同

様に先導者の優位性がある。したがって、与党は与党としての政策効

果の実績を生かし、野党とは異なる政策や公約を掲げて選挙を行うと

いう行動をとる。先導企業の生産量が追随企業よりも多くなるという、
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寡占モデルの導く命題と同様に、与党の得票率は野党の得票率を上回

ることが予想される。結果として、与党は再び政権を維持する可能性

が高くなる（井堀・土居（1998）、p.60）。また、このモデルから導かれる

重要なもう一つの命題は、得票率が競争の場合よりも小さくなること

が予想されることである。このような政党の行動により日本の有権者

は、政治参加の機会を奪われてきたことも指摘できる。

斉藤（2010）に代表されるように多くの先行研究は、自民党政治が利

益誘導政治を行い、かつ、これを多くの国民が支持したことを指摘し

ている。そして、この利益誘導政治が長年に亘り支持され政権を担当

してきた理由についての説明は、様々な説が提示されているが、その

根拠を要約すると自民党政権の政策によって、経済成長を実現し、経

済的豊かさとともに国民が不公平感を抱くことがない所得分配の公平

性を実現したことがあげられる（斉藤（2010）、第 1 章参照）⑶。

しかし、日本国憲法の下で日本は、「この間蓄積された財政赤字や、

生産性に貢献しない負の社会資本は、将来の複数世代にわたって、ど

の政党が政権を担おうとも、選択しうる公共政策を制約し続けるであ

ろう」（斉藤（2010）、p.219）、という負の遺産を背負ったことも否定でき

ない事実である。

日本の社会資本はマクロ経済全体における民間資本との配分でみて

過小である。この事実を踏まえるならば、資本を民間資本から公的資

本に代替がなされたならば、GDP をさらに拡大することができたこと

を意味している（井堀・土居（1998）、p.147）。また、公共投資の地域間

配分は大都市圏に過小に、地方圏に過大に配分されており、公共投資

が地域間で最適に配分されておらず、かつ、日本全体では社会資本が

過小となっている⑷。

また、日本の租税制度が資源配分をどれだけ歪めているかを示す指

標とみなすことができる tax wedge を都道府県別に推定した坂井・坂

本（2011）は、道府県の tax wedge に大きな格差が存在していることを

明らかにするとともに、その tax wedge で調整した雇用者報酬の標準
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偏差が、割引前と割引後で比較して小さくなっているのではなく、逆

に大きくなっており、わが国の財政制度が過度な所得再分配を行うこ

とによって資源配分を歪め、地域間の厚生水準に大きな格差を生み出

している可能性を示唆している⑸。

結局、このように自民党政権時の政策から得た日本国民の経済的パ

フォーマンスが、自民党の利益誘導政策によって実現したとするなら

ば、特定の利益者集団やレントを目的とした転用政策によってもたら

されたものである、という側面も否定できない。したがって、反転用

政策を実行しなかったことは、国民が多くの所得と公正な所得分配の

得る機会を失っていたことを意味している⑹。

競争環境が整っていない経済は、レント・シーキングを発生させる

余地を拡大する。それが、私的収益と社会的収益に影響を与える税制

や社会の総生産量に影響を与える規制・介入とともに、社会的基礎資

本を構成する制度・政策となっている。要するに競争の成立しない民

主主義では、社会的基礎資本の蓄積が劣るともにその配分も歪められ

る可能性が高くなる。したがって、社会的基礎資本の相違が、所得格

差を生み出す大きな原因となる（Hall and Jones （1999））⑺。

このような根源的な背景要因は、現憲法に基づいているともいえる。

日本の憲法上の特徴と政府の経済政策および経済的パフォーマンスは

独立ではなく、憲法の制約の下で選挙が行われ、政府が形成され、そ

して、公共政策が実行されている。それゆえに、自民党の長期政権と

その政策および経済的パフォーマンスを生み出す源泉が、日本国憲法

上の特徴の中にあるという可能性を、排除することはできない。次節

では、日本国憲法の特徴である選挙制度と政府の形（議院内閣制）に焦

点を当て、その憲法上の特徴と経済的パフォーマンスとの関係につい

ての実証分析を試みる。
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4 ．実証分析

4 ．1 　計量モデル

本節では、選挙制度と政府の形の相違が、経済成長に有意な影響を

与えているかどうかについて検証する。われわれの実証分析モデルは、

以下のように定式化される。このモデルに基づき、各国のクロスセク

ションデータを利用して、多数制と比例制の選挙制度と、大統領制と

議院内閣制という政府の形の相違が、経済成長との間に有意な関係が

あるかどうかを検証する⑻。

⑴　y
4

i＝α＋
n

i＝1

βi Xi＋
m

j＝1

φjDj＋ui

y
4

i は、労働者 1 人当たりの実質 GDP 成長率である。説明変数 Xi は、

生産性に与える要因である、民主主義の経過年数 AGE、教育水準

EDU、政治体制の安定を表すポリティ指標 POLITY、政府の財政収支

DEFCIT 等である。

そして、Dj は選挙制度と政府の形を表すダミー変数である。多数制

選挙制度は、MAJ ＝ 1、比例制選挙制度は、MAJ ＝ 0 である。ただし、

日本は、1996 年の衆議院議員選挙から混合型の小選挙区比例代表制並

立制を採用している。議席が小選挙区 300 議席、比例区 180 議席に配

分されているので、日本のダミー変数の値は、MAJ ＝ 0.63 である。ま

た、ニュージーランドも同様な選挙制度となっていることから MAJ ＝

0.67 である（Persson and Tabellini （20036）、表 4 ．2 ）。もう一つの政府の

形を表すダミー変数は、大統領制が PRES ＝ 1 であり、議院内閣制の

国は、PRES ＝ 0 である。

4 ．2 　データ

OEDC 諸国 27 ヵ国のデータは、基本的に OECD.StatExtracts（2010）

を利用している⑼。政治制度の格付け指標であるポリティ指標は、

Polity IV Annual Time-Series 1800-2010 を利用している⑽。また、民

14

一
四
三



政
経
研
究　

第
四
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
二
年
三
月
）

（
五
二
六
）

主主義の成立時期、選挙制度や政府の形に関するデータは、Persson 

and Tabellini（2003）の表 4 ．1 と 4 ．2 及び Persson（2005）の付録の

データを利用している。

表 2 は本研究において利用している主要データである。民主主義が

最初に成立した国は、アメリカであり、1980 年である。この年を基準

として、民主主義の経過年数（歴史的経過年数）AGE は、（2000 －民主主

義の成立時期）／ 200 によって指数化される。アメリカは 1 であり、1868

年の民主主義が誕生した日本は、0.66、1994 年に最も遅く民主主義が

成立したメキシコは、0.03 である。その平均は、0.41 であり、OECD

諸国の半分以上の国は、民主主義の歴史が 100 年未満である⑾。

民主主義の安定または政治制度の成熟度を示す POLITY 指標は、フ

ランス、トルコとメキシコを除き、10 であり、OECD 諸国の政治体制

は安定している。

教育水準の代理変数である EDU は、高等教育卒業者の人口に占め

る割合である。26 ヵ国の平均は 27.6% であり、日本は 40.5% である。

この教育水準のデータが 2006 年であり、他の時系列データも 2006 年

に揃えられている。

財政赤字は、GDP に占める一般政府の累積財政赤字の割合である。

日本の公債発行残高が特出している。一方、ルクセンブルグは、財政

収支が均衡している唯一の国である。

労働者 1 人当たりの実質 GDP 経済成長率 Growth は、すべての国に

おいて正となっている。平均が3.62％、標準偏差が1.43%である。なお、

実質 GDP は OECD 基準年 2005 年価格のドル表示 100 万ドルである。

4 ．3 　推定結果

⑴ 　式の推定結果が表 3 に示されている。推定結果は不安定である。

特に、理論的符号条件は、理論と整合的ではない推定結果となってい

る。

選挙制度の符号は負であり、政府の形の符号は正の推定結果となっ
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表 2　選挙制度と政府の形および経済データ　
Country DEMAGE AGE POLITY 教育水準 政府赤字
Australia 1901 0.495 10 33.0 5.8 
Austria 1946 0.27 10 17.6 60.6 
Belgium 1853 0.735 10 31.8 87.6 
Canada 1867 0.665 10 47.0 28.0 
Denmark 1915 0.425 10 34.7 32.7 
Finland 1917 0.415 10 35.1 35.6 
France 1946 0.27 9 26.2 52.1 
Germany 1949 0.255 10 23.9 40.9 
Greece 1975 0.125 10 22.2 107.5 
Hungary 1990 0.05 10 17.7 61.9 
Iceland 1944 0.28 10 29.5 24.8 
Ireland 1921 0.395 10 30.8 20.3 
Italy 1948 0.26 10 12.9 96.7 
Japan 1868 0.66 10 40.5 161.4 
Luxembourg 1879 0.605 10 24.0 1.4 
Mexico 1994 0.03 8 15.4 20.5 
Netherlands 1917 0.415 10 30.2 39.2 
New Zealand 1857 0.715 10 38.3 21.6 
Norway 1898 0.51 10 32.9 12.5 
Poland 1989 0.055 10 17.9 45.1 
Portugal 1976 0.12 10 13.5 69.8 
Spain 1978 0.11 10 28.5 33.0 
Sweden 1917 0.415 10 30.5 42.3 
Switzerland 1848 0.76 10 29.9 25.2 
Turkey 1983 0.085 7 10.4 45.5 
United 
Kingdom 1837 0.815 10 30.5 43.3 

United States 1800 1 10 39.5 36.0 
Means 1919 0.405 9.8 27.56 46.3
Standard　
Deviation 53.77 0.287 0.69 9.27 34.5
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表 2　選挙制度と政府の形および経済データ（続き）

Country Growth 実質GDP 労働生産性 選挙制度
多数制＝１

政府の形
大統領制＝1

Australia 3.77 663006.3648 32.03 1 0
Austria 3.60 258427.4345 31.26 0 0
Belgium 2.69 314298.3536 29.81 0 0
Canada 2.82 1019046.972 31.28 1 0
Denmark 3.39 169333.8384 31.16 0 0
Finland 4.41 157813.1958 29.96 0 0
France 2.22 1703950.294 27.66 1 0
Germany 3.37 2271178.047 27.57 0 0
Greece 4.52 256631.6687 23.02 0 0
Hungary 3.97 158272.3849 15.72 1 0
Iceland 4.60 10464.81476 34.39 0 0
Ireland 5.36 149863.174 35.32 0 0
Italy 2.04 1554335.947 26.60 0 0
Japan 2.04 3538340.985 27.69 0.63 0
Luxembourg 5.57 29479.85045 62.84 0 0
Mexico 4.83 1135974.918 10.83 0 1
Netherlands 3.39 516952.6429 31.63 0 0
New Zealand 0.86 99093.85259 23.68 0.67 0
Norway 2.28 185191.7383 39.73 0 0
Poland 6.23 499909.5352 13.11 0 0
Portugal 1.44 191682.6889 18.11 0 0
Spain 4.02 1048685.417 23.80 0 0
Sweden 4.30 295366.7207 32.53 0 0
Switzerland 3.63 252098.6392 33.69 0 1
Turkey 6.89 787018.1382 10.78 0 0
United 
Kingdom 2.85 1786532.283 29.90 1 0

United States 2.67 11448542.73 38.34 1 1
Means 3.62 1129684.912 28.61
Standard 
Deviation 1.43 2222015.5 10.36
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ている。このことは、多数制選挙制度が比例制選挙制度よりも、成長

率を低くし、大統領制が議院内閣制よりも成長率を高くしていること

を意味している。しかし、この推定結果は、2 つのモデルの選挙制度の

係数のみが、かろうじて有意であるという、不安定なものである。

Persson and Tabellini（2003）や坂井・岩井（2011）の実証分析では、

民主主義の経過年 AGE は、生産性に対して正の有意な効果を与えてい

るが、われわれの推定結果は負となっている。しかも、その係数の値

は大きく、一世紀の歴史的経過が成長率を 1％引き下げるというもので

ある。

POLITY 指標や教育水準の係数は、統計的に有意ではないケースも

あるが、その係数は負の経済成長を抑制するという推定結果であり、

理論の予想とは整合的ではない。このようにわれわれの推定結果は、

良い民主主義や政治的安定さらには人的資本の蓄積等が、経済成長を

促進させる要因として、理論的にも実証的に確認されてきた予想とは、

異なるものとなっている⑿。

表 3　憲法上の特徴と経済成長モデルの推定結果
　 ⒜ ⒝ ⒞ ⒟ ⒠ ⒡
変　　数
切　　片 3.1049 4.5569 2.1076 2.8701 1.8852 1.7373

選挙制度（MAJ=1）
-1.1879 -0.6689 -1.0722 -0.5686 -0.5708 -0.5122

（0.6224）* （0.6507） （0.5629）* （0.5692） （0.5973） （0.6262）

政府の形（PRES＝1） 0.1523 0.1589 0.2682 0.6727 0.8239 0.7637
（0.8412） （0.7987） （0.7598） （0.727） （0.8531） （0.8833）

lagYdot
0.3927 0.354 0.3998 0.405

（0.1537）**（0.1434）**（0.1778）**（0.182）

AGE
-2.0981 -2.1097 -1.7119

（0.9539）**（1.1212）* （1.4941）

POLITY
0.0659 -0.115

（0.4394） （0.4642）

EDU
-0.0578 -0.0179

（0.0303）* （0.0433）

DEFICIT
0.0047 0.0042

（0.0074） （0.0076）
調整済み決定係数 0.0596 0.1524 0.2357 0.345 0.2941 0.2636
標　　本 27 27 27 27 27 27
注：従属変数は、労働者 1 人当たりのGDPの成長率。
注：（　）内の値は標準誤差であり、*は10%、**は 5 %、***は 1 %で有意である。
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以上の実証分析は、「選挙規則や政府の形が、強い影響を経済成長に

与えている」と、いうことはできないが、選挙規則が政府の形よりも、

強い影響力を経済成長に与えている可能性を示唆している。また、選

挙規則に関して、「悪魔が選挙規則の諸細目の中にいる」（Persson and 

Tabellini（2003）、p.202）、ということは確認できないが、この仮説も棄

却することができない推定結果となっている。したがって、国が反転

用政策を推進するか、または、レントや腐敗と結びつく転用政策を選

択するかどうかは、選挙制度の細目に依存している可能性のあること

を示している。

第 2 節の分析から、議院内閣制、特に比例制・議院内閣制は、財政

収支を悪化させ、大きな政府となることを明らかにした。この財政収

支の悪化は、経済成長を抑制するものと予想されているが、表 2 の⒠

と⒡の財政赤字の係数は、有意ではないが、正である。この推定結果

は、理論的予想と相反する結果となっている。このことは、OECD 諸

国には、ケインズ的な財政政策が有効である可能性のあることを示し

ている。

5 ．むすび

豊かな国は、一般に民主主義国である。しかし、このことは逆の関

係あるいは他の要因の影響が、反映されている可能性もある。民主主

義が継続的に経済成長を実現していくという根拠は、極めて弱々しい

ものである。政治体制は経済発展に影響を与えていることが考えられ

るが、その政治体制はいろいろな形を採用し、多様な状況において改

革されている（Persson and Tabellini （2006）、p.319）。

このノートでは、OECD 加盟国のデータを利用して、憲法上の特徴

が経済成長に与える効果についての検証を試みた。実証分析結果は、

多数制選挙制度よりも比例制選挙制度が、また、議院内閣制よりも大

統領制が、反転用政策を推進していることが窺えるが、その効果はロ

バストではない。この推定結果に基づいて、日本の憲法上の特徴が経
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済成長に与える効果を予想するならば、日本国憲法は、成長に対して

負の効果と正の効果の相反するメカニズムを、日本の制度に内包させ

ているものと予想される。

実証分析からの意外な発見は、財政赤字の係数が有意ではないが、

正であり OEDC 諸国には、ケインズ的な拡張的財政政策は無効ではな

く、その政策の余地も考えられるということである。

また、民主主義の歴史、Polity 指標、教育水準等の係数は、理論敵

符号条件と整合的ではなかった。このことは、民主主義制度下におい

て、これらの変数の経済成長に与えるメカニズムが複雑であることを

示唆している。多数制選挙制度が比例制選挙制度よりも、成長率を低

くし、大統領制が議院内閣制よりも成長率を高くしている、という実

証分析結果が示しているように、民主主義の細部と経済政策及び政策

結果とのリンクは、複雑であることが予想できる。

理論が予想するように、憲法上の特徴が国民の福祉向上に対して、

正と負の効果を与える可能性をはじめとして、憲法の国民の経済厚生

に与える効果の理論的・実証的に解明されていないことが多い

（Persson and Tabellini （2003）、表 9 ．1 、坂井・岩井（2011）、表 1 ）。本研究

の実証分析は、これを裏付ける結果となっている。しかし、本研究の

実証分析のモデルは、簡単なものであり、しかも、OECD 諸国を対象

とする小さい標本であり、かつ、期間も1年間に限定した標本であった。

今後の研究課題として、詳細なデータ整備を進め、相互関係を解明

できる計量モデルに基づいた実証分析やパネルデータ分析を行うこと

である。
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注
⑴ Persson and Tabellini （2003）における GASTIL スコアが、5 以下の民

主主義国でデータパネル分析が可能な 60 ヵ国と POLTY 指標が 0 以下の
国を除く良い民主主義国の 2 つの標本を利用して実証分析を行っている

（Chap.4 及び p.256）。
⑵ Persson and Tabellini （2006）の民主主義の係数が1である。このことは、

独裁政権から民主主義への移行が 1 人当たりの所得成長を 1 ％増加させる
が、民主主義国が議院内閣制である国は、それが－0.6％、大統領制の国
は 1 ％の成長率となる。国の形の相違によって、大統領制と議院内閣制と
では、0.6% の成長率格差が存在していることになる（p.321）。

⑶ 一般に非民主主義国は都市部住民の利益を過大代表し、民主主義国は農
村利益を過大代表する傾向にある（斉藤（2010）p.214）。したがって、自
民党が公平性を実現したという議論については、反論がある。また、一党
独裁政権であったゆえに、政府は自身が大きなレント・シーキングの主体

付表　憲法上の特徴と財政政策との関係に関するパネル分析

憲法の特徴 選挙制度と政府
の形の特徴 支出政策 租税政策 財政収支 福祉支出

特徴の
特定化なし

特徴の
特定化なし

一　定
削　減b

減　税 a
増　税 c

悪　化
改　善 a

微　増
微　増

選挙制度

多数制 削　減
削　減

大幅減税 a
増　税

悪　化
改　善

削　減
微　減

比例制 増　加
削　減b

減　税 a
増　税

悪　化
改　善 a

増　加 a
微　増

仮説：
多数制=比例制

棄　却
採　択

採　択
採　択

採　択
採　択

棄　却
採　択

政府の形

大統領制 削　減
大幅削減 a

減　税
大幅増税 a

悪　化
大幅改善 a

微　増
微　減

議院内閣制 微　増
微　減

減　税 a
微　増

悪　化
改　善

微　増
微　増

仮説：大統領制
=議院内閣制

採　択
棄　却

採　択
棄　却 c

採　択
採　択

採　択
棄　却 c

注 1　Persson and Tabellini（2003），表 8 . 7 、 8 . 8 及び 8 . 9 より作成
注 2　表の上段は、選挙前の政策、下段は選挙後の政策
注 3 　標本は、1960-1998 年の民主主義国 60 ヶ国の標本とさらにそれよりも狭

い良い民主主義国の 2 つである。a は 2 つの標本が有意、b は民主主義国す
べてを含む標本が有意、c は良い民主主義国だけの標本が有意である。
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にもなりうる。政府による搾取、賄賂の要求、ロビー活動に対して便宜を
供与する行為、政府の役人を利する行動は、現代も起こっている。例えば、
防衛産業と防衛省と族議員との間には多額の賄賂が政治資金として流され
たケースが予想される（井堀・土居（1998）、p.167）。ダグラス・グラマ
ン事件や山田洋行事件に代表されるように、政治家や官僚と防衛産業との
癒着の現象が確認されており、防衛産業と防衛省と族議員との間には多額
の賄賂が政治資金として流されたケースが予想される（井堀・土居

（1998）、p.167）。
⑷ その結果、日本の公共投資の地域間配分の歪みにより、年々の厚生損失

の大きさは総生産の 3% 以下であることを明らかにしている。この損失は
際だって大きいものではないが、無視できるものでもない（井堀・土居

（1998）、p.147、浅子他（1994）、pp.59-60）。
⑸ 坂井・坂本（2011）の tax wedge 推定値は、最小は熊本県 1.22、最大は

神奈川県と滋賀県の 2.29 であり、大きな格差が存在している。このことの
経済的意味は、熊本県民は、追加的労働供給 1 単位から得られる私的財が、
税制によって 18％失われ、82％分の私的財が得られるのに対して、神奈川
県と滋賀県の県民は、それが 56％失われ、44％の私的財しか手に入れるこ
とはできないということである（p.137-1389）。

⑹ 一般に非民主主義国は都市部住民の利益を過大代表し、民主主義国は農
村利益を過大代表する傾向にある（斉藤（2010）p.214）。また、斉藤

（2010）は、自民党が都市型政党への転換を図るために、以下のように説
明している。「自民党の再分配政策は徐々に変化していくことになる」

（p.192）。「高度経済成長とは異なり、財政支出を膨張させることができな
いために、直接的な財政支出伴わない利益誘導が行われた。都市部での容
積率の緩和はこの好例である」（p.195）。さらに、「選挙制度改革と挟んで
の地方財政制度の変化は、中選挙区の時代に自民党の金城湯地だった地域
への財政移転を減らし、新選挙制度での接戦区で勝利を収めるためのもの
だった」（p.195）、と選挙戦略の変更を指摘している。

⑺ Hall and  Jones （1999）は、社会的基礎資本が、労働生産性で測る世界
各国間の長期的な経済パフォーマンスの格差の大部分を説明していること
を明らかにした。社会的基礎資本とは、個人が熟練を蓄積し、企業が資本
蓄積をし、産出を生み出す経済環境を決定する制度や政府の政策を意味し
ている（p.84）。彼らは労働生産性の格差が、社会的基礎資本の代理変数
である 2 つの政策によって説明できることを明らかにした。一つは GADP

という反転用政策であり、もう一つは市場開放である（坂井・岩井
（2011）、p.136. 及び Romer（2006）、p.166）。

⑻ OECD に関するデータは、http://stats.oecd.org/Index.aspx からダウン
ロードしている。現在 OECD 加盟国は 34 カ国であるが、データの整合性
から 27 カ国のデータを利用している。なお、データ整備については、日
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本大学法学部岩崎正洋教授と岩崎ゼミ生の協力を得ている。
⑼ この計量経済モデルの特定化は、民主主義の形と経済発展について、パ

ネルデータによる実証分析を行っている Persson（2005）のモデルを参考
にしている（p.15）。

⑽ http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm の「Polity IV: Regime 
Authority Characteristics and Transitions Datasets」を利用している。

⑾ 民主主義の歴史指数である AGE の指数の計測式は、Persson and 
Tabellini （2003）、p.81 に従っている。

⑿ Barro（1997）、（1999）の研究に代表されるように民主主義の成長効果は、
負と正の相反する研究結果が提示されている。Tavares and Wacziarg

（2001）は、民主主義の成長効果は負であり、それは、民主主義による教
育機会の拡大が、物的資本の蓄積を犠牲にすることによって行われている
からである、という実証分析結果を明らかにしている。
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